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第１章 総 則 

第１節 計画の目的 
 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号）第 42条の規定に基づき、市民生活の各

分野にわたり重大な影響を及ぼすおそれのある本市の全域に係る自然災害等に対処するため、次の

事項を定め、もって市民の生命、身体及び財産を災害から保護し又は被害を最小限に止めることを

目的とする。 

 

１ 市及び市域の指定行政機関、指定公共機関、指定地方行政機関、指定地方公共機関、自衛隊、

その他防災上重要な施設等の管理者の処理すべき事務及び業務の大綱 

 

２ 防災施設の整備及び機能拡充、市民や企業への防災意識の啓発、教育・訓練及びその指導、

要配慮者の支援、自主防災組織の組織化促進等の災害予防計画 

 

３ 災害に関する注意報又は警報の伝達、情報の収集及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、

衛生その他の災害応急対策計画 

 

４ 災害復旧、復興に関する計画 

 

５ その他必要な計画 

 

第２節 阿波市の概要（地勢、地質及び気象） 
 

第１ 自然条件 

 

１ 地 勢 

本市は、徳島県の北部中央、吉野川の北岸、東は上板町、西は美馬市、南は吉野川市、北は

香川県に隣接し、東西に伸びる台形状の市で、面積 191.11k ㎡である。 

また、北部の香川県境には讃岐山脈が連なり、緑豊かな山々を有している。これらの山々を

水源として、宮川内谷川、日開谷川、大久保谷川及び伊沢谷川が南に縦貫し、それぞれに南面

傾斜の扇状地を形成している。 
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【位置図】 

 
 

２ 地 形 

本市は吉野川北岸に位置し、北に高く、南に低くなっており、地形を大きくみると、北から

南へ山地、台地、低地にわかれ、いずれも東西方向に分布している。これは四国をほぼ東西方

向に通る中央構造線とそれに平行な断層である父尾断層や土柱断層等の影響を受けたもので

ある。 

北部の香川県境には讃岐山脈が東西に連なっており、その南斜面からは、宮川内谷川や九頭

宇谷川、日開谷川、大久保谷川、伊沢谷川等が南流して吉野川に注いでおり、途中の台地には

それらの河川による開析扇状地や河岸段丘が形成されている。 

また、下流域は複合扇状地や吉野川、日開谷川等の氾濫原、吉野川の川中島である善入寺島

よりなっている。 

こうした本市の地形特性の中で、市内には地理的・地質学的に特殊な複合扇状地、天井川、

河岸段丘等の地形が点在しており、「阿波の土柱」は国の天然記念物に指定されている。 
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３ 地 質 

本市の地質は、中央構造線を境として、その北側の讃岐山脈を形成する和泉層群と、南側の

四国山地北部をつくる三波川結晶片岩類、さらにこれら両者を不整合に覆う第四系の砂礫層と

に大別できる。 

 

① 和泉層群 

和泉層群は、中生代、白亜紀の終わり頃(約１億 3,000 万年から 7,000 万年前)に、現在の

瀬戸内海周辺に広く分布している花崗岩を海底として、その上に北方の陸地から大量に運び

込まれた砂や泥がたまったものが、その後の造山運動によって陸化してできたものである。 

したがって砂岩や泥岩が大部分を占め、部分的に礫岩や凝灰岩がみられる。 

また、地層は東が開いた馬蹄型の分布をなし、東部にいくほど上位の層準がみられる。 

岩石としての固結度は高く、硬岩に分類されるが、層理面が発達しており、流れ盤斜面に

おいて層理面に沿った崩壊や地すべりが発生しやすいのが特徴である。 

 

② 三波川結晶片岩類 

中央構造線の南側に沿って東は関東山地より九州まで延長 1,000km を越える三波川結晶

片岩類は、群馬県南部を流れる川の名前をとって名づけられ、三波川変成帯とも呼ばれる。 

これらは、古生代石灰紀から二畳紀(約３億 5,000 万年～２億 7,000 万年前)の頃に海底で

堆積したものが、その後高圧低温のもとで変成作用を受けた結晶片岩類である。 

岩石は主として、①火山灰や火山砂などの火山砕屑物がもとになった緑色をした緑色片岩

類、②泥岩からできた黒色変岩類、③チャートのような石英分の多い石英片岩類、④砂粒の

あとをとどめる砂岩片岩や、礫を含んだ礫岩片岩などである。これらの鉱物は、圧縮力の影

響で同一方向に長軸を向けて平行に並んだため、薄く平らに割れやすい構造(片理)をもつ。 

 

③ 第四系 

今から約 200 万年前以降に形成された未固結の地層を第四系と呼び、地形で言えば段丘、

扇状地、平野などを形成する最も新しい地層である。 

200 万年前頃に、讃岐山脈の南北性の谷から多くの砂礫が搬出されて本地域に扇状地が形

成されるとともに、土地の隆起に伴う河岸段丘が吉野川沿岸に形成された。 

したがって、この地域の扇状地は和泉層群からきた砂岩礫がほとんどで(一部に凝灰岩の

礫を含む)、これらの礫の間げきには、砂又は粘土が充填されていて未固結の状態である。 

また、段丘の堆積物は吉野川の氾濫原であるため、四国山地の岩石、特に結晶片岩類の礫

が多く、讃岐山脈の砂岩礫を混入している。 

そのため、扇状地性か段丘性かは判別が簡単である。その後、沖積世(約１万年前)になっ

て、今のような広大な徳島平野が形成された。 
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４ 気 候 

本市の気候は、温暖で乾燥した瀬戸内気候区に属し、県下でも温暖で少雨地域に属している。 

穴吹地域気象観測所における平年値（統計期間：2001～2010）では、平均気温は 15.2℃、

降水量は 1405.7mm となっている。 

月別にみると、平均気温では８月が 26.4℃と最も高く、１月が 4.3℃と最も低くなっている。 

また、降水量では８月が 220.4mm と最も多く、１月が 47.4mm と最も少なくなっており、１

年を通じてみると、冬期に少なく、６月の梅雨の頃より 10 月に至る台風シーズンに多くなっ

ている。 

日最大降水量は2011年９月２日に393.5mm、日最大1時間降水量は2013年８月２日に70.0mm

を記録している。 

 

  ■月別の気象状況 

要 素 
降水量 

（mm） 

平均気温 

（℃） 

日最高気温 

（℃） 

日最低気温 

（℃） 

平均風速 

（m/s） 

日照時間 

（時間） 

統計期間 2001～2010 

資料年数 10 

１月 47.4 4.3 8.8 0.6 2.1 113.2 
２月 54.9 5.6 10.6 1.3 1.9 124.7 
３月 83.8 8.3 14.0 3.2 1.9 156.2 
４月 63.4 13.8 20.0 8.4 1.9 179.6 
５月 110.7 18.3 24.2 13.2 1.7 167.8 
６月 150.2 22.1 27.5 17.8 1.5 129.4 
７月 200.5 25.8 31.0 22.0 1.4 158.7 
８月 220.4 26.4 32.1 22.4 1.5 194.6 
９月 166.4 22.9 28.3 19.1 1.3 147.0 
10 月 143.6 17.0 22.2 13.2 1.4 144.9 
11 月 74.7 11.3 16.4 7.3 1.6 122.1 
12 月 70.3 6.4 11.1 2.7 1.9 107.5 
年 1405.7 15.2 20.5 11.0 1.7 1758.0 

資料：徳島地方気象台 穴吹地域気象観測所 平年値（統計期間 2001～2010） 
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■過去５年間の月別の降水量 

要 素 降水量（ｍｍ） 

   年

月 
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

１月 56.5 23.5 66.5 65.5 49.5 
２月 65.5 61.0 30.5 76.5 42.5 
３月 42.0 81.5 93.5 70.5 54.0 
４月 58.5 68.0 95.5 67.5 84.0 
５月 15.0 49.0 67.0 77.0 58.5 
６月 235.5 89.5 135.5 239.0 104.5 
７月 109.0 72.5 400.0 125.0 210.0 
８月 275.5 803.0 173.5 135.5 126.0 
９月 501.5 116.0 215.0 299.5 223.0 
10 月 327.0 277.5 16.5 48.5 536.5 
11 月 39.5 30.0 81.0 61.0 43.5 
12 月 99.5 105.0 136.0 81.0 21.0 
年 1825.0 1776.5 1510.5 1346.5 1553.0 

資料：徳島地方気象台 穴吹地域気象観測所 

 

５ 河 川 

本市の水系は、一級河川吉野川と讃岐山脈の南斜面に源を発する大小数多くの吉野川の支川

からなる。 

このうち吉野川は、その源を四国の中央部（高知県吾川郡瓶ヶ森）に発し、ほぼ東流して徳

島市で紀伊水道に注ぐ流域面積 3,750k ㎡、幹川流路延長 194km の「四国三郎」と呼ばれる日

本有数の大河川である。  

一方、讃岐山脈を刻みながら吉野川に注ぐ中小の河川は、いずれも南北の流路をとって山地

をブロック化し、その合流部は扇状地が発達している。 

一般に、吉野川北岸の河川は、南岸の穴吹川、川田川に比べて流長・流域面積は小さく、河

床勾配も急でほとんどが幼年谷となっている。 

また、背後の和泉砂岩は比較的軟弱な地質のため、風化、崩壊による岩石、礫の流出が顕著

であり、天井川の傾向を示しているものが多くみられる。宮川内谷川、芝生谷川、日吉谷川、

五明谷川、地林谷川は典型的な天井川である。 

一方、平坦地では、河川勾配が非常に緩やかなため、吉野川水位の影響を受けて常時冠水状

態となる内水問題を持つ河川が数多くある。 
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■市内を流れる一級河川 

河 川 名 
区             間 指定延長 

(ｍ) 上     流     端 下流端 

一
級
河
川 

吉 野 川 
左岸 
右岸 

高知県吾川郡いの町寺川字白猪谷104番地先  
同町同字 182 番３地先 

海(幹川流路 
延長194km) 

 
108,109 

宮川内谷川 
左岸 
右岸 

徳島県阿波市土成町宮川内字相婦 63 番地先 
同市同町宮川内字上畑 66番地先 

旧吉野川への 
合流点 

18,981 

熊谷川 
左岸 
右岸 

徳島県阿波市土成町土成字前田 150 番３地先 
同町同 151 番地先 

吉野川への 
合流点 

6,000 

九頭宇谷川 
左岸  
右岸 

徳島県阿波市土成町浦池字北山 2428 番地先 
同町同 3432 番地先 

吉野川への 
合流点 

5,200 

鶯谷川 
左岸  
右岸 

徳島県阿波市市場町切幡字西原 74番１地先 
同町興崎字北分 309 番地先 

柿の木谷川へ
の合流点 

5,200 

日開谷川 
左岸  
右岸 

香川県東かがわ市五名 1792 番地先 
同市同 1366 番２地先 

吉野川への 
合流点 

15,064 

仁賀木谷川 
左岸 
右岸 

徳島県阿波市市場町日開谷字東花子８番地先 
同字仁賀木 19番地先 

日開谷川への 
合流点 

5,500 

大久保谷川 
左岸 
右岸 

徳島県阿波市市場町犬墓字小竹 62番地先 
同市阿波町大久保 216 番 63 地先 

吉野川への 
合流点 

6,927 

伊沢谷川 
左岸  
右岸 

徳島県阿波市阿波町東縁 164 番地先 
同引地１番地先  

吉野川への 
合流点 

9,582 

 

■河川の指定状況 

河  川  名 指  定  状  況 

吉 野 川 洪水予報指定河川及び水防警報指定河川 

宮川内谷川 水防警報指定河川及び水位情報周知河川 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※洪水予報指定河川：大雨により洪水のおそれがある場合に、国土交通省と気象庁が共同 

で、河川の洪水に関する情報を提供する河川のことをいい、水防法 

及び気象業務法に基づいて指定されます。 

 

※水防警報指定河川：国土交通大臣または都道府県知事が、水防管理団体の水防活動に指 

          示を与える水防警報を行うことを、指定した河川です。  

 

※水位情報周知河川：国土交通大臣または都道府県知事が、洪水により重大又は相当な損 

          害が生ずるおそれがあるものとして、指定した河川です。 
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６ ため池 

本市一帯は瀬戸内式気候区に属し、年間平均雨量は海岸部の半分にも満たず、そのうえ、平

地のほとんどが複合扇状地であるため、土質は砂礫質で水持ちが悪く、干ばつの常襲地帯であ

った。 

このため、ため池を築きあるいは堰を設けて、水利を図ってきた。 

明治 17 年における阿波郡のため池は 2,579 か所（徳島県統計書）あり、徳島県のため池の

約 40％を占めていた。 

ため池の築造は、藩政時代につくられたものもあるが、主に明治時代から大正初期に集中し

て築造された。中でも、旧土成町の土成地区には、最盛期に大小合わせて 300 余のため池があ

り、「池の土成」といわれ、県下でも池の多いところとして有名であった。 

ため池は、阿波用水の開設（昭和 30 年）や北岸用水の竣工及び圃場整備事業の推進により、

次第に埋めたてられ耕地化されたが、「見坂池」、「浦池ダム」、「高西ダム」など、今も農業用

貯水池として機能しているものがあるほか、小規模なため池が市内の所々に点在している。 

 

第２ 社会条件 

 

１ 土地利用 

本市の面積は 191.11k ㎡で、徳島県内の市町村の中では８番目の規模となる。 

また、可住地面積は 90.03k ㎡、可住地面積割合は 47.1％となっており、徳島県平均の 24.4％

を大きく上回っていることから、平野部が比較的多い地域であることがうかがえる。 

 

  ■阿波市の面積・可住地面積 

 阿波市 徳島県 

面   積 

（k ㎡） 
191.11 4,146.79 

可住地面積 

(k ㎡) 
90.03 1,024.36 

可住地面積割合 

(％) 
47.1 24.4 

資料：総務省統計局「統計で見る市町村のすがた 2018」 

 

２ 人口の推移 

本市の平成 27 年国勢調査の人口は 37,202 人で、昭和 60 年以降減少傾向にあり、特に平成

17 年から 22 年にかけては少子化等の進行により約 1,800 人、平成 22年から 27年にかけては

さらに約 2,000 人減少している。 

また、世帯数は 13,108 世帯で、核家族化の進行により増加傾向にあるが、１世帯あたりの

人員は年々減少傾向にあり、昭和 60 年の 3.87 人から平成 27 年は 2.84 人と減少している。 
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阿波市の人口、世帯数の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■構成町の人口、世帯数の推移                    (人、世帯) 

   平成２年 平成７年 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

人
口 

吉野町 8,803 8,665 8,576 8,257  7,987  7,584 

土成町 8,461 8,284 8,306 8,318  8,105  7,807 

市場町 12,055 11,899 11,781 11,359  10,750  10,102 

阿波町 13,985 13,809 13,725 13,142  12,405  11,709 

阿波市全体 43,304 42,657 42,388 41,076 39,247 37,202 

世
帯
数 

吉野町 2,506 2,575 2,724 2,815 2,861 2,818 

土成町 2,118 2,196 2,346 2,461 2,540 2,583 

市場町 3,224 3,328 3,555 3,661 3,688 3,655 

阿波町 3,717 3,831 4,032 4,109 4,163 4,052 

阿波市全体 11,565 11,930 12,657 13,046 13,252 13,108 

平成 27 年度国勢調査 

  

３ 世帯構成の推移 

65 歳以上の高齢者のいる世帯割合は 59.1％と５割を超え、県平均を上回っている。 

さらに、65歳以上のみ世帯の割合は 32.3％、65 歳以上の高齢単身世帯の割合は 18.5％に達

している。 
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■65 歳以上親族のいる世帯数等                   (世帯) 

  総世帯数 
65 歳以上親族
のいる世帯数 

65 歳以上のみ
の世帯数 

65 歳以上の 
単身世帯数 

 

吉野町 3,405 1,859 1,129 697 

土成町 3,061 1,841 969 542 

市場町 4,298 2,523 1,438 818 

阿波町 4,641 2,885 1,517 855 

阿波市全体 15,405 9,108 5,053 2,912 

平成 31 年 1 月末住民基本台帳 

 

 【参考】参考 平成 27年国勢調査（平成 27年 10 月 1 日現在）  （世帯） 

 総世帯数 
65 歳以上親族
のいる世帯数 

高齢者夫婦の
み世帯数 

65 歳以上の単
身世帯数 

徳島県 305,754 144,952 39,270 39,325 

 

 

 

■65 歳以上親族のいる世帯割合等                  （比率） 

  
65 歳以上親族の
いる世帯割合 

65 歳以上のみの
世帯割合 

65 歳以上の 
単身世帯割合 

 

吉野町 54.6% 33.1% 20.1% 

土成町 60.0% 30.7% 17.2% 

市場町 58.9% 32.9% 18.7% 

阿波町 61.8% 32.1% 18.1% 

阿波市 59.1% 32.3% 18.5% 

平成 30 年 7 月末住民基本台帳 

 

     【参考】   平成 27年国勢調査（平成 27年 10 月 1日現在）  （世帯） 

 
65 歳以上親族の
いる世帯割合 

高齢者夫婦のみ
世帯割合 

65 歳以上の単身
世帯割合 

徳島県 47.4% 12.8% 12.9% 
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４ 要介護認定者数 

本市の平成 30年 7月末現在の第１号被保険者数は 13,212 人で、そのうちの要介護認定者数

は 2,549 人、認定率は 19.3％となっている。 

また、介護保険サービス受給者数は 2,187 人で、受給率は 85.8％となっている。 

なお、地区別・介護度別の要介護認定者数は、下表に示すようになっている。 

 

■阿波市の要介護認定者数、介護サービス受給者数  (人) 

65 歳以上人口 
(１号被保険者) 

要介護認定状況 介護サービス受給状況 

要介護 
認定者数 

認定率 
介護サービス 
受給者数 

受給率 

13,212 2,549 19.3% 2,187 85.8% 

  平成 30 年 7 月末現在 

 

■地区別・介護度別認定者数  (人) 

区 分 吉野町 土成町 市場町 阿波町 計 

要支援１ 43 40 36 56 175 

要支援２ 73 58 83 101 315 

要介護１ 102 87 106 145 440 

要介護２ 149 135 121 173 578 

要介護３ 103 83 96 122 407 

要介護４ 75 63 86 126 350 

要介護５ 54 43 83 104 284 

計 602 509 611 827 2,549 

平成 30 年 7 月末現在 

 



 

 

14 

 

５ 要配慮者の状況 

東日本大震災では、60 歳以上の高齢者の死者の割合が全体の半数以上を占めていた状況等

をみると、高齢者や障がい者、病弱者、幼児・児童、外国人など要配慮者といわれる人々は、

健常者に比べて災害時に死傷等の身体的被害にあう確率が極めて高くなることが明白となっ

ており、要配慮者に対する支援対策を積極的に講じていく必要がある。 

本市では、現在、65 歳以上の高齢者数の全人口に占める割合が高く、年々高齢者数は増加

している。 

また、次項に示すように、市内には保育所、幼稚園、認定こども園、学校、入院患者のいる

病院、障害者福祉施設、高齢者介護・福祉関連施設等が立地している。 

 

■要配慮者の状況(区域：浸水想定区域、吉：吉野川、宮：宮川内谷川)（土砂：土砂災害警戒区域) 

 
施設名 場 所 

要配慮
者数 

備 考 
区
域 

高
齢
者 

65 歳以上 ― 13,212 
平成 30 年 7 月末 
現在 

－ 

障
害
者
福
祉
施
設 

すみれ園 市場町香美字西原 245  55   吉 

すみれ園（通所型支援） 市場町香美字西原 245  60    吉 

かがやき 
（就労継続支援 B型） 

市場町香美字渡 10-１ 40    吉 

ワークセンター 
スマイル 
（就労継続支援 B型） 

土成町吉田字寺ノ下 101 20  － 

れもん（通所吉野分場） 吉野町柿原字シノ原 340 40  吉 

たなごころ吉野 吉野町柿原字 194-1 10  吉 

池田博愛会 どんぐり 阿波町東長峰 151-1 25  － 

阿波就労支援センターアスカ 阿波町久原 36-２ 20  － 

高
齢
者
介
護
・
福
祉
関
連
施
設
（
定
員
数
） 

特別養護老人ホーム蓬莱荘 

阿波町北整理１-１ 

70  吉 

蓬莱会 
デイサービスセンター 

25  吉 

養護老人ホーム伊月荘 

阿波町大原 107-11 

50  － 

デイサービスセンター 
阿波伊月 

30  － 

グループホーム明日葉 
阿波町大次郎 10-２ 

18  － 

ミニホ－ム紅葉 18  － 

笠井病院グループホーム 

阿波町元町 7-1、14 

9  － 

笠井病院 
デイケアーセンター 

20  － 

グループホーム加尾 
阿波町勝命北 8、10-１ 

18  － 

デイセンターお籠 35  － 

すだちのさと 阿波町南五味知 104-4 14  － 

あわデイサービスセンター 阿波町久原 36-２ 35  － 

大空デイサービスセンター 阿波町平川原北 49 30  － 

有料老人ホームわか葉 阿波町大次郎 10-5 18  － 

有料老人ホーム太陽 阿波町平川原 49 35  － 



 

 

15 

 

 
施設名 場 所 

要配慮
者数 

備 考 
区
域 

阿北特別養護老人ホーム 市場町市場字岸ノ下 190-３ 80  － 

介護老人保健施設 
リブイン・クローバー 

市場町市場字町筋 172-１ 30    － 

グループホームはな 

市場町香美字秋葉本 80-１ 

9  － 

デイサービスセンター 
みどり 

15  － 

グループホーム琴葉 市場町市場字岸ノ下 201-１ 18  － 

小規模多機能型居宅 
介護事業所 あお葉 市場町市場字岸ノ下 205-

１、-2、206-3 

25  － 

ミニホーム一葉 25  － 

双葉デイサービスセンター 30   － 

デイサービス百福 市場町上喜来字正田 925-1 10  － 

市場高齢者共同生活施設 市場町日開谷字野田原 25 12  
土
砂 

阿波老人ホーム御所園 
土成町吉田字梨木原１-１ 

30  － 

デイサービスセンター御所 40   

介護老人保健施設 
しょうか苑 

土成町吉田字原田市の三 
60-１ 

90  － 

グループホーム御所 土成町宮川内字神田 133-１ 18  － 

グループホーム義満 
土成町郡 131-１ 

18  － 

デイセンター一休さん 30  － 

大野病院 土成町土成字南原 231 10  － 

小規模多機能型居宅 
介護事業所 阿波の里 

土成町土成字南原 149-１ 25  － 

デイサービスセンター 
なごみの家 

土成町土成字大法寺 283-9 10   － 

デイサービスセンター安樹 
土成町吉田字原田市の一 
63-４ 

15  － 

特別養護老人ホーム 
よしの園 

吉野町柿原字二条 146 

50  吉 

グループホームよしの 27  吉 

デイサービスセンター 
よしの 

18  吉 

中山医院 吉野町柿原字ノタ原 42 10  － 

デイサービスセンター楽樹 
吉野町柿原字西二条 216-３ 

20  吉 

ショートステイ 楽樹 24  吉 

デイサービスセンター 
シンシア 

吉野町西条字西大竹 66-１ 20  宮 

そ
の
他 

外国人人数 ― 474 
平成 30年 7月 1日 
現在  

  

後児童ク一条放課後児童クラブ 吉野町西条字岡ノ川原 135 40 定員数 吉 

高
齢
者
介
護
・
福
祉
関
連
施
設
（
定
員
数
） 
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施設名 場 所 

要配慮
者数 

備 考 
区
域 

柿原放課後児童クラブ 
吉野町柿原字ヒロナカ
256-1 

40  〃 吉 

御所放課後児童クラブ 土成町宮川内字広坪 28 40  〃 － 

土成放課後児童クラブ 土成町成当 1203-1 70  〃 － 

八幡放課後児童クラブ 市場町山野上字立石 48 40  〃 吉 

市場放課後児童クラブ 市場町市揚字上野段 426-1 50  〃 － 

大俣放課後児童クラブ 市場町大俣字行峯 258-1 40  〃 － 

久勝放課後児童クラブ 阿波町森沢 31 40  〃 － 

伊沢放課後児童クラブ 阿波町南柴生 172 40  〃 － 

林放課後児童クラブ 阿波町東整理 116-1 40  〃 吉 

保
育
所 

柿原保育所 
吉野町柿原字ヒロナカ 
225-１ 

52 
平成 30年 7月 1日 
現在  

吉 

市場保育所 市場町市場字上野段 664 62  〃 － 

大俣保育所 
市場町上喜来字窪二俣 
1781-3 

32  〃 － 

久勝保育所 阿波町野神 93 100  〃 － 

伊沢保育所 阿波町南柴生 168 76  〃 － 

林保育所 阿波町東整理 121-１ 99  〃 吉 

幼
稚
園 

柿原幼稚園 吉野町柿原字ヒロナカ 226 26 
平成 30年 5月 1日 
現在  

吉 

市場幼稚圏 市場町市場字上野段 676 60  〃 － 

大俣幼稚園 市場町大俣字行峯 255-４ 25  〃 － 

久勝幼稚園 阿波町森沢 24-１ 22  〃 － 

伊沢幼稚園 阿波町南柴生 83-１ 24  〃 － 

林幼稚園 阿波町東整理 155 29  〃 吉 

認
定 

 
 

こ
ど
も
園 

一条認定こども園 
吉野町西条字岡ノ川原
134-1 

114 
平成 30年 7月 1日 
現在  

吉 

土成中央認定こども園 土成町吉田字山の神 23-1 220  〃 － 

八幡認定こども園 市場町大野島字稲荷 179 66  〃 － 

学 
 
 

校 

一条小学校 吉野町西条字岡ノ川原 135 179 
平成 30年 5月 1日 
現在  

吉 

柿原小学校 
吉野町柿原字ヒロナカ
256-1 

148  〃 吉 

御所小学校 土成町宮川内字広坪 89 154  〃 － 

土成小学校 土成町成当 1203 214  〃 － 

八幡小学校 市場町大野島字稲荷 138-1 115  〃 吉 

市場小学校 市場町市場字上野段 670 222  〃 － 
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施設名 場 所 

要配慮
者数 

備 考 
区
域 

大俣小学校 市場町上喜来字西原 200 101  〃 
土
砂 

久勝小学校 阿波町森沢 28 188  〃 － 

伊沢小学校 阿波町南柴生 172 181  〃 － 

林小学校 阿波町東整理 155-1 184  〃 吉 

 

吉野中学校 吉野等西条字大西 4-1 152  〃 吉 

土成中学校 土成町吉田字一本松の二 42 206  〃 － 

市場中学校 市場町市場字上野段 6-3 230  〃 － 

阿波中学校 阿波町東原 230-1 281  〃 － 

徳島県立阿波高等学校 吉野町柿原字ヒロナカ 180 576 
平成 30年 4月 1日 
現在  〃 

－ 

徳島県立阿波西高等学校 阿波町下喜来南 228-1 209 
平成 30年 5月 1日 
現在  〃 

－ 

病 

院 

阿波病院 市場町市場字岸ノ下 175 133 病床数 － 

笠井病院 阿波町元町 13 30  〃 － 

大野病院 土成町土成字南原 231 35  〃 － 

※学校の人数は、平成 30年 5月 1 日学校基本調査による 

 

学 
 
 

校 
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第３節 用 語 
本計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるも

のとする。 

１ 法         災害対策基本法 

２ 市本部（長）    阿波市災害対策本部（長） 

３ 市支部（長）    阿波市災害対策本部現地対策本部（長） 

４ 本計画       阿波市地域防災計画 

５ 県本部（長）    徳島県災害対策本部（長） 

６ 県支部（長）    徳島県災害対策本部の支部（長） 

７ 県計画       徳島県地域防災計画 

８ 消防本部      徳島中央広域連合消防本部 

９ 各消防署      徳島広域連合中消防署、西消防署 

10 消防団       阿波市消防団 

11 社会福祉協議会   阿波市社会福祉協議会 

12 防災士会      阿波市防災士会 

13 指定緊急避難場所  災害の発生やその他の危険から身を守るために一時的に避難する場 

所で、市が指定した場所 

14 指定避難所     災害が起きた時に自宅が住めなくなった人たちが一定期間、避難生活

をする施設で、市が指定した施設 

15 要配慮者      防災上何らかの配慮を要する者（高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児・

児童、外国人等） 

16 避難行動要支援者  要配慮者のうち、災害時に自ら避難が困難なことにより特に支援を要

する者 

17 防災マップ     阿波市総合ハザ－ドマップ 

 

第４節 計画の構成 
本計画は、本市の気象・地勢・その他地域の特性によって起こり得る災害の危険を想定し、こ

れらを基礎とするとともに、市内において過去に発生した災害の状況及びこれに対してとられた

応急対策並びに復旧状況等を検討し作成するものとする。 

なお、本計画の構成は、次のとおりである。 

 

１ 共通対策編 

各編に共通する総則、災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興 

２ 地震対策編 

南海トラフ巨大地震及び直下型地震による災害対策 

３ 風水害対策編 

風水害による災害対策 

４ 大規模事故等災害対策編 

道路事故、危険物等事故、大規模な火事、林野火災等による災害対策 

５ 資料編 

各編に付属する各種資料 
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第５節 計画の基本方針 
本計画は、これまでの風水害や地震津波災害等の経験に加え、時期が接近して襲来する複数の

台風や、地震発生後に台風や大雨に見舞われるといった複合災害のリスクなどを踏まえている。

災害の発生を完全に防ぐことは不可能であり、災害時の被害を最小化する「減災」の考え方を防

災の基本方針とし、たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重要視し、防災関係機関

がとるべき災害予防、災害応急対策、災害復旧及びその他必要な災害対策の基本的事項等を中心

に定めるものである。防災関係機関はこれに基づき細部計画等を定め、その具体的推進に努める

ものとする。 

また、南海トラフ巨大地震や風水害など大規模地震時のリスク軽減を図るため、国土強靱化地

域計画を作成し、計画に基づきハード・ソフト両面から防災対策を推進するものとする。 

 

 

第６節 計画の修正 
本計画は、災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、毎年４月１日現在をもって検討を加え、

国における防災基本計画等の見直し、徳島県地域防災計画の見直し、本市の新たな取組及び内容

の具体化、組織等体制の変更及び経年変化への対応等を踏まえて不断の修正を行うものとする。 

したがって、防災関係機関は、毎年防災会議が指定する期日（緊急を要するものについてはそ

の都度）までに、計画の修正案を阿波市防災会議に提出するものとする。 

 

 

第７節 他の計画との関係 
本計画は、市域に係る災害対策に関する総合的かつ基本的な性格を有するもので、県の作成す

る「徳島県地域防災計画」や「徳島県水防計画」、指定行政機関の長又は指定公共機関が作成す

る「防災業務計画」等の他の計画との整合を図るものとする。 

 

 

第８節 計画の周知徹底等 
本計画は、市の関係職員、市域の指定行政機関、指定公共機関、指定地方行政機関、指定地方

公共機関、その他防災上重要な施設等の管理者等に周知徹底するとともに、特に必要と認める事

項については、市民にも広く周知するものとする。 

また、これら関係者は、平常時において訓練その他の方法により、本計画の習熟に努めるもの

とする。 
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第９節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 
 

第１ 実施責任 

 

１ 阿波市 

防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、市域並びに市民の生命、身体及び

財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、他の地

方公共団体及び市民の協力を得て防災活動を実施する。 

 

２ 徳島県 

県は、市町村を包括する広域地方公共団体として、県域並びに地域住民の生命、身体及び財

産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、県の地域に係る防

災に関する計画を作成し、法令に基づきこれを実施するとともに、市町村、県の区域を管轄す

る指定行政機関及び指定行政機関が処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け、かつ、

その総合調整を行う。  

 

３ 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、大規模災害から当該地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を保護

するため、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとと

もに、市及び県の防災活動が円滑に行われるよう勧告、指導、助言等の措置をとる。 

 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性に鑑み、自主的に防災

活動を実施するとともに、市及び県の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。 

 

５ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素から災害予防体制の整備を図るとともに、

災害時には災害応急措置を実施する。 

また、市、県、その他防災関係機関の防災活動に協力する。 

 

６ 市 民 

「自助」及び「共助」が防災の基本であり、市民はその自覚を持ち、平常時から災害に備え

対処するための手段を講じておくことが重要である。 

市民は、発災時にはまず自らの身の安全を守るよう行動するとともに、市、県、国その他防

災関係機関の実施する防災活動に参加・協力するという意識のもと、積極的に自主防災活動を

行うものとする。 
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第２ 各機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

本市の市域を管轄する指定地方行政機関、自衛隊、徳島県、指定公共機関、指定地方公共機関

及び市内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者は、それぞれの所掌事務又は業務を通じ

て市域に係る防災に協力するものとし、それぞれが災害時に処理すべき事務又は業務の大綱は、

次のとおりとする。 

機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行

政

機

関 

阿波市 (1) 防災会議に関する事務 
(2) 防災対策組織の整備 
(3) 防災のための知識の普及、教育、訓練及びその指導 
(4) 防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検 
(5) 防災に関する施設及び設備の整備及び点検 
(6) 災害応急対策 
  ① 災害に関する情報の収集、伝達及び被害調査 
  ② 市民等に対する災害広報 
③ 警報の伝達並びに避難の勧告、指示 
④ 消防、水防その他の応急措置 

  ⑤ 被災者の救出、救護、その他の保護 
  ⑥ 避難者の誘導並びに指定避難所の開設 
⑦ 施設及び設備の応急的復旧 

  ⑧ 被災児童、生徒の応急教育 
  ⑨ 食料、医薬品、その他の物資の確保についての措置 
  ⑩ 清掃、防疫その他の保健衛生についての措置 
  ⑪ 緊急輸送等の確保 
(7) 公共的団体及び市民防災組織の育成指導 
(8) 災害復旧の実施 
(9) ボランティアに関する事項 
(10)その他災害発生の防御又は拡大防止のための措置 

徳島県 
 

(1) 県防災会議に関する事務 
(2) 防災組織の整備 
(3) 防災訓練の実施 
(4) 防災に関する物資及び資材の備蓄、整備及び点検 
(5) 防災に関する施設及び設備の整備及び点検 
(6) 県地域の災害に関する情報の収集、伝達及び被害調査 
(7) 市民等に対する災害広報 
(8) 警報の伝達並びに避難の勧告又は指示 
(9) 消防・水防その他の応急措置 
(10)被害者の救難、救助、その他の保護 
(11)災害を受けた児童、生徒の応急の教育 
(12)食料、医薬品、その他の物資の確保 
(13)施設及び設備の応急的復旧 
(14)掃除、防疫その他の保健衛生に関する事項 
(15)犯罪の予防、交通規制その他災害地における社会秩序の維持 
(16)緊急輸送等の確保 
(17)災害復旧の実施 
(18)市町村等各関係機関との防災に関する連絡事項 
(19)ボランティアに関する事項 
(20)公共団体及び市民防災組織の育成指導 
(21)その他災害発生の防御又は拡大防止のための措置 

 

 

 

 

 

県土整備部 
東部県土整備局
吉野川庁舎 

① 宮川内ダム施設の災害応急対策に関すること 

② 宮川内ダム放流警報に関すること 
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機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

 
 
 

指
定
行
政
機
関 

消防庁（徳島中央広

域連合中消防署・西消

防署） 

① 火災予防、災害防止策及びその指導 

② 災害時における消火、応急救助及び救護 

③ 災害時における傷病者等の緊急輸送 

 

 

 

自

衛

隊 

 

陸上自衛隊 

（第 14 旅団）及

び自衛隊徳島地

方協力本部 

① 災害派遣に必要な基礎資料の調査及び収集 

② 県・市町村が実施する防災訓練への協力 

③ 災害派遣の実施（被害状況の把握、避難の援助、遭難者の捜索救助、 

水防活動、消防活動、道路・水路の啓開、応急医療救護及び防疫、通信

支援、人員・物資の緊急輸送、炊飯・給水及び入浴支援、宿泊支援、危

険物の保安及び除去） 

④ 災害救助のため、防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与 

海上自衛隊 

（徳島教育航空

群及び第24航空

隊） 

① 情報収集 

② 主として航空機による人命救助 

③ 救援物資の空輸 

④ その他災害対策 

指
定
地
方
行
政
機
関 

四国管区警察局 
（阿波吉野川警察署） 

① 警戒区域の設定及び避難の指示・誘導 

② 負傷者の救出・救護 

③ 交通の規制及び緊急輸送路の確保 

④ 行方不明者の捜索、死体検視及び身元確認 

⑤ 犯罪の予防、検挙及び各種広報 

中国四国農政局 

（徳島県拠点） 

① 災害時における応急食料・物資の供給に関する支援 

 

森林管理局 

（徳島森林管理署） 

① 国有林野の治山事業の実施並びに民有林直轄地治山事業の実施 

② 国有保安林の整備保全 

③ 災害応急対策用木材（国有林）の供給 

四国地方整備局 
（徳島河川国道事務所） 

① 直轄管理河川の維持管理及び災害復旧に関すること 

② 水防のための洪水予報（吉野川）、氾濫警戒情報（旧吉野川・今切川） 

並びに水防警報（吉野川・旧吉野川）及び情報の伝達 

③ 国道の改築及び修繕工事、維持その他の管理 

④ 国道の指定区間における交通安全施設等整備及び除雪、防雪、凍雪害 

の防止に関すること 

⑤ 国道の直轄区間の災害復旧 

国土地理院四国地方

測量部 

① 災害応急対策の際、災害に関する情報の収集及び伝達における地理空 

間情報活用の支援・協力 

② 災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興に国土地理院が提供及び 

公開する防災関連情報利活用の支援・協力 

③ 災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興の際、地理情報システム 

活用の支援・協力 

④ 災害復旧・復興にあたって、位置に関わる情報基盤形成のため、必要 

に応じて基準点等の復旧測量、地図の修正測量等の実施及び公共基準点 

等の復旧測量、地図の修正測量等公共測量の実施における測量法第３６ 

条に基づく、実施計画書の技術的助言の実施 

徳島地方気象台 ① 気象、地象、地動及び、水象の観測並びにその成果の収集及び発表を

行う。 

② 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る。） 

及び水象の予報及び警報等の防災気象情報の発表、伝達及び解説を行う。 

③ 気象業務に必要な観測予報、及び通信施設の整備に努める。 

④ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言を行う。 

⑤ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に努める。 
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機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

指
定
公
共
機
関 

日本郵便株式会社 

（四国支社） 

郵便業務の確保及び郵便局の窓口業務の維持を図るとともに、次によ 

り災害特別事務取り扱い、援護対策を実施する。 

① 被災者に対する郵便ハガキ等の無償交付 

② 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

③ 被災地あて救助用郵便物の料金免除 

④ 被災者救助団体に対するお年玉付郵便葉書等に付加される寄附金の配分 

⑤ 為替貯金、簡易保険等の非常取り扱い 

⑥ 簡易保険、福祉事業団による災害医療救護 

⑦ 災害融資（簡易保険、積立金） 

 

日本赤十字社 

（徳島県支部） 

① 救護班の編成並びに医療及び助産等の救護の実施 

② 災害救助の協力奉仕団の連絡調整③ 災害時の血液製剤の供給 

③ 義援金及び救援物資の募集及び配分の斡旋並びに連絡調整 

④ その他、奉仕団が行う炊き出しや指定避難所奉仕等の協力等、災害救 

護に必要な業務 

日本放送協会 

（徳島放送局） 

① 市民に対する防災知識の普及及び警報等の周知徹底 

② 社会事業団体等による義援金品の募集協力 

西日本高速道路 

株式会社（四国支社） 
（徳島高速道路事務所） 

① 徳島自動車道(徳島IC～井川池田IC)の整備と防災管理 

② 徳島自動車道(徳島IC～井川池田IC)の維持管理 

③ 徳島自動車道(徳島 IC～井川池田 IC)の災害復旧 

西日本電信電話 

株式会社（徳島支店） 

① 公衆電気通信施設の防災対策及び復旧対策 

② 災害時における非常通話の確保及び通信疎通状況の広報 

四国電力株式会社 

（送配電カンパ二ー

徳島市支社 鴨島事

業所） 

① 電力施設の防災対策及び復旧対策 

② 災害時における電力供給の確保 

株式会社ＮＴＴドコモ

（四国支社） 

① 公衆電気通信施設の防災対策及び復旧対策 

② 災害時における非常通話の確保及び通信疎通状況の広報 

③ 携帯電話の通信施設に関する防災対策及び復旧対策 

④ 非常時におけるメール情報通信の確保と気象情報・安否情報等の伝達 
ＫＤＤＩ株式会社 

（四国総支社） 

ソフトバンク株式会社 

指

定

地

方

公

共

機

関 

輸送事業会社    ① 災害時における緊急輸送の確保と災害復旧 

② 災害時における被災地との交通の確保 

③ 災害時における生活必需物資、産業用資材の緊急輸送の確保 

④ 災害時における輸送用、作業用車両及び荷役機械の確保と緊急出動 

ガス事業会社 
（四国ガス株式会社） 

（社団法人徳島エル 

ピ－ガス協会） 

① 災害時におけるガスの安定供給の確保 

② ガス施設の防護管理及び災害時の応急措置並びに復旧 

③ 市民に対する災害時のガス事故防止に係る緊急措置等の周知徹底 

報道事業会社 

（四国放送株式会社）

（株式会社エフエム 

徳島） 

① 住民に対する重要な情報の周知と防災知識の普及 

② 社会事業団体等による義援金品の募集協力 

土地改良区 ① 農業施設の整備及び管理 

② たん水の防排除施設の警備及び活動 

③ 地震発生後の農業用ダム・農業用ため池の緊急点検 

病 院 ① 災害時における収容患者に対する医療の確保 

② 災害時における負傷者等の医療救護 
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機関の名称 処理すべき事務又は業務の大綱 

そ
の
他
の
公
益
的
事
業
を
営
む
法
人
そ
の
他
公
共
的
団
体
及
び
防
災
上
重
要
な
施
設
の
管
理
者 

農業協同組合 ① 市が行う被害状況調査及び応急対策の協力 

② 組合員の被害状況調査及びその応急対策 

③ 農作物の災害応急対策の指導 

④ 被害農家に対する融資の斡旋 

⑤ 農業生産資材及び農家生活資材の確保斡旋 

⑥ 農産物の需給調整 

森林組合 ① 市が行う被害状況調査及び応急対策の協力 

② 被害組合員に対する融資斡旋 

商工会 ① 商工業者への融資斡旋 

② 商工業関係被害調査及び応急対策への協力 

③ 物価安定について協力 

④ 救助物資、復旧資材の確保・協力・斡旋 

一般社団法人徳島県

医師会 

(阿波市医師会) 

① 救護班の編成並びに医療及び助産の救護の実施に関する事項 

阿波市 

社会福祉協議会 

① ボランティア活動体制の整備 

② 被災生活困窮者に対する生活福祉資金の貸付 

その他の公共団体及

び防災上重要な施設

の管理者 

① それぞれの業務に関する防災管理及び応急対策、災害復旧の実施 

公益社団法人徳島県

看護協会 

① 災害時における医療救護の実施 

② 指定避難所における避難者の健康対策 

一般社団法人徳島県

助産師会 

① 災害時における妊産褥婦・新生児・乳幼児の保健指導と助産の実施 

② 指定避難所における避難者の健康対策 

一般社団法人徳島県

歯科医師会 

① 指定避難所における避難者の口腔衛生などの健康対策 

② 遺体の検視、身元確認及び処理に関する協力 
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第２章 災害予防 

 
第１節 防災知識の普及・啓発 

 

第１ 方 針 

大規模災害時には県・市・防災機関の活動が制約されることが予想されることから、市民一人ひ

とりが、「自らの身の安全は自らが守る（自助）」ことを基本認識とし、平常時より防災についての

備えを心がけるとともに、発災時には自らの身を守るよう行動することが重要である。 

また、災害時には、「初期消火や近隣の負傷者、要配慮者を地域の人々が協力しあって助けるこ

と（共助）」、「指定緊急避難場所での活動、あるいは県や市が行う防災活動（公助）」への協力など、

防災への寄与に努めることが求められる。 

こうしたことから、防災対策をより一層効果的に行うためには、自助、共助、公助が、それぞれ

の役割を十分果すとともに、相互の密接な連携・協働のもとに行う市民をあげての取組が重要であ

り、「市民防災運動」として、自主防災組織の組織化の促進と活性化を図る。 

また、防災機関は、既存の自主防災組織や消防団、事業所等の自衛消防組織等と協力し市民に防

災思想、防災知識を普及啓発し、防災意識の高揚に努めるとともに、職員に対して災害の防止に必

要な教育の徹底を図るものとする。 

また、「市民防災運動」を強力に推進するに当たっては、時期に応じた重点課題の設定や関係機

関との連携等を戦略的に行うことが必要である。 

 

第２ 内 容 

 

１ 市民に対する防災知識の普及啓発 

【主な実施機関】  市（教育委員会、建設部、企画総務課、秘書人事課、危機管理課）、 

各消防署、消防団、防災士会 

 

市民の防災に対する意識の高揚を図り、災害時には市民一人ひとりが正しい知識と判断をも

って、自らの生命と財産は自ら守るという心構えと行動ができるよう、防災週間や防災とボラ

ンティア週間等を活用して、防災知識の普及徹底を図る。 

 

(1) 普及・啓発の内容 

ア 簡単な気象知識に関すること  

イ 予報、注意報、警報に関すること 

ウ 災害危険箇所に関すること 

エ 過去の主な被害事例 

オ 災害対策の現状 

カ 災害時における応急措置並びに心得に関すること 

キ 指定避難所・避難経路・その他避難対策に関する知識 

ク 避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）の内容 
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ケ 市民が実施しうる応急手当、３日分以上の食料、飲料水、携帯トイレ・簡易トイレ、 

トイレットペーパー等の備蓄、非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の

準備 

コ 自主防災組織への参加 

サ 消防団への加入 

 

(2) 普及・啓発の方法 

各報道機関に協力を求めるほか、各種の広報媒体を活用して周知徹底を図る。 

ア テレビ・ラジオ及び新聞の利用 

イ 広報紙・広報車の利用 

ウ 映画・ビデオ等による普及 

エ パンフレットの利用 

オ 防災マップの配付 

カ 講習会、講演会等の開催及び訓練の実施 

キ 市ホームぺージの利用 

ク 防災フェスタ等のイベント 

 

(3) 社会教育の場等における防災教育 

【主な実施機関】  市（教育委員会、危機管理課）、各消防署、防災士会 

 

ア 講座の構成 

(ｱ) 防災関係基礎知識 

(ｲ) 平常時の心得 

(ｳ) 災害発生時の心得 

(ｴ) 応急救護の基礎知識 

(ｵ) 地震対策映画の上映 

イ 実 習 

(ｱ) 地震体験車での地震体験 

(ｲ) 人工呼吸等応急救護の実習 

 

２ 児童生徒に対する防災教育 

【主な実施機関】  市（教育委員会、企画総務課、危機管理課）、各消防署、消防団、 

防災士会 

 

小中学校の総合学習等の場を通じて、児童生徒に対する防災教育の導入に努めるとともに、

防災機関と連携した総合的な避難訓練等を通じて学校、家庭、地域における正しい防災のあり

方について習得させるものとする。 
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(1) 教職員の防災意識の高揚と指導力の向上 

防災に関する各種研修を充実させ、学校における防災体制の確立や防災教育のあり方に

ついて対応を推進するとともに、防災関係指導資料の活用等により、教職員の防災意識の

高揚と指導力の向上を図る。 

 

(2) 防災教育の充実 

ア 学校では、各学校の安全計画に基づき、児童生徒の発達段階に応じた防災教育の充実 

を図る。 

イ 防災教育の実施 

(ｱ) 災害発生時における危険を認識し、日常的な備えを行うとともに、自然災害等の危 

険に際して、自らの命を守り抜くため主体的に行動できるようにする。 

(ｲ) 自然災害発生の原因や、災害発生時の関係機関の役割、応急手当等、自然災害に関 

する正しい知識を習得させるようにする。 

(ｳ) 災害発生時及び事後に、支援者となる視点から、安全で安心な社会づくりに貢献で 

きるようにする。 

 

(3) 避難訓練等の実施 

大規模災害を想定した総合的な避難訓練を実施し、災害に備えるとともに、実施にあた

っては、家庭や地域の関係機関と連携した訓練や専門家の協力を得て避難行動を評価して

もらうなど避難訓練方法の工夫を行う。 

 

３ 職員等に対する防災教育 

 

(1) 市職員に対する防災教育 

【主な実施機関】  市（建設部、秘書人事課、危機管理課）、各消防署、防災士会 

 

災害時における職員の適正な防災対応能力を養い、各機関における防災体制の確立と防 

災活動の円滑な実施を期するため、職員に対する防災教育の徹底を図る。 

また、関西広域連合が実施する専門的な研修を活用し、防災担当職員の災害対応能力の

向上を図る。 

 

ア 研修会 

学識経験者及び関係機関の専門職員を講師として、災害対策等についての専門知識の習

得に努める。 

＜研修内容＞ 

(ｱ) 防災計画及びこれらに伴う各機関の防災体制と職員が果たす役割に関すること 

(ｲ) 災害発生の原因、対策等の科学的、専門的知識に関すること 

(ｳ) 過去の主な被害事例に関すること 

(ｴ) 防災関係法令の運用に関すること 

(ｵ) 土木、建築その他災害対策に必要な技術に関すること 
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イ 検討会 

災害時の業務分担の内容及びその処理方法について、関係各課が合同して確認及び検討

を行う。 

ウ 視察、現地調査 

防災関係施設の視察及び急傾斜地崩壊危険箇所等の現地調査を行い、市の現況を把握す

るとともに、問題点や課題等についての対策を検討する。 

 

(2) 自主防災組織、ボランティアに対する防災教育 

【主な実施機関】  市（健康福祉部、企画総務課、危機管理課）、各消防署、消防団、 

社会福祉協議会、防災士会 

 

災害時における自主防災組織、ボランティアの対応力を養成するため、自主防災組織、

ボランティアに対する防災教育・啓発に努める。 

ア 講習会、研修会等の実施 

学識経験者及び関係機関の専門職員を講師として、災害対策等についての専門知識を

習得させる。 

また、災害時の初期消火、情報収集・伝達、救出・救護、避難等の活動内容及びその

活動方法を習得させる。 

イ 防災活動の手引等印刷物の配付 

防災活動に関する手引書等の印刷物の配布を行い、意識啓発を促す。 

ウ 見学、現地調査等の実施 

防災関係機関、防災施設、防災展等防災関係の催し等について見学させる。 

また、防災関係施設の視察及び急傾斜地崩壊危険箇所等の現地調査を行い、市の現況

を把握するとともに、問題点や課題等についての対策を検討する。 

 

４ 防災上重要な施設管理者に対する教育 

【主な実施機関】  市（建設部、社会福祉課、、商工観光課、消費生活センター、 

企画総務課、危機管理課、）、消防本部及び各消防署、防災士会 

 

病院、スーパーマーケットなどの不特定多数の者が出入りする施設、危険物を取り扱う施設

等防災上重要な施設の管理者は、防災機関と協力して、防災訓練、安全講習会等を通じて、職

員の防災意識の高揚を図り、避難、出火防止、初期消火等災害時における的確な行動力を養い、

自主防災体制の整備を図る。 

 

５ 災害教訓の伝承 

【主な実施機関】  市（教育委員会、秘書人事課、危機管理課）、消防本部及び各消防署、

消防団、防災士会 

 

過去に起こった大震災の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくために、大災害に関する

調査分析結果や映像を含めた各種資料を広く収集整理し、適切に保存するとともに、広く一般

に閲覧できるよう公開に努める。 
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第２節 防災訓練 

 

第１ 方 針 

 

「普段から行っていないことは、緊急時にもできない」ことは阪神・淡路大震災の教訓の１つで

あり、「不十分な情報の下でも災害対策を行えるように、日頃からの備えや訓練が必要である。」こ

とは東日本大震災の教訓の一つである。すべての者に平常時からの備え、心構えが求められている。 

こうした点を踏まえ、災害対策本部運営機能の向上、関係機関や自主防災組織、消防団との協調

体制の更なる強化を目的として各種の防災訓練を定期的に実施する。 

市民は、それらの訓練に積極的に参加し、的確な災害対応を体得するものとする。 

なお、市及び防災機関は、訓練終了後にその検証を行い、防災対策の課題等を明らかにするとと

もに、必要に応じて防災対策の改善措置等を講じるものとする。 

防災訓練の実施にあたっては、訓練のシナリオに緊急地震速報を取り入れるなど、地震発生時の

対応行動の習熟を図るよう努めるものとする。 

 

第２ 内 容 

 

１ 総合防災訓練 

【主な実施機関】  市（秘書人事課、危機管理課、各課等）、消防本部及び各消防署、 

消防団、防災士会 

 

防災関係機関相互の連絡体制の強化を図り、市民の防災意識を高めることを目的として関係

機関と市民その他の団体等の協力を得て総合的な訓練を実施する。 

 

(1) 訓練項目 

ア 動員及び災害対策本部設置、運営 

イ 交通規制及び交通整理 

ウ 避難準備及び避難誘導、指定避難所の設置運営 

エ 救出・救助、救護・応急医療 

オ 各種火災消火 

カ 道路復旧、障害物除去 

キ 緊急物資輸送 

ク 災害情報の収集及び伝達 

ケ 流出油防除 

コ ライフライン復旧 

サ 緊急地震速報対応訓練 

シ その他、災害時に起こりうる被害を想定し、幅広い種目について実施する。 
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２ 市職員の訓練 

【主な実施機関】  市（建設部、産業経済部、危機管理課、市各課等）、 

 

(1) 非常参集訓練（全課等対象） 

災害対策を実施するために必要な職員を確保するために必要な訓練であり、非常連絡、非 

常参集等職員の動員訓練を実施する。 

 

   (2) 災害対策本部訓練 

     大規模地震対応を主とした対策本部訓練を実施して、震災対応能力の向上を図る。 

 

(3) 避難所開設訓練 

 震度６弱以上の地震発生時、速やかに指定避難所を点検・開設できるよう、即応訓練を実 

施する。 

 

(4) 通信連絡訓練 

ア 対策通報、被害情報等を防災関係機関相互に正確かつ迅速に通報するために必要な訓練 

であり、各種事態を想定して訓練を実施する。 

イ 国の行うＪアラ－トによる緊急地震速報伝達訓練に参加する。 

ウ すだちくんメ－ルによる安否情報確認訓練を随時に実施する。 

 

(5) 消防訓練 

災害発生時における災害の規模や態様に応じた円滑な消防活動を実施するために必要な訓 

練であり、火災防御技術等の訓練を実施する。 

 

(6) 避難、救助救護訓練 

関係の計画に基づく避難その他救助、救援活動の円滑な遂行を図るため、水防、消防等の 

災害防護活動とあわせ、又は単独で訓練を実施するものとする。 

また、医療関係機関等と連携し、トリアージ等の応急救護訓練を実施するものとする。 

 

(7) 各種火災消火 

孤立者、負傷者等の救出、救助、応急救護、物資の輸送、給水、炊き出し等の救助活動を 

円滑に行うために必要な訓練であり、単独又は他の訓練とあわせて実施する。 

    

(8) 後方支援訓練 

     緊急支援物資の搬入・搬出訓練を実施して、後方支援体制の確立を図る。 
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３ 防災関係機関が実施する訓練 

【主な実施機関】  市（健康福祉部、建設部、産業経済部、危機管理課、）、 

消防本部及び各消防署、消防団、防災関係機関、防災士会 

(1) 震災対処訓練 

大規模な地震の発生を想定し、東日本大震災等の教訓をもとに、非常参集、通信連絡、消 

防、避難、救助等各種の防災訓練を積極的に実施する。 

 

(2) 水防訓練 

その地域の水防に関する計画に基づく水防活動の円滑な遂行を図るため、次の方法により 

水防に関する訓練を実施するほか、必要に応じ洪水等を予想し、水防管理団体が連合し、又 

は関係機関が合同して実施するものとする。 

訓練内容 

ア 観測（水位、雨量、風速） 

イ 通報（水防団の動員、居住者の応援） 

ウ 輸送（資材、器材、人員） 

エ 工法（各水防工法） 

オ 水門、樋門、陸閘、角落しの操作 

カ 避難、立ち退き（危険区域居住者の避難） 

 

(3) 防災関係機関が実施する上記訓練に積極的に協力する。 

 

４ 自主防災組織、市民等の訓練 

 

(1) 訓練の必要性等の周知 

【主な実施機関】  市（危機管理課）、消防本部及び各消防署、消防団、防災士会 

 

災害時に自らの生命及び財産の安全を確保するためには、市民相互の協力のもと、自衛

的な防災活動を実施していくことが重要であり、日頃から実践的な訓練を実施し、災害時

の行動に習熟するとともに、関連する防災関係機関との連携を深めておく必要がある。 

このため、日常的な訓練の必要性や関連する防災関係機関を事業所、自主防災組織、ボ

ランティア及び市民に周知させるものとする。 

また、防災訓練の実施に際しては、地域防災活動の中核的な役割を担う消防団との連携

の強化に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 

 

(2) 一般市民の訓練 

【主な実施機関】  市（建設部、産業経済部、危機管理課、）、各消防署、消防団、市民、 

防災士会 

 

市及び防災関係機関は、災害時において市民一人ひとりが適切な行動がとれるよう、防 

災訓練に際しては広く市民の参加を呼びかけるものとする。 

なお、一般住民は、防災訓練の重要性を認識し、各種訓練に主体的・積極的に参加する

とともに、家庭においても日頃から防災について話し合うなど高い防災意識を持つ必要が

ある。 

 

(3) 自主防災組織、ボランティア等における訓練 

【主な実施機関】  市（社会福祉課、危機管理課）、各消防署、消防団、社会福祉協議会、

防災関係機関、自主防災組織、防災ボランティア、防災士会 

 

自主防災組織やボランティア等は、市民の防災活動や防災意識の向上及び関連防災組織 

との連携を図るため、市の指導を受けて、地域の事業所とも協調しながら、年１回以上の

組織的な訓練を実施に努める。 

訓練種目としては、初期消火、市との連絡通報、防災マップの利用した避難、応急救護

及び高齢者、障がい者、傷病者などの要配慮者の安全確保の訓練等を主として行うものと

する。 

また、夜間避難訓練及び避難所体験訓練等の実践的な訓練を行うよう努める。 

なお、自主防災組織やボランティア等からの指導・協力の要請を受けた防災関係機関は、 

関連する諸機関との連携を図りながら、積極的に自主防災組織やボランティア等の活動を

支援するものとする。 

 

(4) 事業所における実践的な訓練 

【主な実施機関】  市（教育委員会、健康福祉部、企画総務課、商工観光課、消費生活セ

ンター、危機管理課）、消防本部及び各消防署、防災士会 

 

学校、病院、工場、事業所及びその他消防法で定められた防火管理者は、その定める消

防計画に基づき避難訓練を定期的に実施するものとする。 

なお、これら事業所は、地域の一員として、市及び地域の防災組織の行う防災訓練にも

積極的に参加し、事業所の特性に応じて地域の防災対策行動への貢献に努める。 

 

５ 保育所、幼稚園、学校、病院及び社会福祉施設等における訓練 

【主な実施機関】  市（教育委員会、健康福祉部、危機管理課）、各消防署、消防団、 

防災士会、社会福祉協議会 

 

災害発生時の幼児、児童、生徒、傷病者、障がい者及び高齢者等の災害対応力の比較的

低い施設利用者の生命・身体の安全を図り、被害を最小限に止めるため、施設管理者に対

して、避難訓練を中心とする防災訓練を実施するよう指導する。 
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６ 広域合同防災訓練 

 

(1) 訓練の実施 

【主な実施機関】  市（建設部、産業経済部、危機管理課）、消防本部及び各消防署、 

消防団、社会福祉協議会、近隣市町村、徳島県、阿波吉野川警察署、

防災関係機関、防災士会 

 

隣接市町村及び県と協力しながら、広域合同防災訓練を実施するものとする。 

訓練は、大規模な地震の発生を想定し、防災関係機関相互の連携体制の確立や市民と一 

体となった実際的な訓練を実施することとし、現地対策本部、広域応援体制、ボランティ

アの受入体制等の訓練を行う。 

 

(2) 消防訓練 

【主な実施機関】  市（健康福祉部、建設部、産業経済部、人権課、各支所地域課、 

企画総務課、秘書人事課、危機管理課、）、消防本部及び各消防署、 

消防団、近隣市町村、徳島県、阿波吉野川警察署、防災関係機関、 

防災士会 

ア 災害対策本部の設置及び運営 

イ 現地災害対策本部の設置及び運営 

ウ 情報収集及び伝達訓練 

エ 救出・救助及び救護・応急医療並びにこれらの広域応援体制の確立 

オ 避難準備及び避難誘導並びに指定避難所の機能確保と運営 

カ ボランティアの受入れ及び活用 

キ 緊急物資輸送 

ク 無線による被害情報の収集及び伝達 
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第３節 緊急輸送体制の整備 

 

第１ 方 針 

 

人命救助や生活物資・資機材等の広域的な緊急輸送を行うため、緊急輸送路の指定・整備、緊急

輸送体制の整備について定める。指定された緊急輸送路の管理者は、最新の国の基準や国の点検要

領に基づき、災害に対する強度の調査を行い、必要な整備を順次実施するとともに、被災箇所の優

先復旧を図るため、必要な資機材の確保等、早期復旧のために必要な対策をあらかじめ検討してお

くものとする。 

 

第２ 内 容 

 

１ 緊急輸送路の指定 

【主な実施機関】  市（建設部、農地整備課、危機管理課）、徳島県、警察本部、 

NEXCO 西日本 

 

(1) 県指定緊急輸送道路 

県は、災害時に輸送路を確保するため、広域的な輸送に必要な主要幹線道路としての第１

次緊急輸送道路及び防災活動の重要拠点施設である市役所等の主要な拠点と接続する幹線

道路としての第２次緊急輸送道路を指定している。 

また、第１次、第２次緊急輸送道路を補完し、道路ネットワークを構築する路線として、

第３次緊急輸送道路を指定している。 

 

○第１次緊急輸送道路 

徳島自動車道 徳島ＩＣ ～ 井川池田ＩＣ ～ 三好市 愛媛県境 

国道 318 号  阿波市 香川県境 ～土成ＩＣ 

○第２次緊急輸送道路 

国道 318 号  土成ＩＣ ～ 徳島吉野線（阿波市） 

鳴門池田線  阿波市 ～ 三好市＜事業中＞ 

松茂吉野線  全線（松茂町 ～ 阿波市） 

徳島吉野線  国道 318 号（阿波市）～ 宮川内牛島停車場線（阿波市） 

宮川内牛島停車場線 徳島吉野線(阿波市)～国道 192 号(吉野川市鴨島町) 

徳島吉野線（阿波市吉野町）～鳴門池田線（阿波市吉野町） 

＜事業中＞ 

○第３次緊急輸送道路 

市場学停車場線  鳴門池田線（阿波市市場町）～ 国道 192 号（吉野川市） 
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(2) 市における輸送路の確保 

市においては、県指定の第１次、第２次、第３次緊急輸送道路につながり、指定避難所等

防災上重要な建物を結ぶ道路を優先的に復旧できるよう努め、災害時の輸送路の確保を図る

ものとする。 

【防災マップ  避難路(緊急輸送道路)参照】 

なお、以下の路線については、防災上の重要路線のため、迅速な啓開を県に要望する。 

志度山川線   阿波市 ～ 吉野川市山川町 

船戸切幡上坂線 阿波市 ～ 上坂町 

 

(3) 道路管理者による平常時からの道路施設等の状況把握 

道路管理者は、道路施設等の異常を迅速に発見し、速やかな応急対策を図るために、平常

時より道路施設等の状況の把握に努めるとともに、情報の収集、連絡体制の整備を図る。 

 

２ 民間事業者との連携 

【主な実施機関】  市（建設部、農業振興課、農地整備課、危機管理課）、徳島県 

 

(1) 緊急輸送が円滑に実施されるよう、あらかじめ運送事業者等と協定を締結しておき、輸 

送拠点として利用可能な民間事業者の管理する施設を把握するなど協力体制を構築し、民

間事業者のノウハウや能力等を活用するものとする。 

 

(2) 必要に応じ、緊急輸送に係る調整業務等への運送事業者等の参加、物資の輸送拠点にお 

ける運送事業者等を主体とした業務の実施、物資の輸送拠点として運送事業者等の施設を

活用するための体制整備を図る。 

   

３ 緊急輸送活動 

【主な実施機関】  市（教育委員会、建設部、危機管理課）、徳島県 

 

県は、多重化や代替性・利便性等を考慮しつつ、災害発生時の緊急輸送活動のために確保す

べき道路等の輸送施設及びトラックターミナル、体育館等の輸送拠点について把握・点検する

ものとする。 

市は、県と連携し、災害に対する安全性を考慮しつつ、関係機関と協議の上、県が開設する

広域物資輸送拠点、市が開設する地域内輸送拠点を経て、各避難所等に支援物資を届ける緊急

輸送ネットワークの形成を図るとともに、指定公共機関その他の関係機関等に対する周知徹底

に努めるものとする。 

※「徳島県広域防災活動計画」参照 

 

４ 緊急通行車両の事前届出 

【主な実施機関】  市（建設部、農地整備課、危機管理課）、徳島県 

    警察本部が行う緊急通行車両の事前届出制度を、民間事業者等に対して周知を行う。 
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第４節 自主防災組織の育成 

 

第１ 方 針 

 

災害対策は、市民（自助）、地域（共助）、行政（公助）がその役割分担を理解して、各々がその

役割分担を確実に推進するとともに災害発生時には連携して対応することにより被害の軽減が図れ

ることを強く認識して、その対策への取組を推進する必要があり、市民一人ひとりが自分達の安全

はまず自分達で守るということを認識し、行動する必要がある。 

そのためにも、県と連携し、地域住民、事業者（要配慮者利用施設等の施設管理者を含む。）が

平時からコミュニケーションを図り、災害に備えて避難方法の検討や訓練を行うとともに、災害発

生時に速やかに避難行動をとり、避難後の避難所の運営の手助けを行うことなど、「自助・共助」

に基づく自発的な地区内の防災活動を推進していくよう、市民の防災意識の向上のための取組に努

めるものとする。 

大規模な災害になればなるほど、被害が同時に多数の地域で発生するため、種々の要因により防

災機関の行う応急対策活動が遅れたり阻害されることが予想される。 

このような事態において被害を最小限にとどめ、災害の拡大を防止するには、市民自らが出火防

止、初期消火、被災者の救出救護、避難等の防災活動を自主的かつ組織的に行うことが非常に効果

的である。 

こうした点を踏まえ、地震その他の大規模災害に際して、消防機関等の活動と相まって地域住民

が自主的に防災活動を行う体制を確立するため、地域ごとに、市民の連帯感のもとに自主防災組織

づくりを進めるとともに育成強化を図るものとする。 

 

第２ 内 容 

 

１ 災害対策の役割分担 

【主な実施機関】 市（危機管理課）、各消防署、市民、自主防災組織、防災士会 

 

(1) 市民の役割 自助： 「自らの身は自ら守る」といった考え方に基づき、市民一人ひとり

が自分の命や生活を守る活動をいう。（各組織が自分の組織を守るた

めの活動を含む。） 

 

(2) 地域の役割 共助： 地域連携による防災活動をいい、市民一人ひとりが隣人等と協力し

て地域を守る活動をいう。（自治組織や民間組織が、市民や近隣組織

と連携して地域の安全を守る活動も含む。） 

 

(3) 行政の役割 公助： 行政が実施主体となる防災対策で、自然災害に強い地域を実現する

活動をいう。 
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２ 自助における防災対策 

【主な実施機関】 市（危機管理課）、市民、防災士会 

 

市民は、自分や家族の命を守るための事前の備えとして、各家庭において、次の項目等を話

し合い又は事前に準備・確認しておくなど、各家庭における災害時の対策について計画してお

くことが望ましい。 

市は、防災出前講座の実施や家族継続計画（ＦＣＰ）の普及などにより、「自助」の意識の

向上に取組む。 

(1) 耐震改修、耐震シェルター設置、家具・ブロック塀等の転倒防止など住宅の耐震対策 

(2) 備蓄、非常持出品の準備 

(3) 警報発表時や避難情報の発令時にとるべき行動 

(4) 様々な条件下（家庭内、路上、自動車運転中等）で災害発生時にとるべき行動、避難場 

所や避難所での行動                             

(5) 災害時の家庭内の連絡体制等（連絡方法や避難ルールの取決め等） 

 

３ 自主防災組織の活動計画の作成 

【主な実施機関】  市（危機管理課）、各消防署、防災士会 

地域住民が被害の発生及び拡大を防止するため、次の項目により誰もが理解できる地区防

災計画の作成を指導するものとする。 

 

(1) 平常時の活動 

ア 日頃の備え及び災害時の的確な行動等の防災知識の普及 

イ 情報の収集・伝達、初期消火、救出・救護、避難等の防災訓練 

ウ 初期消火、救出・救助用の防災資器材等の備蓄 

エ 家庭及び地域における防災点検の実施 

オ 地域における高齢者、障がい者等の要配慮者の把握 

カ 危険な場所、指定緊急避難場所、避難経路及び避難方法の情報を掲載した地図の作成 

及び市民への周知 

 

(2) 災害時の活動 

ア 情報の収集及び伝達 

イ 出火防止、初期消火の実施 

ウ 避難誘導及び率先避難 

エ 救出救護の実施 

オ 給食、給水 

カ 高齢者、障がい者、乳幼児等の要配慮者の安否確認、移動補助及び集団避難の実施 

キ 炊き出しの実施及び協力 

ク 救援物資の分配及び指定避難所の運営に対する協力等 
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４ 自主防災組織の育成支援等 

【主な実施機関】  市（危機管理課）、消防本部及び各消防署、消防団、市民、 

自主防災組織、防災士会 

 

(1) 自主防災組織の意義 

災害時には、種々の要因により防災関係機関の行う応急対策活動が遅れたり阻害される

ことが予想される。 

このため自主防災組織の結成促進及び育成を図ることにより、市民自らが出火防止、初

期消火、被災者の救出救護、避難等の防災活動を自主的かつ組織的に行い、もって各種災

害による被害を最小限に止め、災害の拡大を防止する。 

自主防災組織を中心とした地域の防災体制の強化に向け、日頃の教育、訓練に加え、特

に地域の防災リーダーの養成のための取組や必要な資材又は機材の整備等を行う。 

 

(2) 自主防災組織の組織率の向上 

防災に関する講演会や研修会の開催、パンフレットの作成等を通じて広く市民に自主防

災組織の活動の重要性や役割を啓発するなど、既存の自主防災組織に加えて新たな自主防

災組織結成への働きかけ及び支援を積極的に行うものとする。 

また、自主防災組織の結成が遅れている地域に関しては、組織を結成する際に必要な資

機材の整備の支援を行い、組織率の向上を図るものとする。 

 

(3) 自主防災組織の規模 

自主防災組織は、市民が連帯感を保ち、地域の防災活動を効果的に行える程度の規模が

望ましいことから、既存の地域コミュニティ（以下「自治会等」という。）単位に結成する

ことを目標とする。 

 

(4) 自主防災組織の育成 

自主防災組織の育成を図るため、必要な措置を講ずるものとする。 

ア 協力体制の整備 

自主防災組織間の協力体制を整備するため、市内の小学校区において自主防災組織の

連合会を設置し、小学校区での防災訓練等を実施することにより地震、風水害、その他

災害によるや防災減災の共有化を図る。 

また、市内の自主防災組織間の情報や意見交換を行う機会を設けるため自主防災組織

連合会の代表者をもって構成する自主防災組織連絡協議会の設置に努める。 

イ 市職員の積極的参加 

市の職員は、地域住民としての自覚を持ち、地域の自主防災組織の結成及び活動につ

いて積極的に参加するものとする。 
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ウ 自主防災資器材の充実等 

各自主防災組織に対し、防災活動に必要な資器材の充実を図るほか、自主防災組織の

活動支援に努める。 

なお、自主防災組織ごとに整備する資器材の管理は各自主防災組織で行うものとする。 

資 器 材 名 整    備 

防災資器材貸与規定による 同規定による 

 

エ 防災士の養成・防災リーダーの育成 

市民団体等を含めた幅広い市民を対象に、自主防災組織等の地域の防災リーダーを育

成するための教育、研修等を実施し、自主防災組織の活動の活性化を図る。そのため、

防災士も資格取得に向けた支援を行う。 

その際、教育訓練を受けた消防団員の活用を図るとともに、障がい者、高齢者等の要

配慮者や女性の参画に努めるものとする。 

 

(5) 自主防災組織の編成 

ア 自主防災組織 

自主防災組織は、自治会等単位での結成した組織とし、組織を取りまとめる会長、副

会長ほか活動班を編成し活動班ごとに班長を置くことを基本とする。 

なお、消防団員は、平常時の防災訓練の指導等にあたるものとするが、災害発生時に

は消防団の一員として防災活動に従事するため、自主防災組織の活動班には組み入れな

いものとする。 

イ 自主防災組織連合会 

自主防災組織連合会は、自主防災組織の上部団体として小学校区単位で設立し、連合

会を取りまとめる会長、副会長ほか地域の実情に即した組織とする。 

なお、消防団は、自主防災組織とともに地域防災活動の中核的な役割を担い、防災訓

練等の平常時の防災活動での連携強化を図るが、災害発生時には防災活動を行うため、

自主防災組織連合会には組み入れないものとする。 

ウ 自主防災組織連絡協議会 

自主防災組織連絡協議会は、自主防災組織間の情報や意見交換を図るため、自主防災

組織連合会の代表者をもって構成する。 

エ 自主防災組織の活動班 

活 動 班 活   動   内   容 

① 総 務 班       
  各班の活動状況の把握調整及び自主防災組織連合会との連絡調

整を行う。 

② 情 報 班        地域の災害情報の収集及び伝達を行う。 

③ 消 火 班         初期消火を行う。 

④ 救出救護班        けが人、病人等の救出救護を行う。 

⑤ 避難誘導班        避難誘導及び避難人員の把握を行う。 

⑥ 給水給食班        給水給食及び生活必需品の配付を行う。 

⑦ 避難所運営班  指定避難所の自主的運営を行う。 
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オ 自主防災組織連合会の活動班 

活 動 班 活   動   内   容 

① 総 務 班        所属する自主防災組織の相互応援等の防災活動の調整を行う。 

② 情 報 班        地域及び広域の災害情報の収集及び伝達を行う。 

③ 避難所運営班  給水給食及び救援物資等の配分を行う。 

 

(6) 自主防災組織等の活動内容 

ア 平常時の活動 

組   織 活   動   内   容 

自主防災組織 

・ 防災意識の啓発 

・ 防災知識の普及 

・ 防災資器材の管理 

・ 防災訓練 

自主防災組織連合会 

・ 所属する自主防災組織との連絡調整 

・ 婦人会、子供会、青年団、ＰＴＡ及びボランティア団体等 

の市民団体並びに社会福祉施設及び事業者等との間に地域の

防災活動の連携を目的としたネットワークづくりを行う。 

 

イ 災害時の活動 

組   織 活   動   内   容 

自主防災組織 

・ 地域の災害情報の収集及び伝達 

・ 初期消火       

・ 救出救護 

・ 避難誘導 

・ 給水給食及び生活必需品の配付 

・ 指定避難所の開設・運営 

自主防災組織連合会 

・ 所属する自主防災組織との連絡調整 

・ 給水給食及び救援物資等の配分 

・ 自主的で秩序ある指定避難所の運営のために必要な市職員 

学校職員、ボランティア等との連絡調整 

 

(7) その他、地域コミュニティにおける防災活動の推進 

      地域コミュニティを市民防災活動の最も重要な啓発対象と捉え、自主防災組織はもとよ

り、未組織の地域住民や企業に対しても、防災教育の普及に努め、地域コミュニティ構成

員が自助・共助の精神を基本として主体的に地域の状況に応じた地域防災活動に参加し、

ボランティアや各種団体等とネットワークをつくり、その連携の中で自主的な防災活動が

できるよう、指導や助言等の支援に努める。 

 

(8) 関係団体との協調 

      自主防災組織は、災害発生時に協力・連携が取れるよう、市の防災担当課や消防機関等

との連絡体制及び協力体制の確立に努めるものとする。 
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(9) 地区防災計画の作成 

阿波市防災会議は、「地区防災計画制度」により、必要に応じて本計画に地区防災計画を

定めるよう努める。 

また、地区居住者等が阿波市防災会議に対し、本計画に地区防災計画を定めるよう提案（計

画提案）があった場合、阿波市防災会議は本計画に定めるべきかを判断する。 
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第５節 ボランティア受入体制の整備・運用 
 

第１ 方 針 

 

東日本大震災など、近年の大規模災害においては、行政や防災機関のみの災害対応の限界が指摘

されると同時に、ボランティアの多彩な活躍が注目された。 

大規模な災害になればなるほど、地域住民とともにボランティアが活躍することが期待されてい

る。 

また、発災に伴い人や公共施設等をはじめとして多種多様な被害が発生することが想定され、こ

れに対応するためには、平常時から専門知識を有するボランティアを確保し、この運用計画につい

ても作成しておく必要がある。このため、市では、大規模災害時におけるボランティア活動が、効

果的に生かされるよう、平常時からボランティアの受入体制等の整備を推進する。 

 

第２ 内 容 

 

１ ボランティア活動の普及啓発 

【主な実施機関】  市（社会福祉課、危機管理課）、社会福祉協議会 

 

(1) ボランティア活動の普及及び啓発 

社会福祉協議会等と連携し、災害時におけるボランティアの十分な協力と円滑な活動を確

保するため、交流会や研修会の開催などにより市民や事業所に対するボランティア活動の普

及・啓発に努めるものとする。 

 

(2) 災害ボランティア登録制度の創設等 

災害時において必要とされるボランティア活動について、即時的に対応できるよう、災害

ボランティア登録制度を創設する。 

ア 登録対象者 

(ｱ) 市内に在住又は勤務する個人又は団体 

(ｲ) 市内に活動拠点を有する個人又は団体 

イ 活動内容等 

(ｱ) 一般ボランティア 

特別な資格を必要としない次のような活動を行う。 

・ 炊き出し 

・ 清掃 

・ 救援物資の管理及び配付 

・ 被災者の生活支援や話し相手 

・ 専門ボランティアの補助等 
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(ｲ) 専門ボランティア 

一定の経験や知識又は専門的な知識や技術若しくは特別な資格等を必要とする次のよ

うな活動を行う。特に、災害時にボランティア活動として被災宅地危険度判定を行う被

災宅地危険度判定士の養成に努め、資格者を把握する。 

・ 平常時に行う建物の耐震診断 

・ 災害時に行う建物や宅地の危険度判定 

・ アマチュア無線等による情報の収集及び伝達 

・ ホームページやＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等による災 

害、安否、生活情報等の収集及び伝達 

・ 特殊車両による救援 

・ 救急救護 

・ メンタルケア 

・ 介護 

・ 通訳・手話等 

(ｳ) ボランティアコーディネーター 

一般ボランティアの中から希望者を募り、県の協力を得ながらボランティアニーズの

把握や各種ボランティア団体の活動等の連絡調整を行うことのできるボランティアコー

ディネーターの育成を図る。 

 

２ ボランティア団体との連携 
 

【主な実施機関】  市（社会福祉課、危機管理課）、社会福祉協議会 

 

市及び社会福祉協議会は、平常時から日本赤十字社、ボランティア団体、ボランティア関連

団体、企業、大学等とのネットワークや社会貢献活動、地域活動を行っている団体等とのネッ

トワークを形成し、災害時における協力体制を構築しておくものとする。 

 

３ ボランティア受入体制等の整備 

【主な実施機関】  市（社会福祉課、危機管理課）、社会福祉協議会 

 

ＮＰＯ法人やボランティア団体だけでなく、組織化されていないボランティアが円滑に支援

活動できるためには、受入窓口の設置など受入側の体制整備が重要である。そのため、「災害

時受援計画」を作成する。 

このため、ボランティアコーディネーターやリーダーの養成、情報ネットワーク体制の整備、

研修会の開催、防災訓練の実施、災害時の具体的な活動指針を示した「災害救援ボランティア

活動マニュアル」の作成等により体制づくりを推進する。 
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４ ボランティア活動への支援 

【主な実施機関】  市（社会福祉課、企画総務課、危機管理課）、社会福祉協議会 

 

(1) 活動拠点の整備 

災害発生時においてボランティア活動の拠点となる「災害ボランティア支援センター」を

社会福祉協議会に設置するものとし、平常時から拠点整備に努めるとともに、情報通信手段

となる非常時用電話、携帯電話、ＦＡＸ、パソコン等の資機材の整備を進めておくものとす

る。 

 

(2) ボランティア活動時における保険制度の整備 

ボランティア活動中の事故に対応するため、災害及び二次災害等担保特約保険に加入する。 

 

(3) 専門ボランティアの活動への支援等 

専門知識や特殊な技術を有するボランティア活動を支援するための方策検討等を行い、活

動体制の整備に努める。 

また、土砂災害に係る啓発や危険箇所の点検などの災害防止活動に取り組んでいる砂防ボ

ランティア、及び森林災害の原因となる異常兆候や集中豪雨等による森林被害・治山施設の

被災状況を把握し、被害を受けた箇所の監視活動を行う山地防災ヘルパーについても、その

育成を図り、活動を支援する。 
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第６節 企業防災の促進 
 

第１ 方 針 

 

自然災害による不測の事態から中小企業の「事業継続」を確保するため、企業に対し、災害時に

おける企業の事業継続を目的とした「事業継続計画（ＢＣＰ）」の作成の促進を図る。 

また、企業は防災力を高めるため、防災体制の整備、防災訓練の実施、事業所の耐震化、予想被

害からの復旧計画の作成、各計画の点検・見直し、燃料、電力等重要ライフラインの供給不足への

対応、取引先とのサプライチェーン確保等の事業継続上の取組を継続的に実施する等の企業の防災

活動の推進に努めるものとする。 

 

第２ 内 容 

 

１ 周知・啓発 

【主な実施機関】  市（建設部、商工観光課、消費生活センター、危機管理課） 

 

事業継続ガイドラインに基づき、企業が「事業継続計画（ＢＣＰ）」の作成・運用を行うよ

う、講習会の開催や広報等を実施する等情報提供体制等の条件整備を行う。 

 

２ 防災力向上の推進 

【主な実施機関】  市（建設部、商工観光課、消費生活センター、危機管理課） 

 

企業は地域コミュニティの構成員であり、地域住民とともに自助・共助の精神を基本として

主体的に地域活動に参加することが求められる。 

企業からの「事業継続計画(ＢＣＰ)」作成支援等のニーズに的確に応えられるよう情報提供

体制等の条件整備に取り組むとともに、企業がボランティアや地域の各種団体等とのネットワ

ークを構築し、その連携の中で自主的な防災活動が行えるよう、指導・助言等の支援に努める

ものとする。 

また、「消防団協力事業所表示制度」を活用するなど、協力事業所の社会的評価や信頼性を

高め、事業所における消防団活動へのより一層の理解及び協力の促進に努める。 
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第７節 避難行動要支援者支援対策の充実 
 

【主な実施機関】  市（社会福祉課、市民課、各支所地域課、企画総務課、危機管理課）、 

社会福祉協議会 

 

第１ 方 針 
 

近年の急速な高齢化や国際化、さらには市民のライフスタイルの変化等に伴い、災害発生時には

高齢者、傷病者、障がい者、妊産婦、乳幼児、外国人など災害対応能力の弱い要配慮者の犠牲が多

くなっている。 

避難行動要支援者は、自力による避難が困難であったり、災害情報の伝達に考慮すべき点がある

こと等から、浸水や土砂災害の情報伝達や避難対策等が重要となる。 

このため、次により各種対策を実施し、災害時の避難行動要支援者の安全確保を図るものとする。 

その際、被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点に十分配慮するよう努めるものとする。 

 

第２ 内 容   

 

１ 避難行動要支援者支援体制の整備 

(1)  避難行動要支援者支援対策マニュアルの作成 

県の作成した避難行動要支援者支援対策マニュアルをもとに、市の現況に沿った避難行

動要支援者支援対策マニュアルの作成に努める。 

 

(2)  避難行動要支援者に関する情報の把握・共有 

      避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、民生・児童委員、自主防

災組織等の協力を得ながら、平常時より避難行動要支援者に関する情報を把握・共有し、

避難行動要支援者名簿を作成する。 

      また、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、

名簿情報の適切な管理に努めるものとする。 

 

(3) 支援体制の整備 

事前に把握した避難行動要支援者の情報をもとに、安否確認や避難誘導、指定避難所での

支援などを円滑に実施するため、自治会や自主防災組織、民生・児童委員、社会福祉施設等

と連携を図り、必要な支援体制の整備に努める。 

 

(4) 福祉避難所 

 ア 福祉避難所の指定 

      社会福祉施設等の管理者との協議により、避難行動要支援者が介助・医療的ケアなどの

必要な生活支援が受けられるなど、安心して生活ができる体制を整備した福祉避難所（二

次的な避難施設）を事前に指定する。 

指定にあたっては、民間の福祉施設のほか、市有施設等の活用を図り、福祉避難所の確

保に努める。 
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イ 福祉避難所のマンパワー、設備・器具等の確保  

関係機関等の協力を得て、福祉避難所での介助員等の確保に努めるとともに、設備・器

具等についても不足に備えた調達・確保に努める。 

ウ 福祉避難所の周知                             

福祉避難所に関する情報を広く市民に周知するよう努める。           

特に、要配慮者及びその家族、自主防災組織、支援団体等に対する周知に努める。 

 

２ 社会福祉施設等対策 

(1) 社会福祉施設等の安全確保 

ア 社会福祉施設等の利用者の大半については、ねたきり高齢者、障がい者及び傷病者等の 

いわゆる「要配慮者」であることから、施設の管理者は、施設自体の災害に対する安全性

を高めるとともに、浸水想定区域、土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域等の立地条件を

踏まえた対策を講ずるものとする。 

イ スプリンクラーについては、義務設置でない施設についても必要に応じ設置に努めるも

のとする。さらに、災害時において消防機関等への早期通報が可能な非常通報装置等の設

置についても、促進を図るものとする。 

ウ 浸水想定区域、土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域等に存在する社会福祉施設等の安 

全確保のため、危険性について、施設管理者への周知、講習会の推進などに配慮する。 

 

(2) 避難計画の整備 

   市地域防災計画に名称及び所在地を定められた、主として要配慮者が利用する社会福祉施 

設等の管理者は、施設利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、防災体制に関する事項、 

避難訓練及び防災教育に関する事項を定めた避難計画を作成・公表するとともに、市に報告 

を行うものとする。 

 

(3) 防災組織の整備 

社会福祉施設等の管理者は、各種調査結果や浸水想定区域、土砂災害危険箇所、土砂災害

警戒区域等の立地条件などを踏まえて、災害の防止や、災害発生時における迅速かつ的確な

対応を行うため、あらかじめ自衛防災組織を整え、施設職員の任務分担、動員計画、緊急連

絡体制を明確化するものとする。 

また、必要に応じ、関係機関との連携のもとに、施設相互間並びに地域住民、自主防災組

織等との平常時からの連携が密なものとなり、利用者の実態に応じた協力が得られるような

体制づくりに努める。 
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(4) 防災教育・防災訓練の充実 

社会福祉施設等の管理者は、施設の職員等が、防災に関する基礎的な知識や災害時に取る

べき行動等についての理解・関心を高めるための防災教育を実施するとともに、災害時の切

迫した状況下においても、適切な行動が取れるよう、あらかじめ災害時における避難計画を

作成し、各々の施設の構造や利用者の実態に応じた防災訓練を定期的に実施する。特に、自

力避難が困難な者等が利用している施設にあっては、職員が手薄になる夜間における防災訓

練や浸水想定区域、土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域等、地域の特性に配慮した防災訓

練等についても実施するものとする。 

 

(5) 防災備品の整備 

社会福祉施設等の管理者は、災害に備え、食料、生活必需品、防災資器材等の備蓄に努め

るものとする。 

 

３ 避難行動要支援者対策 

【主な実施機関】  市（健康福祉部、危機管理課、その他各課）、防災士会、社会福祉協議会 

要配慮者を、発災前から避難後の生活までの段階に区分し、時間軸に沿って要配慮者につい

て整理すると、 

① 発災前から要介護状態や障害等の理由により、発災時の避難行動に支援が必要な者 

② 避難途中に障害等を負い、避難支援が必要となった者 

③ 避難後に指定避難所等での生活に支援が必要となった者 

となる。このうち、在宅等で①に該当する者を「避難行動要支援者」といい、その避難支援を

行うために市が作成し、活用する名簿を「避難行動要支援者名簿」という。 

避難行動要支援者本人からの同意を得て、災害時に避難行動要支援者の避難を支援する「避

難支援等関係者」に平常時から情報を提供する。 

また、現に災害が発生、又は発生のおそれが生じた場合には、市は本人の同意の有無に関わ

らず、名簿情報を避難支援等関係者その他の者に提供する。 

 

(1) 避難支援等関係者となる者 

避難行動要支援者の避難を支援する者で、消防機関、警察、民生・児童委員、防災士会、

社会福祉協議会、自主防災組織を避難支援等関係者とする。 

 

(2) 避難行動要支援名簿に記載する者の範囲 

避難行動要支援者について、避難行動が困難な理由を詳細に整理すると、以下のとおりで

ある。 

ア 災害に関する警報や避難勧告等の必要な情報を取得することの困難 

イ 災害に関する警報や避難勧告等の必要な情報を理解することの困難 

ウ 災害が発生、又は発生のおそれがある時に、避難が必要かどうか判断することの困難 

エ 実際に避難するための移動等の困難 

本市では、「避難行動要支援者」は、以下の条件を有する在宅等の者とする。 

① 要介護認定３～５を受けている者 

② 身体障がい者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所持する者（心臓、じん臓機能障 
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害のみで該当するものは除く） 

③ 療育手帳Ａを所持する知的障がい者 

④ 精神障がい者保健福祉手帳１・２級を所持する者で単身世帯の者 

⑤ ７５歳以上の高齢者のみの世帯又は障がい者のみの世帯及び難病患者のうち自力又

は家族等の支援のみでは災害時に避難が困難な者 

⑥ 上記以外で自治会が支援の必要を認めた者 

     避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する下記の事項を記載し、又は記録す

るものとする。 

①氏名、②生年月日、③性別、④住所又は居所、⑤電話番号その他の連絡先、⑥避難支援

等を必要とする事由、⑦前各号に揚げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と

認める事項 

     避難行動要支援者名簿は、災害による停電等を考慮し、電子媒体での管理に加え、紙媒体

でも最新の情報を保管しておくこととする。 

 

(3) 避難行動要支援名簿作成に必要な個人情報及び入手方法 

     市において、避難行動要支援者名簿を作成するに当たり、避難行動要支援者に該当する者

を把握するため、市の関係部署で把握している情報の集約に努める。 

また、市が把握していない情報（例えば、難病患者に係る情報等）の取得が避難行動要支

援名簿の作成に必要と認められる時は、知事その他の者に対して、情報提供を求める。 

情報提供の依頼及び提供に際しては、災害対策基本法に基づく依頼又は提供であることを、

書面をもって明確にする。 

 

(4) 避難行動要支援者名簿の更新に関する事項 

     避難行動要支援者の状況は常に変化しうることから、避難行動要支援者の把握に努め、避

難行動要支援者名簿を更新する機関や仕組みを構築し、名簿情報を最新の状態に保つことと

する。 

 

(5) 避難行動要支援者名簿の提供に際し、情報漏えいを防止するために市が求める措置及び市 

が講ずる措置 

平常時に避難支援等関係者に対して、避難行動要支援者名簿の提供に際し、情報漏えいを

防止するために以下の措置を講ずる。 

ア 避難行動要支援者名簿は、当該避難行動要支援者を担当する地域の避難支援等関係者に

限り提供すること 

イ 災害対策基本法に基づき、避難支援等関係者個人に秘守義務が課せられることを十分に

説明すること 

ウ 施錠可能な場所へ避難行動要支援者名簿を保管するように指導すること 

エ 受け取った避難行動要支援者名簿を必要以上に複製しないように指導すること 

オ 避難行動要支援者名簿の提供先が個人ではなく団体の場合、その団体内で避難行動要支

援者名簿を取り扱う者を限定するように指導すること 

カ 名簿情報の取り扱い状況を報告させること 

キ 避難行動要支援者名簿の提供先に対し、個人情報の取り扱いに関する指導を行うこと 
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(6) 避難行動要支援者が円滑に避難のための立ち退きを行うことができるための通知又は警 

告の配慮 

     避難行動要支援者が円滑に避難するため、又は、避難支援等関係者が避難行動要支援者名

簿を活用して着実な情報伝達及び早い段階での避難行動を促進できるように、通知又は警告

の発令及び伝達に当たっては、以下の事項を配慮する。 

ア 高齢者や障がい者等にも分かりやすい言葉や表現、説明等により一人ひとりに的確に伝

わるようにすること 

イ 同じ障害であっても、必要とする情報伝達の方法等は異なることに留意すること 

ウ 高齢者や障がい者等に合った必要な情報を選んで流すこと 

エ 外国人に対する情報提供の方法について検討すること 

 

(7) 避難支援等関係者の安全確保 

     避難支援等関係者は避難行動要支援者の避難を支援するが、個人や支援者の家族等の生命、

身体を守ることが大前提となる。 

 

(8) 地域住民による支援 

自主防災組織などで避難行動要支援者とともに避難する計画を検討する。 

 

(9) 市における支援体制の確立 

災害発生時の避難支援は、迅速に避難できるよう、避難準備・高齢者等避難開始の伝達を

行うなど、市があらかじめ定めたマニュアル・計画に沿った避難支援を行う。 

災害発生時の避難誘導、安否確認及び救出については、避難行動要支援者を速やかに避難

誘導し、安否確認を行うため、地域住民、自主防災組織、民生・児童委員、介護保険事業者、

障害福祉サービス事業者、ボランティアなど多様な主体と連携して、消防団を中心とした情

報伝達体制の整備、避難行動要支援者に関する情報の把握を行う。そのため、共有、避難支

援計画等の避難誘導体制の整備に努める。 

また、消防本部や警察と連携して避難誘導や救出の体制を整備する。 

長期の避難については、指定避難所の設備の整備や応急仮設住宅への入居などについて、

避難行動要支援者に配慮した計画を作成する。 

 

(10) 防災知識の普及・啓発 

避難行動要支援者及びその関係者に対して、災害時における的確な対応能力を高めるため、

地域の防災訓練等への積極的参加を呼びかける等、防災知識の普及・啓発に努める。 

なお、防災訓練等の実施に当たっては、避難行動要支援者の特性に配慮し、地域において

避難行動要支援者を支援する体制の整備に努める。 

 

(11) 緊急通報システムの整備 

災害時における的確かつ迅速な救助活動を行うため、避難行動要支援者に対する緊急通報

装置の設置を促進するなど、必要に応じて緊急通報システムの整備に努めるものとする。 
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(12) 的確な情報伝達活動 

避難行動要支援者等に対し正確かつ迅速に情報提供を行うため、個々の避難行動要支援者

にとって適切な伝達手段を検討し、社会福祉関係者や地域住民等の連携による伝達など、多

様な伝達手段の整備に努めるものとする。 

また、避難行動要支援者が指定避難所等で、適切で十分な災害情報を得られるよう情報機

器の整備に努める。 

 

４ 外国人等に対する防災対策 

【主な実施機関】  市（市民課、各支所地域課、企画総務課、危機管理課） 

言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人や旅行者等が、災害時に迅速かつ的確な行動がと

れるよう防災知識の普及啓発、防災教育や防災訓練への参加の推進に努めるとともに、地域全

体で外国人等への支援システムや救助体制の整備等に努める。 

 

(1) 外国人の所在の把握 

災害時における外国人の安否確認等を迅速に行い、円滑に支援できるよう、平常時におい

て外国人登録の推進を図り、外国人の人数や所在の把握に努めるものとする。 

 

(2) 防災基盤の整備  

     指定緊急避難場所や避難路等の案内板について、外国人にもわかりやすいシンボル化や外

国語の併記などを図るよう努めるものとする。 

 

(3) 防災知識の普及啓発及び訓練の実施 

日本語を理解できない外国人に対して外国語による防災に関するパンフレットを作成し、

外国人との交流会や外国人雇用事業者等を通じて配布を行い、防災知識の普及・啓発に努め

るものとする。 

 

(4) 防災訓練の実施 

外国人の防災への行動認識を高めるとともに、災害時に迅速かつ的確な行動がとれるよう、

外国人を含めた防災訓練を積極的に実施するものとする。 

 

(5) 通訳・翻訳ボランティアの確保 

外国人が災害時にも円滑にコミュニケーションが図れるよう外国語通訳や翻訳を行うボラ

ンティアなどの確保を進めるものとする。 
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５ 河川の浸水想定区域にある特に防災上の配慮を有するものが利用する施設への防災対策 

【主な実施機関】  市（健康福祉部、建設部、危機管理課）、社会福祉協議会 

 

(1) 洪水予報の伝達方法 

洪水予報等の伝達にあたっては、阿波市ケーブルネットワークの音声告知端末（以下「音

声告知端末」という。）、広報車の活用等により地域住民に対して伝達し、情報を迅速かつ的

確に伝える。 

 

(2) 指定緊急避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保 

洪水時における避難方法等の周知徹底を図るとともに、消防団、自主防災組織等を中心と

した地域ぐるみの避難体制の確立等、円滑かつ迅速な避難を確保できる体制づくりに努める。 

 

(3) 施設への伝達方法 

浸水想定区域内において、主として高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に防災上の配慮

を要するものが利用する施設で、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認め

られる施設に対しては、音声告知端末等により洪水予報等を伝達する。 

※水防法第 15条第１項第３号の規定に基づく施設の一覧は、第１章総則の第２節阿波市の

概要（地勢、地質及び気象）に記載のとおり。 
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第８節 帰宅困難者等対策  
 

【主な実施機関】  市（健康福祉部市民課、商工観光課、消費生活センター、、各支所地域課、 

企画総務課、秘書人事課、危機管理課） 

 

第１ 方 針 

 

災害時には、多数の旅行者や、遠距離通勤者等が帰宅困難となるおそれがあり、避難及び帰宅の

支援を行う必要がある。こうした人々に対して適切に情報を提供できるよう努める。 

 

第２ 内 容 

 

１ 市民への啓発 

市民が他の地域で帰宅困難者になることも想定し、市民に対して「むやみに移動を開始しな

い」という基本原則の周知徹底を図るとともに、安否確認手段、帰宅困難となった場合の指定

緊急避難場所、関西広域連合の共同事業である「災害時帰宅困難者支援ステーション」等の対

応策について普及啓発に努めるものとする。 

 

２ 企業等への普及啓発 

企業等に対して従業員等を一定期間事業所内に留めおくことができるよう、必要な物資の

備蓄等の促進について、普及啓発に努めるものとする。 

 

３ 安否確認手段の支援 

災害時の家族等の安否確認のためのシステム（災害用伝言ダイヤル「１７１」、災害用伝言

板「ｗｅｂ１７１」、携帯電話の「災害用伝言板」、すだちくんメール （徳島県が構築した災

害時の安否確認サービス）等）について、普及啓発に努めるものとする。 

 

４ 災害時帰宅困難者支援ステーションの確保に対する周知及び協力 

市及び事業者は、県が行っている「災害時帰宅困難者支援ステーション」の確保に対して、

協力するものとする。 

※災害時帰宅困難者支援ステーションは、大規模災害が発生し、交通が途絶えた場合に、帰

宅困難者支援「協力店」のステッカーを表示し、災害時帰宅困難者の利便性の向上を図る

とともに、帰宅困難者に対し、次のような支援を可能な範囲で行う。 

(1) テレビやラジオ等で収集した被災情報の提供 

(2) 水道水の提供 

(3) トイレの提供 

(4) 休息スペースの提供 

(5) 地域の指定避難所情報の提供 

(6) 防災マップ情報の提供 
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５ 帰宅困難者への情報提供体制の整備 

    帰宅困難者に対し必要に応じて指定避難所等の滞在場所の提供を行い、必要な情報を提供す

る。また、インターネットによる情報の提供を行う。 
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第９節 広域応援・受援体制の整備 
 

第１ 方 針 

 

大規模災害が発生した場合に、円滑な応急対策等が行えるよう、国が策定した「地方公共団体の

ための災害時受援体制に関するガイドライン」等に沿って、体制の見直し等を行うとともに、あら

かじめ相互応援協定を締結する等して、広域的な応援・受援体制を確立しておくものとする。 

細部は、「阿波市災害時受援計画」による。 

 

第２ 内 容 

 

１ 応援要請・応援受入体制の整備 

(1) 応援要請があった場合に速やかな応援を実施できるよう、派遣職員の編成、携行資機材、 

使用車両、応援の手順等について事前に準備する。 

また、職員を派遣する場合、地域や災害の特性を考慮した職員の選定に努めるものとする。 

 

(2) 円滑に他の市町村、県、防災関係機関等から応援を受けることができるよう、受援に関 

する連絡・要請手順、応援期間の活動拠点等について事前に準備する。 

 

(3) 災害時相互応援協定の締結の促進 

「徳島県及び市町村の災害時相互応援協定」に基づき、必要な情報の共有を図るとともに、

応援に必要な条件整備に努めるものとする。 

さらに、同時に被災する可能性の低い離れた位置にある県内外の市町村との相互応援協定

の締結をするなど広域応援体制の拡充に努めるものとする。 

また、すでに締結している協定についてはその内容を常に検討し、新たな災害で得た教訓

や社会環境への変化を反映させるとともに、その内容の具体化に努めるものとする。 

 

(4) 応援要請体制の整備 

災害発生時の応援要請が迅速かつ円滑に行われるよう応援要請手続き及び連絡方法を定め

職員への周知徹底を図るものとする。 

なお、協定を締結している他の市町村及び防災関係機関との間において、平常時から訓練、

情報交換等を実施するものとする。 

ア 応援要請手続 

次に掲げる事項について、口頭又は電話等をもって要請し、後日文書によりあらためて 

処理するものとする。 

(ｱ) 災害の状況及び応援を求める理由 

(ｲ) 応援を希望する機関名 

(ｳ) 応援を希望する人員、物資等 

(ｴ) 応援を必要とする場所及び期間 

(ｵ) 応援を必要とする活動内容 

(ｶ) その他必要な事項 
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イ 応援要請の連絡方法 

(ｱ) 応援要請は口頭又は電話により行う。 

(ｲ) 応援要請後、活動計画をＦＡＸにより送付する。 

(ｳ) 文書による応援要請は、災害による混乱が収拾した後に行う。 

 

(5) 応援受入体制の整備 

応援要請後直ちに応援隊の受入体制がとれるよう応援受入体制の整備手続きを定め、職員

への周知徹底を図るものとする。 

なお、応援受入体制の主な内容は次のとおりとし、これ以外の事項については臨機応変に

対処するものとする。 

ア 受援方法の詳細を示す受援業務計画の作成 

イ 応援隊が自律できない場合の食料、飲料水、宿舎等の準備 

ウ 応援隊との連絡調整 

 

２ 他市町村応援活動体制の整備 

【主な実施機関】  市（建設部、水道課、企画総務課、秘書人事課、危機管理課）、 

徳島中央広域連合消防本部（以下「消防本部」という。） 

 

(1) 応援体制の整備 

被災市町村より応援要請を受けた場合、直ちに応援隊の派遣ができ、かつ、通常業務に支

障をきたさないよう、次の事項についての業務方法について定めるものとする。 

ア 支援対策本部の設置及び運営 

イ 派遣部隊の編成及び派遣 

ウ 携帯資機材の調達及び運搬 

エ 応援活動の作業手順等 

 

(2) 応援にあたっての留意事項 

派遣部隊は、被災地において被災市町村からの援助を受けることのないよう、食料、衣料、

宿営機材、通信機材に至るまで自力で賄うことができる自己完結型の組織体制を持たなけれ

ばならない。 

 

３ 消防機関の相互応援 

【主な実施機関】  市（企画総務課、危機管理課）、消防本部 

 

地震等の大規模災害の発生に対し、各消防機関の消防力の広域的な運用を行い、これらの災

害に適切に対応できるよう、既に全消防機関の間で締結されている「徳島県広域消防相互応援

協定」（徳島市、鳴門市、小松島市、阿南消防組合、名西消防組合、海部消防組合、板野東消

防組合、板野西消防組合、徳島中央広域連合、美馬東部消防組合、美馬西部消防組合、みよし

広域連合が平成 19年３月 31日締結）及び「徳島県市町村消防相互応援協定」（平成 10年４月 

１日締結）を踏まえ、消防広域応援基本計画の作成、派遣要請システムの整備、代表消防機関

の設置、応援情報リストの整備等消防広域応援体制の強化を図る。 
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第１０節 情報通信ネットワークの整備  

 

第１ 方 針 

 

大規模な災害が発生した場合、多種多様かつ多量な災害情報が発生するなかで、市及び防災関係

機関は緊密な連携のもとに被害状況を把握、伝達し、的確かつ迅速に応急対策を実施するとともに、

避難者等に対しては適切な広報活動を行い、災害による社会的混乱を最小限に防止する必要がある。 

このためには、迅速かつ的確な情報の収集及び伝達が不可欠であるので、市及び防災関係機関は、

最新の情報通信技術を適用した情報通信ネットワークを整備する必要がある。 

 

第２ 内 容 

 

１ 情報通信体制の整備 

【主な実施機関】  市（秘書人事課、契約管財課、危機管理課）、消防本部、 

防災関係機関 

 

(1) 情報収集体制の整備  

市及び防災関係機関は、市内の被害状況を迅速かつ的確に把握するため、情報収集要員を

定める等情報収集体制を整備するとともに、被害状況捕捉システムを確立するなど、情報収

集機能の向上に努めるものとする。 

また、国、県と連携し、震度観測点の減少等により、震度の分布状況の把握に支障をきた

し、初動対応に遅れが生じること等のないよう、迅速かつ円滑な初動体制等の確立のために

必要な地震計等観測機器の維持・整備に努めるとともに、総合情報通信ネットワークシステ

ムやケーブルテレビ等を活用すること等により、震度情報ネットワークその他の災害情報を

瞬時に伝達するシステムを維持・整備するよう努めるものとする。 

 

(2) 情報連絡体制の整備  

市及び防災関係機関は、災害情報を迅速かつ的確に伝達するため、情報連絡担当者を定め

る等情報伝達体制を整備するものとする。 

ア 指定電話及び情報連絡担当者 

市及び防災関係機関は、情報伝達を円滑に行うためあらかじめ指定電話及び情報連絡担

当者を定め、情報連絡窓口を一本化するものとする。 

イ 情報連絡体制  

災害に係る情報連絡体制は次のとおりとする。 

(ｱ) 災害対策本部が設置されていない場合 危機管理課（電話 36-8703） 

(ｲ) 災害対策本部が設置された場合 災害対策本部室（電話 36-8790） 

ウ 有線電話の優先使用 

市及び防災関係機関は災害発生時における有線電話の異常ふくそうにより一般通話が制 

限される可能性があることから、災害情報の収集及び伝達を円滑にするため「災害時優 

先電話」に加入申込み及び更新を行っておくものとする。 
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また、市及び西日本電信電話株式会社徳島支店は、有線電話の異常ふくそうによる通信

不能の事態が生じないように、日頃から市民に対し災害発生時における電話利用の自粛の

呼びかけを行っておくものとする。 

ＩＰ電話を利用する場合は、ネットワーク機器等の停電対策を図ること。 

エ 通信手段の多様化  

市及び防災関係機関は、通信手段の途絶に備え、アマチュア無線、携帯電話、タクシー

等の業務無線等各種の通信手段が利用できるような体制の整備に努めるものとする。 

オ 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）による情報伝達体制等の整備 

特別警報や緊急地震速報の迅速な伝達のため、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲ

Ｔ）による伝達体制の充実を図る。 

 

(3) 広報体制の整備 

市民及び事業所に対し被害情報等の災害情報を広報するため、災害広報要員を定める等広

報体制を整備するとともに、災害情報を迅速に広報するためのシステムの確立等情報伝達機

能の向上に努めるものとする。 

 

２ 防災通信設備の整備 

【主な実施機関】  市（秘書人事課、契約管財課、危機管理課）、消防本部、徳島県、 

防災関係機関 

 

(1) 防災通信設備の整備 

ア システム構成 

市及び防災関係機関は、災害情報の収集及び伝達・連絡のために、次の機器により構成

される防災通信システムを整備に努めるものとする。  

有線通信設備 無線通信設備 

消 防 報 知 専 用 電 話 

直 通 電 話 

消 防 専 用 電 話 

災 害 時 優 先 電 話 

ケ ー ブ ル テ レ ビ 

県総合情報通信ネットワークシステム 

（県ネットワーク無線） 

救 急 無 線 

消 防 団 用 無 線 

全国瞬時警報システム（J-ALERT） 

 

イ 整備方針 

防災通信システムは、有線通信途絶時にも通信機能を確保できるよう、有線通信設備に

併せて無線通信設備の整備に努めるものとする。 

ウ 運用方針 

市及び防災関係機関は、通信設備として有線通信設備を活用することを原則とする。 

ただし、有線通信が途絶したときは、総合情報通信ネットワークシステムのほか他機関

の無線通信設備を活用するものとする。 
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(2) 防災対策要員緊急招集システムの整備  

防災対策要員を緊急に招集できるよう、携帯電話等の緊急連絡用機器の活用を図るものと

する。  

ア 機器の登録  

市は、災害対策本部要員等が個人的に利用している緊急連絡用機器の連絡先を登録・更

新し、招集システムの一環に組み入れるものとする。 

 

(3) 防災通信システムの耐震化 

重要な防災通信施設には次のような措置を講じておくものとする。 

ア 通信用機器の転倒防止工事  

イ 自家発電装置の設置及び定期的点検  

ウ バッテリーの保管及び更新  

エ 主要防災機関との間の通信ネットワークの二重化 

 

(4) 防災通信システムの高度化 

災害時における防災通信機能を向上させるため、地域防災無線等の整備を図るとともに、

徳島県と連携しながら地震計ネットワークの整備や総合情報通信ネットワークシステムの

拡充など防災通信システムの高度化に取り組むものとする。 

 

３ 防災情報システムの整備 

【主な実施機関】  市（秘書人事課、契約管財課、危機管理課） 

 

(1) 防災情報システムの整備 

被害状況の集計・分析やホームページやＳＮＳ等に活用するためコンピュータ等情報関連

機器の整備に努めるものとする。 

 

(2) 防災情報システムの耐震化 

地震に備えて防災情報システム耐震化を図るため、次のような措置を検討するものとする。 

ア 主要機器のシステムの二重化 

 

４ 緊急速報メールの活用 

    市民に災害情報を伝達するため、携帯電話の緊急速報メールの活用を進める。 

 

５ 各種データの整備保全 

復興の円滑化のため、あらかじめ各種データの総合的な整備保全（戸籍、住民基本台帳、地

籍、建築物、権利関係、施設、地下埋設物等情報及び測量図面、情報図面等のデータの整備保

存並びにバックアップ体制の整備）をしておくものとする。 
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第１１節 防災拠点施設等の整備 

 

【主な実施機関】  市（健康福祉部、財政課、契約管財課、危機管理課）、防災関係機関 

 

第１ 方 針 

 

市及び災害応急対策に係る機関は、それぞれの機関の防災中枢機能を果たす施設、設備の充実及

び災害に対する安全性の確保、総合的な防災機能を有する拠点整備、推進に努める。 

その際、物資の供給が相当困難な場合を想定した食料、飲料水、燃料等の適切な備蓄・調達・輸

送体制の整備、通信途絶時に備えた衛星携帯電話の整備等非常用通信手段の確保を図る。 

 

第２ 内 容 

 

１ 地域の防災拠点となる指定避難所の整備・選定 

地域の防災拠点であり、物資の集配拠点等として、指定避難所を選定する。 

 

(1) 耐震性等の確保等 

指定避難所の建築物については、できるだけ早期に耐震診断等を実施し、安全性を確認・

確保するものとする。 

また、吊り天井や照明器具等、地震における非構造材の安全性の確認を行うものとする。 

さらに、ＬＥＤ太陽光照明灯などの施設の整備に努めるものとする。 

 

(2) ライフラインの整備 

指定避難所の建築物については、雨水タンク、防災井戸、非常用電源装置、太陽光発電装

置などライフラインの整備に努めるものとする。 

 

(3) 備蓄物資 

指定避難所に必要な食料及び資機材等をあらかじめ備蓄し、又は必要な時直ちに配備でき

るよう準備しておくものとする。主な備蓄物資は次のとおりとする。 

ア 飲料水、食料 

イ  生活必需品 

ウ  通信機材 

エ  放送設備 

オ  照明設備（非常用発電器を含む） 

カ  炊き出しに必要な機材及び燃料 

     （鍋、釜、包丁、食器セット） 

キ 給水用機材 

ク 医薬品 

ケ 仮設の小屋又はテント 

コ 防疫用資機材 

サ 工具類 
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  ２ 交流防災拠点及び交流防災広場の設置 

    本庁舎の防災機能を補完する役割として、本庁舎西側に交流防災拠点施設「アエルワ」を整

備し、災害時の後方支援を行う。 

また、旧庁舎（旧阿波本庁舎、旧市場支所、旧土成支所、旧吉野支所）の移転や解体によっ 

て、防災拠点機能の低下が懸念されることから、旧庁舎周辺に交流防災広場を設置し、新たな

水防倉庫（土のう作業施設）や防災倉庫などを整備する。 

さらに、旧各支所跡地には救援救助の活動拠点や応急仮設住宅用地などに活用できる防災活

動広場を整備することで、防災拠点としての機能強化を図る。 

 

３ 交流防災拠点施設アエルワにおける後方支援 

    交流防災拠点施設アエルワは、徳島県広域物資輸送拠点（1次拠点）となっており、国や他

自治体等からの支援物資を受け入れ、県西部を中心に各自治体に輸送することとなっている。   

また、交流防災拠点施設アエルワは、市内の各避難所へ物資を配送する拠点（2次拠点）で 

もある。 

 細部は、「阿波市後方支援計画」による。 
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第１２節 避難（事前）対策の充実 

 

第１ 方 針 

 

災害時における火災、災害から市民の生命、身体の安全を確保するため、あらかじめ指定緊急避

難場所及び避難路を選定し、避難計画の作成を行うなど総合的かつ計画的な避難対策を推進する必

要がある。 

また、高齢化の進展を踏まえ高齢者等の避難行動要支援者の避難支援対策を充実・強化する。 

 

第２ 内 容 
 

１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の確保 

【主な実施機関】  市（教育委員会、建設部、水道課、人権課、各支所地域課、農地整備課、 

社会福祉課、企画総務課、契約管財課、危機管理課） 

 

(1) 指定緊急避難場所の指定 

延焼火災、がけ崩れ、洪水、雨水出水等の危険性の高い地域について、市民等を安全に避

難させるため必要に応じ次の基準により指定緊急避難場所を指定しておくものとする。 

ただし、指定緊急避難場所としての適格性の判断は各地区の状況等を勘案し、総合的に判

断するものとする。 

ア 火災の延焼によって生じる輻射熱等から避難者を安全に保護することのできる十分な広さ 

を有する公園、緑地、グラウンドその他の公共空き地であること。 

イ 木造密集地から 300ｍ以上離れていること。 

ウ がけ崩れ、地すべり、土石流、洪水・雨水出水による浸水などの危険のないところで、

付近に多量の危険物等が備蓄されていないところであること。 

エ 避難者が安全に到着できる避難路と連結されていること。 

オ 地区分けをする場合においては大字等の集落を原則とするが、主要道路、河川等を境界 

とし、市民がこれを横断して避難することはできるだけ避けること。 

カ 指定緊急避難場所における貯水槽、井戸、仮設トイレ、マット、非常用電源、衛星携帯 

電話等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレなど高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦等

の要配慮者にも配慮した避難の実施に必要な施設・設備の整備に努めること。 

キ テレビ、ラジオ等被災者による災害情報の入手に資する機器の配備を図ること。 

ク 指定緊急避難場所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、水、常備薬、 

炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等の備蓄に努めること。 

 

(2) 指定緊急避難場所及び指定避難所の考え方 

     市長は、切迫した災害の危険から逃れるための指定緊急避難場所と、一定期間滞在し、避

難者の生活環境を確保するための指定避難所を明確に区分して指定する必要がある。 

  指定緊急避難場所及び指定避難所の考え方を次頁の表にまとめる。 
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 指定緊急避難場所 指定避難所 

考え方 災害が発生し、又は発生のおそれが 

ある場合にその危険から逃れるたの

避難場所 

災害の危険性があり避難した住民

等や、災害により家に戻れなくなっ

た住民等を滞在させるための施設 

指 定 災害種ごとに市長が指定 災害種を限らず市長が指定 

備 考 相互に兼ねることができる 

 

(3) 福祉避難所の指定 

避難行動要支援者の避難を支援するため、「阿波市地域防災計画 第２章災害予防 第７ 

節 避難行動要支援者対策の充実 第２ １（４）福祉避難所」に沿って、福祉避難所を指

定する。 

【資料編  避難所一覧を参照】 

 

(4) 指定緊急避難場所の整備 

円滑な避難誘導及び指定緊急避難場所での迅速な救援・救護活動を実施するため、指定緊

急避難場所の環境整備に努めるものとする。その主な内容は次のとおりとする。 

ア  指定緊急避難場所及び周辺道路に案内標識、誘導標識等を設置し、平常時から関係地域 

住民への周知を図る。 

誘導標識を設置する場合は，日本工業規格に基づく災害種別一般記号を使用して、どの 

災害の種別に対応した避難場所であるかを明示するよう努めるものとする。 

イ 指定緊急避難場所内で円滑な給水活動ができるよう、ポンプ、浄水器等の整備及び水 

源の確保を図る。 

ウ 医療救護、給食、情報連絡等の応急活動に必要な設備等の整備を図る。 

エ 高齢者等の要配慮者に配慮して、被災地以外の地域にあるものを含め、旅館やホテル 

等を避難所として借上げる等、多様な避難所の確保に努めるものとする。 

 

(5) 指定緊急避難場所以外のオープンスペースの確保 

公園緑地等のオープンスペースは、災害発生時においては避難地や延焼遮断帯、市民救助・

救援及び応急生活の場となり、復興期にはコミュニティ活動の拠点となる等、重要かつ多様

な機能を有していることから、公園緑地の維持管理に努めるとともに、小規模な空き地及び

未利用地について、体系的かつ計画的に確保するよう努める。 

 

２ 避難路の選定 

【主な実施機関】  市（建設部、農地整備課、企画総務課、危機管理課） 

 

市民が安全に指定緊急避難場所等へ避難するための避難路をおおむね次の基準により選定し、

確保するものとする。 

(1) おおむね８ｍ～10ｍ以上の幅員を有し、なるべく道路付近に延焼の危険のある建物、危険 

物施設がないこと。 

(2) 避難路は相互に交差しないものとし、原則として一方通行で避難できること。 

(3) がけ崩れ、洪水・雨水出水による浸水等の危険のない道路であること。 
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３ 避難に関する広報 

【主な実施機関】  市（教育委員会、建設部、農地整備課、秘書人事課、企画総務課） 

 

市民が的確な避難行動をとることができるよう平常時からあらゆる機会をとらえ避難に関す

る広報活動を行うとともに、指定緊急避難場所の標示板を設置し、市民に対して周知徹底を図

るものとする。 

また、災害種別一般記号を使った避難場所標識の見方に関する周知に努めるものとする。 

(1) 指定緊急避難場所の広報 

指定緊急避難場所について、地域住民に対し次の事項の周知徹底に努めるものとする。 

ア 名称 

イ 所在位置 

ウ 経路 

エ その他必要な事項 

 

(2) 避難のための知識の普及 

次の事項について市民への普及徹底に努めるものとする。 

ア 平常時における避難への備え 

イ 避難時における知識 

ウ 避難収容後の心得 

エ 防災マップの内容（吉野川の洪水氾濫による浸水想定区域、中小河川の氾濫による浸水 

想定区域、土砂災害警戒区域、土砂災害危険区域、指定緊急避難場所、指定避難所等） 

 

４ 市管理施設の避難計画の作成 

【主な実施機関】  市（教育委員会、建設部、人権課、商工観光課、消費生活センター、 

各支所地域課、企画総務課、契約管財課、危機管理課） 

 

災害発生時において安全かつ迅速な避難を行うことができるよう、市管理施設について具体

的な避難計画を作成しておくものとする。 

具体的な避難計画は、「阿波市地域防災計画共通対策編 第３章災害応急対策 第９節避難（勧

告等）の実施」を参照すること。 

 

５ 避難勧告等の判断・伝達マニュアルの作成 

避難勧告等の判断・伝達マニュアルを作成し、具体的な避難勧告等の発令基準や伝達方法を

定め、市民等の円滑かつ安全な避難に努めるものとする。 
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第１３節 物資等の備蓄体制の整備 
 

【主な実施機関】  市（健康福祉部、建設部、水道課、企画総務課、秘書人事課、契約管財課、

危機管理課） 

 

第１ 方 針 

 

大規模災害発生時には、多くの被災者に対する防災機関の対応能力にはおのずと限界があり、全

ての被災者に対して迅速な対応は期待できない。市民は家庭や地域レベルで日常から防災の意識を

高め、災害時には「自らの命は自らが守る」ことを基本理念として、災害発生後救援体制が立ち上

がるまでの間は、市民又は地域において自らの生活維持をしていくため、食料・飲料水及び最低限

の非常用生活物資の確保に努めることが必要である。 

このため、自ら備蓄することの必要性を市民に周知するものとする。 

また一方で、家屋倒壊等で備蓄物資の確保ができなかった被災者等のために飲料水や食料、生活

必需品等の供給を行う等地域住民の生活に密接した物資の確保を行う必要がある。 

したがって、市民の発災初期の避難生活が円滑に進められるよう、食料、生活物資等の応急備蓄

について、必要量を踏まえ確保に努める。 

 

第２ 内 容 

 

１ 食料の備蓄整備 

(1) 備 蓄 

市民は、発災初期の避難生活のための応急食料の備蓄を平常時から行っておく努力が求め

られる。 

ア 市民の家族構成に応じた非常食３日分以上の備蓄を積極的に啓発し、奨励する。 

イ 家屋倒壊等で備蓄食料の確保ができなかった被災者の生活確保のため非常食の備蓄・調

達先の確保に努めるものとする。 

 

(2) 輸 送 

民間からの調達や国及び他の都道府県等からの支援により供給される大量の物資を迅速に 

被災地に輸送するため、交流防災拠点施設アエルワにて受入れる。 

また、「災害時受援計画」を作成し、平時から輸送体制の整備に努める。 

ア 輸送体制 

交流防災拠点施設アエルワに集積される物資を指定避難所等へ輸送し、避難者へ物資

を供給する。そのため、交流防災拠点施設アエルワでの大量の物資の仕分けや指定避難

所への輸送等について、地域特性に応じて、民間物流事業者と連携するなど体制整備に

努めるものとする。 
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２ 給水体制の整備 

家庭において備蓄すべき水量は、一人１日３リットル程度を基準として、給水車等による応

急給水対策が開始されるまでの３日間以上の世帯人数分を目標とする。 

災害時において被災者１人当たり１日３リットル程度の飲料水供給を確保できるよう、浄水

器の配備、給水タンク、ポリタンクの確保、応急配管及び応急復旧用資機材等の備蓄増強を図

るとともに、必要に応じて飲料水兼用耐震性貯水槽の設置に努めるものとする。 

また、老朽管の更新や水道施設の耐震化を促進するとともに、施設の管理図面や台帳等の控

えをとり、災害に備え分散して管理する。 

 

３ 生活必需品等の備蓄整備 

市においては、毛布類等が備蓄されているが、これらをさらに整備し、必要量を検討し備蓄

に努め、販売業者と十分協議しその協力を得るとともに、物資調達に関する協定により、生活

必需品等を供給できる体制を整備する。 

市民は災害時に備え、生活に必要な非常持ち出し品及び災害対応活動に活用できるよう備え

ておく必要がある。 

 

４ 救助救命及び水防に必要な備蓄資器材の整備 

災害救助・救命資機材については基本的に消防、警察、県を中心に整備を進めているが、こ

れらの機関で保有することが困難なものについては市が補完的に整備し、備蓄に努めることと

する。 

救助・救命活動の初期に必要となる輸送関係車両や大規模資機材（重量物排除用具等）につ

いては、民間からの応援調達も考えた体制の整備を行う必要がある。 

 

５ 医薬品等の備蓄 

市内医療機関と協力し、災害時の医療救護活動に必要とされる医薬品等の備蓄をすすめ、民

間薬剤業者との協力体制を確立し、災害時における医薬品等の流通備蓄の確保を講ずるものと

する。 

血液製剤については日本赤十字社徳島県支部を通じ、徳島県赤十字血液センターから迅速に

供給される。 

 

６ 飲料水の供給体制の整備 

【主な実施機関】  市（教育委員会、水道課、企画総務課、危機管理課） 

 

(1) 飲料水の備蓄 

ア 目標数量 

市の想定避難者約 5,200 人の１日分（１人３リットル）程度に相当する量を目標とする。 

 

(2) 飲料水等の確保対策 

ア 小中学校の給水設備等の耐震化に努める。 

イ 飲料水兼用耐震性貯水槽の設置、利用可能な井戸の登録、ろ水器の配備等により飲料水 

及び生活用水を確保する。 
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ウ 浄水器の導入により飲料水を確保する。 

エ 上水道の応急配管及び応急復旧用資機材の備蓄増強に努める。 

 

７ 食料等の供給体制の整備 

【主な実施機関】  市（水道課、商工観光課、消費生活センター、企画総務課、危機管理課） 

 

(1) 食料の備蓄 

ア 目標数量 

市の想定避難者約 5,200 人の１日分程度に相当する量を目標とする。不足分については、

流通備蓄と事業者等との協定により確保に努める。 

また、市民は、日頃から３日分以上の食料について備蓄に努めるものとする。 

イ 品  名 

(ｱ)  主  食      乾パン、アルファ米、即席めん、その他 

(ｲ)  乳児食      粉ミルク、離乳食、ほ乳びん、その他 

(ｳ)  副食品等    副食品（梅干し、つくだ煮、缶詰め等）、調味料（塩、みそ、しょうゆ 

等）、要配慮者向け食品（粥、減塩食品等）、アレルギー対応食 

(2) 食料等の備蓄体制 

(1)のアの目標数量の食料備蓄に努めるとともに、更新及びメンテナンスに配慮するもの

とする。 

 

８ その他の備蓄現況 

備蓄の現況を平常時より把握しておくものとし、不足する品目については、早期に目標数量

を満たせるよう努める。 

    【資料編 防災資器材に関する資料】 
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第１４節 孤立集落対策の強化 
 

第１ 方 針 
 

大規模な災害による道路や通信の途絶などにより孤立化するおそれのある集落については、連絡

手段の確保、情報連絡員の配置等、孤立化の未然防止を図るとともに、万が一孤立化した場合には、

被災状況の早期把握、市民の救出・救助等の応急対策を迅速に実施できる体制を確立する必要があ

る。そのため、市及び県、防災関係機関等が一体となった取組を推進することにより、地域住民の

安全確保を図るものとする。 

 

第２ 内 容 

 

１ 孤立化集落対策 

【主な実施機関】  市（建設部、農地整備課、危機管理課）、各消防署、消防団 

 

(1) 孤立集落及び発生原因 

孤立集落とは、中山間地域、沿岸地域などの集落において、人の移動、物資の流通が困難

となり、市民生活が困難もしくは不可能になった集落をいう。孤立集落の具体的な発生原因

としては、以下の要因が挙げられる。 

ア 地震、風水害等に伴う土砂災害や液状化等による道路構造物の損傷、道路への土砂堆積 

イ 地震、風水害等に伴う土砂崩れ、落石等のおそれがある個所に対する事前通行止め 

 

(2) 孤立予想集落の特定 

道路状況や通信手段の確保の状況から孤立化が予想される集落について、事前の把握に努

め、特定する。 

把握に当たっては、過去の災害での事例、次の孤立化のおそれのある集落の例を参考にす

るとともに、消防署、消防団等防災関係機関から意見を聴取する。 

ア 道路状況 

(ｱ) 集落につながる道路等において迂回路がない。 

(ｲ) 集落につながる道路等において落石や崩土等の発生が予想される道路災害危険箇所が 

多数存在し、交通途絶の可能性が高い。 

(ｳ) 集落につながる道路等においてトンネルや橋梁等の耐震化がなされておらず、交通途 

絶の可能性が高い。 

(ｴ) 土砂災害の発生が予想され、道路の交通途絶の可能性が高い。 

(ｵ) 道路及び橋が冠水する等により、交通途絶になる可能性が高い。 

イ 通信手段 

(ｱ) 電気の途絶により、通信機器が利用できなくなる可能性が高い。 

(ｲ) 一般加入電話等有線通信以外の多様な通信手段が確保されていない。 

(ｳ) 大規模な浸水により、中継局等に被害が発生し通信が途絶する可能性が高い。 
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２ 孤立化の未然防止対策 

孤立化を未然に防止するため、市及び防災関係機関等は連携しながら、次のような対策に取

り組む。 

また、孤立化対策に必要な施策を推進するため、関係機関による連絡会等を設置し、日頃か

ら情報交換に努める。 

 

(1) 市 

ア 孤立化のおそれのある集落においては、集落の代表者（自治会長、班長、消防団員等） 

を災害情報連絡員として任命するなど、災害発生時における防災情報の提供体制を整備す 

る。 

また、自主防災組織を育成・強化し、集落内の防災力の向上に努める。 

イ 集落内に学校や駐在所等の公共的機関、四国電力、ＮＴＴ西日本などの防災関係機関が 

ある場合は、それらの機関の持つ連絡手段の状況について事前に確認するとともに、災害 

時における活用についても事前に調整する。 

ウ アマチュア無線等を災害時の連絡手段として有効に活用できるよう、日頃から関係者と 

の連携を図る。 

エ 孤立化のおそれのある集落において、救出・救助や物資投下のための緊急ヘリポート用 

地（校庭、空き地、休耕田等）を選定・確保する。 

オ 孤立が予想される集落において、食料、飲料水等の生活物資、医療品、医療用資機材、 

簡易トイレ、非常用電源のための燃料等公共施設の備蓄倉庫、家庭、自主防災組織等への

備蓄を促進することに努めるものとする。 

 

(2) 電気通信事業者 

孤立化のおそれのある集落において、一般加入電話を災害優先電話として指定するととも

に、孤立化防止のための衛星固定電話及び衛星携帯電話の配置などについて配慮する。 

 

(3) 道路管理者 

孤立化のおそれのある集落については、危険箇所の補強や耐震対策等の防災工事に計画的

に取り組む。そのため、県と定期的に道路整備状況等について情報交換を行う。 

 

３ 孤立化した場合の対応 

(1) 市 

ア 孤立化した集落が発生又は発生した可能性が高いことが判明した場合は、県に孤立化や 

被災に関する情報を速やかに提供する。 

イ 孤立化した集落での指定避難所の開設や食料、飲料水等日常生活に必要な物資を確保す 

る。 

ウ その他必要な対策について、関係機関と連携を図りながら、迅速に実施する。 
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(2) 県 

ア 市からの孤立化情報を受けて、消防防災ヘリの活用や職員の派遣等により、被災状況の 

把握、救急患者の搬送等を行うほか、消防や警察等と連携を図り、各般の応急措置を実施

する。 

イ 被災状況に応じて、自衛隊への災害派遣要請、災害時相互応援協定に基づく応援要請を 

行う。 

ウ 県を通じて放送事業者への緊急情報伝達要請を行うほか、アマチュア無線連盟に対する 

緊急情報の収集・伝達要請を行う。 

 

(3) 電気通信事業者 

被災した通信中継局、通信回線等の応急復旧に努める。 

 

(4) 道路管理者 

建設業団体等の協力を得て、道路等の応急復旧を実施するとともに、交通規制情報を提供

する。 

 

(5) 警察署 

安否確認、行方不明者の捜索、救出救助、緊急交通路の確保を図る。 
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第１５節 ライフライン施設の安全性強化 
 

第１ 方 針 

 

水道、電気、電話等のライフライン施設について、地震等の災害時を想定した定期的な点検や耐

震化対策を実施し、災害が発生した場合でも被害を最小限にとどめるとともに、施設設備を迅速に

復旧できるよう、安全性の確保に努める必要がある。このため、ライフライン関係機関は相互に連

携を図り対策を推進するものとする。 

 

第２ 内 容 
 

１ 水道施設災害予防計画 

【主な実施機関】  市（水道課） 

 

(1) 水道設備の災害予防対策 

ア 配水施設等の安全性診断及び安全性対策の実施 

災害の発生による断水及び減水を抑制するため、配水施設等の重要な施設設備について 

被災を最小限にとどめる計画を作成し、施設設備の新設及び改善計画にあわせて計画的に

整備する。 

過去の災害で被災した箇所や法指定されている場所に隣接する施設設備については、そ 

うした点を踏まえた十分な防災対策を図るものとする。 

イ 施設の点検 

水道施設の維持管理に当たっては、貯水、浄水、導水、送水及び配水の巡回点検を行い、 

安全性の担保に努める。 

ウ 断水の抑制対策 

基幹施設の分散、系統多重化による補完機能の強化、配水区域のブロック化等の対策を 

実施し、被害区域の最小限化を図り、断水地域拡大の防止に努める。 

エ 設計図面等の整備 

災害発生時に迅速かつ適切な対処ができるよう日頃から図面の整備を推進し、施設設備 

の状況を把握するよう努める。 

オ 災害時用資機材の確保 

復旧に必要な資機材は、通常業務との関連において市の水道課が保有することが適当な 

ものについては事前に確保し保管場所を定め、不足する資機材に備えて市の水道工事指定 

業者と連携を図る。 

【資料編 水道工事事業者一覧】 

カ 教育訓練の実施 

災害の発生時に的確な対応を取ることができるよう、危機管理課と連携して教育、訓練 

及びその指導を実施し、緊急時における迅速な対応に備える。 

キ 被災しにくい資機材の確保 

災害が発生しても影響を受けにくい資機材の利用など、設備設計での対応を推進する。 
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ク 応急復旧対策  

水道施設の被害によって断水が生じても、早期の復旧を可能とするため、応急復旧に 

ついての計画をあらかじめ定めておくほか、次の対策を講ずるものとする。 

(ｱ) 日頃から水道施設の管理図面等の整備を図り、分散して保管・管理する。 

(ｲ) 管理者は地震発生後、直ちに被害状況を確認し、重要な施設の点検を行う。 

(ｳ) 地震発生後の緊急措置や応急復旧活動に必要となる情報の迅速な収集や、近隣市町村 

等への応援要請ができるよう、電話、無線等の通信手段を整備、確保しておく。 

(ｴ) 応急復旧時に必要な資機材、作業力を確保するため、資機材を備蓄し、定期的に点検、整 

備を行うとともに、近隣市町村との相互応援体制の整備を図り、また、資機材メーカー、

施工業者等との協定等の締結に努める。 

(ｵ) 復旧作業用水を確保するため、他用水から緊急取水について確認しておくほか、予備 

水源の確保、配水池の大容量化、受水槽の増量等について検討する。 

 

２ 電気・電話施設災害予防計画 

【主な実施機関】  市（契約管財課、企画総務課、危機管理課）、四国電力㈱、 

ＮＴＴ西日本 

 

(1) 電力施設における災害予防対策 

四国電力㈱は、災害に対する電力施設の安全性確保について、日頃から市と相互に情報連

絡を取り合いつつ、送電設備、変電設備、配電設備等についての災害対策を推進するものと

する。施設の新設などの際には、災害の発生が見込まれる場所を回避する等の対応が取れる

よう、減災に向けた取組に努める。 

 

(2) 電気通信施設における災害予防対策 

西日本電信電話㈱（ＮＴＴ西日本）は、災害に対する通信施設の安全性確保について、日

頃から市と相互に情報連絡を取り災害対策を推進するものとする。 

また、衛星回線を利用した通信設備の利用等、災害発生時の協力体制の確立についてあら

かじめ協議を実施し、必要な協定の締結を推進する。施設の新設などの際には、災害の発生

が見込まれる場所を回避する等の対応が取れるよう、減災に向けた取組に努める。 

 



 

 

73 

 

第１６節 建築物の災害予防対策 
 

第１ 方 針 

 

建築物の安全基準は、建築基準法で定められており、昭和 25 年に制定されて以来、過去数度の

法改正等により、耐震性の基準が強化されている。 

近年発生した地震では、現行の建築基準法による耐震設計基準を満足させていない建築物に被害

が多く集中していることから、それらの耐震性能を有さない既存建築物に対し耐震診断及び耐震改

修を行い耐震性能の向上を図る必要がある。 

また、火災による被害の拡大を防ぐ観点から、建築物の防火対策についても推進することが肝要

である。 

本計画では、発生時に避難、救護、応急対策活動の拠点となる建築物等、防災上重要な建築物の

耐震性を強化するとともに、新設の公共施設については「耐震設計」を積極的に取り入れ、既存公

共施設の耐震調査を実施し、補強計画の樹立に努めることとする。 

また、避難路や輸送路に指定されている道路の橋梁等の構築物については、県や関係機関と連携

し、補修等の対策推進に努める。 

 

第２ 内 容 

 

１ 建築物の不燃化、耐震化の促進 

【主な実施機関】  市（教育委員会、健康福祉部、建設部、農地整備課、契約管財課、 

危機管理課） 

 

(1) 不燃性及び耐震性建築物の建築促進対策 

建造物の災害対策の重点は、火災予防にあるため、不燃化の促進を図る。木造住宅や木造

賃貸アパート、建築基準法の現行耐震基準（昭和 56 年）以前に建築された建築物等につい

て、安全性の向上を図るため、耐震診断実施の普及・啓発を推進するとともに、耐震診断及

び耐震改修のための助成制度の普及を図る。 

また、政府系統資金を導入した融資の斡旋と、民間資金の利用により、耐火、耐震性建築

物の建築の促進を図る。 

 

２ 防災上重要拠点施設の不燃化及び耐震化の促進 

【主な実施機関】  市（教育委員会、健康福祉部、建設部、農地整備課、契約管財課、 

危機管理課） 

 

(1) 公共施設の不燃化及び耐震化の促進 

防災上重要拠点施設である、学校や体育館、コミュニティセンター等の公共・公用施設、

市庁舎、支所等の災害対策の拠点となる公共・公用施設、文化施設やスポーツ施設、福祉施

設等、不特定多数の市民が利用する公共施設の不燃化と耐震化を推進し、大規模な災害が発

生した場合でも施設の安全が確保され、市民の安全を確保できるよう対応に努める。 
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■ 防災上重要拠点施設 

防災上重要建築物 種別 防災上重要建築物 種別 

本庁舎 災害対策本部 吉野保健センター 
市で設置可能な 

医療救護所 

各支所 現地対策本部 
子育て支援センター

「わんぱく広場」 
〃 

消防署 応急活動拠点 市場総合福祉センター 〃 

消防団詰所 〃 阿波健康福祉センター 〃 

各中学校体育館 指定避難所 社会福祉施設等 福祉避難所 

各小学校体育館 〃 
交流防災拠点施設 

アエルワ 
物資輸送拠点 

各コミュニティ 

センター等 
〃 

土成緑の丘 

スポーツ公園 
救助活動拠点 

 

(2) 耐震診断及び耐震補強工事の実施 

防災上重要建築物に対して耐震診断を実施し、必要に応じて耐震補強工事を行うなど、防

災上重要建築物の耐震性を確保する。 

 

３ 空き家対策 

【主な実施機関】  市（建設部、農地整備課、契約管財課、危機管理課） 

 

(1) 空き家除却に対する補助事業 

老朽化した空き家は、地震等により倒壊する危険性がある上、道路を閉塞するなど防災上

重要な問題を抱えている。 

国の「空き家再生等推進事業」では、国と市が空き家等の除去費用の５分の２ずつを補助

する制度がある。 

また、国の事業に加え、県の「老朽危険空き家除却支援制度」を活用することにより、市

が負担していた５分の２の補助のうち半分を県が補助する制度もある。 

空き家の所有者に対して、こうした支援事業の周知に努めるとともに、支援事業の活用に

より、老朽化した空き家等の除却を支援する。 

 

(2) 空家等対策計画 

「空家等対策計画」に基づき、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進する。 
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第１７節 大規模停電時への備え 
 

【主な実施機関】  市（危機管理課）、各防災関係機関 

 

第１ 方 針 

 

大規模災害の発生による、大規模停電に備え、対策を事前に検討しておく必要がある。 

このため、次により各種対策を実施し、大規模停電時の被害の軽減に努める。 

 

第２ 内 容 

１ 知識の普及・啓発 

防災関係機関等と連携し、あらゆる機会を通じて、市民に対し大規模停電に備えた知識の普

及・啓発に努める。 

(1) 大規模停電時の状況や注意点等の基本的な知識 

(2) 必要に応じ、非常用発電機や充電器等の非常用電源の確保 

(3) ＡＴＭやクレジットカード等が使用できないことを想定した現金等の準備 

 

２ 業務の継続に向けた取組 

市及び防災関係機関並びに企業等は、大規模停電時にも業務が継続できるよう、非常用電源

の確保に努める。 

 

３ 訓練の実施 

防災関係機関等と連携し、大規模停電を想定した訓練を行うよう努める。 
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第３章 災害応急対策 

 
第１節 災害応急対策の流れ 
 

【主な実施機関】  各防災関係機関 

 

第１ 方 針 

各防災関係機関は災害対応の各段階に応じた災害応急対策作業の優先順位を理解し、行動する。 

また、迅速かつ円滑な応急対策を実施するために、災害発生時に講ずべき対策等を体系的に整理

した災害個別災害対応業務実施マニュアル等を整備推進する。 

 

第２ 内 容 

災害発生時・発生のおそれのある各段階において、優先的に実行又は着手すべき主な業務を次の

とおり時系列的に示す。ただし、その災害の進捗状況等により、柔軟に対応を変える必要があるこ

とにも留意する。 

 

１ 気象警報等が発表中〔初動態勢を確立し、災害発生に備え警戒〕 

○気象等に関する情報（特別警報・警報・注意報）の伝達、避難 

○防災関係機関職員の緊急参集（勤務時間外発生の場合） 

○必要に応じて災害対策本部の設置、防災関係機関の指揮体制確立 

○被害情報の収集 

○水防警報の発令、河川等の警戒監視の強化 

○市民の発令 

(1) 警戒レベル３ 避難準備・高齢者等避難開始 

・指定避難所の開設準備（施設の安全確認、管理・運営担当職員の派遣）  

・要配慮者の所在確認、指定避難所等への移動 

・一般住民の避難準備 

・児童生徒等の安全確保 

 

(2) 警戒レベル４ 避難勧告 

・一般住民の移動避難、指定避難所への収容 

・指定避難所備蓄物資による対応 

・避難者の状況把握 

 

(3) 警戒レベル４ 避難指示（緊急） 

・残留住民の移動避難、建物上層階等での籠城避難 

 



 

 

77 

 

(4) 警戒レベル５ 災害発生情報 

・命を守るための最善の行動 

 

２ 地震、台風等による災害発生から１時間以内〔人命優先に活動しつつ、情報収集〕 

○防災関係機関職員の緊急参集 

○災害対策本部の設置、防災関係機関の指揮体制確立 

○水防活動等被害拡大防止活動を実施する。 

○被災状況により自衛隊等の出動準備要請、派遣要請 

○公共救助機関による被災者の救出、負傷者の搬送 

○被災状況により県や徳島中央広域連合等に広域的な応援を要請 

 

３ 災害発生から 24 時間以内〔人命救助を本格化するとともに、被災者支援を開始〕 

○被害情報の収集報告 

○県、自衛隊、他市町村等応援要員の受援体制の確立 

○被災地外からの災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）及び医療救護班の派遣 

○緊急物資輸送用車両の確保 

○緊急輸送道路の啓開 

○被災地への職員の派遣 

○市の被害状況の把握 

○被災地への救護所の設置 

○ライフライン、公共土木施設等の被害状況調査と応急措置 

○災害救助法の適用 

○通信途絶地域への仮設通信設備設置 

○各種施設の被災状況の把握 

○指定避難所の開設（施設の安全確認、管理・運営担当職員の派遣） 

○指定避難所への避難者の概数及び食料等必要量の把握 

○指定避難所等への仮設トイレの設置 

○指定避難所等への食料・生活必需品の輸送 

○指定避難所での要配慮者の支援対策の実施 

○遺体の一時安置場所の確保 

○指定避難所外避難者の状況の把握 

 

４ 災害発生から 72 時間以内〔被災者支援を本格化〕 

○ボランティアセンターの設置 

○ボランティアの受入れ 

○救援物資の受入れ、仕分け、配分 

○学校施設の応急復旧、応急教育の実施 

○疫学調査、健康診断、被災地への防疫処理 

○被災建築物応急危険度判定の実施 
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５ 災害発生から１週間以内 〔応急的な復旧を開始〕 

○公営住宅等の提供 

○被災者の心のケア 

○遺体の検視、身元確認、火葬 

○災害廃棄物の処理 

 

６ 災害発生から１ヶ月以内〔応急的な復旧を本格化〕 

○応急仮設住宅の供与 

○学校教育の再開 
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第２節 活動体制 
 

第１ 方 針 

 

災害が発生し、又は発生のおそれのある場合で、市内における災害応急対策に対処するため必要

があるときは、本計画の定めるところにより、災害対策本部を置くものとする。 

災害対策本部は災害の規模程度によって、それぞれの配置をとるほか本部を置く程度にいたらな

い災害時にあっては、平常時における組織をもって対処するものとする。 

 

第２ 内 容 
 

１ 災害対策本部の設置及び解散 

(1) 設 置 

本市の地域内において、災害が発生し、又は発生のおそれが生じた場合において、市長が

必要と認めたときは、災害対策本部を設置するものとし、その基準はおおむね次をもって判

断するものとする。 

 

 状      況 

(1) 大雨特別警報が発表されたとき。 

(2) 暴風、大雨、洪水警報が発表され、被害の発生が予想されるとき。 

(3) 河川の増水により被害の発生が予想されるとき。 

(4) 土砂災害により被害の発生が予想されるとき。 

(5) 震度６弱以上の地震が発生したとき。（自動設置） 

(6) 震度５弱又は震度５強の地震が発生し、被害の発生が予想されるとき。 

(7) 
その他通常の市行政組織により災害応急対策が不可能と判断される災害が発生

したとき。 

 

(2) 解 散 

災害対策本部は、予想された災害の発生がなく、又災害の応急対策措置が完了したと認め

られるときは、本部長の指令により解散するものとする。 

 

(3) 予備待機 

災害対策本部が解散した後においても、必要に応じて各課等の予備待機の人員は連絡調整

のため配置する。 
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２ 災害対策本部の設置体制 

(1) 配備体制の種類及び決定 

本部長は災害の種類、規模等を勘案し所属の部、班に対し次の区分によって必要な職員の

配備体制をとらせるものとする。 

ア 非常特別配置 

災害対策本部の全組織が配置につく必要がある大規模の災害が発生し、又は発生が予想

されているとき。 

イ 特別配置 

他部からの応援を求めずそれぞれの部内で処理可能な程度の災害が発生し、又は発生を

予想し、その対策が全部の部又は多数の部に及ぶとき。 

 

(2) 災害対策本部設置前の体制 

市長は、災害対策本部設置前において次の体制をとる。 

ア 普通配置 

他の課等から応援を求めずそれぞれの課内で処理可能な程度の災害が発生し、又は発生

を予想しその対策が一部の部の中で処理できるとき。 

イ 準備配置 

災害の発生が予想されるとともに、発生までに多少の時間的余裕があり普通配置に切り

替える体制にあるとき。 

 

(3) 設置及び配置の伝達 

災害対策本部の設置及び配備体制が決定したとき、災対企画総務部長は部員として関係各

部の部長に連絡し、各部の部長は部員として各班に伝達するものとする。 

なお、休日及び勤務時間外については、ケーブルテレビ・音声告知端末・屋外拡声機等を

利用し、その旨連絡するものとする。 

 

(4) 災害対策本部設置の場所 

災害対策本部は特別の場合を（例えば市役所被災時）除き、本庁舎内に置くものとする。 

また、各支所に現地対策本部を置くことができる。 

 

３  組 織 

本部の組織は「阿波市災害対策本部条例」並びに本計画の定めるところによるものとする。 

本組織の編成並びに各組織の分担任務の概要は次のとおりである。 

なお、市長に事故があった場合や市長が不在又は連絡がとれない場合の意思決定者は、以下

の順位に従うものとする。 

１）市長  ⇒  ２）副市長  ⇒  ３）政策監 ⇒  ４）企画総務部長
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■ 災害対策本部の組織 

 

 

         本 部 長
          （市長）

         副本部長

          （副市長）      

          （教育長）

          （政策監）

         （消防団長） 

         本 部 員

           （災対各部の
             長及び部長・

             次長等）

本

部

員

会

議 連

絡

調

整

会

議

災対会計部

災対企画総務部

災対市民部

災対健康福祉部

災対産業経済部

災対建設部

災対水道部 

災対教育部 

災対協力部 

消 防 団

災害対策本部 

    

現

地

対

策

本

部

現地対策本部 

連絡班 

情報集計班 

警備班 

土嚢管理班 

避難所運営班

消 防 団 

方面本団

方面団長 

方面副団長 

消防団担当職員

分 団 

※ 大規模地震（震度６弱以上）発生において、阿波市全域に被害が予測される場合は、

発災当初から数日間（３日程度）は、救出・救護活動と併せて避難所の開設・運営に多

数の職員が必要となるため、上記の体制で対応するものとする。 

  事後、被災状況の定着に伴い、現地対策本部長と災対各部長との協議により、災対各

部へ職員を復帰させるものとする。 
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■ 水防本部の組織 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 本部員会議 

(1)  構 成 

災害対策本部の最高意思決定機関として、本部員会議を設置し、本部長、副本部長及び本 

部員全員をもって構成する。ただし、本部長が必要と認めるときは、本部長、副本部長の一 

部及び本部員の一部よる関係本部員会議を開催することができる。 

 

(2) 庶 務 

本部員会議の庶務は、危機管理課及び秘書人事課において行う。 

 

５ 連絡調整会議 

本部員会議の下に、災害対策に関して各部の連絡調整を図るために、連絡調整会議を置く。 

連絡調整会議は、各部においてあらかじめ定められた各部連絡調整員をもって構成し、企画 

総務部長が主宰する。 

なお、連絡調整員は、原則として各部の庶務担当の主幹及び課長補佐とする。 

水防本部

本部長 

副本部長

本部員

本部員会議

危機管理課 

企画総務課 

建設課 

住宅課 

水道課 

          

阿波市消防団 （水防団）

現

地

対

策

本

部

連 

絡 

調 

整 

会 

議 

現地対策本部 

連絡班 

情報集計班 

警備班

土嚢管理班 

避難所運営班

樋門担当職員

方面本団

方面団長 

方面副団長 

消防団担当職員

分 団
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６ 事務分掌 

■災害対策本部 

部の名称 部長 部となる課 主   な   事   務   分   掌 

災対 

会計部 

会  計 

管理者 

会計課 ・ 義援金品の受入れ・保管に関すること 

・ 防災・復旧活動の応援に関すること 

災対 

企画 

総務部 

企 画 

総 務 

部 長 

危機管理課 

 

・ 本部の設置及び廃止に関すること 

・ 職員の動員・配備に関すること 

・ 県災害対策本部、県警察本部、自衛隊等関係機関との連絡 

に関すること 

・ 国、県等との連絡調整に関すること 

・ 水防計画の実施についての連絡・調整に関すること 

・ 関係官庁に対する速報に関すること 

秘書人事課 ・ 本部長命令の示達に関すること 

・ 本部の庶務に関すること 

・ 本部の廃止に関すること 

・ 海外からの応援に対する受入体制整備に関すること 

・ 本部として行う新聞発表、放送等の広報活動及び報道機関 

との連絡に関すること 

・ 災害に関する写真等による記録に関すること 

企画総務課 ・ 電話対応 

・ 被害状況及び応急対策の実施状況の取りまとめ等の災害 

情報処理に関すること 

・ 気象予警報に関すること 

・ 災害時の広聴及び相談に関すること 

契約管財課 ・ 指定避難所の開閉及び管理運営に関すること 

・ 避難者の収容に関すること 

・ 被害状況及び応急対策の実施状況の記録等に関すること 

・ 物資及び物資運搬車両等の調達・確保に関すること 

・ 市有建物の復旧に関すること 

財政課 ・ 災害予算に関すること 

災対 

市民部 

市 民 

部 長 

税務課 ・ 被害家屋の判定基準及び家屋被害状況の調査に関すること 

・ 罹災証明（火災によるものを除く）等の災害に関する諸証 

明の発行に関すること 

市民課 

人権課 

・ 被災者台帳の作成に関すること 

・ 外国人に関する連絡及び調整に関すること 

・ 本部員会議及び関係本部員会議に関すること 

・ 遺体の捜索、収容、安置、処理、埋・火葬に関すること 

・ 物価の安定その他市民生活に関すること 

支所 

地域課 

・ 電話対応 

・ 指定避難所の開閉に関すること 

・ 避難者の収容に関すること 

・ 支所被害状況及び応急対策の実施状況の取りまとめ記録 

等に関すること 

国保医療課 ・ 災害派遣部隊受入れ撤収に関すること 

・ 相互応援協定に基づく応援要請・受入体制整備に関すること 

・ 他の市町村等からの災害復旧活動に対する応援の調整に関 

すること 

・ 災害救助法に基づく救助に関する連絡・調整及び指導に関 

すること 

・ 災害救助の資料その他災害救助の実施状況の取りまとめ 

及び報告に関すること 

・ 災害ボランティアの受入れ及び連絡・調整に関すること 
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部の名称 部長 部となる課 主   な   事   務   分   掌 

災対 

市民部 

市 民 

部 長 

環境衛生課 ・ 被災地の防疫活動に関すること 

・ 一般廃棄物の収集、処理、処分に関すること 

・ 災害廃棄物の撤去、処理、処分に関すること 

・ 死亡獣畜の収集、処理に関すること 

・ 環境保全対策に関すること 

・ 道路、みぞ等の環境整備に関すること 

災対 

健康 

福祉部 

 

健  康 

福  祉 

部 長 

健康推進課 

介護保険課 

 

・ 災害救助法に基づく助産に関すること 

・ 救護班の編成、救護所の設置その他の医療助産の調達に関 

すること 

・ 指定避難所における避難者の健康対策に関すること 

子育て 

支援課 

・ 保育施設の防災及び復旧に関すること 

・ 乳幼児の保護に関すること 

社会福祉課 ・ 要配慮者（高齢者等）の情報提供に関すること 

・ 要配慮者（障がい者等）の情報提供に関すること 

・ 福祉避難所の開設要請に関すること 

・ 福祉避難所への避難者の収容に関すること 

・ 災害救助法に基づく救助に関する連絡・調整及び指導に関 

すること 

・ 災害救助の資料その他災害救助の実施状況の取りまとめ 

及び報告に関すること 

・ 被災者に対する見舞金に関すること 

・ 義援金品の配分に関すること 

・ 災害ボランティアの受入れ及び連絡・調整に関すること 

・ その他災害救助に関し他の所管に属さないこと 

・ 関係官庁に対する速報に関すること 

・ 要配慮者（全般）の情報提供に関すること 

災対 

産業 

経済部 

産  業 

経  済 

部  長 

商工観光課 

農業振興課 

農地整備課

消費生活 

センター 

・ 被災者等への食料の確保及び配給に関すること 

・ 救援物資の受入れ及び配付に関すること 

・ 中小企業への災害復旧資金の融資に関すること 

・ 農林水産業施設の防災及び復旧に関すること 

・ 農林水産業の災害復旧資金の融資に関すること 

・ 農産物、家畜等の災害対策に関すること 

・ 本部の廃止に関すること 

・ 関係官庁に対する速報に関すること 

災対 

建設部 

建 設 

部 長 

建設課 

住宅課 

地籍調査課 

営繕課 

・ 災害応急工事の契約に関すること 

・ 河川、道路、橋梁、宅地等の防災及び復旧に関すること 

・ 災害救助法に基づく障害物の除去に関すること 

・ 排水施設等の防災及び復旧に関すること 

・ 緊急輸送路の確保に関すること 

・ 本部の廃止に関すること 

・ 関係官庁に対する速報に関すること 

・ ライフライン復旧の連絡・調整に関すること 

・ 住宅の応急修理に関すること 

・ 災害ボランティア（住宅関係）に関すること 

・ 被害家屋の判定基準及び家屋被害状況の調査に関すること 

災対 

水道部 

水 道 

課 長 

水道課 ・ 飲料水の供給に関すること 

・ 給水区域への給水の確保に関すること 

・ 関係官庁に対する速報に関すること 
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部の名称 部長 部となる課 主   な   事   務   分   掌 

災対 

教育部 

教 育 

次 長 

学校教育課 

社会教育課 

教育総務課 

学校給食 

センター 

・ 児童・生徒の保護及び応急教育に関すること 

・ 教育施設の防災及び復旧に関すること 

・ 災害救助法に基づく学用品の給与に関すること 

・ 被災者等への食料の確保及び配給に関すること 

・ 指定避難所の開閉及び管理運営に関すること 

・ 避難者の収容に関すること 

災対 

協力部 

議 会 

事務局

長 

議事総務課 ・ 市議会議員へ災害情報の連絡及び安否確認に関すること 

・ 電話応対 

・ 指定避難所の開閉及び管理運営に関すること 

・ 避難者の収容に関すること 

農業委員会 

事務局 

監査事務局 

・ 電話応対 

・ 指定避難所の開閉及び管理運営に関すること 

・ 避難者の収容に関すること 

 

（注） 各部は各分担任務にあたるほか、余裕のあるときは、必要に応じて他部の行う事項につ

いて応援を分掌するものとする。 

■ 水防本部  

・阿波市役所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部長 市長 

副本部長 副市長 

 教育長 

 政策監 

 消防団長 

本部員 企画総務部長、次長 

 建設部長、次長 

 
教育部長 

健康福祉部長 

 
本部長が招集する部長等 

秘書人事課長 

事務局 危機管理課 ・災害対策の総括 

（各担当課） 企画総務課 ・災害情報の収集、集計、連絡調整、マスコミ対応等 

 建設課 ・道路等の通行止め情報収集、調査、連絡等 

 住宅課 ・公営住宅等の災害情報収集、連絡等 

 水道課 ・給水施設の管理等 

市長不在又は連絡がとれない場合の意思決定者は次の順位に従うものとする。 

 １．市長 → ２．副市長 → ３．政策監 → ４．企画総務部長 
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■ 現地対策本部 

・本庁、各支所等 

 現地対策本部長 

（市長の任命する者） 

・ 災害状況にあわせて現地対策員を選任し、召集する。 

・ 現地対策本部の指揮 

現地対策班員 
（現地対策本部長の選任） 

・ 職員を配備 

連絡班 ・ 電話等の災害受付を行う。 

・ 災害時受付簿及び送受信個表に記載する。 

情報集計班 ・ 連絡班の記載した災害時受付簿を集計し、各課へ情報を 

伝える。 

・ 被害、避難者及び避難者の対応状況等の集計、報告 

・ 班長は水防本部（企画総務課支所担当職員）へ報告を行 

う。 

警備班 ・ エリアを定めて危険箇所の巡回 

・ 被害情報の事実（状況）確認等 

・ 通行止めが必要な場合のバリケード、交通整理 

土嚢管理班 ・ 市民の土のう要求時の車等への積み込み作業、土のうの 

作成作業 

・ 消防団と連携し独居高齢者等要配慮者宅への土のう運 

搬の手伝い 

避難所運営班 

（開設時） 

・ 指定避難所の開設、運営業務、災害備蓄物資、飲料水の 

配布等 

・ 避難者名簿の作成、健康状態等を把握 

・ 各指定避難所は避難者数及び避難者の対応状況等を情 

報集計班へ報告 

樋門担当職員 ・ 樋門、排水機場において河川の水位を監視、河川水位、 

樋門開閉、排水機場操作情報を情報集計班へ報告（越水 

等緊急を要する場合は水防本部へ報告の上、情報集計班 

に報告） 

・阿波市水防団各方面（阿波市消防団各方面） 

 方面団長 ・ 方面水防団統括 

方面副団長 ・ 各分団長へ指示 

消防団担当職員 ・ 水防本部、各現地対策本部との連絡調整 

方面各分団 ・ 独居高齢者等要配慮者宅への避難呼びかけ等の支援、土 

のうの運搬、土のう積み降ろし作業 

・ 巡回、その他水防活動 
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■ 水防本部、解除後の被害調査について 

・阿波市役所、各支所 

 現地対策本部長 
（市長の任命する者） 

・ 予想される災害状況にあわせて被害調査エリア（何班必要 

か）決める。 

・ 現地対策員と打合せの上、災害後の被害調査班の選任を行 

う。 

・ 被害調査班が把握した情報を取りまとめの上、危機管理課 

へ報告する。 

被害調査班 
（市長の任命する者） 

・ 被害調査エリアを巡回し、被害調査（床下、床上浸水被害 

や公共物被害等）を行う。 

・ 床上、床下浸水被害の住宅へ消毒液（オスバン、クレゾー 

ル）を配る。 

・ 現地対策本部長へ被害状況の報告を行う。 

 

（注） 各班は各分担任務にあたるほか、余裕のあるときは、必要に応じて他班の行う事項につ 

いて応援を分掌するものとする。 

   

上記にかかわらず各部、各班員は、情報連絡等が途絶える等大災害が予想される場合等で、 

直ちに勤務先に向かうことが困難な災害が発生した場合にあっては、遠くの勤務先ではなく、 

前もって定められた近くの支所等において応急対策や情報収集等に従事するものとする。 

 

(1)  被害情報責任者 

災害の発生に際しては、被害の実態把握が最も重要である。このため、被害状況及び応急 

対策の実施状況の取りまとめ担当課（企画総務課）及び各課に被害情報責任者を置くものと

する。 

被害情報責任者は、当該各課の主幹（主幹不在のときは、次席者）をもってこれに充て、

次の事項に留意して職務を遂行するものとする。 

ア 入手した被害情報は、記録された後、確実に応急対策担当課に伝達されたか。 

イ 所定の報告先の機関へ報告したか。 

ウ 担当している被害状況を完全に掌握しているか。 

 

(2) 被害情報の処理 

被害情報の一般的処理方法は、次のとおりとする。 

ア 入手した被害情報は、被害情報受領者が整理・記録する。 

イ 被害情報受領者は、アで整理・記録した被害情報を直ちに被害情報責任者に報告する。 

ウ イによる報告を受けた被害情報責任者は、直ちに所属の上司に報告するとともに、災害 

対策本部室（災害対策本部が設置されていないときは、危機管理課）及び応急対策担当課 

の被害情報責任者へ伝達する。 

エ 伝達を受けた応急対策担当課は、直ちに所属の上司の指示を受け、応急対策を実施する。 

オ 応急対策担当課の被害情報責任者は、被害の状況及び応急対策の状況をそれぞれ所定の 

報告先の機関及び災害対策本部室（災害対策本部が設置されていないときは、危機管理課） 

へ報告する。 

カ 重要な被害情報及び応急対策の状況については、直ちに関係部長又は課長が本部長に報 

告する。 
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■ 被害情報の処理フロー 

 

被害情報提供者

  

被害情報受領者
↓

被害情報責任者
↓

上    司
  

企画総務課・担当課 

  

（危機管理課）
  

本  部  長 

災害対策本部室

  

被害情報責任者
↓

上    司
↓

（応急対策実施） 

応急対策担当課

所定の報告先の機関

（記録）
（伝達）

（被害発生）

（応急対策）

（報告）
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７ 代決者 

災害対策本部の本部長は市長があたるものとし、市長が不在の時は副市長が代行するものと 

し、市長、副市長とも不在の時は政策監が代行するものとする。 

また、政策監も不在の場合は企画総務部長が代行する。 

なお、本部員の代行は、各部においてあらかじめ指名したものをもってあてるものとする。 

 

８ 災害対策本部の表示 

危機管理課長は、災害対策本部が設置された時は、市役所前に「阿波市災害対策本部」の看 

板（危機管理課保管）を掲出するものとする。 

 

９ 災害対策本部設置の通知 

危機管理課長は、災害対策本部を設置した場合は、直ちに各課非常連絡員にその旨を通知す 

るとともに、市長を通じ徳島県災害対策本部等関係機関へその旨を通知するものとする。 

 

10 職員の動員及び参集 

危機管理課長は、災害対策本部の設置及び非常体制の決定に基づき、応急対策を実施するの 

に必要な職員を動員するものとする。この場合の手順については、12職員配備計画及び 13職

員非常動員計画のとおりとする。 

 

  11 災害対策本部の運営 

   (1) 災害対策本部員会議の開催 

      災害の状況に応じ、災害対策に関する基本事項について協議するため、本部長が必要と認 

める場合は、本部員会議又は関係本部員会議を開催するものとする。 

     ア 本部員会議の協議事項 

     (ｱ) 第２非常体制から第３非常体制への切り替え及び災害対策本部の解散に関すること。 

     (ｲ) 避難のための立ち退き指示に関すること。 

     (ｳ) 被害情報及び被害状況の分析とそれに基づく応急対策活動の基本方針の作成に関する 

こと。 

     (ｴ) 自衛隊に対する災害派遣の要請に関すること。 

     (ｵ) 災害救助法の発動についての意見に関すること。 

     (ｶ) その他災害対策に関する重要事項 

    イ 部の運営 

       各部においては、災害発生時における「災害対策業務マニュアル」を作成し、その周知 

徹底を図っておくものとする。 

      災害対策本部に設置された各部は、本部員会議の決定した基本方針及びあらかじめ作成 

した「災害対策業務マニュアル」に基づき災害対策業務に従事するものとする。 

    

(2) 災害対策本部室の設置 

      ア 開 設 

        災害対策本部が設置された場合、危機管理課長は直ちに災害対策本部室を開設する。 

     イ 災害対策本部長の所在 

        災害対策本部長は、原則として災害対策本部室に在室するものとする。 

     ウ 本部室の役割 

        災害対策本部室においては、気象等観測結果及び被害情報の収集及び集計・分析並び 

に非常配備及び予警報等の伝達など、主として対策本部において必要な情報の収集・集 

計・分析及び対策本部の決定事項の伝達を行う。 

     エ 設置場所 

       災害対策本部室は、阿波市役所内に置くものとする。ただし、災害の状況に応じて本 

部長の指定する他の市有建物に置くことがある。 

     オ 本部室の構成 

       災害対策本部室は、危機管理課員の他、次の課の所要の職員で構成し、副市長が統括 

する。 
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      (ｱ) 企画総務課 

      (ｲ) 市民課 

      (ｳ) 建設課 

      (ｴ) その他本部長が必要と認める課 

     カ 本部室の電話番号等 

      (ｱ) 有線電話 

         0883-26-5066（災害時非常連絡電話、一般連絡禁止） 

      (ｲ) 無線局 

        [呼称] ぼうさいあわし          466.7MHz   （市  波） 

            ぼうさいとくしま３３７             （デジタル無線） 

            （衛星 IP 電話）          7036440 

 

12 職員の安否確認 

徳島県災害時の安否確認サービスである「すだちくんメール」が、県内で震度５強以上の地 

震が発生すると、自動的に配信されるため、職員は安否内容を漏れなく返信する。 

 

13 職員配備計画 

(1) 非常体制配備指令の発令 

市長は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合には、その災害の規模、被害状況等 

に応じて必要な防災体制をとるため、職員に対し非常体制配備指令を発令する。 

 

(2) 非常体制配備指令の解除 

市長は、災害の発生、継続又は拡大のおそれがなくなったと認めるときは、非常体制配備 

指令を解除する。 

 

(3) 非常体制の配備人員基準 

課等の非常配備人員の基準は、次のとおりとする。 

 

配
備 

本
部 

基 準 配備内容 配備職員 

待
機
体
制 

 

 

－ 

１．大雨警報又は洪水警報が発表 
されたとき。 

２．河川の増水が予想されるとき。 
（池田ダム 1,000 ㎥／s放流開 
始通知等） 

配備職員は、原則として、
通常の勤務場所において、
気象情報等の情報連絡活動
を行うとともに、状況に応
じてすみやかに警戒体制を
配備し得る体制とする。 

危機管理課及び
建設課の防災時対
応連絡担当員 
（ 事 前 に 指 定 す
る。） 

警
戒
体
制 

 

 

 

－ 

１．大雨警報又は洪水警報が発表 
され、第 1非常体制を発令する
には至らないが、今後の状況の
推移に注意を要し、連絡を緊密
にする必要があると認めるとき。 

２．河川の増水により通行止めが 
予想されるとき。 

配備職員は、原則として、
通常の勤務場所において、
気象情報等の情報連絡活動
を行うとともに、状況に応
じてすみやかに第 1非常体
制を配備し得る体制とする。 
 

上記の職員に加
えて 
・建設部長、次長

及び企画総務部長、
次長、企画総務課、
危機管理課、建設課
のうち必要な人員 
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第
１
非
常
体
制 

 

 

 

 

 

 

－ 

１．大雨警報又は洪水警報が発表 
され、被害の発生が予想された
とき。 

２．震度４の地震が発生したとき。 
３．河川が氾濫注意水位に近づい 

たとき。 
４．土砂災害に関するメッシュ情 

報で「実況で大雨警報の土壌雨
量指数基準（赤色）に到達」し
た場合で、土砂災害警戒情報の
発表が予想されるとき。 

５．その他、大規模な事故等の災 
害が発生し、大きな被害が予想
されるとき。 

配備職員は、原則として
通常の勤務場所もしくは支
所において、非常配備指令
等の情報連絡活動及び災害
応急対策に従事するととも
に、状況に応じてすみやか
に第２非常体制を配備し得
る体制を整える。 
また、市長の判断のもと、

避難情報を発令する。 
 

上記の職員に加
えて 
・部長及び管理職の 
うち必要な人員 
・住宅課、水道課、 
その他職員のうち 
必要な人員 

第
２
非
常
体
制 

 

 

 

水

防

本

部 

１．暴風、大雨、洪水警報全てが 
発表されたとき。 

２．台風が徳島県を通過すること 
が確実とされたとき。 

３．河川が避難判断水位に近づい 
たとき。 

４．土砂災害警戒情報が発表され 
たとき。 
(土砂災害に関するメッシュ情 
報で「実況で土砂災害警戒情報
の基準（薄い紫又は濃い紫色））
に到達」したとき。) 

・本部員会議 
（災害対策本部設置及び解
散について協議） 
配備職員は、通常の勤務場
所もしくは支所等において
災害情報連絡活動及び災害
応急対策に従事する。 
避難情報の発令、解除に 

ついては原則本部員会議を
開催し市長が必要と認める
とき発令を行うが緊急を要
する場合は、市長の判断の
もと発令を行う。 

上記に加えて 
・市長、副市長、教 
育長、政策監、消防 
団長及び職員のう 
ち必要な人員 
・その他の職員は自 
宅待機 
 

非

常

体

制

本

部 

１．震度５弱または震度５強の地 
震が発生したとき。 

２．その他、大規模な事故等の災 
害が発生し、大きな被害が発生
したとき、または特に大きな被
害が予測されるとき。 

第
３
非
常
体
制 

災
害
対
策
（
水
防
）
本
部 

 

●自動設置 
１．震度６弱以上の地震が発生し 

たとき。 
●判断設置 
１．大雨特別警報が発表されたと

き。 
２．暴風、大雨、洪水警報が発表 

され、被害の発生が予想される
とき。 

３．河川の増水等により被害の発 
生が予想されるとき。 

４．土砂災害により被害の発生が 
予想されるとき。 

５．震度５弱または震度５強の地 
震が発生し、被害の発生が予想
されるとき。 

６．その他通常の市行政組織によ
り災害応急対対策が不可能と判
断される災害が発生したとき。 

風水害時は、水防本部の
配備体制とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上記に加えて 
必要な職員、消防署
職員等 

(注) 危機管理課、建設課においては、防災担当職員を、事前に指定しておくものとする。 
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(4) 職員非常配備実施台帳の作成 

ア 次の様式により「阿波市職員非常配備実施台帳」を作成し、不断に更新するものとする。 

イ 非常体制配備指令の当初の伝達等を円滑に行うため、各課等に正副２人の非常連絡員を 

あらかじめ定めておくものとする。 

なお、副非常連絡員は、原則として庶務担当の主幹又は課長補佐とする。 

ウ 市職員非常配置台帳 

課等名 職名 氏名 

非常 

連絡

員 

配備体制 連絡先 
備

考 待機 

体制 

第１非 

常体制 

第２非 

常体制 

第３非 

常体制 
有線電話 携帯電話 その他 

危機管理課 課長 ××××  ○ ○ ○ ○ ｘｘｘｘ ｘｘｘｘ ｘｘｘ  

 ×××× ○ ○ ○ ○ ○ ｘｘｘｘ ｘｘｘｘ ｘｘｘ  

 ×××× ○ ○ ○ ○ ○ ｘｘｘｘ ｘｘｘｘ ｘｘｘ  

 ××××  ○ ○ ○ ○ ｘｘｘｘ ｘｘｘｘ ｘｘｘ  

企画総務課 課長 ××××  ○ ○ ○ ○ ｘｘｘｘ ｘｘｘｘ ｘｘｘ  

  ×××× ○ ○ ○ ○ ○ ｘｘｘｘ ｘｘｘｘ ｘｘｘ  

なお、連絡先の携帯電話の番号は、市の貸与したものだけでなく、個人的に利用して

いるものも含めて記載すること。 

 

14 職員非常動員計画  

【主な実施機関】  市（企画総務課、危機管理課） 

 

(1) 非常体制配備指令の伝達  

市において、非常体制配備指令が発令された場合、あらかじめ定められた伝達系統及び 

伝達手段により、発令内容を迅速かつ正確に伝達するものとする。 

ア 勤務時間内 

危機管理課長は、非常体制の配備決定を受け、次の伝達系統及び伝達手段により、気 

象予警報等の種類及び配備の種類を伝達する。 

(ｱ) 伝達系統 

 
 

(ｲ) 伝達手段  

ａ 庁内放送  

ｂ 県総合情報通信ネットワークシステム又は有線電話  

 

○ 庁内放送等の文例  

「市長からの緊急指令を伝達します。市長からの緊急指令を伝達します。  

ただ今の強い地震で市内に被害が発生した模様です。  

（○時○分災害対策本部を設置し、）第○非常体制により災害応急対策を実施しますの 

で、職員は、既定の計画どおり所定の配備につき、応急対策の実施に万全を期してくださ

い。（以上繰り返します。）」  

 

市  長 危機管理課 

消防本部及び 

各消防署 

本庁各課

状況報告

指揮・命令

庁内放送

情報交換 

有線電話 

※危機管理課から連絡できない場合 

  又は有線電話

県総合情報通信 

ネットワークシステム

出先機関
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イ 勤務時間外  

危機管理課長は、非常体制の配備決定を受け、次の伝達系統及び伝達手段により、気

象予警報等の種類及び配備の種類を伝達する。  

なお、危機管理課長が退庁している場合は、在庁している宿日直の職員より被害状況

等の情報を入手し、決定を行うものとする。  

また、震度６弱以上の地震が発生した場合は、通常の電話連絡網による伝達は行わな

いので、伝達を待つことなく、直ちに第３非常体制の配備につくものとする。  

 

(ｱ) 伝達系統  

 
(ｲ) 伝達手段  

ａ 有線電話  

ｂ 携帯電話  

ｃ その他  

 

○ 配備指令の伝達等の文例  

「市長からの緊急指令を伝達します。  

第○非常体制の配備指令が発令されました。  

繰り返します。第○非常体制の配備指令が発令されました。  

職員は、直ちに配置につき応急対策を実施してください。」  

 

ウ 非常連絡員の対応  

(ｱ) 非常配備指令を上司及び所定の職員に伝達  

(ｲ) 所定の職員の非常配備の状況を企画総務課に報告  

 

(2) 勤務時間外の職員の参集  

職員は、勤務時間外において強い地震（震度４以上）があった場合は、次のとおり行動 

するものとする。  

ア 直ちに、テレビ、ラジオ等により状況把握に努める。  

イ 震度６弱以上の地震が発生した場合は、通常の電話連絡網による伝達は行わないので、 

職員はテレビ、ラジオ等で情報を収集し、伝達を待つことなく、自らや家族の安全を確 

保した後、直ちに第３非常体制の配備につき、災害応急対策活動を行うものとする。 

 

(3) 勤務時間外の非常体制の配備につかない職員の対応  

勤務時間外において非常体制の配備につく職員以外の職員は、自己の住所地付近の災害 

状況等を把握することに努め、必要に応じてその状況を市（災害対策本部等）へ通報し、

かつ、何時でも非常体制の配備につける態勢で待機するものとする。  

市  長 企画総務部長
危機管理課 

副市長・教育長・政策監

消防本部及び

各消防署 

各部等 

非常連絡員 

各課非常
配備要員

状況報告 

指揮・命令

電話等

状況報告 

電話等

情報交換

電話等

伝達 

電話等

すだちくん 
メｰル等 
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第３節 情報通信 
 

【主な実施機関】  各防災関係機関 

 

第１ 方 針 
 

各防災関係機関は、災害による被害の未然防止や軽減の措置を講じるため、気象情報及び災害

発生のおそれのある異常な現象等を、あらかじめ定めた経路により、迅速・的確に関係機関及び

市民に周知することとする。 

 

第２ 内 容 
 

１ 災害通信連絡 

(1) 災害予防・警報・その他情報の通報 

災害の発生が予想されるとき、又は災害が発生したときの気象に関する特別警報、警報、

注意報及びその他の情報等の災害関係の通信連絡等については、気象業務法等の定めるとこ

ろにより、市民等へケーブルテレビ・音声告知端末及び屋外拡声機等をもって迅速かつ的確

に伝達し、その周知徹底を図るものとする。 

なお、気象業務法により、特別警報については、その内容を迅速かつ確実に伝えるため、

市民等への周知の措置を義務づけられている。 

 

２ 災害通信の部内伝達要領 

(1) 徳島地方気象台からの気象通報、その他災害に関する情報を受けたときは、災害対策本部 

（本設置前においては各担当課）において、受領するものとする。 

 

(2) 市内各課への伝達は、災対企画総務部（本部設置前にあっては危機管理課）がこれにあた 

る。 
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３  災害に関する情報の伝達系統 

(1) 地震に関する伝達系統 

 

（注）１    は総合情報通信ネットワークシステムによる県庁統制局一斉通信を示す。 

   ２ ＮＨＫ徳島放送局及び四国放送は津波警報を発表時にラジオ・テレビにより緊急警報信号

を発信する。 

   ３    点線の経路は、特別警報が発表された際に、通知もしくは周知の措置が義務づけら

れている伝達経路 

徳

島

地

方

気

象

台

徳島県危機管理部 

徳島市消防局

徳島県警察本部

徳島海上保安部

四国地方整備局徳島河川国道事務所

四国地方整備局那賀川河川事務所 

四国電力徳島系統制御所 

牟岐漁港無線局

ＮＨＫ徳島放送局 

四 国 放 送 

エ フ エ ム 徳 島

ケーブルテレビ徳島

陸上自衛隊第１５即応機動連隊 

警 察 署

船   舶

徳島海上保安部美波分室

徳島小松島港台風・津波等対策委員会

県 漁 連 各 漁 協

阿  波  市

県各関係機関 

海上自衛隊徳島教育航空群 

海上自衛隊第２４航空隊

市

 

民

総務省消防庁 

（Ｊ-ＡＬＥＲＴ） 



 

- 96 - 

(2) 気象に関する特別警報・警報・注意報・情報の伝達系統 

 

注１ ＮＴＴ系統へは警報とその解除だけを通知する 

 ２    は総合情報通信ネットワークによる県庁統制局一斉通信を示す。 

 ３ 太枠は発表官署、機関を示す。 

 ４    点線の経路は、特別警報が発表された際に、通知もしくは周知の措置が義務づけられて

いる伝達経路 

 

 

 

 

 

徳
 

島
 

地
 

方
 

気
 

象
 

台

徳 島 市 消 防 局

ＮＴＴ西日本又は東日本

徳島県危機管理部 

徳島県河川振興課 

徳島県警察本部 

徳島海上保安部 

ＪＲ四国運輸部輸送課

四国地方整備局徳島河川国道事務所

四国地方整備局那賀川河川事務所

四国地方整備局小松島港湾・空港整備事務所

徳島空港気象連絡室

四国電力徳島系統制御所

牟岐漁港無線局

ＮＨＫ徳島放送局

エフエム徳島 

ケーブルテレビ徳島 

エフエムびざん 

徳島新聞社

陸上自衛隊第１５即応機動連隊 

海上自衛隊徳島教育航空群

各 県 関 係 機 関

海上自衛隊第２４航空隊 

警  察  署

警 察 航 空 隊

船 舶 

徳島海上保安部美波分室 

徳島小松島港台風・津波等対策委員会

県漁連 各漁協 

海上自衛隊徳島教育航空群

徳 島 空 港 事 務 所 

航  空  会  社 

四 国 放 送

阿 波 市

市

 

民総務省消防庁 
（Ｊ-ＡＬＥＲＴ） 
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(3) 吉野川洪水警報・注意報・情報の伝達系統 

 

注１ ＮＴＴ系統へは警報とその解除だけを通知する 

 ２    は総合情報通信ネットワークによる県庁統制局一斉通信を示す。 

 ３ 太枠は発表官署、機関を示す。 

 ４    点線の経路は、特別警報が発表された際に、通知もしくは周知の措置が義務づけられて

いる伝達経路 

 

※水資源機構池田総合管理事務所から池田ダムの放流量及び警戒本部設置の通知は、ＦＡＸにより

本市に連絡がある。 

四

国

地

方

整

備

局

徳

島

河

川

国

道

四国地方整備局河川管理課、災害対策室 

徳島河川国道事務所 

 吉野川鴨島出張所 

 吉野川上板出張所 

 吉野川貞光出張所 

 吉野川美馬出張所 

 旧吉野川出張所 

（一財）河川情報センター 

 高松センター 

水防本部 

災害対策警戒 

（連絡）本部 
県 

東部県土整備局（吉野川）

宮川内ダム管理担当 

（県関係庁舎等） 

西部総合県民局 

（美馬・三好） 

東部県土整備局 

（徳島・鳴門・吉野川）

県各関係出先機関 

（上記以外） 

海上自衛隊第 24 航空隊

海上自衛隊徳島教育群 

陸上自衛隊第 14 旅団

徳

島

地

方

気

象

台

（共同発表）

総務省消防庁 

（Ｊ-ＡＬＥＲＴ） 

ＮＴＴ西日本 

 又は 

ＮＴＴ東日本 

（警報のみ） 

注：必要により通知

報道機関 

 ＮＨＫ徳島放送局

 四国放送 

 徳島新聞社 

 ＦＭ徳島 

 ＦＭびざん 

 ケーブルＴＶ徳島徳島市消防局 

徳島県警察本部 

四国地方整備局那賀川河川事務所 

四国電力徳島系統制御所 

陸上自衛隊第 15 即応機動連隊

関係警察署 

関係管理者

 水門 

 排水機場

関係水防管理

団体 

（阿波市） 

操作責任者

水防団 

（消防団）

市  民

（凡例）

◎ 防災情報提供システム 

☆ オンラインによる伝達 

 （気象情報伝送処理システム）

☆ 

◎ 
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(4) 土砂災害警戒情報の伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) イ 火災気象通報の伝達系統 

 
ロ 火災警報の伝達系統 

 
    

    注１ 火災警報は、市長がイの通報を受けたとき、又は気象の状況が火災予防上危険と認め

たときに発令することができる。 

     ２       は連絡、      は通知。 

 

４ 異常な現象を発見した者の通報 

(1) 災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なくその旨を市長又は警察 

官若しくは消防本部に通報しなければならない。 

 

(2) 通報を受けた警察官又は消防本部は、その旨を速やかに市長に通報しなければならない。 

 

(3) (1)及び(2)により通報を受けた市長は、その旨を遅滞なく関係する次の機関に通報しなけ

ればならない。 

ア 徳島地方気象台 

イ 知事（災害対策本部が設置されているときは同本部長） 

ウ 警察署、東部県土整備局 (吉野川庁舎)及び消防本部並びにその他の関係機関 

 

(4) 市長は、(3)による通報と同時に、市民その他関係の公私の団体に周知させるとともにと

るべき必要な措置について指示するものとする。 

県 市  長 市 民 

徳島地方気象台 徳島県危機管理部 阿 波 市 

消防本部 

 

徳島県砂防防災課 

 

徳島県地方気象台 

徳島県 
危機管理部 

テレビ 

ラジオ等 

阿波市 

市 

民 
共同作成 

共同発表 

避難勧告 

等 

即時情報 

早
期
避
難
の
拡
大 
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(5) 異常現象通報系統

 
 

５ 災害用通信設備等の運用 

【主な実施機関】  市（企画総務課、秘書人事課、危機管理課、）、消防本部及び各消防署、

防災関係機関、社会福祉協議会 

 

市は、地震災害発生後の初動期において、災害応急対策を実施するために最も重要な情報の

収集及び伝達を迅速かつ正確に行う必要がある。  

 

(1) 通信手段の整備  

市は、災害時における通信手段が円滑かつ迅速に確保できるよう、平常時から防災通信シ

ステムの機能をテストするなど通信手段を整備しておくとともに、通信連絡系統の運用の考

え方を市の関係各課及び防災関係機関に周知しておくものとする。  

 

(2) 通信手段の確保  

通信連絡は、原則としては有線通信設備（消防報知専用電話、直通電話、重要電話等）を

活用する。有線通信が途絶している場合は、防災行政無線、救急無線のほかあらゆる機関の

無線通信施設を活用するものとする。  

なお、無線通信も途絶した場合にあっては、職員を派遣するなど、あらゆる手段をつくし

て情報連絡に努めるものとする。  

ア 電気通信設備の優先利用  

災害応急対策の実施等について緊急かつ特別の必要がある場合は、西日本電信電話株式

会社徳島支店及びＮＴＴドコモに対し非常用通信回線の確保について要請し、電気通信設

備を優先利用するものとする。  

西日本電信電話株式会社徳島支店 代表：０８８―６２１－３８２１ 

イ 総合情報通信ネットワークシステムの運用 

総合情報通信ネットワークシステムの運用については、県、市及び防災関係機関が一体

となって災害時における迅速かつ円滑な情報の収集及び伝達に利用するとともに、日常の

防災行政事務にも広く活用し、緊急時に備えるものとする。 

ウ 防災相互通信用無線局の利用 

防災相互通信用無線局を備える防災機関は、災害時における迅速かつ円滑な情報の収集、

伝達のため、相互の情報連絡手段として、同無線局を活用するものとする。 

 

警 察 官 発 見 者 消防本部 

市  

 

長 

消防団・市民
東

部

県

土

整

備

局

東

部

農

林

水

産

局

東

部

保

健

福

祉

局

警

察

官 関係機関

市民・公私の団体 知  事 徳島地方気象台
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エ 有線通信途絶時の通信施設の優先利用  

(ｱ) 非常通信 

防災機関は、有線通信が途絶し、利用することができないとき又は利用することが著

しく困難であるときは、電波法第74条第１項の規定に基づき、非常通信として徳島県非

常通信協議会の加入機関等の無線通信施設を利用することができる。  

非常通信の要件としては、地震、台風、洪水、津波、火災その他非常の事態が発生し、

又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか、又は

これを利用することが著しく困難であるときに、人命の救助、災害の救援、交通通信の

確保又は秩序の維持のために行われる場合である。  

(ｲ) 孤立防止通信 

   携帯電話の基地局設備や伝送路に甚大な被害が出た場合、安定的な通信を目指すと

ともにＮＴＴドコモの移動基地局車の運用を依頼し、被災箇所の孤立化防止に努める。 

 

(3) 通信途絶時のその他伝達手段  

通信途絶時においては、その他通信手段として次のような通信媒体を活用し、災害情報の

市民への伝達を図るものとする。  

ア 広報車  

イ ケーブルテレビ・音声告知端末・屋外拡声機  

ウ インターネット  

エ アマチュア無線等  
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第４節 災害情報の収集・伝達 
 

【主な実施機関】  市（企画総務課、危機管理課）、消防本部及び各消防署、消防団、 

防災関係機関 

 

第１款 災害情報の収集・伝達及び応急対策の指示伝達 
 

第１ 方 針 
 

積極的に自らの職員を動員し、又は関係機関や市民の協力を得ながら、災害応急対策を実施する

のに必要な被害状況等の情報を収集するものとする。  

 

第２ 内 容 

 
１ 市職員等からの被害概況情報収集  

市職員、防災関係機関、自治会あるいは市民等から、主として次のような被害概況情報を通

報により収集するものとする。  

(1) 火災の状況（炎上、延焼、消防隊の配置等）  

(2) 市民の行動、避難状況  

(3) がけ崩れの状況（位置、被災戸数、要救助者の有無）  

(4) 建築物の被害状況（木造住宅及びブロック塀の倒壊状況、要救助者の有無）  

(5) 道路の被害状況（橋梁、盛土、倒壊家屋、電柱等による被害状況）  

(6) 道路渋滞の状況  

(7) 洪水・雨水出水による浸水の状況 

 

２ 情報の内容  

(1) 市 

市の収集すべき情報の主なものは次のとおりであり、人的被害、避難措置等市民の生命、

身体の保護に関連あるものを優先するものとする。  

ア 緊急要請事項  

イ 災害発生状況（原因、発生日時、発生した場所又は地域）  

ウ 被害状況  

エ 災害応急対策実施状況  

オ 道路交通状況（道路被害、交通規制等）  

カ 水道、電気、ガス等生活関連施設の被害状況及び確保対策  

キ 避難状況  

ク 医療救護活動状況  

ケ 市民の動静   

コ その他応急対策の実施に際し必要な事項  

 

(2) その他の防災機関 

収集及び伝達すべき情報の主なものは次のとおりである。 

ア 被害状況 

イ 災害応急対策実施状況 

ウ 復旧見込み等 

 

３ 情報の収集方法  

防災機関は、被害情報収集のための通信手段としては、総合情報通信ネットワークシステムを

活用するものとするが、ヘリコプター及び携帯電話、アマチュア無線、タクシー無線等の各種

無線通信施設並びに衛星通信を活用するほか、情報収集のために職員を被災地等に派遣するな

ど、あらゆる手段により迅速かつ的確に災害状況を把握するよう努めるものとする。  
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４ 被害情報の収集先  

被害情報は、おおむね次の系統により収集する。  

 
 

５ 勤務時間外の被害情報の収集  

市に災害対策本部が設置される状況下においては、市職員は自宅付近の災害状況について積

極的に調査し、被害を確認したとき、又は被害が発生するおそれがある事象を発見したときは、

直ちに災害対策本部（災害対策本部が設置されていない時は、当・日直の職員を経由して関係

各課等）に通報するよう努めるものとする。 

 

６ 措置情報の収集  

以下に示す措置情報を収集する。 

(1) 主な応急措置（実施及び実施予定） 

(2) 応急措置実施のために講じた措置 

(3) 応援の必要性の有無  

(4) 災害救助法適用の必要性  

 

７ 情報の収集・伝達系統  

県及び市の情報伝達・共有は災害時情報共有システムにより行う。おおむね次の系統により

相互に情報の収集及び伝達を行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿波市地域安全推進協議会等の組織 

   一    般    市    民

現    地    消    防    団    員 

現    地    市    職    員 

被 害 調 査 に 派 遣 し た 市 職 員

防    災    関    係    機    関 

警    察    官

阿    波    市

（危機管理課）

３６－８７０３ 

 

（災害対策本部室） 

３６－８７９０ 
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８ 応急対策の指示伝達 

応急対策の指示伝達は、災害対策本部の組織系統に基づいて行う。 

 

【災害時情報共有システムの場合】

 
【情報の一般的収集、伝達系統図】 

 

消防本部及び

各消防署 

市

 

 

 

 

 

 

 

民

阿 波 市

阿波吉野川警察署 

県災対本部

実 行 部 徳島県災害対策本部

県 警 本 部 自 衛 隊 

海上保安庁

消防庁 

関係省庁 

指定地方行政機関

指定公共機関 

指定地方公共機関

Ｌアラート 
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第２款 県・国等への災害情報の報告及び応援要請 
 

第１ 方 針 
 

防災関係機関は、当該区域内に災害が発生した時は、本計画に定めるところにより、速やかに

その被害状況をとりまとめて関係機関等に報告するとともに、災害応急に関する措置事項及び今

後の措置事項についても報告する。 

また、応急対策等において県や国からの応援が必要な場合、県や国に要請する。 

 

第２ 内 容 
 

１ 報告の基準 

内閣総理大臣（消防庁経由）及び県に報告すべき災害は次のとおりであり、報告にあたって

は、資料編「火災・災害等即報要領」により行うものとする。 

(1) 災害救助法の適用基準に合致するもの 

(2) 災害対策本部を設置したもの 

(3) 災害が２府県以上にまたがるもので１つの府県における被害は軽微であっても、全国的に

見た場合に同一災害で大きな被害を生じているもの 

(4) 災害による被害に対して国の特別の財政援助を要するもの 

(5) 災害による被害が当初は軽微であっても、今後(1)から(4)までの要件に該当する災害に発        

  展するおそれがあるもの 

(6) 地震が発生し、当該市の区域内で震度４以上を記録したもの 

(7) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて、特に報告の必要があると認められるもの 

 

２ 報告責任者 

災害に伴う被害状況の調査は災害対策の基本となるものであるから、本部長は、あらかじめ 

被害状況報告者を定めておくものとする。 

また、本部長は集計した結果をすみやかに知事に報告するものとする。 

 

３ 報告の種別 

(1) 災害速報 

被害が発生したとき直ちに行う。 

(2) 災害中間報告 

発生報告の後、被害の状況が変わる度に逐次行う。 

(3) 災害確定報告 

応急措置が完了し、その被害が確定したときに行う。 

 

４ 報告の方法 

(1) 原則として、災害時情報共有システムへの入力による（ただし、システム障害等により 

入力できない場合は、徳島県総合情報通信ネットワークシステム、電話、ＦＡＸなどあらゆ 

る手段により報告する。）。 

 

(2) 災害速報及び中間報告は原則として別紙様式の内容を電話又は徳島県総合情報通信ネッ 

トワークシステム（県ネットワーク無線）によりすみやかに報告するものとし、不通の場 

合には可能な最短方法にて報告するものとする。 

 

(3) 確定報告は必ず別紙様式により文書で報告するものとする。 

   【資料編 その他関係機関に関する資料】 
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５ 市の措置 

(1) 知事に対する被害状況の報告ができない場合は、内閣総理大臣（消防庁経由）に対し直接報 

告するものとし、報告後速やかにその内容について知事に対し連絡するものとする。 

 

(2) 「火災・災害等即報要領」（昭和 59年 10 月 15 日付消防災第 267 号）に基づく直接即報基 

準に該当する火災・災害等を覚知したときは、第一報を県に対してだけでなく、消防庁に対し 

ても、原則として、覚知後 30 分以内で可能な限り早く、分かる範囲で報告するものとする。 

 

(3) 連絡窓口 

ア 消防庁応急対策室 

ＴＥＬ ０３－５２５３－７５２７ 

ＦＡＸ ０３－５２５３－７５３７ 

県ネットワーク無線  ＴＥＬ ０－０４８－５００－９０－４９０１３ 

 平日(9:30～17:45)以外 宿直室 

ＴＥＬ ０３－５２５３－７７７７ 

ＦＡＸ ０３－５２５３－７５５３ 

県ネットワーク無線  ＴＥＬ ０－０４８－５００－９０－４９１０２ 

 

イ 徳島県危機管理部 とくしまゼロ作戦課  

ＴＥＬ 
０８８－６２１－２７１６ 

０８８－６２１－２９００（県災害対策本部開設時） 

ＦＡＸ ０８８－６２１－２９８７ 

県ネットワーク無線 ＴＥＬ ＊－９５００ 

〃      ＦＡＸ ８０９９＊＊９３６６ 

 

６ 県・国等への災害情報の報告及び応援要請 

    応急対策等において県や国からの応援が必要な場合、本部長は、県や国に応援を要請する。 

 

第３款 行政機能の確保状況の把握・報告 

 

第１ 方 針 
 

大規模災害時において、行政機能の確保状況を県に報告する。 
 

第２ 把握・報告の方法 

 
「大規模災害時における市町村の行政機能の確保状況の把握について」（平成２９年４月１１日

付総行市第２６号総務省自治行政局長・消防災第５１号消防庁次長通知）に基づき、震度６弱以上

の地震を観測した際は、「市町村行政機能チェックリスト」を記入し、原則としてファクシミリに

より県（市町村課）に報告することとする。 
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第５節  災害広報 
 

第１ 方 針 
 

災害時における報道機関、県関係機関及び市民に対する被害状況その他災害に関する各種情報の

広報活動について定める。 

 

第２ 内 容 
 

１ 情報の収集及び広報機関 

(1) 被害状況その他災害状況の情報収集及び広報は、総体的なものについては、災対企画総務 

部において担当するものとする。 

ただし、各部に属する被害状況の情報収集及び県関係機関への報告は各部において行う。 

 

(2) 本部の設置又は解散及びこれに伴う災害時の配備、その他台風情報等の伝達は災対企画総 

務部がそれぞれこれを行う。 

 

(3) 市民及び帰宅困難者等に対する広報手段は、次によるものとする。 

ア 広報車による巡回 

イ ケーブルテレビ・音声告知端末・屋外拡声機による広報 

ウ インターネットのホームページ 

エ 臨時災害放送局（ＦＭ） 

なお、市民に対する広報実施では、要配慮者（避難行動要支援者）、災害により孤立化

する危険のある地域の被災者、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅

への避難者、所在が把握できる広域避難者、在日外国人、訪日外国人等に対して十分配慮

する。 

オ 広報誌の作成 

 

(4) 市民及び帰宅困難者等に対する新たな広報手段として臨時災害放送局（ＦＭ）の開設を目 

指すため、資機材の購入を進める。 

 

２ 災害情報の収集 

(1) 本部各部により災害の状況を収集する。 

(2) その他必要な情報の取材 

 

３ 広報の内容 

下記の内容を周知する。 

 周    知    内    容 

１ 災害による被害を最小限にとどめるための事前対策 

２ 気象情報及び警報等の発表又は解除 

３ 災害に係る情報及び被害の状況の周知 

４ 市等の実施しつつある災害対策の概要 

５ 避難の勧告、避難先の指示及び指定避難所での心得 

６ 復旧の見通し 

７ ライフライン（電気、ガス、水道）の供給状況 

８ 災害対策本部の設置又は解散 

９ 災害時における交通状況 

10 災害時における市民の注意事項 

11 食品衛生に関する事項 

12 防災マップ又はその入手先 

13 その他必要と認める事項 
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第６節 自衛隊派遣要請 
 

第１ 方 針 
 

災害時における自衛隊の派遣要請は、本計画の定めるところによる。 

 

第２ 内 容 
 

１ 災害派遣の範囲 

【主な実施機関】  徳島県、市（国保医療課、企画総務課、危機管理課）、自衛隊 

 

自衛隊の災害派遣を要請できる範囲は原則として人命及び財産の保護を必要とし、かつ事態

がやむを得ない場合で、おおむね次のような活動を必要とする場合とする。 

活 動 項 目 活    動    内    容 

被害状況の把握  車両、航空機等状況に適した手段による偵察 

避難の援助  避難者の誘導、輸送等 

被災者の捜索・救助  死者、行方不明者、傷病者等の捜索救助（ただし、緊急を要し、

かつ、他に適当な手段がない場合） 

水防活動  堤防護岸の決壊に対する土のうの作成、積込み及び運搬 

道路、水路等交通上の障 

害物の除去 

 損壊施設又は障害物の除去若しくは道路上の崩土等の排除（た

だし、放置すれば人命、財産の保護に影響すると考えられる場合） 

応急医療・救護及び防疫 

支援 

 被災者に対する応急医療、救護及び防疫支援（薬剤等は県又は

市が準備） 

通信支援  緊急を要し、他に適当な手段がない場合、被災地と災害対策本

部間のバックアップ通信支援 

人員物資の輸送  緊急を要し、かつ、他に適当な手段がない場合、緊急患者、医

師その他救急活動に必要な人員及び物資の緊急輸送 

炊飯及び給水の支援  被災者に対する炊飯、給水及び入浴支援 

危険物等の保安、除去  能力上可能なものについて火薬類、爆発物等の保安措置及び除

去 

消火活動  火災に対して、消防機関に協力して空中及び地上消火活動 

宿泊支援  被災者に対する宿泊支援 

救援物資の無償貸付又

は譲与 

 「防衛庁の管理に属する物品の無償貸与及び譲与等に関する総

理府令（昭和 33年総理府令第１号）」に基づき、被災者に対し救

援物資を無償貸与又は譲与 

その他  その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものにつ

いての所要の措置 

 

２ 災害派遣要請部隊等の長 

(1) 陸上自衛隊第14旅団長（香川県善通寺市） 

    県ネットワーク無線 電話 *-90-037-200-466-502 

(2) 海上自衛隊徳島教育航空群司令（板野郡松茂町） 

    県ネットワーク無線 電話 355（郡当直室） 

(3) 海上自衛隊第24航空隊司令（小松島市） 

    県ネットワーク無線 電話 397**1（当直） 
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３ 連絡窓口 

連絡窓口は以下とする。 

 

＜連絡窓口＞ 
 
  (1) 第３部  電話：０８７７－６２－２３１１ （内線２２３６） 

(2) 司令部  電話：０８８－６９９－５１１１ （内線３２１３） 

(3) 幕僚室  電話：０８８５－３７－２１１１ （内線２１３） 

 

４ 災害派遣要請要領 

【主な実施機関】  徳島県、市（国保医療課、企画総務課、危機管理課）、自衛隊 

 

(1) 災害派遣の要請 

ア 知事は災害に際して、事態がやむを得ない場合で、人命又は財産の保護のために必要が 

あると認めるときは、自衛隊法第83条第１項及び自衛隊法施行令第106条の規定並びに災 

害派遣に関する知事と自衛隊災害派遣要請部隊等の長との協定に基づき、自衛隊の派遣を 

要請する。 

イ 市長は、市の地域において災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、応 

急措置を実施する必要があると認められるときは、知事に対し、自衛隊に対する部隊等の

災害派遣を要請するよう依頼するものとする。 

ウ 市長は、地震の発生に際して特に緊急を要し、通信途絶等により市長が知事に対して災 

害派遣要請の依頼ができない場合は、その旨及び災害の状況等を最寄りの自衛隊に通知す

るものとする。 

エ 市長は、ウの通知をした場合は、すみやかに知事にその旨を報告するものとする。 

オ 市長は、災害派遣要請の必要が生じる可能性があると認めるときは、知事に対し、状況 

判断に必要な情報をすみやかに提供するものとする。 

 

(2) 災害派遣要請計画 

ア 市長は、自衛隊の派遣を要請するとき、知事に次の事項を記載した文書を提出するもの 

とする。ただし、事態が急迫し文書で要請するいとまがないときは、電話等で要請し事後 

速やかに文書を提出するものとする。 

(ｱ) 災害の状況及び派遣を要請する理由 

(ｲ) 派遣を必要とする期間 

(ｳ) 派遣を希望する区域及び活動内容 

(ｴ) その他参考となるべき事項 

イ 市長は、天災地変その他災害に際し、人命救助等特に緊急を要し、かつアの要請を行う 

ことができないときは、直接最寄りの自衛隊に通報するものとする。 

通報を受けた自衛隊は、その事態に照らし特に緊急を要し、知事の要請を待ついとまが 

ないと認められるときは、要請を待つことなく部隊等を派遣することができる。 

なお、市長は、上記通知をしたときは、速やかに、その旨を知事に対して通知するもの 

とする。 

 

５ 災害派遣要請手続等 

【主な実施機関】  徳島県、市（国保医療課、企画総務課、危機管理課）、自衛隊 

 

市長は、災害派遣の必要があると認めるときは、知事に対し次の事項を記載した災害派遣要

請依頼書により災害派遣要請を依頼するものとする。 

ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない理由により文書で依頼することができない場

合は、電話その他迅速な方法で依頼し、事後すみやかに依頼書を提出するものとする。 
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なお、災害に際し特に緊急を要し、通信の途絶等により市長が知事に対して災害派遣要請の 

依頼を行うことができないときは、直接自衛隊に災害派遣要請書により通知するものとする。 

 

災害派遣要請依頼書 
 

番   号    

年 月 日    

  徳島県知事  殿 

                                                          阿  波  市 長 

 

自衛隊の災害派遣要請について（依頼） 

 

災害を防除するため、次のとおり自衛隊の災害派遣要請を依頼します。 

 

     １ 災害の状況及び派遣要請を依頼する事由 

     (1) 災害の状況（特に災害派遣を必要とする区域の状況を明らかにする。） 

       (2) 派遣要請を依頼する事由 

 

     ２ 派遣を希望する期間    

 

     ３ 派遣を希望する勢力 

       (1) 人 員 

       (2) 装備の概要（特に、航空機等特殊装備を必要とするとき） 

 

     ４ 派遣を希望する区域及び活動内容 

      (1) 派遣を希望する区域  

     (2) 活動内容（遭難者の捜索援助、道路啓開、水防、輸送、防疫等） 

 

     ５ 連絡場所及び連絡職員 

     (1) 連絡場所（住所、電話番号、無線局番等） 

     (2) 連絡職員（所属職氏名） 

 

 ６ その他参考となるべき事項（作業用資料、宿舎の準備状況等） 
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６ 災害派遣部隊受入計画 

【主な実施機関】  市（国保医療課、企画総務課、危機管理課） 

 

(1) 受入体制の整備 

ア 連絡員の指名 

派遣部隊との連絡調整を円滑に行うため国保医療課職員を連絡員に指名する。 

イ 受入計画 

応援を求める内容、所要人員及び資機材等の確保について計画を立て、部隊到着後はす

みやかに作業が開始できるようあらかじめ準備する。 

ウ 連絡員の派遣等 

市長は、派遣部隊の受入れに際し、自衛隊に対して災害対策本部に連絡班の派遣を要請

する。 

また、自衛隊の要求により、災害派遣部隊の主要な活動地区へ市の連絡員を派遣する。 

エ 活動の競合重複の排除 

災害対策本部は、自衛隊の活動が他の災害復旧機関の活動と競合重複することのないよ

う最も効率的に作業を分担できるよう配慮する。 

オ 誘 導 

災害対策本部は、災害派遣部隊を受入れるに際し、災害派遣部隊の活動地区への進入ル

ート及び集結地点、又は救援物資の受入場所等を選定し、災害派遣部隊を誘導するものと

する。 

カ ヘリポートの提供 

自衛隊災害派遣要請の依頼と同時に、８で定めるヘリポートの準備をし、自衛隊へも提

供するものとする。 

キ 資機材等の提供 

災害派遣部隊が行う活動に必要な資機材は、原則として派遣部隊が準備するが、被災現

場で必要となった資機材等については、市でも調達及び提供に配慮するものとする。 

ク 宿泊施設又は野営適地の提供 

自衛隊から要請があった場合は、派遣部隊の宿泊所又は野営適地の提供する。 

ケ その他 

災害派遣部隊の受入れに際しては、自衛隊の任務と権威を侵害することのないよう配慮

するものとする。 

 

７ 災害派遣部隊の撤収要請計画 

【主な実施機関】  徳島県、市（国保医療課、企画総務課、危機管理課）、自衛隊 

 

市長は、自衛隊の災害派遣部隊等が派遣の目的を達成したときは、すみやかに知事に対し次

の事項を記載した災害派遣撤収要請依頼書により災害派遣撤収要請を依頼するものとする。 
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災害派遣撤収要請依頼書 

番   号     

年 月 日     

  徳島県知事  殿 

                                                      阿  波  市 長 

 

自衛隊の災害派遣撤収要請について（依頼） 

 

  災害を防除するため自衛隊の災害派遣を受けましたが、災害の復旧もおおむね 

終了しましたので、次のとおり撤収要請を依頼します。 

 

     １ 撤収要請依頼日時     年  月  日 

 

     ２ 派遣要請依頼日時     年  月  日 

 

     ３ 撤 収 作 業 場 所 

 

      ４ 撤 収 作 業 内 容 

 

８ ヘリポートの設置 

【主な実施機関】  徳島県、市（国保医療課、企画総務課、危機管理課） 

 

市長は、あらかじめ災害対策用ヘリポートの降着場適地を選定し、自衛隊に通知しておくも

のとする。 

 

(1) 降着場適地の選定 

ヘリポート用地として、(2)の基準を満たす地積（ヘリポート）を確保する。 

なお、選定用地が市有地でない場合は、土地の所有者又は管理者との調整を確実に実施し

ておくものとする。 

 

(2) 適地選定基準 

ア 地表面は平坦でよく整理されていること。 

イ 回転翼の回転によって、つとめて砂塵等が上がらない場所であること。 

ウ 所要の地積があること。 

エ 周辺に風圧の影響を受けるものがないこと（大型ヘリコプター）。 
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【ヘリポート最小限所要地積】 

 

機   種 着陸帯(直径) 進入角 摘       要 

小型ヘリコプター 30ｍ 10゜ 
 ヘリポートの外縁から 50ｍ以内に

10ｍ以上の障害物がないこと 

中型  〃 50ｍ ８゜ 
 ヘリポートの外縁から 70ｍ以内に

10ｍ以上の障害物がないこと 

大型  〃 100ｍ ６゜ 
 ヘリポートの外縁から 100ｍ以内

に 10ｍ以上の障害物がないこと 

 

(3) 事前準備 

ア ヘリポートの位置確認のため、ヘリポート及びその周辺地域を含む地図（縮尺１万分の 

１程度のもの）を準備し提供する。 

イ 夜間等の災害派遣に備えて、ヘリコプター等の誘導のための照明器具を配備するととも 

に、緯度・経度によりヘリポートを明らかにする。 

ウ 自衛隊があらかじめ行う各ヘリポートの離着陸訓練の実施に対して協力する。 

 

(4) 受入準備 

ア ヘリポート内の風圧に巻き上げられるものは、あらかじめ撤去する。 

イ 砂塵の舞い上がるときは散水を、積雪時には除雪又はてん圧を実施する。 

ウ ヘリポート付近の市民に対して、ヘリコプターの離着陸等について広報を実施する。 

エ 物資をとう載する場合は、その形状と重量を把握し、事前に自衛隊との調整を行う。 

オ 離着陸時のヘリポートには、関係者以外立入らせない。 

カ 離着陸地点に自衛隊員が不在の場合は、安全上の監視員を配置する。 

キ 離着陸地点には、石灰、白布等で次の基準のＨの記号を風と平行方向に向けて表示する。 
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ク キとともに着陸地点には、上空から風向、風速の判定ができる次のような吹き流し又は 

これに準ずる旗を掲揚する。 

 

 
 

 

９ 対空目視信号 

(1) 生存者 

生存者の使用する対空目視信号は、次によることとする。 

ア 利用できるあらゆる方法により記号を作ること。 

生存者が通常利用できる方法には、細かい布、落下傘の材料、木片、石又はそれらに類

する材料を使用したり、地面を踏むことにより、又は油で汚すことによって地上に記号を

作ることができる。 

イ 背景と使用される材料との間の色彩をできるだけ対照的にすること。 

ウ 無線機、火炎、反射光等の方法により、注意を引くためのあらゆる努力をすること。 

 

10 災害派遣経費の負担計画 

【主な実施機関】  市（国保医療課、企画総務課、危機管理課）、徳島県 

 

(1) 経費の負担 

自衛隊の災害派遣部隊が救難に伴い、関係公共機関及び民間の施設等を使用する場合の経

費の負担区分は、次のとおりとする。 

ア 原則として市が負担するもの 

施設の借用料及び損料、電気料(施設費を含む。)、水道料、入浴料、くみ取料等 

 

(2) その他 

負担区分について、疑義が生じた場合あるいはその他の必要経費が生じた場合は、その都

度協議して決めるものとする。 



 

- 114 - 

第７節 応援要請・受入体制の整備 
 

第１ 方 針 
 

災害が発生し、自力による応急対策等が困難な場合は、相互応援協定等に基づき、すみやかに他

の地方自治体等に応援を要請し、「災害時受援計画」に基づき、受入体制を整備する。 

 

第２ 内 容 
 

１ 資料の相互交換  

【主な実施機関】  市（企画総務課、危機管理課）、社会福祉協議会 

 

市、県及び指定行政機関等は、災害対策上必要な資料又は調査研究の成果を相互に交換する

ものとする。 

 

２ 応援等の要請 

【主な実施機関】  市（国保医療課、企画総務課、危機管理課） 

 

(1) 応援要請の判断 

市長は、災害発生後、災害規模及び初動活動において収集された情報等に基づき、市の現

有の人員、資機材、備蓄物資等では、応急対策又は災害復旧を実施することが困難であると

判断したときは、相互応援協定等に基づき、すみやかに県、他市町村、自衛隊、関係機関等

に応援を要請するものとする。 

 

(2) 応援要請手続等 

市長は、応援要請の必要があると判断したときは、他の地方自治体等に対し、次表に掲げ

る事項について、口頭又は電話等により要請し、事後すみやかに文書を送付するものとする。 

なお、例外的な措置として、自衛隊や他市町村の消防機関等は、大規模地震が発生し通信

の途絶等により県や市との連絡が不可能な場合において、人命救助のため要請を待たず応援

隊を派遣する場合がある。 

要 請 の 内 容 等 要  請  事  項  等 

徳 
 
 
 
  

 

島 
  
 
  
 

県 

１ 応援又は応急

措置の要請 

(災対法第68条) 

(1) 災害救助法の

適用 

① 災害発生の日時及び場所 

② 災害の原因及び被害の状況 

③ 適用を要請する理由 

④ 適用を必要とする期間 

⑤ 既にとった救助措置及びとろうとする措置 

⑥ その他必要とする事項 

(2) 被災者の他地

区への移送要

請 

① 移送要請の理由 

② 移送を必要とする被災者の数 

③ 希望する移送先 

④ 被災者の収容期間 
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要 請 の 内 容 等 要  請  事  項  等 

徳 
 
 
 
  
 

島 
  
 
  
 

県 

１ 応援又は応急

措置の要請 

(災対法第68条) 

(3) 応援要請又

は応急措置

の実施の要

請 

① 災害の状況及び応援（応急措置の実施）を

要請する理由 

② 応援を希望する物資、資材、機材、器具等

の品名及び数量 

③ 応援（応急措置の実施）を必要とする場所 

④ 応援を必要とする活動内容 

（必要とする応急措置内容） 

⑤ その他必要な事項 

２ 指定地方行政

機関等、他府県

、自衛隊等の応

援の斡旋の要

請 

(災対法第30条) 

(1) 自衛隊災害

派遣要請の

斡旋の要請 

第３章第６節 自衛隊災害派遣要請によるも

のとする 

(2) 他の市町村、

指定行政機

関又は他府

県の応援の

斡旋の要請 

① 災害の状況及び応援の斡旋を求める理由 

② 応援を希望する機関名 

③ 応援を希望する物資、資材、機材、器具等

の品名及び数量 

④ 応援を必要とする場所 

⑤ 応援を必要とする活動内容 

⑥ その他必要な事項 

(3) 指定地方行

政機関又は

他府県の職

員派遣の斡

旋の要請 

① 派遣の斡旋を求める理由 

② 派遣の斡旋を求める職員の職種別人員数 

③ 派遣を必要とする期間 

④ 派遣される職員の給与その他の条件 

⑤ その他参考となるべき事項 

他 
 

の 
 

市 
 

町 
 

村 

３ 他の市町村への応援又は応急措置

の実施の要請 

（災対法第67条） 

① 災害の状況及び応援（応急措置の実施）を要 

請する理由 

② 応援を希望する物資、資材、機材、器具等

の品名及び数量 

③ 応援（応急措置の実施）を必要とする場所 

④ 応援を必要とする活動内容 

（必要とする応急措置内容） 

⑤ その他必要な事項 

４ 他の市町村への職員派遣の要請 

（災対法第29条） 

（地方自治法第252条の17） 

① 派遣を要請する理由 

② 派遣を希望する職員の職種別人員数 

③ 派遣を希望する期間 

④ 派遣される職員の給与その他の条件 

⑤ その他参考となるべき事項 

 

(3) 応援受入体制の整備 

応援要請と同時に応援隊の受入体制を整備するものとする。 

ア 連絡体制の確保 

応援に係る連絡窓口を設置し、要請先である県、他市町村及びその他関係機関との情報

交換を緊密に行える体制を確保するものとする。 

イ 受入体制の内容 

受入体制の主な内容は次のとおりとし、これ以外に必要とされる事項についてはその都

度臨機応変に判断するものとする。 

(ｱ) 要請及び応援活動の記録 

要請及び応援活動に係る次の事項について記録する。 

ａ 要請先、要請日時、要請内容 

ｂ 回答内容、回答日時 

ｃ 応援隊の到着日時、人員、責任者の氏名・連絡先 
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ｄ 活動（滞在）期間、自立度（食料、飲料水、宿舎） 

ｅ 搬入物資内容・量、返却義務の有無 

ｆ 応援活動実績記録（事故等の記録を含む。） 

ｇ 撤収日時 

(ｲ) 活動計画の作成 

要請した応援隊に対して、どの部隊に、いつから、どこで、何を、いつまで応援活動

を要請するか等についての応援隊の活動計画を作成する。 

(ｳ) 食料、飲料水、宿舎等の準備 

応援隊は自立することが原則であるが、応援隊が自立できない場合は、必要最小限の

食料、飲料水、宿舎、待機場所、駐車場等を準備する。 

 

３ 消防相互応援協定に基づく応援要請・受入体制整備計画 

【主な実施機関】  市（国保医療課、企画総務課、危機管理課）、消防本部 

 

(1) 応援要請の判断 

消防本部は、災害の被害の状況により、現有の人員、資機材等では、適切な消火、救急、

救助等の応急対策を実施することが困難であると判断したときは、相互応援協定に基づき、

すみやかに他の消防組織に応援を要請するものとする。 

 

(2) 応援要請手続等 

消防本部は、応援要請の必要があると判断したときは、他の消防組織に対し、次表に掲げ

る事項について、口頭又は電話等により要請し、事後すみやかに文書を送付するものとする。 

なお、平成７年の改正で、一定の条件のもとでは要請される側が自らの判断で出動を行う

ことができるよう改正している。 

協     定 事      項 連 絡 先 

１ 徳島県広域消

防 相互応援

協定 

(1) 災害の発生日時、場所及び状況 

(2) 必要とする人員、車両及び資機材等 

(3) 集結場所及び連絡担当者 

(4) その他必要事項 

徳島県危機管理部 

直通：088-621-2281 

徳島県内の市町村及び消防

事務を行う一部事務組合 

(別紙資料編として整理) 

 

(3) 緊急消防援助隊の要請 

消防本部は、災害の被害が広範囲に及び、相互応援協定を締結している市町村、消防組織

等から十分な応援が得られない場合、緊急消防援助隊の派遣を市長を通じて知事に要請する

ものとする。 

 

(4) 応援受入体制の整備 

消防本部は、応援要請と同時に応援隊の受入体制を整備するものとする。 

ア 連絡体制の確保 

応援に係る連絡窓口を設置し、要請先である消防組織及び市との情報交換を緊密に行う

ものとする。 

イ 受入体制の内容 

受入体制の内容は第２の２の(3)のイに準じるものとし、その都度臨機応変に対処する

ものとする。 

ウ 消防活動資機材の確保 

応援隊の消防活動に必要な資機材、倉庫、駐車場等の調達及び提供を行うものとする。 
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４ 公共的団体等との協力体制整備計画 

 

【主な実施機関】  市（健康福祉部、産業経済部、社会福祉課、企画総務課、危機管理課）、

社会福祉協議会 

 

(1) 協力体制の確立 

災害発生時の応急対策活動に関係する公共的団体等に対して、災害時の応急対策に関して

積極的な協力が得られるよう協力体制を確立しておくものとする。 

なお、主な公共的団体等としては、次のような団体が考えられる。 

ア 阿波市医師会 

イ 阿波及び板野郡歯科医師会 

ウ 徳島県薬剤師会阿波吉野川支部 

エ 特定非営利活動法人（ＮＰＯ）アムダ 

オ 阿波市社会福祉協議会 

カ 市内農業協同組合 

キ 阿波市商工会 

ク 阿波市防災士会 

ケ 阿波市ボランティア協会 

コ 阿波市婦人団体連合会 

サ 阿波市地区赤十字奉仕団 

シ トラック協会 

ス 阿波市地区災害対策会 

セ 阿波市水道組合 

ソ 阿波市建築士会 

タ 板野郡森林組合、阿波麻植森林組合 

チ エルピーガス協会 阿波地区会 

 

(2) 協力業務等 

(1)の公共的団体等と災害発生時における協力業務、協力の方法等をあらかじめ協議し、

災害発生時において積極的な協力が得られるようにしておくものとする。 

なお、主な協力業務としては、次のような業務が考えられる。 

ア 異常現象、危険な場所等を発見した場合において関係機関へ連絡すること 

イ 災害時における広報等に協力すること 

ウ 出火の防止、初期消火に協力すること 

エ 避難誘導、避難場所での救助に協力すること 

オ 被災者の救助業務に協力すること 

カ 炊き出し、救助物資の調達配分に協力すること 

キ 被害状況の調査に関すること 

 

５ 海外からの応援に対する受入体制整備計画 

【主な実施機関】  市（企画総務課、危機管理課）、消防本部 

 

(1) 連絡体制の確保 

海外から災害救助に対する応援の申し入れがあった場合、連絡窓口を設置し、国及び県を

通じ、活動内容、派遣人員、物資等の必要事項について情報交換を緊密に行える体制を確保

するものとする。 

 

(2) 受入体制の整備 

人員、物資等の応援を円滑に受入れるため、通訳ボランティア、受入施設・用地等受入体

制を整備するものとする。 
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第８節 災害救助法の適用 
 

【主な実施機関】  市（健康福祉部、建設部、税務課、企画総務課、危機管理課）、 

社会福祉協議会 

 

第１ 方 針 
 

災害に際し、食料品その他の生活必需品の欠乏、住居の喪失、傷病等によって生活難に陥った被

災者に対し、その保護と社会秩序の保全を図るため実施する災害救助法の適用は、本計画の定める

ところによるものとする。 

 

第２ 内 容 
 

１ 実施責任者 

    災害救助法による救助は知事が行い、市長がこれを補助する。ただし知事が救助に関する権

限の一部を委任した場合は、市長が行う。 

 

２ 住家被害等災害救助法適用に関する被害情報の収集 

災対健康福祉部及び災対建設部は、災害救助法適用基準に基づき、住家被害等災害救助法適

用に係る被災世帯の世帯数、被害状況を収集する。 

 

３ 災害救助法適用基準 

災害救助法による救助は、市の区域内に同一原因による災害により、市の被害が一定の程度

に達した場合で、かつ被災者が救助を要する状態にあるとき適用するものとし、おおむね次の

とおりである。 

(1) 市の区域内で、住家が滅失した世帯が、60世帯以上であるとき。 

(2) 被害が広範囲にわたり、県下の滅失世帯数が1,000世帯以上に達した場合で、市における 

滅失世帯数が30世帯以上に達したとき。 

(3) 被害が県下全域におよぶ大災害で、県下の滅失世帯数が5,000世帯以上に達した場合で、 

(1)、(2)の基準には達しないが、市の被害状況が特に救助を必要とする状態にあったときは、

知事が災害救助法を適用することがある。 

(4) 市の被害が(1)、(2)、(3)に該当しないが、知事が特に救助を実施する必要があると認め 

た場合には、災害救助法が適用されることがある。 

 

※「滅失住家」とは、住家の滅失した世帯を基準としているので、そこまで至らない半壊 

住家は、以下のように換算することとされている。 

 

                   

       ＝                   ＝                   ＝ 

                   

 

滅失住家 

１世帯 

全壊（全焼・流出） 

住家  １世帯 

半壊（半焼） 

住家  ２世帯 

 
床上浸水 ３世帯 
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【災害状況認定基準】 

 

①滅   失 住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊、焼失もしく

は流失した部分の床面積が、その住家の延床面積の 70％以上

に達した程度のもの、又は住家の主要構造部の被害額がその住

家の時価 50％以上に達した程度のもの。 

②住家の半壊、半焼 住家の損壊がはなはだしいが、補修すれば元通り再使用でき

る程度である場合、具体的には損壊部分がその住家の延床面積

の 20％以上 70％未満のもの、又は住家の主要構造部※の被害

額が住家の時価 20％以上 50％未満のもの。 

③住家の床上浸水、土砂

の堆積 

上記①、②に該当しないものであって、浸水がその床に達し

た程度である場合、又は土砂、竹木等堆積により一時的に居住

することができない状態になったもの。 

④世   帯 生計を一にしている実際の生活単位。 

⑤住   家 現実に居住のために使用している建物をいう。ただし、耐火

構造物の集合住宅等で各部屋が遮断、独立しており、日常生活

に必要な設備を個々に有しているものについては、それぞれを

1住家として扱う。 

※ 主要構造部とは、建築基準法によれば「壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築
物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小
ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くもの
とする。」と定義されている。 

 

４ 災害救助法適用要請と運用 

【主な実施機関】  市（健康福祉部、建設部、危機管理課）、社会福祉協議会 

 

(1) 災害救助法適用の県への要請 

大規模な災害が発生し、市における被害が適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見

込みがある時は、市長が知事に対し、災害救助法の適用要請を行うものとする。 

また、災害の事態が緊迫し、知事による救助の実施を待つ事ができない場合は、災害救助

法の規定による救助に着手するものとする。 

なお、災害対策本部担当窓口は、災対企画総務部危機管理課とし災害救助法適用後の県担

当部局や日本赤十字社等との事務連絡などは、災対健康福祉部社会福祉課とする。 

 

(2) 災害救助法に基づく救助の実施 

ア 実施責任者 

市長 

     ・市長は、救助に関して知事からあらかじめ委任を受けた応急対策について実施する。 

     ・知事から市長への委任については、災害救助法が適用された都度、委任する事務の内容

及び当該事務を行う機関を市長に通知する。 

イ 救助の内容 

災害救助法による救助の内容は、次の事項とする。 

救助実施内容 実施機関 備  考 

(ｱ) 避難所の設置 市   

(ｲ) 応急仮設住宅の設置 県、市   

(ｳ) 炊き出しその他による食品の給与 市   

(ｴ) 飲料水の供給 市   

(ｵ) 被服、寝具その他生活必需品の給与、貸与 市   

(ｶ) 医療及び助産 県、市   

(ｷ) 被害者の救助 市   
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(ｸ) 被災した住居の応急処理 市   

(ｹ) 学用品の給与 県、市   

(ｺ) 埋葬 市   

(ｻ) 遺体の捜索 市   

(ｼ) 遺体の処理 市   

(ｽ) 障害物の除去 市   

 

ウ 救助に伴う労務者の雇上げ 

救助に伴う労務者の雇上げの内容は、次のとおりである。 

(ｱ) 被災者の避難誘導労務 

(ｲ) 医療及び助産における患者の移送労務 

(ｳ) 被災者の救出のための労務及び該当救出に要する機械器具、資材の操作運搬の労務 

(ｴ) 飲料水の供給のための運搬、操作及び浄水用薬品の配布等の労務 

(ｵ) 救助用物資の整理、輸送及び配分等の労務 

(ｶ) 遺体の捜索に必要な労務 

(ｷ) 遺体の処理に必要な労務 

エ 応急救助の実施状況等の報告 

災害救助法を適用し、応急救助を実施した場合は、その実施状況等を次により報告する

もとする。 

(ｱ) 救助実施記録日計票の作成等 

災害対策本部各部及び各支所は、救助実施記録日計票（以下「日計票」という。）を

作成する。 

なお、日計票の制作、取りまとめ等の事務処理については、それぞれ実情にあった方

法を採用し、適宜運用して差し支えないものとする。 

(ｲ) 救助実施状況等 

災害対策本部各部及び各支所は、災害救助法が適用された日から救助が完了するまで

の間毎日救助の実施状況を災対企画総務部に報告するものとする。 

なお、この報告は、前記の事項をできる限りの範囲内で掌握、電話等の方法により、

その結果を県に報告する。 

 

(3) 関係資機材の保有状況及び物資の調達計画 

     物資の調達計画に関しては、共通対策編第３章１６節飲料水・食料及び物資等の供給を参照。 

     【資料編 防災資機材等に関する資料】 

  

(4) 応急仮設住宅の建設予定地 

     応急仮設住宅の建設予定地については、避難場所との整合を図りながら候補地を選定する。 

  

(5) 救助に関して必要な業者等の把握 

     災害発生時には、多くの市民が被災することが予想されることから、多様な業種の支援が

必要となる。市は、あらかじめ救助に関して必要な業者等の把握に努めるとともに、協定を

締結するなどの協力体制の確保に努めるものとする。 

 

５ 災害救助法による救助の対象とならない場合の措置 

災害救助法による救助の対象とならない小災害の場合においても、罹災の状況により必要に

応じて市長の責任において救助を実施する。 

【資料編「災害救助法による救助の程度、方法及び期間」早見表 参照】 
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第９節 避難（勧告等）の実施 
 

第１ 方 針 
 

災害による避難のための立ち退きの指示、勧告、及び指定避難所の開設並びに指定避難所への収容

保護は本計画の定めるところによる。 

市長は、市民の迅速かつ円滑な避難を実現するため、洪水等・土砂災害に対する避難勧告等の判断

基準に基づき、避難情報を発令する。 

この際、要配慮者等、特に避難行動要支援者への早めの避難の呼び掛け及び危険の切迫性に応じて

避難勧告等の伝達文の内容を工夫するとともに、対象者を明確にし、対象者ごとにとるべき避難行動

がわかるように伝達することにより、住民の積極的な避難行動の喚起に努める。 

 

第２ 内 容 
 

１ 実施責任者及び基準 

事項 

区分 
実施責任者 措  置 実  施  の  基  準 

避難の 

勧 告 

 市 長 

(災害対策基本法第60条) 
立ち退きの勧告及び

立ち退き先の指示 

災害が発生し、又は発生するおそれ

がある場合において、特別の必要があ

ると認められるとき。 

 知 事 

(災害対策基本法第60条) 

市が災対法第60条の事務を行うことが

できないとき。 

避難の 

指示等 

市 長 

(災害対策基本法第60条) 
立ち退き及び立ち退

き先の指示  

災害が発生し、又は発生するおそれ

がある場合において、特に必要がある

と認められるとき。 

知 事 

(災害対策基本法第60条) 

市が災対法第60条の事務を行うこと

ができないとき。 

 警察官 

(災害対策基本法第61条) 

(警察官職務執行法第４条) 

立ち退き及び立ち退

き先の指示 

市長が避難のため立ち退きを指示す

ることができないと認めるとき。 

市長から要求があったとき。 

警告及び避難の措置 

危険な事態がある場合は必要な警告

を発し、及び特に急を要する場合にお

いては危害を受けるおそれのある者に

対し、必要な限度で避難の措置をとる

ことができる。 

自衛官 

(災害対策基本法63条) 

(自衛隊法94条) 
警告及び避難の措置 

災害派遣等を命ぜられた部隊等の自

衛官は、災害により危険な事態が生じ

た場合で、警察官がその場にいないと

きは、危険な場所にいる市民に対し、

必要な限度で避難の措置をとることが

できる。 

避難の 

指示等 

 知事及びその命を受けた

職員 

(水防法29条) 

(地すべり防止法 25 条) 

立ち退きの指示 

洪水、高潮、地すべりにより著しい

危険が切迫していると認められると

き。 

避難の 

指示等 

水防管理者 

(水防法第29条) 立ち退きの指示 
洪水により著しい危険が切迫してい

ると認められるとき。 
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２ 避難の指示、勧告 

【主な実施機関】  市（建設部、農地整備課、企画総務課、秘書人事課、危機管理課）、 

徳島県、阿波吉野川警察署、自衛隊、放送事業者 

 

市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがあり、そのために人命の保護その他災害の拡

大防止等特に必要があると認められるときは，危険区域の居住者、滞在者、その他の者に対し、

次の方法により避難準備・高齢者等避難開始の伝達、避難勧告又は避難指示(緊急)を行うもの

とする。 

避難勧告等の発令にあたっては、対象地域の適切な設定等に留意するとともに、勧告・指示

等を夜間に発令する可能性がある場合には、避難行動をとりやすい時間帯における準備情報の

提供に努めるものとする。 

なお,避難のための立ち退きがかえって危険を招くおそれがある場合は、住民に対して屋内

での待避等の安全確保措置を指示するものとする。 

 

(1) 業務体制の構築 
ア 市長は、躊躇なく避難勧告等を発令できるよう、平時から災害時における優先すべき業 

務を絞り込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、全庁をあげた体 

制の構築に努めるものとする。 

イ 県から避難勧告等の発令基準の策定等、防災体制の確保に向けた支援を受ける。 

 

(2) 災害一般の避難の指示等 

ア 市長は、災害が発生するおそれがあると認めるときは、特に避難行動に時間を要する高 

齢者等の避難行動要支援者に対し、指定避難所への避難を求めるものとする。 

イ 市長は、災害対策基本法に基づき、避難のための立ち退きを勧告し、急を要すると認め 

るときは立ち退きを指示するとともに、必要と認めるときはその立ち退き先を指示するも

のとし、これらについて速やかに知事に報告する。 

ウ この場合において市長が避難のための立ち退きを指示することができないと認めるとき、 

又は市長から要求があったときは、警察官は必要と認める地域の居住者、滞在者その他の  

者に対し避難のための立ち退きを指示することができる。 

この場合、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。 

エ また、当該災害による被害が甚大で、市がその全部又は大部分の事務を行うことができ 

ない場合は、市が実施すべき措置の全部又は一部を県が代行する。 

オ 避難勧告等の判断・伝達マニュアルの策定・更新 

  市長は、避難勧告等の迅速・的確な判断をするために、国が策定した「避難勧告等に関

するガイドライン」及び県が策定した「徳島県豪雨災害時避難行動作成指針」に沿って、

津波、豪雨、洪水、土砂災害等の災害事象の特性、収集できる情報を踏まえつつ、避難す

べき区域や判断基準を明確にしたマニュアルを整備し、都度改定するものとする。 

また、避難勧告等を発令する際に、国、県又は防災関係機関に必要な助言を求めること

ができるよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹

底しておくなど、必要な準備を整えておくものとする。 

 

(3) 洪水についての避難指示（緊急）、避難勧告及び避難準備・高齢者等避難開始 

市長は必要に応じて、災害対策基本法に基づく避難のための立ち退きの勧告又は避難指示

（緊急）をする。 

洪水により著しい危険が切迫していると認められるとき、市長（水防管理者）は、立ち退

きを指示することができる。市長（水防管理者）が指示する場合においては、阿波吉野川警

察署長にその旨を通知するものとする。 

また、要配慮者等、特に避難行動要支援者に対しては、人的被害の発生する可能性が高ま

ったときには、要配慮者者への避難行動の開始を求める避難準備・高齢者等避難開始を出す

ものとする。 
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(4) 土砂災害（地すべり、急傾斜地の崩壊、土石流）についての避難指示（緊急）、避難勧告

及び避難準備・高齢者等避難開始 

市長は、土砂災害の危険が切迫していると認められるときは、必要に応じて、災害対策基

本法に基づく避難のための立ち退きの勧告又は指示をする。 

この場合、阿波吉野川警察署長に協力要請等のため、その旨を通知するものとする。 

なお、勧告等の発令にあたり、その発令対象区域を絞り込むために、あらかじめ同一の避

難行動をとるべき地区を避難単位として設定しておくものとし、勧告等にあたっては土砂災

害警戒情報を活用するものとする。 

また、要配慮者等、特に避難行動要支援者に対しては、人的被害の発生する可能性が高ま

ったときには、要配慮者への避難行動の開始を求める避難準備・高齢者等避難開始を出すも

のとする。 

 

(5) 避難情報の放送に係る申し合わせ 

県と市及び放送事業者とは、市長が発令する避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避

難指示（緊急）(以下「避難情報」という。)を市民へ伝達するため、テレビ・ラジオによる

放送について申し合わせている。 

放送事業者は、市長からの避難情報の放送要請を受けた場合には、自主的な判断のもと、

放送形式、内容、時刻及び送信系統を決定し市民へ放送する。 

また県は、市町村への周知に努めるとともに、県・放送事業者・市町村間の連携を円滑に

行えるようにするものとする。 

 

○ 警戒レベル３ 避難準備・高齢者等避難開始の伝達文(例） 

 

緊急放送、緊急放送、警戒レベル３、高齢者等避難開始（繰り返し） 

こちらは、阿波市災害対策本部です。ただ今、（避難すべき事由）ため、○○時○○分、

○○地区に対し、警戒レベル３ 避難準備・高齢者等避難開始を発令しました。 

○○地区に土砂災害に警戒する状況にあります。 

お年寄りの方など避難に時間のかかる方は、直ちに（指定避難所の施設名）へ避難して

ください。その他の方は、避難の準備を始めてください。 

 

○ 警戒レベル４ 避難勧告の伝達文(例） 

 

緊急放送、緊急放送、警戒レベル４、避難開始（繰り返し） 

こちらは、阿波市災害対策本部です。ただ今、（避難すべき事由）ため、○○時○○分、

○○地区に対し、警戒レベル４ 避難勧告を発令しました。 

○○地区に土砂災害の発生する危険が非常に高い状況にあります。 

速やかに（指定避難所の施設名）へ避難してください。 

（冠水している場所や・山沿いや急傾斜地では土砂災害の危険がある）ので十分注意し

て避難してください。 

また、豪雨のため、指定避難所への避難が危険であると感じた場合などでは、屋内の安

全な場所、例えば、斜面の面していない２階などで待機してください。 

 

○ 警戒レベル４ 避難指示（緊急）の伝達文(例） 

 

緊急放送、緊急放送、警戒レベル４、直ちに避難（繰り返し） 

こちらは、阿波市災害対策本部です。ただ今、（避難すべき事由）ため、○○時○○分、

○○地区に対し、警戒レベル４ 避難指示（緊急）を発令しました。 

○○地区に土砂災害の発生する危険が極めて高い状況にあります。 

避難中の方は、直ちに（指定避難所の施設名）へ避難を完了してください。避難に十分

な時間がない場合は、近くの安全な建物に避難してください。なお、（冠水している場所

や・山沿いや急傾斜地では土砂災害の危険がある）ので十分注意してください。 
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○ 警戒レベル５ 災害発生情報の伝達分(例） 

 

緊急放送、緊急放送、災害発生、警戒レベル５、命を守る最善の行動をとって下さい。

（繰り返し） 

こちらは、阿波市災害対策本部です。ただ今、（避難すべき事由）ため、○○時○○分、

○○地区に対し、警戒レベル５ 災害発生情報を発令しました。 

○○地区で土砂災害が発生しました。 

○○地区を避難中の方は大至急、近くの安全な場所に避難するか、屋内の安全な場所に

避難するなど、命を守る最善の行動をとって下ださい。 

 

― 避難すべき事由（例） ― 

・○○川で危険水位に達した。 

・○○地区の○○川堤防が決壊した。 

・○○地区では土砂災害の危険性が非常に高まった。 

・近隣（○○地区）で土砂の移動現象が確認された。 

・近隣（○○地区）で重大な土砂災害前兆現象（山鳴り、流木の流出、斜面の亀裂）が確認

された。 

 

■洪水等・土砂災害に対する避難勧告等の判断基準 

区分 判断基準 対象地域 市民に求める行動 発令時の状況 

警戒

レベ

ル１ 

各種早期注意情報 必要な地域 心構えを高める。 

早期注意情

報が発表され

た場合 

警戒

レベ

ル２ 

各種注意報 必要な地域 避難行動の確認 
注意報が発

表された場合 

警
戒
レ
ベ
ル
３ 

避
難
準
備
・
高
齢
者
等
避
難
開
始 

外水により、樋門・排水機場

の水門が自然流下できずに閉

めた後、時間雨量が 50mm 以上

降ることが予想されるとき。 

当該樋門・排水

機場の地域 

・要配慮者等、特

に避難行動に時

間を要するもの

は、指定避難所

への避難行動を

開始。（避難支援

者は支援活動を

開始） 

・上記以外の者は、

家 族 等 と の 連

絡、非常持ち出

し品の用意等、

避難準備を開始 

要 配 慮 者

等、特に避難

行動に時間を

要する者が避

難行動を開始

しなければな

らない段階で

あり、人的被

害の発生する

可能性が高ま

った状況 

 

池田ダムが毎秒8,000トン以

上の放流を開始したことがわ

かったとき。 

吉野川の無堤地

区 

「○○川氾濫警戒情報」の発表

(避難判断水位) 

必要な地域 

① 大雨警報（土砂災害）が発

表され、かつ土砂災害に関す

るメッシュ情報で、「実況で

大雨警報の土壌雨量指数基

準（赤色）に到達」した場合

で、土砂災害警戒情報の発表

が予想されるとき。 

② ３時間雨量が120ミリ以上 

③ 大雨警報（土砂災害）が発

表され、当該警報の中で、夜

間から翌早朝までに、土砂災

害に関するメッシュ情報で、

「予想で大雨警報の土壌雨

量指数基準（赤色）に到達」

することが予想され、かつ土

砂災害警戒情報の発表が予

想されるとき。 

左記の①～③の

基準を満たした土

砂災害警戒区域等

及び土砂災害危険

箇所のある地域 
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区分 判断基準 対象地域 市民に求める行動 発令時の状況 

その他災害対策本部長が必

要と認めたとき 

必要な地域 

警
戒
レ
ベ
ル
４ 

避
難
勧
告 

外水により、樋門・排水機場

の水門が自然流下できずに閉

めた後、時間雨量が 50mm 以上

降ったとき。 

当該樋門・排水

機場の地域 

 

・通常の行動がで

きる者は、指定

避難所へ避難行

動を開始 

・災害が発生した

場合やさらに災

害の発生が切迫

しており、屋外

で移動すること

が 危 険 な 場 合

は、屋内での待

避その他の屋内

における避難の

ための安全確保

に 関 す る 措 置

（屋内での待避

等の安全確保措

置）を指示 

通常の避難

行動ができる

者が避難行動

を開始しなけ

ればならない

段階であり、

人的被害の発

生する可能性

が明らかに高

まった状況 

宮川内谷川の水位が「2.50m」

を超えたとき。 

宮川内谷川の浸

水想定区域 

「○○川氾濫危険情報」の発

表(氾濫危険水位) 

該当地区(場合

によっては避難指

示（緊急）の発令) 

① 土砂災害警戒情報が発表

され、かつ土砂災害に関する

メッシュ情報で、「実況で土

砂災害情報基準（薄い紫色）

に到達」したとき。 

② 大雨警報（土砂災害）が発

表されている状況で、記録的

短時間大雨警報が発表され

たとき。 

③ 大雨警報（土砂災害）が発

表され、当該警報の中で、夜

間から翌早朝までに、土砂災

害に関するメッシュ情報で、

「予想で土砂災害情報基準

（薄い紫色）に到達」するこ

とが予想されるとき。 

土砂災害警戒情

報基準に達したブ

ロック内における

土砂災害警戒区域

等及び土砂災害危

険箇所のある地域 

前兆現象等、現地の異常 前兆現象等の発

生が確認された地

域 

隣接する地域で土砂災害が

発生 

災害発生地域と

同じ降雨状況（土

砂災害警戒情報の

有無や降雨量）で、

近傍の地域 

指定避難所に至る道路の遮

断が予測された場合 

孤立する地域 

その他災害対策本部長が必

要と定めたとき。 

必要な地域 

警
戒
レ
ベ
ル
４ 

避
難
指
示
（
緊
急
） 

① 土砂災害警戒情報の発表

され、かつ土砂災害に関する

メッシュ情報で、「実況で土

砂災害情報基準（濃い紫色）

に到達」したとき。 

② 土砂災害警戒情報が発表

されており、更に記録的短時

間大雨警報が発表されたと

き。 

③ 前兆現象の発生 

④ その他危険性が非常に高

まった場合 

前兆現象・洪水

等・土砂災害が発

生した地域 

その隣接地域に

ついても地形等を

判断し、避難勧告

もしくは、避難指

示（緊急）を発令

する。 

・避難勧告等の発 

令後で避難途中

の市民は、確実

な避難行動を直

ちに完了 

・未だ避難してい

な い 対 象 市 民

は、直ちに避難

行動に移る。 

・前兆現象の

発生や、現

在の切迫し

た 状 況 か

ら、人的被

害が非常に

高いと判断

される状況 

・堤防の隣接

地等、地域

の特性から

人的被害の
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区分 判断基準 対象地域 市民に求める行動 発令時の状況 

その他災害対策本部長が必

要と認めたとき。 

必要な地域 発生する危

険性が非常

に高いと判

断された状

況 

警
戒
レ
ベ
ル
５
災
害
発
生
情
報 

 

「○○川氾濫発生情報」を受

けたとき。(堤防天端水位到

達・越流等) 

災害が発生した

地域 

・避難するいとま

がない場合は屋内

の安全な場所に避

難するなど、生命

を守る最善の行動

をとる。 

・災害が発生

した状況 

洪水等・土砂災害の発生 

その他災害対策本部長が必

要と認めたとき。 

 

必要な地域 

※避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急）の発令に際しては、河川水位、土砂

災害警戒情報のみで判断するのではなく、気象情報や降雨の状況、前兆現象、パトロール等による

現地の状況、近隣地域の災害発生状況等を把握し総合的に判断するものとする。 

 

３ 危険区域の現状と監視 

    市内の危険区域の現状を把握し、平常時でも定期的な見回りの実施や、情報の収集を行うな

ど、監視に努めるものとする。 

【資料編 災害危険地域等に関する資料】 

 

４  警戒区域の設定 

【主な実施機関】  市（建設部、企画総務課、危機管理課）、消防本部及び各消防署、 

消防団、阿波吉野川警察署、自衛隊 

市長は、災害の発生により市民等の生命、身体に対する危険を防止するため、特に必要があ

ると認められるときは、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して、当

該区域への立入りを制限、禁止し、又は退去を命ずるものとする。 

市長及びその職務を行う職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要請があったときは、

警察官は、市長の職務を代行することができる。この場合、直ちにその旨を市長に通知しなけ

ればならない。 

警戒区域の設定を行った者は、避難勧告又は避難指示（緊急）と同様に、市民への周知及び 

関係機関への連絡を行うものとする。 

 

 

※警戒区域の設定根拠 

区  分 実 施 者 設定権 目 的 

災害対策基本法 
第 63条第 1項 

市 長 災害時の
一般的な警
戒区域設定
権 

市民等の生命・
身体等の保護を目
的とする。 

災害対策基本法 
第 73条第 1項 

知事(市長がその全部又は大部分の事務
を行うことができなくなったと認めると
き) 

災害対策基本法 
第 63条第 2項 

警察官(市長若しくはその委任を受けて
職権を行う吏員が現場にいないとき、又は
これらの者から要求があったとき) 

災害対策基本法 
第 63条第 3項 

災害派遣を命じられた自衛隊部隊等の
自衛官(市長若しくはその委任を受けてそ
の職権を行う吏員がいない場合に限る) 
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水防法 
第 14 条第 1項 

水防団長、水防団員、消防機関に属する
者 

水防上緊
急の必要が
ある場所で
の警戒区域
の設定権 

水防・消防活動
関係者以外の者を
現場から排除し、
水防・消防活動の
便宜を図ることを
主目的とする。 

水防法 
第 14条第 2項 

警察官(水防団長、水防団員若しくは消
防機関に属する者がいないとき、又はこれ
らの者の要求があったとき) 

  

消防法 
第 28 条第 1項、 

第 36 条 

消防吏員又は消防団員 火災の現場

及び水災を

除く他の災

害の現場に

おける警戒

区域の設定

権 

 

消防法 
第 28 条第 1項、 

第 36 条 

警察官(消防吏員又は消防団員が火災の
現場にいないとき、又はこれらの者から要
求があったとき) 

  

 

５ 指定避難所 

指定避難所は、災害の種類、規模等を考慮し、最寄りの安全な学校等とする。指定避難所で

は、市民が長期にわたり避難することを考慮し、必要な機能を整理し、備蓄場所の確保、通信

設備の整備等を進めるものとする。 

また、指定管理施設が指定避難所となっている場合には、指定管理者との間で事前に避難所

運営に関する役割分担等を定めるよう努めるものとする。 

【資料編 避難所一覧】 

 

６ 避難の周知徹底 

(1) 関係機関相互の通知及び連絡 

避難指示者は、避難のための立ち退きを勧告し、又は指示したときは関係機関に通知又は 

連絡するものとする。 

 

(2) 市民等に対する通知 

放送等による周知 

ケーブルテレビ、音声告知端末、屋外拡声機、緊急速報メール、電話、市・消防署・消防 

団の広報車 

 

(3) 知事に対する報告 

 

７ 避難者の誘導及び移送 

【主な実施機関】  市（健康福祉部、企画総務課、危機管理課）、消防本部及び各消防署、 

消防団、徳島県、阿波吉野川警察署、自衛隊 

 

(1) 避難の順序 

避難立ち退きの誘導にあたっては、高齢者・幼児・妊産婦・女子・病人等を優先し、一般 

青・壮年はその次とする。 

また、避難行動要支援者の避難誘導については、自主防災組織や自治会など地域住民にお 

いても、福祉関係者との連携の下、市と協力して避難誘導を実施するよう努める。 

 

(2) 避難者の移送 

避難者の移送は各個に行うことを原則とするが、事態が急迫し、救出作業としてその必要 

があり、災害救助法が適用されたときは同法による作業として実施する。 
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(3) 市民の避難誘導体制 

ア  避難勧告等の発令区域・タイミング、指定緊急避難場所、避難経路等の住民の避難誘導 

等警戒避難体制をあらかじめ計画するものとする。 

その際、水害と土砂災害、複数河川の氾濫等、複合的な災害が発生することを考慮する

よう努めるものとする。 

イ 避難指示（緊急）、避難勧告、避難準備・高齢者等避難開始等について、河川管理者及 

び水防管理者等の協力を得つつ、洪水と土砂災害、複数河川の氾濫、台風等による河川洪 

水の発生等、複合的な災害が発生することを考慮するように努める。 

また、避難すべき区域や判断基準、伝達方法を明確にし、日頃から避難場所や避難路と

併せて市民への周知徹底に努めるものとする。 

ウ  被害の想定等により必要に応じて、近隣の市町の協力を得て、指定緊急避難場所を近隣 

市町に設けるものとする。 

 

８ 指定避難所の開設及び収容保護 

【主な実施機関】  市（教育委員会、社会福祉課、各支所地域課、契約管財課） 

 

指定避難所の開設及び収容並びに収容者の保護は、災害救助法による救助が適用された場合

は、同法に基づき市長が実施し、又は同法が適用されない災害あるいは同法が適用されるまで

は、市独自の応急対策として市長が開設しその旨を公示する。 

さらに、高齢者等の要配慮者に配慮して、福祉避難所を活用する。 

 

［対象者］ 

(1) 避難指示者の指示に基づき、又は緊急避難の必要に迫られた住家を立ち退き避難した者 

 

(2) 住家が災害により全焼・全壊・流失又は、半焼・半壊もしくは床上浸水を受け、日常起居 

る場所を失った者 

ただし、上記の者であっても被害をまぬがれた建物に居住し、あるいは親戚・縁者に避難 

する者はこの限りでない。 

 

(3) 収容期間 

災害救助法による指定避難所の開設、収容保護の期間は災害発生の日から７日間とするが、 

それ以前に必要がなくなった者は逐次退所させ、期間内に完了するものとする。 

ただし、期間中に被災者が住居、又は仮住居を見いだすことができず、そのまま継続する 

ときはその数が少数であれば災害救助法によらず、市独自の収容として行うものとし、又８ 

日以降においても多数の収容者を続けて収容する必要があるときは、災害発生後７日以内に 

県に収容期間の延長を要請するものとする。 

その申請事項を次のとおり明示する。 

ア 延長期間 

イ 延長を要する地域 

ウ 延長を要する避難所 氏名及び収容人員 

エ 延長を要する理由 

オ その他 

 

９ 指定避難所の運営 

【主な実施機関】  市（教育委員会、社会福祉課、各支所地域課、契約管財課） 

 

(1) 指定避難所の運営・管理 

ア 指定避難所の開設は、関係機関の協力のもと、市が行う。 

この際、スフィア・スタンダード（人道支援における国際基準）の理念を取り入れるよ

う努めるとともに、避難所における情報の伝達、食料、水等の配布、清掃等については、
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避難者、住民、自主防災組織、避難所運営について専門性を有した外部支援者等の協力が

得られるように努める。 

イ 指定避難所開設後は、住民が避難所運営マニュアルに基づいて、自主的に指定避難所を 

運営する。 

ウ それぞれの避難所で受け入れている避難者の状況及び避難所で生活せず食事のみ受け取

りに来ている被災者等（車中泊等の避難所外で生活する避難者を含む。）の状況を早期に

把握するよう努めるものとし、避難時における生活環境を常に良好なものとするよう努め

るとともに、避難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保、男女のニーズの違い等、

男女双方の視点等に配慮するものとする。 

特に、女性用トイレの快適な環境、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理 

用品、女性用下着の女性による配布、避難場所における安全性の確保など、女性や子育て

家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努めるものとする。 
なお、食料や生活必需品等の支給に当たっては、乳幼児、高齢者、障がい者、食物アレ 

ルギー者、女性等に配慮するものとする。 
エ 避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供等により、避難 

所の早期解消に努めることを基本とする。 

また、県とともに、災害時における被災者用の住居として利用可能な公営住宅や空き家

等を把握し、災害時に迅速に斡旋できるように努めるものとする。 

オ 市及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、専門家 

等との定期的な情報交換に努めるものとする。 

 

(2) 要配慮者への配慮 

指定避難所では高齢者、障がい者等要配慮者に配慮した施設・設備の整備に努めるととも 

に、避難者の心身双方の健康状態には十分配慮し、必要に応じ保健師等による巡回健康相談、 

社会福祉施設等への入所、ホームヘルパーの派遣、車椅子等の手配等を福祉事業者、ボラン

ティア団体等の協力を得て、計画的に実施するものとする。 

 

要配慮者に向けた情報の提供についても十分配慮するとともに、要配慮者の応急仮設住宅 

への優先的入居、高齢者・障がい者向け仮設住宅の設置等に努めるものとする。 

(3) 避難所等における生活環境の向上 

市は、県が締結した以下の民間事業者との協定などを活用し、避難所等（車中泊等の避難 

所外で生活する避難者を含む。）における生活の質の向上を図る。 

アマゾンジャパン及びヤマト運輸との協定による。必要な物を必要な量だけ支援可能な 

「ほしい物リスト」の活用する。 

 

(4)  災害時快適トイレ計画の活用 

県が策定する「災害時快適トイレ計画」について、市地域防災計画、避難所整備、避難所 

    運営マニュアルの改善等に活用するものとする。 

 

10 知事に対する報告 

  【主な実施機関】  市（企画総務課、危機管理課） 

 

市長は、自ら避難のための立ち退きを勧告し、若しくは指示し、又は立ち退き先を指示した

とき、及び警察官から避難のための立ち退きの指示について通知を受けたときは、すみやかに

知事に対して次の事項を報告するものとする。 

(1) 避難勧告、指示又は立ち退き先の指示の区分 

(2) 避難勧告等を発令した日時及び区域 

(3) 対象世帯及び人員 
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11 防災関係機関への連絡 

市長は、自ら避難のための立ち退きを勧告し、若しくは指示し、又は立ち退き先を指示した

とき、及び警察官から避難のための立ち退きの指示について通知を受けたときは、防災関係機

関へ連絡するものとする。 

 

12 災害救助法が適用された場合 

【主な実施機関】  市（社会福祉課） 

 

災害救助法が適用された場合の避難所の設置については、知事（権限が委任された場合は市

長）が行うものとするが、費用の対象等は次のとおりとする。 

(1) 対象者 

災害により現に被害を受けた者、又は被害を受けるおそれのある者 

 

(2) 期  間 

災害発生の日から７日以内 

 

(3) 費  用 

ア 指定避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用 

謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費及び仮設便所等の設置費 

イ 指定避難所が冬季（10月１日から３月31日）に設置された場合は、燃料費として別に定

める額を加算 

ウ 高齢者、障がい者等であって指定避難所での生活において特別な配慮を必要とする者を

収容する福祉避難所である場合は、当該地域の通常の実費を加算 
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第１０節 避難所外避難者の支援対策 
 

第１ 方 針 
 

避難者の様々な事情や目的、その意思に応じて避難所を選択することや避難所が自然発生する場

合があることから、車中泊避難者及び指定避難所以外の施設や屋外に自然発生した避難所等への避

難者（以下「避難所外避難者」という。）に対しても、食料・物資等の提供、情報の供給、避難所

等への移動など必要な支援を行うものとする。 

 

第２ 内 容 
 

１ 避難所外避難者の把握のための周知 

避難所外避難者に対し、最寄りの公的避難所に現況を連絡するよう周知を行う。 

 

２ 避難所外避難者の状況調査 

【主な実施機関】  市（社会福祉課、各支所地域課） 

 

避難所外避難者の状況を調査し、避難所に滞在することができない被災者に対しても、食料

等必要な物資の配付、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービスの提供、正確な

情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努めるものとする。 

民生委員・児童委員、介護保険事業者、障がい福祉サービス事業者等は、避難所外の避難行

動要支援者の所在や安否の確認に努め、把握した情報について市町村に提供する。 

避難所外避難者の状況は、発災後３日以内に把握し、必要な支援を開始する。 

 

３ 要配慮者に対する配慮 

【主な実施機関】  市（社会福祉課） 

 

指定避難所外に避難した要配慮者をできるだけ早く、指定避難所、福祉避難所、福祉施設又

は医療機関に移送する。 

 

４ 支援の実施 

【主な実施機関】  市（教育委員会、産業経済部、健康福祉部、各支所地域課、契約管財課） 

 

(1) 新たな避難先の提供（避難施設、テントなど）や食料・物資の供給、避難者の健康管理、 

健康指導を実施する。特に、車中泊等狭い場所で避難生活を送っている方に対して、エコ

ノミークラス症候群に対する注意喚起とその予防法について積極的な情報提供に努める。 
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第１１節 交通確保対策  
 

第１ 方 針 
 

災害時において、負傷者の搬送、災害対策要員、応急対策実施用資機材等の緊急輸送を円滑に行

うため、不通箇所の通報連絡、交通規制措置の実施等交通を確保するための対策を迅速かつ的確に

行う必要がある。  

 

第２ 内 容 
 

１ 道路交通状況の把握  

【主な実施機関】  市（建設部、農地整備課、企画総務課、危機管理課） 

 

各施設の被害状況及び交通の流れや支障物件、混雑の度合の調査をすみやかに実施するとと

もに、阿波吉野川警察署、東部県土整備局(吉野川庁舎)、四国地方整備局等の行政機関はもと

より、四国電力㈱や西日本電信電話㈱等通信事業者等の民間事業者との情報交換を緊密に行い、

道路交通状況等の把握に努めるものとする。  

 

２ 交通規制実施計画 

 

 

 

 

(1) 実施責任者  

交通規制・措置命令の実施は、次の区分によって行うものとする。 

区分 実 施 者 範           囲 

交 

 

 

通 

 

 

規 

 

 

制 

道路管理者 

国 

県 

市町村 

１ 道路の破損、決壊その他の事由により交通に危険があると認 

められる場合 

２ 道路に関する工事のため、やむを得ないと認める場合 

 

警   察 

 

公安委員会 

警察署長 

警 察 官 

１ 災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の 

緊急輸送等を確保するために必要があると認める場合 

２ 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る 

ため必要があると認める場合 

３ 道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交 

通の危険が生じ又はそのおそれがある場合 

措 

置 

命 

令 

災害派遣を命

ぜられた自衛

官・消防吏員 

警察官がその場にいないときで、それぞれの機関の緊急通行車

両の円滑な通行を確保する必要がある場合（当該措置をとった場

合には、所轄の警察署長に報告しなければならない） 

 

【主な実施機関】  市（建設部、農地整備課、企画総務課、危機管理課）、消防本部及び各消

防署、阿波吉野川警察署、東部県土整備局（吉野川庁舎） 



 

- 133 - 

(2) 交通規制の実施  

道路の破損、決壊、その他の事由により通行が危険であると認められる場合、又は道路に 

関する工事のためやむを得ないと認める場合は、その対象、区間又は地域、期間及び理由を

明瞭に記載した道路標識により、当該道路の通行を禁止し、又は制限するものとする。  

なお、大規模な地震災害により広範かつ甚大な道路被害が発生し、広域的な交通規制を行 

う必要があると認める場合は、隣接市町村、県、四国地方整備局等の道路管理者と協議の上、 

阿波吉野川警察署に対し交通規制の実施を要請するものとする。 

 

(3) 交通規制の通知  

道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合には、あらかじめ阿波吉野川警察署に対

し禁止又は制限の対象、区間又は地域、期間及び理由を通知するものとする。 

なお、あらかじめ通知するいとまがないときは、これらの事項を、事後すみやかに通知す 

るものとする。 

 

(4) 交通規制の周知  

交通規制を実施した場合、道路標識、迂回案内板又は交通規制の予告板等を設置して交通 

の混乱防止措置を講ずるとともに、テレビ、ラジオ等の報道機関（道路交通情報センターを 

含む。）を通じて、交通規制の周知徹底を図るものとする。 

 

３ 緊急通行車両等の確認 

(1) 緊急輸送車両の事前届出 

大規模な災害が発生した場合、災害対策基本法第76条の規定により、公安委員会の権限に 

おいて災害緊急輸送を行う車両以外の車両の通行禁止又は制限が行われることがある。  

ついては、災害が発生した場合に使用する予定のある市有車両については、緊急通行車両事 

前届出を行い、緊急通行車両事前届出済証の交付を受け、当該届出済証を車検証とともに保 

管しておくものとする。  

なお、災害発生時には、緊急通行車両届出済証を最寄りの警察署又は検問所に提出し、直 

ちに緊急通行車両確認証明書及び緊急通行車両標章の交付を受けるものとする。  

 

(2) 緊急輸送車両の確認申請  

大規模な災害が発生し、災害対策基本法第 76 条の規定により、公安委員会の権限におい 

て災害緊急輸送を行う車両以外の車両の通行禁止又は制限が行われる場合、(1)により緊急 

通行車両届出済証の交付を受けていない市有車両及び緊急調達した輸送車両については、直 

ちに緊急通行車両確認の申請を行い、緊急通行車両確認証明書及び緊急通行車両標章の交付

を受けるものとする。 

 

４ 緊急車両の通行ルート確保のための放置車両対策及び土地の一時使用等 

緊急車両の通行を確保する緊急の必要がある場合、道路管理者は、区間を指定して以下を実 

施することができる。 

(1) 緊急車両の妨げとなる車両の運転者等に対して移動を命令 

 

(2) 運転者の不在時等は、道路管理者自ら車両を移動（その際、やむを得ない限度での破損を 

容認し、併せて損失補償規定を整備） 

 

   (3) (1)(2)の措置のためやむを得ない必要がある時、道路管理者は、他人の土地の一時使用、 

竹木その他の障害物の処分が可能である。 
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４ 道路の応急復旧 

【主な実施機関】  市（建設部、農地整備課、危機管理課）、阿波吉野川警察署 

 

(1) 道路管理者は、災害応急対策に要する輸送が円滑に実施し得るよう、被害を受けた道路を 

すみやかに復旧するよう努めるとともに、その復旧状況を関係機関に報告又は通報するもの 

とする。 

 

(2) 道路管理者は、その管理に属する道路が災害により不通となり、応急対策実施上、重要か 

つ緊急を要する場合は、他の道路管理者の応援協力、又は必要により知事に対し自衛隊の災 

害派遣を依頼するものとする。 

 

５ 運転者への広報 

【主な実施機関】  市（企画総務課、秘書人事課、危機管理課）、阿波吉野川警察署 

 

大規模な地震が発生したときの運転者のとるべき措置として、次の事項の周知徹底を図るも

のとする。 

(1) 走行中の場合は、次によること。  

ア できる限り安全な方法により車両を道路の左側に停車させること。 

イ 停車後は、カーラジオ等により地震情報及び交通情報を聴取し、その情報及び周囲の状 

況に応じて行動すること。 

ウ 車両を置いて避難するときは、できる限り路外に停車させること。やむを得ず道路上に 

置いて避難するときは、道路の左側に寄せて停車させ、エンジンを切り、エンジンキーは 

付けたままとし、窓を閉め、ドアはロックしないこと。 

 

(2) 避難のために基本的には車両を使用しないこと。 
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第１２節 緊急輸送実施対策  
 

第１ 方 針 
 

災害時における被災者の避難、物資の輸送等を迅速確実に行うための輸送の方法等は、本計画の

定めるところによるものとする。 

 

第２ 内 容 
 

１ 実施責任者 

被災者、災害応急対策要員の輸送及び救援用物資、応急対策用資機（器）材等の輸送は、そ

れぞれの機関において行うものとする。 

 

２ 緊急輸送の対象  

市及び関係機関が実施する緊急輸送の対象は次のとおりである。  

(1) 消火、救急救助、医療（助産）救護のための要員及び資機材  

(2) 医療、助産その他救護のための輸送を必要とする者  

(3) 医薬品、医療用資機材  

(4) 飲料水、食料、生活必需品等の救護物資  

(5) 災害対策要員  

(6) 応急対策用資機（器）材  

(7) その他必要と認められるもの  

 

３ 緊急輸送車両確保計画 

 

 

 

(1) 緊急輸送車両の使用申請  

ア 大規模な災害により災害対策本部が設置された場合には、市有車両は契約管財課におい 

て集中管理するものとする。  

イ 市の各課等は、市有車両を緊急輸送に使用する場合は、契約管財課に対し、次の事項を 

明らかにして緊急輸送車両の使用を申請するものとする。  

(ｱ) 使用目的 

(ｲ) 車 種 

(ｳ) 使用期間 

(ｴ) 希望する受取りの日時及び場所 

【資料編 市有自動車数】 

 

【主な実施機関】  市（契約管財課、企画総務課、危機管理課） 
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(2) 緊急輸送車両の調達  

市有車両だけで不足する場合は、輸送対象等から適正な輸送手段を選定し、県、自衛隊、 

輸送事業者等に対し次の車両等の貸与を要請するものとする。  

ア 乗用車  

イ 乗合自動車  

ウ 貨物自動車等 

 

(3) 緊急輸送車両の配車  

ア 配車計画書の作成  

市有車両及び調達車両を集中管理し、緊急度、使用目的に応じた配車計画を作成する。  

イ 各課等への配車   

アの配車計画に基づき、緊急輸送車両の使用申請のあった各課等へ引き渡す。  

 

４ 市が県を通じ他機関に緊急輸送を依頼した場合の措置 

車両が不足する等の場合は、県に以下の事項を伝え他機関に緊急輸送の応援を依頼するもの

とする。 

(1) 輸送の種類及び輸送物資の内容 

(2) 輸送区間又は距離 

(3) 輸送を要する物資等の数量、積載台数等 

(4) 輸送を実施する期間 

(5) 輸送のために必要とする経費の内容及び金額 

(6) 輸送を必要とする理由 

(7) その他 
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第１３節 消防防災ヘリコプター等の派遣要請 
 

 

第１ 方 針 
 

災害等の発生により、広域的かつ機動的な活動を必要とする場合には、県の消防防災ヘリコプタ

ーを有効に活用し、災害応急対策の充実強化を図るものとする。この場合における派遣要請につい

ては、本計画の定めによるものである。 

 

第２ 内 容 
 

１ 消防防災ヘリコプターの災害応急対策 

市民の生命、身体、財産を保護するため、緊急を要し、必要があると認めるときは、県消防

防災ヘリコプターの出動を要請することができる。 

 

２ 消防防災ヘリコプターの活動内容 

消防防災ヘリコプターの性能、機能、機動性を活かし、災害発生時等において、主に次の活

動を行う。 

(1) 救急活動（傷病者の搬送、医師及び医療機材等の搬送） 

(2) 救助活動（孤立者等の捜索・救助） 

(3) 災害応急活動（被害状況の調査及び情報収集、災害情報・警報等の伝達情報、救援物資・ 

人員の輸送） 

(4) 火災防御活動（被害状況の調査及び情報収集、避難誘導等の広報、消防隊員及び消火資機 

材等の搬送、火災等の消火） 

(5) その他消防防災ヘリコプターが有効な活動 

 

３ 飛行場外離着陸場の確保 

災害時において県消防防災ヘリコプターの迅速な活動が実施できるよう、活動の現場での拠

点となる飛行場外離着陸場の整備に努めるものとする。 

 

４ 要請先 

消防防災ヘリコプターの出動要請先は以下のとおりである。 

 消防防災ヘリコプター出動要請先 

勤務時間内 

徳島県消防防災航空隊事務所 

  電話  ０８８－６８３－４１１９ 

  FAX   ０８８－６８３－４１２１ 

  県ネットワーク無線 電話 ３７８ 

勤務時間外 

17:15～8:30 

徳島県庁衛視室 

  電話  ０８８－６２１－２０５７ 

  県ネットワーク無線 電話 ＊－２０５７ 

【主な実施機関】  市（危機管理課）、消防本部及び各消防署 
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第１４節 消火活動等の実施 
 

第１款 消火活動 

 

第１ 方 針 
 

大規模地震発生時には、火災の多発や家屋の倒壊等により極めて多くの人命の危険が予想される

ことから、消防機関はもとより市民、事業者をあげて出火防止と初期消火に努めるとともに、消防

機関は関係防災機関との連携を保ちつつ、その全機能をあげて安全確保、消火、救助、救急等にあ

たり、災害から市民の生命、身体及び財産を保護する必要がある。 

消火活動の基本方針は次のとおりとする。  

 

１ 市民、自主防火組織及び事業所等は、自らの生命及び財産を守るため、出火防止及び初期消 

火活動を行うものとする。  

２ 市民は、協力して可能な限り消火活動を行い、火災の拡大防止に努める。特に危険物を扱う 

事業所においては、二次災害の防止に努めるものとする。  

３ 消防機関は、関係防災機関と連携を保ちつつ、その全機能をあげて消火活動を実施する。  

 

第２ 内 容 
 

１ 消防機関（消防本部及び各消防署）の活動 

(1) 火災情報の収集及び伝達  

ア 消防本部及び各消防署は職員を望楼等の高所見張及び巡回等に配置し火災の早期発見に 

努めるとともに、１１９番通報、かけこみ通報、救急無線、防災ヘリ、参集職員の情報など

消防活動に関する次の情報を収集し、初動体制を整えるものとする。  

(ｱ) 延焼火災の状況  

(ｲ) 自主防災組織等の活動状況  

(ｳ) 道路の通行状況  

(ｴ) 消防ポンプ自動車等消防施設及び消防水利の活用可能状況  

イ 消防長は、災害の状況を市長に報告し、応援要請等の手続きに遅れのないよう働きかけ 

るものとする。 

 

(2) 火災防御方針  

災害時の消火活動は、収集した情報を分析し、火災の態様に応じた防御活動を展開するも

のとし、人命の安全確保を最重点に行うものとする。  

ア 火災発生が少ないと判断したときは、積極的な防御を行い一挙鎮滅を図る。  

イ 火災が発生し、同時に対処できないと認める場合は、延焼拡大の危険性の高い地域、市 

民の生命の保護、生活に重大な影響を及ぼすおそれのある施設等を重点的に消火活動を実

施する。  

ウ 火災が著しく多発又は延焼火災が発生する等市民の生命に危険を及ぼすことが予想され 

れる場合は、指定緊急避難場所及び避難路周辺を優先防御するとともに市民の避難誘導を 

行い、市民の安全確保を最優先とする活動を行う。  

エ 高圧ガス大量保有事業所、毒物劇物取扱施設から出火し、多数の消防隊を必要とする場 

合は、市街地に面する部分及び市街地の延焼火災防御にあたる。  

オ 特殊対象物からの出火であっても他に延焼危険の少ない火災は、延焼火災を鎮圧した後 

に部隊を集中して防御にあたる。  

カ 火災と水災が同時に発生した場合は、人命救助を第一とするほか、原則として火災防御 

を優先とする。  

キ 自主防災組織等が実施する消火活動との連携、指導に努める。 

 

【主な実施機関】  市（企画総務部、危機管理課）、消防本部及び各消防署、消防団 
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２ 応援派遣要請  

自地域の消防力で十分な活動が困難である場合、相互応援協定に基づいて他の市町村の消防

隊の応援を要請するものとする。 

また、必要に応じ、県に対し応援隊の必要性を連絡する。  

 

３ 応援隊の派遣 

本市が被災していない場合、相互応援協定、県の指示により、又は緊急消防援助隊の一部と

して、消防隊を災害地に派遣し、被災自治体の消防活動を応援するものとする。特に、近隣市

町村での被害に対しては直ちに出動する。  

 

４ 消防団及び自主防災組織 

消防団は、地域に密着した防災機関として、地域の自主防災組織の指導を行うとともに、現

有装備を活用して次により、出火防止、消火活動、救急救助、避難誘導その他災害の防御活動

を行うものとする。  

(1) 出火防止  

地震発生と同時に付近住民に対して出火防止を広報するとともに、出火した場合は、市民

と協力して初期消火にあたる。 

 

(2) 消火活動等 

消防隊の出動が不能又は到達困難な場合においては、消火活動及び主要避難路の確保等の

防災活動を行う。  

 

５ 事業所等 

(1) 火災予防措置 

火気の消火及び高圧ガス、石油類等の供給停止、ガス、石油類、毒物、劇薬等の流出又

は漏洩等異常事態の発生の有無の点検を行い、必要な防災措置を講ずる。  

 

(2) 火災が発生した場合の措置 

ア 自主防災組織による初期消火及び延焼防止活動を行う。 

イ 関係機関への通報及び必要に応じて従業員、顧客等の避難誘導を行う。 

 

(3) 災害拡大防止措置 

高圧ガス、石油類、毒物、劇薬等を取り扱う事業所等において、異常が発生し災害が拡

大するおそれがあるときは、次の措置を講ずる。  

ア 周辺地域の居住者等に対し、避難等の行動をとる上で必要な情報を伝達する。 

イ 立入禁止等の必要な防災措置を講ずる。  

 

６ 市 民 

(1) 火気の遮断  

使用中のガス、石油ストーブなどの火気取扱器具は直ちに火気の遮断をするとともに、

ＬＰガスはボンベのバルブを閉止する。 

 

(2) 初期消火活動 

火災が発生した場合は、消火器、水バケツ等で消火活動を行うとともに、大声で周辺の

人に知らせて協力を求める。 

 

７ 惨事ストレス対策 

     消火活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。 
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第２款 水防活動 

 

第１ 方 針 
 

洪水・雨水出水等による水災を警戒し、防御し、これによる被害を軽減するための水防活動は、

阿波市水防計画及び水防管理団体の水防計画により実施する。 

 

第２ 内 容 
 

１ 消防団（水防団） 

消防団（水防団）は、大規模な地震が発生し、洪水・雨水出水による浸水による被害が発生

した場合又はそのおそれがある場合には、次の活動を行う。  

(1) 区域内の監視、警戒及び水防施設の管理者への連絡、通報  

(2) 水防に必要な水防団員の招集と資機材の点検整備  

(3) 水防団相互の協力及び応援  

 

２ 緊急時の措置 

河川の管理者及び水防管理者（市長）は、震度４以上の地震を感じたときは直ちにその管理

施設を巡視、点検するとともに、危険箇所の監視、警戒にあたり、被災箇所を発見したときは、

すみやかに当該施設の管理者に連絡し、必要な措置を求めるものとする。 

また、水門、樋門等の管理者は、操作設備の安全点検をするとともに、関係機関（水防本部、

警察、報道機関等）に連絡をとり、付近住民の安全を図るものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な実施機関】  市（企画総務部、建設部、危機管理課）、消防本部及び各消防署、 

消防団（水防団） 
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３ 阿波市水防本部の組織等  

水防本部は本庁に置き、組織は次のとおりとする。 

また、必要に応じて支所等に現地対策本部を設置する。 

水防本部長は、必要に応じて職員を水防本部へ配置することができる。 

 

(1) 組織図

 

阿波市水防本部 

本部長 

副本部長

本部員 

本部員会議 

危機管理課 

企画総務課 

建設課

住宅課

水道課

          

消防団（水防団） 

現

地

対

策

本

部

連

絡

調

整

会

議

現地対策本部 

連絡班

情報集計班

警備班

土嚢管理班 

避難所運営班

樋門担当職員

方面本団

方面団長 

方面副団長 

消防団担当職員

分団 
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(2) 事務分掌  

ア 阿波市水防本部  

・阿波市役所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部長 市長 

副本部長 副市長 

 教育長 

 政策監 

 消防団長 

本部員 企画総務部長、次長 

 建設部長、次長 

 
教育次長 

健康福祉部長 

 
本部長が招集する部長等 

秘書人事課長 

事務局 危機管理課 ・ 災害対策の総括 

（各担当課） 企画総務課 
・ 災害情報の収集、集計、連絡調整、マスコミ対 

応等 

 建設課 ・ 道路等の通行止め情報収集、調査、連絡等 

 住宅課 ・ 公営住宅等の災害情報収集、連絡等 

 水道課 ・ 給水施設の管理等 

市長不在又は連絡がとれない場合の意思決定者は次の順位に従うものとする。 

 １．市長 → ２．副市長 → ３．政策監 → ４．企画総務部長 
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イ 現地対策本部 

・本庁、各支所等 

 現地対策本部長 
（市長の任命する者） 

・ 災害状況にあわせて現地対策員を選任し、召集する。 

・ 現地対策本部の指揮 

現地対策班員 
（現地対策本部長の選任） 

・ 職員を配備 

連絡班 ・ 電話等の災害受付を行う。 

・ 災害時受付簿及び送受信個表に記載する。 

情報集計班 ・ 連絡班の記載した災害時受付簿を集計し、各課へ情報 

を伝える。 

・ 被害、避難者数及び避難者の対応状況等の集計、報告 

・ 班長は水防本部（企画総務課支所担当職員）へ報告 

を行う。 

警備班 ・ エリアを定めて危険箇所の巡回 

・ 被害情報の事実（状況）確認等 

・ 通行止めが必要な場合バリケード、交通整理 

土嚢管理班 ・ 市民の土のう要求時の車等への積み込み作業、土のう 

の作成作業 

・ 消防団と連携し独居高齢者等要配慮者宅への土の運 

搬の手伝い 

避難所運営班 

（開設時） 

・ 指定避難所の開設、運営業務、災害備蓄物資、飲食料 

の配付等 

・ 避難者名簿の作成、健康状態等を把握 

・ 各指定避難所は避難者数及び避難者の対応状況等を 

情報集計班へ報告 

樋門担当職員 ・ 樋門、排水機場において河川の水位を監視、河川水位、 

樋門開閉、排水機場操作情報を情報集計班へ報告（越水

等緊急を要する場合は水防本部へ報告の上、情報集計班

に報告） 

・水防団各方面（消防団各方面） 

 方面団長 ・ 方面水防団統括 

方面副団長 ・ 各分団長へ指示 

消防団担当職員 ・ 水防本部、各現地対策本部との連絡調整 

方面各分団 ・ 独居高齢者等要配慮者宅への避難呼びかけ等の支援、 

土のうの運搬、土のう積み降ろし作業 

・ 巡回、その他水防活動 

市長不在又は連絡がとれない場合の意思決定者は次の順位に従うものとする。 

１．市長 → ２．副市長 → ３．政策監 → ４．企画総務部長 
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■ 阿波市水防本部、解除後の被害調査について 

・阿波市役所、各支所 

 現地対策本部長 
（市長の任命する者） 

・ 予想される災害状況にあわせて被害調査エリア（何班必 

要か）決める。 

・ 現地対策員と打合せの上、災害後の被害調査班の選任を 

行う。 

・ 被害調査班が把握した情報を取りまとめの上、危機管理 

課へ報告する。 

被害調査班 ・ 被害調査エリアを巡回し、被害調査（床下、床上浸水被 

害や公共物被害等）を行う。 

・ 床上、床下浸水被害の住宅へ消毒液（オスバン、クレゾ 

ール）を配る。 

・ 現地対策本部長へ被害状況の報告を行う。 

 

４ 重要水防区域  

重要水防区域の詳細と危険な場合の措置については、別途資料編のとおりとなっている。  

【資料編 水防危険箇所一覧表】  

 

５ 伝達系統  

吉野川において洪水のおそれがあるときは水位流量が示され、次の系統により一般に周知す

るものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 水位の伝達等  

(1) 水位の伝達  

水防管理者（市長）は、気象情報の通報があったときは直ちに関係分団へ伝達するものと 

する。  

 

 

 

 

 

 

徳島地方気象台 

徳島県(水防本部) 

阿波市(水防本部) 

四国地方整備局 

徳島河川国道事務所 

東部県土整備局(吉) 

広報車 

サイレン 
水防団 

新 

聞 

社 

Ｎ 

Ｈ 

Ｋ 

四 

国 

放 

送 

市        民 
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(2) 量水標水位等（水防本部長の定める時刻に通報する）  

 

河川名 

 

水位監視班 

 

名  称 

水  位  

責 任 者 通報 
(指定) 警戒 

吉野川 中央橋監視班 中央橋量水標 3.4m 4.9m 地区監視班長吉野方面6分団 

〃 西香美監視班 香美橋量水標 4.3m 5.3m 地区監視班長市場方面3分団 

〃 大野島監視班 大野島橋量水標 5.5m 6.5m 地区監視班長市場方面1分団 

〃 岩津監視班 岩津量水標 3.3m 5.3m 地区監視班長阿波方面7分団 

 

７ 気象状況の伝達等  

(1) 気象情報の伝達等  

水防管理者（市長）は、雨に関する注意報及び警報が発表された場合は、その状況に応じ 

て水防団に連絡し、河川の見回りを強化するとともに、市民に対して情報の伝達及び周知を 

行うものとする。  

 

(2) 雨量情報の収集先（河川）  

河 川 名 
雨 量 情 報 収 集 先 

備考 
機関名 電話 ＦＡＸ 

吉野川 

国土交通省 

四国地方整備局 

徳島河川国道事務所 

088-654-2211 088-626-4156 

 

県管理河川 徳島県河川振興課 088-621-2575 088-621-2870  

四国全域 
河川情報センター 

（高松市） 
0878-51-9911 087-851-9922 

 

 

８ 水防活動  

(1) 水防本部  

水防本部は、気象注意報及び警戒警報が発せられ、災害が発生するおそれがある場合は、 

直ちに活動を開始する。 

また、各支所に現地対策本部を置くことができる。  

 

(2) 消防団（水防団）  

ア 水防団員  

水防団員は、水防信号第１信号で出動を予期して待機し、第２信号で出動するものとす

るほか、防災無線等の放送等による。  

イ 出動分団  

出動分団は、４重要水防区域の「危険な場合の出動分団」のとおりとする。  

ただし、吉野川洪水の場合の出動分団は、吉野方面第６分団、市場方面第１分団、第３

分団及び阿波方面第７分団とする。  

なお、被害が甚大と予想される場合は、事態に応じて出動分団以外の分団も出動させる

ものとする。  

 

(3) 水防信号  

水防信号は次のとおりである。（徳島県規則第２号）   

第１信号 氾濫注意水位（警戒水位）に達したことを知らせる。  

第２信号 水防団員及び消防機関に属する者の全員が出動すべきことを知らせる。  

第３信号 当該水防管理団体の区域内に居住する者が出動すべきことを知らせる。  

第４信号 必要と認める区域内の居住者に避難のため立ち退くべきことを知らせる。  

    地震による堤防の漏水、沈下等の場合は、上記に準じて取り扱う。 
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区  分 警  鐘  信  号 サ イ レ ン 信 号 

第１信号 〇休止〇休止〇休止 約５秒    約５秒    約５秒 

  〇休止約15秒 〇休止約15秒 〇休止約15秒 

第２信号 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 約５秒    約５秒    約５秒 

  〇休止約６秒 〇休止約６秒 〇休止約６秒 

第３信号 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 約10秒    約10秒    約10秒 

  〇休止約５秒 〇休止約５秒 〇休止約５秒 

第４信号 乱       打 約１分    約１分 

  〇休止約５秒 〇休止約５秒 
 

９ 水防法に定める水防警報  

水防法に定める水防警報については、阿波市地域防災計画風水害対策編 第２章災害応急対

策第１節水防計画 第４予報及び警報の内容を準用する。  

 

10 特別警戒水位情報  

特別警戒水位情報については、阿波市地域防災計画風水害対策編 第２章災害応急対策 第１

節水防計画 第４予報及び警報の内容を準用する。  

 

11 惨事ストレス対策  

水防活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。 

 

第３款 救助活動 

 

第１ 方 針 
 

救助活動の基本方針は、次のとおりとする。 

１ 被災者の救出は、消防本部及び各消防署が行う。  

２ 生命身体が危険な状態にある者の救出は、警察機関が他の措置に優先して行う。 

 

第２ 内 容 
 

１ 情報の収集及び伝達  

(1) 消防本部及び各消防署は、１１９番通報、かけこみ通報、救急無線、防災ヘリ、参集職員 

の情報などを総合して、被害の状況を把握し、初動体制を整えるものとする。 

 

(2) 消防長は、災害の状況を市長に報告し、応援要請等の手続きに遅れのないよう働きかける 

ものとする。  

 

２ 救助の対応方針  

災害発生後、多発すると予想される救助・救出の要請に対して、原則として次の基準により

対応するものとする。  

(1) 被災者の救出及び捜索等は、消防機関（水防団）を主体とした救出班を編成し、警察機関 

とともに実施する。  

 

(2) 救急処置及び救助は、救命の処置を必要とする負傷者を優先とし、その他の負傷者はでき 

る限り自主的な処置を行わせるとともに、他の防災機関との連携の上、救急救護活動を実施 

する。 

【主な実施機関】  市（危機管理課、企画総務部、健康推進課、建設部）、 

消防本部及び各消防署、消防団（水防団） 



 

- 149 - 

(3) 延焼火災が多発し、同時に多数の救急・救助が必要となる場合は、火災現場付近を優先 

に救急・救助活動を行う。 

 

(4) 延焼火災が少なく、同時に多数の救急・救助が必要となる場合は、多数の人命を救護で

きる現場を優先に、効果的な救急・救助活動を行う。  

 

(5) 同時に小規模な救急・救助を必要とする事象が併発した場合は、救命効率の高い事象を

優先に救急・救助活動を行う。  

 

(6) 救急・救助の必要な現場への出動は、救命効率を確保するため、努めて救急隊と他の隊

が連携して出動する。  

 

(7) 救助活動を必要としない現場への出動は、救急隊のみとし、救命を要する重傷者を優先

に出動する。  

 

３ 救助資機材の調達  

家屋の圧壊、土砂崩れ等により、通常の救助用資機材では対応困難な被害が生じたときは、

民間の建設業者等の協力を得て重機を調達して迅速な救助活動を行うものとする。  

【資料編 土木業者一覧】  

 

４ 現場救護所の設置  

災害の状況によって必要と認めるときは災害現場に応急救護所を設置し、医療機関、消防団、

自主防災組織、ボランティア団体等と協力して、傷病者の応急手当、振り分け（トリアージ）

を行うものとする。  

 

５ 後方医療機関への搬送  

(1) 救命処置を要する重傷者を最優先として、医療機関に搬送するものとする。  

 

(2) 搬送にあたっては、搬送先の医療機関では、施設・設備の被害、ライフラインの途絶等 

により、治療困難な場合も考えられるため、各医療機関が受入れ可能な状況であるかの情

報を早期に収集して、医療救護班及び救急隊に対して情報を伝達する。  

 

(3) 医療機関の被災により、病院から病院への転院搬送の需要も生じると考えられるため、 

被災地外の医療機関との連絡をとり、転院搬送を実施する。  

 

６ 応援派遣要請  

消防本部は、自地域の消防力で十分な活動が困難である場合、相互応援協定に基づいて他の

市町村の消防隊の応援を要請するものとする。 

また、必要に応じ、県に対し応援隊の必要性を連絡する。  

 

７ 応援隊の派遣  

消防本部は、本市が被災していない場合、相互応援協定、県の指示により、又は緊急消防援

助隊の一部として、消防隊を災害地に派遣し、被災自治体の消防活動を応援するものとする。

特に、近隣市町村での被害に対しては直ちに出動する。  

 

８ 警察、医療機関との連携  

被災者救出のための通報を受領し、救出活動を実施するときは、特に警察及び医療機関と密

接な連絡をとりながら救出活動を行うものとする。  
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第３ 消防団及び自主防災組織等  
 

地震発生後に同時多発火災が発生した場合、消防機関の主力は延焼阻止に向けられる。  

また、交通の混乱や殺到する救助要請に対処するため、火災が発生しなくとも、平常時のような

救助・救急活動は期待できないため、地域における自主防災活動が重要なものとなる。  

ついては、消防団及び自主防災組織は、地震発生後において、近隣の安否を確認し、負傷者又は

閉じこめられた者等が発生したときは、近隣住民の協力のもと自主的な救助・救急活動を行うもの

とする。  

 

第４款 危険物施設の安全確保 

 

第１ 方 針 
 

災害時の危険物施設の安全確保及び従業員や周辺住民の避難をすみやかに行う必要がある。 

 

第２ 内 容 
 

１ 応急処置 

(1) 施設の所有者及び管理者又は占有者  

ア 地震が発生した場合、施設内の火気を完全に消火するとともに、状況に応じて施設内の 

電源は保安回路を除いて切断するなどの応急処置を適正かつすみやかに実施する。  

イ 必要な場合は、従業員、顧客又は付近住民に避難するよう警告する。  

ウ 被害状況等について、消防機関、警察署等防災関係機関に報告する。  

 

(2) 市 長  

ア 被害が広範囲にわたり、引火、爆発又はそのおそれがあると認めるときは、施設関係者 

及び関係機関と密接な連絡をとり、立入禁止区域の設定をするとともに、当該区域内の市

民に対して避難、立ち退きの勧告指示を行う。  

イ 火災の防御は、自力の消防力を有機的に運用して実施するものとするが、特に火災の状 

況、規模、危険物の種類等により、必要な場合は消火用薬剤の収集、化学消防車の派遣要

請等他の機関の応援を要請する。  

ウ 流出、転倒及び浮上した危険物のタンク等については、使用の停止を命じ、危険物の排 

除作業を実施させるとともに、危険区域はロープ等で区画し係員を配置する。  

 

２ 通報体制  

 
 

【主な実施機関】  市（商工観光課、消費生活センター、企画総務課、契約管財課、危機管理課）、 

消防本部及び各消防署、消防団 

事  業  所 
阿波市災害対策本部 

阿波吉野川警察署 
ＴＥＬ 0883-25-6110 

応援消防本部

徳島県災害対策本部
危機管理部

徳島県県警本部 

（危険物施設異常発生） 
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第５款 被災建築物及び被災宅地に対する安全対策 

 

第１ 方 針  
 

地震により建築物及び宅地が被害を受けた場合、余震等による二次災害を防止し、市民の安全の

確保を図るため、被災建築物及び宅地の応急危険度判定を行うため、必要な措置を講ずるものとす

る。 

 

第２ 内 容 
１ 実施機関  

地震により建築物及び宅地が被害を受けたときは、応急危険度判定実施本部を設置し、その

後の余震等による二次災害の発生を防止するため、被災建築物及び宅地の応急危険度判定を

行うとともに、必要な措置を講ずる。 

また、必要に応じて県へ判定支援要請を行うものとする。 

 

２ 判定資機材の準備 

応急危険度判定を行う場合に備えて以下のような判定資機材を準備しておくものとする。 

(1) 応急危険度判定時に最低必要なもの 

登録証（標準）、腕章（標準）、ヘルメット用シール、判定マニュアル（又は判定士手帳） 

クラックスケール、判定ステッカー、判定調査表、判定街区マップ、筆記用具、下げ振り、

ガムテ―プ 

 

(2) その他 

ヘルメット、（状況によっては、雨具、防寒具、水筒、マスク）、その他必要と認める資機材 

【主な実施機関】  市（建設部、各支所地域課、税務課、危機管理課）、徳島県 
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第１５節 救出・救助対策 
 

【主な実施機関】  市（建設部、企画総務部、危機管理課）、消防本部及び各消防署、消防団 

 

第１ 方 針 
 

災害のため生命身体が危険な状態にある者又は、生死不明の状態にある者に対する捜索又は救助

の実施は本計画の定めるところによるものとする。 

 

第２ 内 容 
 

１ 実施機関 

(1) 被災者の救助及び捜索は、市の消防機関が主体となり、関係機関とともに実施するもの 

とする。 

 

２ 救助の方法 

(1) 救助・救急活動を行うほか、被害状況の早急な把握に努め、必要に応じ、他の市町村等 

に応援を要請するものとする。 

 

(2) 市長が必要と認めるときは、支所に現地災害対策本部を置き、旧町の職員をもって救助・ 

救急活動に当たるものとする。  

 

(3) 救助・救急活動に必要な資機材は、原則として、実施機関が携行するものとする。 

 

(4) 救助した負傷者は、応急措置をした後、医療機関に収容する。 

 

３ 災害救助法が適用された場合の救出 

災害救助法が適用された場合の救出の措置については、知事の職権を委任された市長が行う

ものとするが、費用の対象等は次のとおりとする。 

(1) 対象者 

ア 災害のため、現に生命身体が危険な状態にある者 

イ 災害のため、生死不明の状態にある者 

 

(2) 救出期間 

災害発生の日から３日以内 

 

(3) 費用の限度額 

ア 借上費 

舟艇、その他救出のために必要な機械、器具の借上費で直接使用したもの 

イ 修繕費 

救出のために使用した機械器具の修繕費 

ウ 燃料費 

機械器具等を使用する場合に必要な燃料費 

 

４ 必要な資機材の保有・調達 

救出・救助に必要な資機材を保有しておくとともに、不足する資機材については、あらかじ

め業者等と協定を締結するなど確保に努めるものとする。 

 

５ 自主防災組織等の活動 

自主防災組織等は、災害時には市及び消防機関と協力して被災者の救出・救助に努めるもの

とする。 
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第１６節 医療救護活動 
 

第１ 方 針 
 

災害時における応急医療体制を確立し、関係医療機関及び関係防災機関と密接な連携をとりなが

ら被災者の救護に万全を期する必要がある。 

 

第２ 内 容 
 

１ 実施責任者 

災害時に於いて平常時の医療が不可能又は困難なときの医療救護活動は、災害救助法が適用

された場合については知事（知事の委任により市長）が行う。又同法が適用されるまでの間は、

市独自の応急対策として市長が実施するものとする。 

市において実施不可能なときは、県あるいは日本赤十字社に医療班の派遣を要請するものと

する。 

 

２ 医療救護体制 
【主な実施機関】  市（健康福祉部、建設部、各支所地域課、税務課、危機管理課）、徳島県、

医療関係者 

 

(1) 初動体制等 

ア 情報の収集 

災害時に効果的な医療救護活動を行うためには、正確な被害状況等の把握と医療機関等

との迅速かつ的確な連絡及び情報交換が最も重要である。 

阿波市医師会等の協力を得て、可能な手段を用いて直接人的被害及び医療機関（診療所

及び歯科診療所を含む。）の被害状況や活動状況等の情報の収集に努めるものとする。 

イ 初動体制の確保 

(ｱ) 医療救護所 

     地域性、建物の耐震性、収容能力、機能性を考慮の上、医療救護所を設置するととも 

に、市民に周知する。 

(ｲ) 医療従事者の確保 

       原則として、災害・事故等時の医療救護に関する協定に基づく医療機関により医療救

護班を編成・実施する。 

      医療救護活動に従事する医療従事者が不足し、対応できない場合は、次の事項を明示

して県に医療従事者の派遣を要請するものとする。 

     ａ 必要人員 

     ｂ 期 間 

     ｃ 派遣場所 

     ｄ その他必要事項 

    (ｳ) 業 務 

      医療救護所においては、次の業務を重点的に実施するものとする。 

     ａ 傷病者の傷病の程度判定（傷病者の振り分け業務） 

     ｂ 後方医療救護機関への転送の要否及び転送順位の決定 

     ｃ 重症者の応急処置及び中等症者に対する処置 

     ｄ 転送困難な傷病者及び指定避難所等における軽症者に対する医療 

     ｅ 助 産 

     ｆ 記録及び災害対策本部への状況報告 

(ｴ) 災害救助法が適用された場合 

       災害救助法に基づく医療及び助産は、原則として医療救護班によって行うものとする。 

      ａ 医療及び助産の対象 

(a) 応急的に医療を施す必要がある者で、災害のため医療の途を失った者。 

(b) 災害の発生日以前又は、以後７日以内に分べんした者で助産の途を失った者。 
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      ｂ 医療及び助産の範囲 

       (a) 診 察 

       (b) 薬剤又は治療材料の支給 

       (c) 処置、手術その他の治療及び施術並びに看護 

       (d) 病院又は診療所等への収容 

       (e) 分べんの介助 

       (f) 分べん前及び分べん後の処置 

       (g) 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給 

      ｃ 医療及び助産の期間 

(a) 医療の実施期間は、災害発生の日から14日以内とする。 

(b) 助産の実施期間は、分べんした日から７日以内とする。 

 

ウ 医療救護班の編成 

(ｱ) 「災害・事故等時の医療救護に関する協定書」に基づき、必要に応じて市内の医療機 

関（開業医）又は助産師の応援を得て、医師、看護師、助産師又は保健師をもって医 

療救護班を編成し、出動するものとする。 

【資料編 災害・事故等時の医療救護に関する協定書】 

(ｲ) 災害の種類及び程度によっては、阿波市医師会、阿波及び板野郡歯科医師会、徳島県 

薬剤師会阿波吉野川支部等の協力を要請し、災害の状況に応じた医療救護活動を行うも 

のとする。 

(ｳ) 災害の程度によっては市の能力をもってしても十分な対応ができないと認められると 

きは、県及びその他の関係機関に協力を要請するものとする。 

(ｴ) 市内医療機関等 

【資料編 病院及び病床数、救急病院等一覧】 

エ 医療救護所の設置 

必要に応じて、阿波市医師会と相談し、学校、集会所、病院等に医療を実施するための

医療救護所を設置するものとする。 
 

■市で設置可能な医療救護所 

（単位；人） 

地区名 施 設 名 所  在  地 収容能力 備考 

吉野地区 吉野保健センター 阿波市吉野町西条字大西 53-1   80 
 

土成地区 
子育て支援センター 

「わんぱく広場」 

阿波市土成町吉田字山の神

23-1 
50 

 

市場地区 市場総合福祉センター 阿波市市場町興崎字北分 60    300  

阿波地区 阿波健康福祉センター 阿波市阿波町久原 36-2    200  
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３ 応急医療活動計画 

【主な実施機関】  市（健康推進課）、徳島県、医療関係者 

 

(1) 医療機関等 

市及び医療関係機関は、設備及び人員等において患者の急増に対応できる体制の確保に努

め、事前に収容可能人員を明確にしておくものとする。 

なお、限られた医療資源を十分に活用するため、患者の治療の優先度に応じて振り分け（ト

リアージ）を行い、効果的な治療を行うものとする。 

 

(2) 医療救護班 

ア 輸 送 

医療救護活動が円滑に実施できるよう、医療救護班の輸送にあたっては、輸送手段の優

先的な確保など特段の配慮を行うものとする。 

イ 連絡要員の配置 

被災地域内の医療情報の拠点に応援のために市職員を派遣し、各医療救護所等に配置す

るなど、医療救護班の連絡調整のために特段の配慮を行うものとする。 

ウ 業 務 

医療救護班は、次の業務を重点的に行うものとする。 

(ｱ) 傷病者の傷病の程度判定（傷病者の振り分け業務） 

(ｲ) 後方医療救護機関への転送の要否及び転送順位の決定 

(ｳ) 重症者の応急処置及び中等症者に対する処置 

(ｴ) 転送困難な傷病者及び指定避難所等における軽症者に対する医療 

(ｵ) 助 産 

(ｶ) 死亡の確認 

(ｷ) 遺体の検案 

(ｸ) 記録及び災害対策本部への報告 

(ｹ) その他状況に応じた処置 

エ ボランティアとの連携 

医療救護班は、ボランティアとの連携を図り、医療を必要とする被災者の情報収集に努

め、救護活動を行うものとする。 

 

(3) 医薬品等の供給 

ア 関係機関において緊急輸送路を確保し、市役所等に備蓄している医薬品並びに阿波市医 

師会の協力のもと流通備蓄されている医薬品等を医療救護所等にすみやかに供給し、初動

期における人命の救助に万全を期するものとする。 

  また、医薬品等が不足する場合は、県へ医薬品等の供給を要請するものとする。 

イ 輸血用血液製剤については、県を通じて県内血液センターへ供給を要請するとともに、 

必要に応じて県及び日本赤十字社徳島県支部に要請して県外からの供給を受けるものと

する。 

 

４ 後方支援活動計画 

【主な実施機関】  市（健康推進課）、消防本部及び各消防署、徳島県、医療関係者 

 

被災地内の災害医療活動を調整するため、吉野川医療センターに参集する医療コーディネー

ターと被災地外への患者輸送、受入医療機関の確保及び医療救護班の配置に係る調整等を行う。 

 

(1) 患者受入先の確保 

ア 後方医療施設の確保 

(ｱ) 医療救護班では対処できない重中等症者は、後方医療施設に搬送し、入院・治療等の 

医療救護を行うものとする。 
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(ｲ) 後方医療施設は、原則として病院群輪番制病院及び救急告示医療機関とするが、必要 

な場合は、被災を免れた医療施設に協力を要請する。 

(ｳ) 県の協力を得て、県下全域の救急医療施設の応需情報などを収集し、医療救護班と消 

防本部及び各消防署を徳島県災害時情報共有システム、救急無線、携帯電話等による通

信手段の確保・連結を図り、これら情報をもとに消防本部及び各消防署は応需可能な後

方医療施設を選定する。 

イ 被災病院等の入院患者の転院等 

病院等が被災し、当該施設の入院患者に継続して医療を提供できないとき、あるいは治

療困難等により被災地域外の後方医療施設へ重傷者を転院搬送する必要が生じた場合で、

病院等で後方医療施設が確保できないときは、後方医療施設の確保に努めるものとする。 

 

(2) 搬送体制の確保 

ア 緊急輸送路の確保 

重傷者を後方医療施設へ搬送するために緊急輸送路（陸路及び空路）を確保する。 

イ 傷病者の搬送 

(ｱ) 災害現場に到着した救急隊員は、傷病者の傷病程度に応じて後方医療施設を選定の上、 

傷病者を搬送する。 

(ｲ) 病院等が後方医療施設へ転院搬送を行うときは、医療関係者は、自己所有の患者搬送 

車等により重傷者の搬送を行うほか、必要に応じて消防本部及び各消防署又は県に対し 

て救急自動車又はヘリコプター等の出動を要請する。 

ウ 搬送手段の確保 

(ｱ) 病院等から患者搬送の要請を受けた消防本部及び各消防署は、自己所有の救急自動車 

又は応援消防機関の救急自動車等により医療施設への搬送を実施する。 

(ｲ) 消防機関の救急自動車が確保できない場合は、輸送車両の確保に努めるものとする。 

(ｳ) 県は、道路や交通機関の不通時又は緊急に特別な治療を要する傷病者等の搬送につ 

いて、必要に応じてヘリコプターによる空輸を自衛隊又は他府県等に要請する。 

なお、ヘリコプターによる患者搬送にあたっては、関係機関と協議の上、次のような

受入体制を確保する。 

ａ 離発着場所の確保並びに病院から離発着場所への搬送手段及び安全対策 

ｂ 患者の搬送先の離発着場所及び受入病院への搬送手段 

 

(3) 人工透析の供給 

人工透析については、慢性的患者に対しては災害時にも継続して供給する必要があるほか、

挫滅症候群（クラッシュ・シンドローム）による急性的患者に対しても提供することが必要

である。 

被災地域内における人工透析患者の状況及び医療機関の透析機器の稼働状況等の情報を

収集し、透析患者及び病院等への情報提供に努めるものとする。 

 

(4) ＮＰＯ法人アムダへの支援 

ＮＰＯ法人アムダは大規模災害発生時に被災者への医療支援活動及び公衆衛生活動、生活

支援活動を行うが、必要な施設として、市場体育館を提供する。 

また、その活動を支援する。 

 

５ 徳島県災害時（保健衛生）コーディネーターによる調整  

【主な実施機関】  市（健康推進課）、消防本部及び各消防署、徳島県、医療関係者 

 

被災地域の保健衛生活動が円滑に行われるよう、県が設置する災害時（保健衛生）コーディ

ネーターと連携を図り、刻々と変化する被災者、指定避難所等の状況把握、必要な人材及び資

材の配置を的確かつ迅速に行う。 
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第１７節 飲料水・食料及び物資等の供給 
 

第１款 応急給水 

 

第１ 方 針 
 

災害のため飲料水が枯渇し、又は汚染して飲料に適する水を確保することができない者に対する

応急給水は、本計画の定めるところによるものとする。 

 

第２ 内 容 
 

１ 実施責任者 

(1) 飲料水供給の直接の実施は市長が行う。災害救助法が適用されたときは、知事の委任によ 

り市長が行う。 

 

(2) 市において実施が不可能又は困難なときは、県は、水道業者及び関係機関に対して、広 

域的な支援を要請し、支援活動の調整を行うものとするが、その場合市長は次の事項を明 

示して知事に要請するものとする。 

ア 供給人口 

イ 供給水量 

ウ 供給期間 

エ 供給地域 

オ 給水用具（給水タンク車、タンクのみ、その他） 

 

２ 応急給水 

(1) 確保水量 

市による被災者に対する応急給水は、おおむね、当初、最低１人１日３リットルの飲料水

を供給し、発災後４日目から復旧の段階に応じて増加させ、発災後４週を目処に被災前の水

準にまで回復させるよう努める。 

ア 第１段階（災害発生から３日まで） 

最低給水量は生命維持に必要な量として１人１日３リットルとする。 

イ 第２段階（４日から12日まで） 

飲料水、炊事用水、トイレ用水の水量とする。 

ウ 第３段階（13日から28日） 

飲料水、炊事用水、トイレ用水、風呂水、洗濯水の水量とする。 

 

(2) 給水方法 

運搬給水方式は、特に大規模災害直後の混乱期には、人的、物的両面から非常に困難と思

われるので、原則として拠点給水方式を優先するものとする。 

ア 拠点給水方式 

指定緊急避難場所及びこれに近隣する浄水場、配水池等を給水拠点に設定する。 

イ 運搬給水方式 

災害による被害が僅少で、給水拠点が限定できる場合は、有効な手段であり、次のよう

な特別な場所は、運搬給水で対応する。 

(ｱ) 救護所及び医療機関 

(ｲ) 災害時給食設備所 

(ｳ) 災害対策本部より指示された場所 

 

【主な実施機関】  市（水道課）、徳島県 
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(3) 飲料水の供給 

ア 飲料水が汚染したと認められるときは、浄水滅菌して供給する。 

イ 被災地において飲料水を確保することが困難なときは、被災地に近い水源地及び飲料水 

供給施設から供給する。 

この場合、時間給水等を行うものとする。 

ウ 飲料水が防疫その他衛生上浄水の必要があるときは、浄水剤を投入又は被災者に配付す 

る。 

 

第２款 食料供給 

 

第１ 方 針 
 

災害時における被災者及び災害応急対策に従事している者等に対する応急食料及び副食調味料

の供給並びに炊き出し等については、本計画の定めるところによる。 

 

第２ 内 容 
 

１ 実施責任者 

災害時における被災者及び応急対策活動に従事している者の食料及び副食調味料の供給並

びに炊き出し等は、市がこれを実施するものとする。 

 

２ 実施の場所 

炊き出し実施は、指定避難所あるいは作業現場にできるだけ近い、適当な場所を選んで行う

ものとする。 

 

３ 物資の確保 

炊き出し供給のため必要な原材料の確保については、市に於いて調達確保できないときは、

知事若しくは隣接市町村にその事情を申し出て、食料供給の斡旋を依頼するものとする。 

 

    市内において副食調味料の調達が不可能又は困難なときは、知事にその斡旋を依頼するもの

とする。 

 

４ 炊き出しの方法 

炊き出し作業は、婦人会、阿波市地区赤十字奉仕団、その他ボランティア等の労力により行

うものとし、止むを得ないときは炊き出しの基準を示し、業者に委託することができる。 

炊き出しの方法は、被災の状況を十分に確認し、食器等が確保配給されるまでの間は、缶詰、

握り飯等による方法を配慮する。 

 

５ 副食調味料 

    市内において副食調味料の調達が不可能又は困難なときは、知事にその斡旋を依頼するもの

とする。 

 

６ 被災者の中でも、交通及び通信の途絶により孤立状態にある被災者に対しては、孤立状態の

解消に努めるとともに、食料等の物資の円滑な供給に十分配慮する。 

    また、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への被災者、所在が把握で

きる広域避難者に対しても物資等が提供されるよう努める。 

 

 

 

 

【主な実施機関】  市（教育委員会、産業経済部）、社会福祉協議会、徳島県 
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第３款 衣料、生活必需物資の供給 

 

第１ 方 針 
 

被災者に対する被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与については、本計画の定めるところ

によるものとする。 

 

第２ 内 容 
 

１ 実施責任者 

被災者に対する被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、市長が行うものとする。災

害対策本部において実施困難な場合は、県もしくは他の機関に調達を要請するものとする。 

災害救助法の適用後においては、同法の規定に基づき、知事から委託を受けた市長が行うも

のとする。 

 

２ 生活必需品の供給 

被災者に対する被服、寝具その他の生活必需品の給与並びに調達については、市に於いて行

うものとする。 

    また、市長は、知事から引渡しを受けた救助物資を被災者名簿によってすみやかに配分する

ものとする。 

 

３ 支給対象者及び支給物資 

(1) 支給対象者 

災害により住家が全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水し、生活上必要最小限の家

財等を喪失又はき損し、直ちに日常生活を営むことが困難な者（世帯）に対して行うものと

する。 

 

(2) 生活必需品の種類 

被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与の品目は、おおむね次のとおりである。 

ア 寝具（毛布、布団等） 

イ 被服（作業衣、婦人服、子供服等） 

ウ 肌着（シャツ、ズボン下等） 

エ 身の回り品（タオル、手拭、地下足袋、靴下、サンダル等） 

オ 炊事用具（鍋、炊飯器、包丁等） 

カ 食器（茶わん、皿、はし等） 

キ 日用品（石けん、歯ブラシ、歯ミガキ粉等） 

ク 光熱材料（マッチ、ローソク、固型燃料、木炭等） 

 

４ 供給支援の要請 

市長は、被災者の状況及び必需物資の品目、数量等を速やかに把握し不足する場合には、知

事又は日本赤十字社等の所管する備蓄物資の供給を依頼する等の措置をとるものとする。 

 

５ 被災者の中でも、交通及び通信の途絶により孤立状態にある被災者に対しては、孤立状態の 

解消に努めるとともに、生活必需品等の物資の円滑な供給に十分配慮する。 

また、在宅での避難者、応急仮設住宅として供与される賃貸住宅への被災者、所在が把握で 

きる広域避難者に対しても物資等が供給されるよう努める。 

 

【主な実施機関】  市（社会福祉課、商工観光課、消費生活センター、契約管財課）、 

社会福祉協議会 
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第４款 ＬＰガスの供給等 

 

第１ 方 針 
 

災害時における被災者及び災害応急対策に従事している者であって、炊き出し等に必要なＬＰガ

ス及び器具を確保することができない者に対するＬＰガス等の供給又は斡旋については、本計画の

定めるところによる。 

 

第２ 内 容 
 

１ 実施責任者 

    被災者及び災害応急対策に従事している者に対するＬＰガス等の供給又は斡旋は、市長が実

施するものとする。 

 

２ ＬＰガス等の供給等 

    市長は、炊き出し等に必要なＬＰガス等の供給又は斡旋を行い、炊き出し等に必要なＬＰガ

ス及び器具の調達ができないときは、次の事項を示して県に調達の斡旋を要請する。 

(1) 対象避難者数 

(2) 必要なＬＰガスの量 

(3) 必要な器具の種類及び個数 

(4) 供給期間 

(5) 供給地（住所等） 

 

【主な実施機関】  市（危機管理課）、徳島県、徳島県エルピーガス協会、ＬＰガス販売事業所 
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第１８節 保健衛生、防疫、遺体の火葬等の実施 
 

第１款 保健衛生活動 

 

第１ 方 針 
 

被災地域住民の生命と生活環境の安全を確保し、二次的健康被害（災害関連疾患・災害関連死）

を防ぐための対策については、本計画に定めるところによる。 

  

第２ 内 容 
 

１ 実施責任者 

    被災地の保健衛生活動は、市長が消防機関及び医療関係機関等の協力を得て行うものとする。 

 

２ 徳島県災害時（保健衛生）コーディネーターとの連携 

被災地域の保健衛生活動が円滑に行われるよう、県が設置する災害時（保健衛生）コーディ

ネーターとの連携を図り、刻々と変化する被災者、指定避難所等の状況把握、必要な人材及び

資材の配置を的確かつ迅速に行う。 

 

３ 健康管理等  

指定避難所や被災地域住民の健康管理及び二次的健康被害を予防するために、地域の関係者

との連携を図りながら、巡回健康相談や訪問活動等により被災住民の健康状況や課題を把握し、

保健指導や健康教育及び環境整備等を行うとともに、専門的な支援が必要な被災者に対して専

門チームと連携した支援を実施する。 

 

４ 食事・栄養管理等  

県や各関係機関と連携し、被災者自らが健康を回復・維持増進し、健康な食生活が送れるよ

う、栄養的に配慮された支援食の提供や炊き出しの実施体制の確保、栄養指導・巡回相談にあ

たる管理栄養士等の要員の派遣などの応援・受援活動を行う。 

また、被災地の給食施設においても、利用者に適切な給食が提供されるよう、各関係機関と

連携し、物資や食料、特殊食品の確保、物資や食料等の分配調整にあたる管理栄養士等の派遣

などの応援・受援活動を行う。 

 

５ こころのケア等  

県や各関係機関と連携し、被災以前より精神科医療を受けている者への支援を行い、災害時

における精神障がい者等に対する保護・医療サービスの確保を行うことにより、停止している

地域精神科医療の機能を補完する。 

また、災害により新たに精神的不調をきたした者を早期発見し、重症化を防ぐとともに、Ｐ

ＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）を含む精神的不調に対する予防を行う。 

 

６ 食品衛生に関する広報の実施 

    長期にわたる停電や水の供給不足等により食品衛生の状況が悪化すると見込まれる場合、市

民に対して食品衛生について広報し、啓発する。 

 

 

 

 

 

 

【主な実施機関】  市（健康福祉部）、消防本部及び各消防署、徳島県、医療関係機関 
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第２款 防 疫 

 

第１ 方 針 
 

被地域及び被災状況等を迅速に把握するとともに、関係機関と密接に連携し、防疫体制の具体的

な確立を図る。被災地において、感染症の予防及びまん延を防止する対策は、本計画の定めるとこ

ろによる。 

 

第２ 内 容 
 

１ 実施責任者 

被災地における、感染症の予防及びまん延を防止する対策は、市長が、消防機関及び医療関

係機関等の協力を得て行うものとする。 

 

２ 消毒方法 

感染症予防法第27条第２項及び第29条第２項の規定による知事の指示に基づき、知事の定め

た場所を対象として消毒を実施するものとする。 

 

３ ねずみ族・昆虫等の駆除 

感染症予防法第28条第２項の規定による知事の指示に基づき、知事が指定する区域内を対象

として、ねずみ族・昆虫等の駆除を実施するものとする。 

 

４ 生活の用に供する水の供給 

感染症予防法第31条第２項の規定による知事の指示に基づき、生活の用に供する水の供給を

行うものとする。 

 

５ 予防教育及び広報活動の推進 

被災地域の感染症に係る予防教育及び広報活動を推進する。 

 

６ 指定避難所の感染症対策指導 

県の疫学調査班と連携し、指定避難所における感染症対策活動を実施する。 

 

７ 薬品資材 

(1) 防疫用薬剤の備蓄については、市内業者より調達するとともに保健所に連絡の上補給する。 

(2) 供血については、市内医院・日本赤十字社等と連絡して行う。 

 

８ 報告 

市長は、警察、消防等諸機関、その他関係団体の緊密な協力のもとに次の事項について保健

所を経由して知事に報告するものとする。 

(1) 被害の状況 

(2) 防疫活動の状況 

(3) 災害防疫所要見込み経費 

(4) その他 

 

【主な実施機関】  市（環境衛生課、健康推進課、危機管理課）、消防本部及び各消防署、 

徳島県、医療関係機関 



 

- 163 - 

第３款 遺体の捜索及び火葬等 
 

第１ 方 針 
 

災害により死亡した者の遺体の捜索、調査、処理及び火葬等の実施は、本計画の定めるところに

よる。 

 

第２ 内 容 
 

１ 実施責任者 

    遺体の捜索、収容及び火葬等は、市長が県警察及び消防機関等の協力を得て行うものとする。 

ただし、災害救助法が適用された場合は、知事(権限を委任された場合は市長)が行う。 

 

２ 遺体の捜索  

     

 

 

遺体の捜索は、次の方法により行うものとする。 

(1) 実施方法 

ア 遺体の捜索は、市長が救出に必要な機械器具を借り上げて実施するものとする。 

イ 遺体の捜索は、災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、周囲の事情により死亡し 

ていると推定される者に対して行う。 

 

(2) 応援の要請等 

市において被災その他の事情により実施できないとき、又は死体が流失等により他の市町

村にあると認められるとき等にあっては応援の要請を行うものとする。 

 

(3) 災害救助法適用時の基準 

ア 捜索期間 

災害の日より10日以内とする。 

イ 費用の範囲 

捜索のために使用する機械器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費等とし、当該

地域における通常の実費とする。 

 

３ 遺体の調査処理 

【主な実施機関】  市（市民課、各支所地域課）、阿波吉野川警察署 

 

市長は、遺体を発見したときは、速やかに所轄警察署に連絡し、その調査を待って次の方法

により調査を処理するものとする。 

(1) 遺体の洗浄・縫合・消毒の処理 

遺体の識別のための処置として行う。 

 

(2) 遺体の一時保存 

【主な実施機関】  市（市民課、各支所地域課） 

 

遺体の身元識別のため相当の時間を必要とし、又は遺体が多数のため短時間に埋葬できな 

い場合等において遺体を特定の場所に搬送し、集めて保存する。 

 

(3) 検 案 

遺体について、死因・その他について医学的検査をする。 

【主な実施機関】  市（市民課、危機管理課）、消防本部及び各消防署、消防団、 

阿波吉野川警察署 
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(4) 災害救助法適用時の基準 

遺体処理期日 災害発生の日から10日以内とする。 

 

(5) 費用の範囲 

遺体の検案、洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用及び遺体の一時保存のための費用。 

 

４ 遺体の火葬等   

【主な実施機関】  市（市民課、社会福祉課）、阿波吉野川警察署 

 

災害により死亡した者で、市長が必要と認めたときは応急的に火葬又は埋葬に付するものと

する。  

なお、火葬又は埋葬の実施にあたっては、次の点に留意するものとする。 

(1) 事故死等による遺体については、県警察から引き継ぎを受けた後、火葬又は埋葬する。 

 

(2) 身元不明の遺体については、県警察その他関係機関に連絡し、その調査にあたるととも 

に、遺品の保管等身元確認のための適切な措置を行った後、火葬又は埋葬するものとする。 

 

(3) 被害地以外に漂着した遺体等のうち身元が判明しない者の火葬又は埋葬は、行旅死亡人 

としての取り扱いの例による。 

 

(4) 広域的な対応が必要とした場合、火葬場の斡旋等について県に応援を要請する。 

 

(5) 災害救助法適用時の基準 

ア 火葬又は埋葬の期間  

災害発生の日から 10 日以内とする。 

イ 費用の範囲 

棺（附属品を含む）、骨つぼ及び骨箱、火葬又は埋葬に要する経費（賃金職員等雇上費

を含む。） 

 

５ 惨事ストレス対策 

遺体の捜索等を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策を実施する。 
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第１９節 要配慮者応急対策の実施 
 

 

第１ 方 針 
 

災害発生時において、高齢者、傷病者、障がい者、妊産婦、乳幼児、児童、外国人等の要配慮者

に配慮した災害応急対策を実施するものとする。 

 

第２ 内 容 
 

１ 実施責任者 

(1) 医療関係機関 

(2) 知 事 

(3) 阿波市社会福祉協議会 

(4) 市 長 

 

２ 社会福祉施設等に係る対策 

(1) 被災した社会福祉施設等は、あらかじめ定めた避難誘導方法等に従い、速やかに利用者の 

安全確保に努める。 

 

(2) 被災地に隣接する地域の社会福祉施設等に対して、支援の必要性の高い被災者を優先し、 

可能な限り、緊急一時入所等、施設への受入れに努めるよう要請する。 

 

(3) 被災した社会福祉施設等に対して、食料品、飲料水等の日常生活用品及びマンパワーの不 

足数に関して把握に努め、近隣施設及び県等に支援を要請するものとする。 

 

(4) 社会福祉施設はその機能に応じ、被災した要配慮者に対する支援のため、生活物資等の 

提供、職員の派遣や利用者の受入れについて、相互の連携を図るとともに、福祉避難所へ 

の支援等に努めるものとする。  

 

(5) 県と協力し、ライフラインの優先的な復旧や、食料品、飲料水、生活必需品等の確保及 

びマンパワーの確保等に重点を置いて、被災した社会福祉施設等の支援を行うよう努める

とともに社会福祉施設等の相互応援活動を支援する。 

※ 社会福祉施設等とは、社会福祉施設、老人保健施設及び病院をいう。 

 

３ 障がい者及び高齢者に係る対策 

(1) 県と協力し、被災した障がい者及び高齢者の迅速な把握に努める。 

 

(2) 県と協力し、携帯端末、パソコンの掲示板、ホームページ、広報誌、ＦＡＸ等を活用し、 

また、報道機関との協力のもとに、新聞、ラジオ、文字放送等を利用することにより、被 

災した障がい者及び高齢者に対して、生活必需品や利用可能な施設及びサービスに関する情

報等の提供を行うこととする。 

 

(3) 県と協力し、被災した障がい者及び高齢者の生活に必要な車椅子、ストマ用装具、ポータ

ブルトイレ、おむつ等の物資やガイドヘルパー、手話通訳者等のニーズを把握し、調達に努

める。 

 

(4) 県と協力し、指定避難所や在宅における障がい者及び高齢者のニーズを把握し、ホーム 

ヘルパーの派遣や施設への緊急一時入所等必要な措置を講ずるものとする。 

 

【主な実施機関】  市（健康福祉部、市民課、各支所地域課）社会福祉協議会、徳島県、 

医療関係機関 
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４ 児童に係る対策 

(1) 県と協力し、孤児、遺児等の保護を必要とする児童の速やかな発見と実態把握に努め、発 

見した場合には、親族による受入れの可能性を探るとともに、児童養護施設等への受入れや里親 

への委託等の保護を行う。 

 

(2) 県と協力し、掲示板、広報誌等の活用、報道機関の協力等により、要保護児童を発見した 

際の保護及び児童相談所等に対する通報についての協力を呼びかけるとともに、育児関連用

品の供給状況、利用可能な児童福祉サービスの状況等について情報提供を行うものとする。 

 

５ 外国人等に対する対策 

(1) 県と協力し、被災した外国人等の迅速な把握に努める。 

 

(2) 県と協力し、外国人等に対し、外国語による各種必要な情報の提供に努める。 

 

(3) 県と協力し、必要に応じて外国語による相談窓口を設け、生活相談の実施やニーズの把握

に努めるとともに、通訳の派遣等の必要な支援に努めるものとする。 

 

６ 災害時コーディネーター（介護福祉）による調整 

被災地域において介護士等の活動が円滑に実施されるよう、県が設置する災害時コーディネ

ーターと連携を図るものとする。 

 

７ 被災状況の把握と生活支援 

被災した要配慮者の状況を把握し、被災した程度に応じ、生活支援を行う。 
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第２０節 動物救済計画 
 

 

第１ 方 針 
 

被災地における動物の救済等については、本計画の定めるところによるものとする。 

 

第２ 内 容 
 

１ 実施責任者 

被災動物に対する保護、収容、捕獲等の救援対策については、県に設置された動物救援本部

によるものとし、協力を行うものとする。 

 

２ 実施方法 

「災害時のペット対策ガイドライン」に準拠し、次のことを実施する。 

(1) 飼養されている動物に対する餌の配布、負傷動物の収容・治療、放浪動物の保護、その 

他動物に係る相談等を実施する。 

 

(2) 動物愛護団体やボランティアからの支援物資の調達、配布についての調整を行う。 

 

(3) 仮設救援センターを設置し、保護・収容動物の一時保管及び負傷動物の治療を実施する。 

 

(4) 危険動物（人の生命・身体に危害を加えるおそれのある動物）については、飼養者、動物 

園、警察署等の連絡体制を図り管理に努める。 

 

(5) 県と連携し、飼い主責任による指定避難所へのペット同行避難を推進するため、受入体制 

の整備と併せて、飼い主に対して、災害に備えたペットの適正飼育や避難用品の準備等につ 

いての普及啓発を行う。 

 

【主な実施機関】  市（市民課、環境衛生課、農地整備課）、徳島県、（公社）徳島県獣医師会、

県保健所、県動物愛護管理センター、活動団体動物愛護団体、ボランティア

等、阿波吉野川警察署 
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第２１節 廃棄物の処理 
 

 

第１ 方 針 
 

災害時における被災地域のごみ処理、し尿くみ取り等の清掃の実施は本計画の定めるところによ

るものとする。 

 

第２ 内 容 
 

１ 実施責任者 

被災地域におけるごみ処理、し尿処理、災害廃棄物処理等の清掃は、市長が実施する。ただ

し、災害の規模が大きく、災害対策本部において処理できないときは、県又は隣接市町に応援

を求めて実施する。 

 

２ 処理施設の応急復旧 

    被災した処理施設について、迅速に応急復旧を行う。 

 

３ 必要な資機材の保有・調達 

    廃棄物の処理に必要な資機材を保有しておくとともに、不足する資機材については、あらか

じめ業者等と協定を締結するなど確保に努めるものとする。 

【資料編 防災資器材等に関する資料】 

 

４ ごみ処理 

(1) 生活ごみの収集処理 

ア ごみ処理施設の被害状況を把握し、応急復旧に努めるとともに、被災地における生活ご 

みを迅速かつ適正に処理を行うものとする。 

また、市民に対して、その内容を周知し、収集及び処理を実施する。 

イ 災害廃棄物の処理についても、迅速かつ適正に行う。 

また、それらが大量に発生した場合における仮置場の設置等について検討する。 

なお、極力分別・再利用を図り、最終処分量の削減に努める。 

ウ ごみの一時的仮置場を開設するときは、定期的な消毒を実施する。 

 

５ し尿処理 

(1) 農業集落排水施設及びし尿処理施設等の被害状況を把握して、その応急復旧に努めるととも 

に、農業集落排水施設については、水洗便所の使用制限等について市民に対し広報する。 

 

(2) 農業集落排水施設が復旧し、し尿等の計画的な処理が可能となるまでの間、市民に対し仮 

設トイレの提供等必要な処理を講ずる。 

 

(3) 仮設トイレの排出量を考慮した、総排出量及び処理能力を勘案して、処理が難しいと判断 

したときは、県災害対策本部等に処理の応援を要請する。 

 

６ 死亡獣畜の処理 

(1) 実施責任者 

災害によって死亡した牛、豚、鶏等の死亡獣畜は、その所有者が処理することを原則とす

る。ただし、所有者が所有の意思を放棄した死亡獣畜で自らの資力ではこれを処理できない

ときは、市が収集・処理するものとする。 

 

 

【主な実施機関】  市（環境衛生課）、阿北環境整備組合、中央広域環境施設組合、徳島県 
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(2) 処理方法 

死亡獣畜の処理は、原則として化製場又は死亡獣畜取扱場において処理するものとする。 

ただし、災害の状況により、これらの施設において処理できない場合は、県の指示を受け

ながら環境衛生上支障のない場所で埋葬、焼却等の方法により処理するものとする。 

 

７ がれき処理 

【主な実施機関】  市（建設部、環境衛生課） 

 

(1) 実施責任者 

倒壊した建物等の解体及びそれから発生するがれきの処理は、その所有者が行うことを原

則とする。ただし、被害状況等により、それを行うことが困難と認められる場合は、市が行

うものとする。 

 

(2) 情報収集 

職員の現地派遣、市民からの連絡等により、がれきの排出状況及びその処分の状況を把握

する。 

 

(3) 処理方法 

ア 仮置場の確保 

がれきを一時的に集積するための仮置場を確保する。 

仮置場が不足する場合は、交通に支障のない路上や災害対策活動に支障のない市所有地

に暫定的に集積し、民有地の一時借上等により対処するとともに、なお不足する場合は、

近隣市町村に対して仮置場の確保を要請する。 

イ 最終処分 

仮置場に集積した災害廃棄物は、一般廃棄物の処理が通常ベースになった時点から最終

処分場へ運搬し、処分する。 

なお、最終処分場が不足する場合は、近隣市町村に対して最終処分場の確保を要請する。 

 

(4) 応援要請 

災害の状況により必要があると認められるときは、県又は近隣市町村に対し、倒壊家屋の

解体及びがれきの処理を行うのに必要な機材や人員の確保について応援を要請するものとす

る。 

 

８ 災害廃棄物処理 

(1) 災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、適正かつ円滑・迅速に災害廃棄物を処理できるよ 

う、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一般廃棄物（避難所ごみや仮設トイレのし尿等）

の処理を含めた災害時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体との連携・協力のあり方

等 について、災害廃棄物処理計画を作成するものとする。 

また、適正処分を確保するため、適切な分別・再利用を図り、最終処分量の削減に努め 

るとともに、環境汚染の未然防止のため、適切な措置等を講ずるものとする。 

 

(2) 災害により大量の災害廃棄物の発生が見込まれる場合は、広域処理を関係機関と検討す 

る。 
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第２２節 応急仮設住宅の供与及び住宅の応急修理 
 

第１款 応急仮設住宅の供与 

 

第１ 方 針 
 

災害のため住宅に被害を受けた者で自らの資力では住宅の確保が出来ない者等に対する応急仮

設住宅の供与については、本計画の定めるところによる。 

 

第２ 内 容 
 

１ 実施責任者 

(1) 被災者に対する応急仮設住宅の供与は市長が行うものとする。 

 

(2) 災害救助法が適用された場合の応急仮設住宅の供与は知事（権限を委任された場合は市 

長）が行う。 

 

２ 対象者  

災害のため住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者であって、自らの資力では

住宅を得ることができない者を対象とする。  

 

３ 期 間  

災害発生の日から 20 日以内に着工するものとする。  

 

４ 住宅の種類  

一般向けの住宅、高齢者・障がい者向けの住宅を供給する。  

 

５ 供与の期間  

応急仮設住宅の完成の日から２年以内とする。  

 

６ 建設用地の指定 

応急仮設住宅の建設用地の選定にあたっては、原則として、①公有地、②国有地、③企業等

の民有地の順に選定することとし、上下水道、ガス、電気等の生活関連設備の整備状況等につ

いても配慮することとする。  

また、激甚な大規模災害時でも迅速かつ適切に建設用地の選定を行うため、あらかじめ建設

予定地のリストを作成し、建設可能戸数等の状況を把握するものとする。  

 

７ ライフライン整備 

応急仮設住宅のためのライフラインの整備は、市長が行う。 

なお、災害救助法が適用された場合は、知事からの委任を受けて行う。 

 

８ 資機材の調達  

応急仮設住宅の建設に必要な資機材が不足し、調達の必要がある場合には、必要に応じて、

県に資機材の調達に関して要請する。  

 

９ 民間賃貸住宅等の借り上げ（みなし仮設） 

民間賃貸住宅等の借り上げによる応急仮設住宅の供与も行う。  

 

 

【主な実施機関】  市（建設部、社会福祉課）、徳島県 
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10 入居基準 

    被災の状況、被災前の地域コミュニティを維持すること等を考慮した入居の基準を検討する。 

 

11 運営管理  

各応急仮設住宅の適切な運営管理を行うものとする。この際、応急仮設住宅における安全・

安心の確保。孤独死や引きこもりなどを防止するための心のケア、入居者によるコミニティの

形成及び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性を始めとする生活者の意見を反映

できるよう配慮するものとする。 

また、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れに配慮するものとする。 

 

第２款 住宅の応急修理 

 

第１ 方 針 
 

災害のため住宅に被害を受けた者で、自らの資力では住宅の応急修理をすることができない者等

に対する住宅の応急修理については、本計画に定めるところによる。 

 

第２ 内 容 
 

１ 実施責任者 

(1) 被災者に対する住宅の応急修理は、市長が実施する。 

 

(2) 災害救助法が適用された場合は、知事（権限を委任された場合は市長）が行う。  

 

２ 対象者 

災害のため住宅が半壊（半焼）し、自らの資力で住宅を修理できない者又は大規模な補修を

行わなければ居住することが困難である程度に住宅が半壊（半焼）した者を対象とする。 

 

３ 期 間 

災害発生の日から１か月以内とする。 

 

４ 範 囲 

居住、炊事場、便所等日常生活に必要な最小限度の部分とする。 

 

５ 住宅の修理資材の確保 

住宅の修理のための資材は、原則として請負業者が確保するものとするが、災害時における

混乱等により確保することができないときは、市が確保について斡旋を行う。 

 

６ 労務の調達 

労務の調達については、労務供給計画の定めるところによるものとする。 

 

７ 労務及び資材の提供に関する協定 

労務及び資材の提供に関する関係業者との協定を必要に応じて締結するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

【主な実施機関】  市（建設部、社会福祉課）、徳島県 
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第３款 被災者向け住宅の確保 

 

第１ 方 針 
 

応急仮設住宅のほか、災害のため住宅を失った者向けの住宅の確保は、本計画の定めるところに

よる。  

 

第２ 内 容  
 

１ 実施責任者  

被災者向けの住宅の確保は、県及び市が努める。  

 

２ 対象者  

災害のため住宅を失った者を対象とする。  

 

３ 公営住宅への優先入居  

公営住宅の空き住宅への優先入居等の措置を講ずる。  

 

４ 民間賃貸住宅の斡旋 

徳島県居住支援協議会による民間賃貸住宅の空き家情報提供を実施するとともに(公社)徳

島県宅地建物取引業協会等に対し民間賃貸住宅の空き住宅への入居斡旋を依頼する。 

 

【主な実施機関】  市（建設部、社会福祉課）、徳島県 
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第２３節 障害物の除去 
 

 

第１ 方 針 
 

災害で生じた土砂・流木等の障害物を除去し、交通路を確保して必需物資の輸送を円滑ならしめ

る等、応急対策の万全をはかるものとする。 

 

第２ 内 容 
 

１ 実施責任者 

(1) 応急措置を実施するため障害となる工作物等の除去は、市長が行うものとする。 

 

(2) 水防活動を実施するため障害となる工作物等の除去は、水防管理者又は消防機関の長が 

行うものとする。 

 

(3) 道路河川等にある障害物の除去は、その道路・河川等の維持管理者が行うものとする。 

 

(4) 山（がけ）くずれ・浸水等によって住家又はその周辺に運ばれた障害物の除去は市長が行 

うものとし、市長限りで実施困難なときは、知事に対し応援・協力を要請するものとする。 

 

(5) その他の施設・敷地内の障害物の除去は、その施設・敷地の所有者又は管理者が行うもの

とする。 

 

２ 調達する機械器具種別数量調達先等 

障害物の種類・規模により建設業者等機械器具所有者より機械器具の必要種別・数量を調達

するものとする。 

 

３ 所要人員 

災害時の障害物除去に要する人員は、消防団員・建設業者等より供給を受けるものとする。 

 

４ 災害救助法が適用された場合  

災害救助法が適用された場合の障害物の除去については、知事（権限を委任された場合は市

長）が行うが、費用の対象等は次のとおりとする。 

(1) 対  象 

居室、炊事場等生活に欠くことのできない部分又は玄関等に障害物が運びこまれているた

め一時的に居住できない状態にあり、かつ、自らの資力をもってしては当該障害物を除去す

ることができない者 

 

(2) 費 用 

ロープ、スコップその他除去のため必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送費及び

賃金職員等雇上費等 

 

(3) 期 間 

災害発生の日から 10 日以内とする。 

【主な実施機関】  市（建設部、環境衛生課、農地整備課）、徳島県、国土交通省徳島河川事務所 
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第２４節 ボランティア活動の支援 
 

 

第１ 方 針 
 

大災害により市域に大きな災害が発生した場合、災害応急対策を迅速かつ的確に実施するために

は、市及び防災関係機関等だけでは、十分に対応できないことが予想される。そこで、災害応急対

策を実施する上で必要な人員を確保するための各種ボランティア団体等の協力体制について、市及

び防災関係機関等が実施すべき事項は、本計画の定めるところによる。 

 

第２ 内 容 
 

１ ボランティア団体等の協力 

市及び防災関係機関等は、各種ボランティア団体等からの協力申し入れ等により、災害応急

対策の実施について労務の支援を受ける。 

 

２ ボランティア活動の受入れ 

【主な実施機関】  市（社会福祉課、国保医療課、建設課）、社会福祉協議会 

 

(1) ボランティア団体等の受入れ 

市及び防災関係機関は、各種ボランティア団体からの協力申し入れ等により、災害応急対 

策の実施についての協力を受入れる。 

ア 災害ボランティアの定義 

災害ボランティアとは、「災害発生後に、被災者の生活や自立を支援し、また行政や防

災関係機関等が行う応急対策を支援する、自発的に能力や時間を提供する個人・団体」で

ある。 

イ 災害ボランティアの職能 

災害ボランティアは職能によって、医師や看護婦、手話通話等専門的な技術や知識を活

用する専門ボランティアと一般ボランティアに区分される。 

ウ ボランティアの所属 

(ｱ) 組織や団体に属するボランティア 

ＮＧＯやＮＰＯ法人、企業及び宗教団体等、組織や団体に属するボランティアで、自

らの行動規範で活動するボランティア。 

(ｲ) 個人ボランティア 

学生や勤労者の中で、組織や団体に属さず、個人の資格で参加する者で、活動経験の

少ないボランティア。 

(ｳ) 後方支援や資金提供 

直接被災地で活動する支援形態ではなく、被災地外で行う支援活動や資金・機材等の

支援をする活動を行う。 

 

３ 発災直後の情報提供 

ボランティア活動が円滑に行われるよう、社会福祉協議会及び近隣市町村の協力を得て、最

優先で求められるボランティア活動の内容、必要人員、活動拠点等について情報提供を行う。 

 

 

 

 

 

【主な実施機関】  市（建設部、社会福祉課、国保医療課、）、阿波市社会協議会、徳島県、 

医療機関 
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４ ボランティアセンターの設置 

(1) 設 置 

震災被害の状況に応じ、ボランティア団体等の受入れが必要と認めたときは、社会福祉協

議会に、ボランティアの受入れ、紹介窓口としてボランティアセンターを設置し、被害状況

やボランティアニーズなどの情報提供を行う。 

 

(2) 運 営 

ボランティアセンターはボランティア活動を支援するために次の業務を行い、ボランティ

ア活動の円滑化を図る。 

ア ボランティアニーズの把握と情報提供 

イ 一般ボランティアの受入れ及び受付 

ウ 専門ボランティアに対する活動要請 

エ ボランティア活動の調整及び決定 

オ ボランティア活動に必要な資機材、物資等の確保 

カ 災害対策本部との調整 

キ 在宅要配慮者のデータの作成及び提供 

ク その他ボランティア活動を円滑に行うために必要な業務 

 

５ ボランティア団体の活動 

(1) 災害・安否・生活情報の収集・伝達 

(2) 炊き出し、その他災害救助活動 

(3) 高齢者介護、看護活動 

(4) 清掃及び防疫 

(5) 災害応急対策物資、資材の輸送及び配分 

(6) 応急復旧現場における危険を伴わない軽易な作業 

(7) 災害応急対策事務の補助 

 

６ 被災地におけるボランティア支援体制の確立 

被災地の社会福祉協議会等は、必要があるときは速やかに現地本部及び救援本部を設置し、

行政機関との連携を密にしながら、ボランティア支援体制を確立する。 
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第２５節 義援物資の受入れ・配分 
 

 

第１ 方 針 
 

市民、知事又は日本赤十字社から送られた義援物資の受入れ・配分等については、本計画の定め

るところによる。受入れは、交流防災拠点施設アエルワとなる。 

 

第２ 内 容 
 

１ 義援物資の受入れ及び配分 

義援物資の受入れ及び配分を行う。なお、その際、次の事項に留意するものとする。  

(1) 物資受入れの基本方針  

ア 原則として、企業・団体等からの大口受入れを基本とする。  

イ 腐敗・変質するおそれのある物資は受け付けないものとする。  

ウ 物資の梱包は、単一の物資について行うものとする。規格や種類等の異なる複数の物資 

等を一括して梱包すると、仕分け等の余分な手間が必要となるため、そうした梱包をされ

た物資は、善意の品といえども受け付けないものとする。  

 

(2) 少量提供物資（個人提供等）の取り扱い  

ア 災害時においては、物資配分の観点から、同一物資を一カ所に大量に集約することが効 

率的である。しかし、多品種少量の義援物資については集約が困難であり、各指定避難所

への配分の支障となるおそれがある。 

また、ニーズがない物資は、各指定避難所へ配分されないおそれがある。そのため、個

人等の善意の効果的な発揮及び物資の効率的な調達・配分の観点から、提供者に対して異

なる種類の物資を少量提供するのではなく、極力、単品大量の提供か義援金としての協力

を依頼する。  

イ なお、個人等からの義援物資の申し出については、提供物資及び提供者の連絡先などを 

記録し、必要に応じて提供を依頼するものとし、一方的な送り出しは控えるよう依頼する

ものとする。  

 

(3) 受入体制の広報  

円滑な義援物資の受入れのため、次の事項についてホームページや報道機関を通じて広報

に努める。  

ア 必要としている物資とその数量  

イ 義援物資の受付窓口  

ウ 義援物資の送付先、送付方法  

エ 個人からは、原則義援金として受付    

オ 一方的な義援物資の送り出しは、受入れ側の支障となるため行わないこと 

 

(4) 報道機関との連携  

テレビや新聞等の報道によって過剰な義援物資が送付される場合があるため、報道機関

に対して適宜適切な情報提供に努め、ニーズに沿った義援物資の受入れに努める。 

 

(5) 配分の方法 

     配分の基準は特に定めず、その時に実情を十分に考慮して、それぞれの目的に添い、効率

的な配分を個々に検討する。 

【主な実施機関】  市（経済産業部、会計課、社会福祉課、財政課）、社会福祉協議会 
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第２６節 公共土木施設等の応急対策 
 

第１款 公共土木施設 

 

第１ 方 針 
 

災害時における公共土木施設管理者の応急対策は、本計画の定めるところによる。 

 

第２ 内 容 
 

１ 実施責任者 

(1) 国 

(2) 知 事 

(3) 市 長 

 

２ 河川施設 

(1) 基本方針 

地震により堤防、護岸等河川管理施設が、破壊、崩壊等の被害を受けた場合には、施設の

応急復旧に努めるとともに、内水排除に全力をつくす。 

 

(2) 応急対策 

ア 堤防、護岸の破壊等については、クラック等への雨水の浸透による増破を防ぐため、ビ 

ニールシート等で覆うとともに、すみやかに復旧計画をたてて復旧する。 

イ 水門、排水機等の破壊については、故障、停電等により運転が不能になることが予測さ 

れるので、土のう、矢板等により応急に締切を行うとともに、内水の排除に努める。 

ウ 管理者は必要に応じて堤防、護岸、水門、排水機等のパトロールを行い、破壊状況が周 

辺住民に危害を与えるおそれが生じた場合、災害対策本部を通じて市民に情報提供を行う。 

必要に応じて避難体制をとる。 

 

(3) 復旧計画 

災害復旧については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき災害のすみやかな

復旧を図り、公共の福祉を確保することとされている。ついては、県を経由して国へ災害の

状況を報告し、国庫負担申請を行うとともに、災害査定を受ける前に着工する必要があると

きは、事前に工法協議を行い、応急復旧を行う。 

 

３ 道路施設 

(1) 基本方針 

ア 道路が被災した場合、各道路管理者の連携のもとに、災害の状況に応じて緊急に系統的 

な路線を決めて重点的に復旧工事を実施する。 

イ 道路上の破壊、倒壊等による障害物を警察、消防機関、自衛隊、占用工作物管理者等の 

協力を得て除去し、交通路の確保に努める。 

ウ 避難、救出、緊急物資の輸送、警察、消防などの災害対策活動に必要な路線は最優先し 

て啓開、復旧にあたる。 

 

(2) 情報収集 

被害を受けた道路及び交通状況等をすみやかに把握するため、現地に職員を派遣し道路状

況の情報収集を行うとともに、関係機関と密接な情報交換を行う。 

 

 

【主な実施機関】  市（建設部、水道課、農地整備課、商工観光課、消費生活センター、環境

衛生課）、徳島県、四国地方整備局 
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(3) 応急復旧活動 

ア 応急対策 

(ｱ) 復旧工法は、被災した施設の位置、大きさ、程度、重要度、地下埋設物などの状態 

によって種々様々な対応策を検討し、措置しなければならないが、通行の確保を第一

とし、復旧作業の安全を期しながら緊急に作業を進め、通過重量や車両幅員などの制

限を付してもすみやかに復旧し、開放する。 

(ｲ) 道路占用施設に被害が発生したときは、各施設管理者に通知して適切な対処を要請 

するものとするが、緊急のためそのいとまがないときは、通行の禁止、現場付近への

立入禁止等市民の安全確保のために必要な措置を講じ、事後すみやかに各施設管理者

へ通報する。 

イ 管理者は必要に応じて道路状況、橋梁等のパトロールを行い、被災状況が周辺住民に危 

害を与えるおそれが生じた場合、災害対策本部を通じて市民に情報提供を行う。 

ウ 復旧対策 

復旧対策は、応急復旧に引き続き又は並行して、被災した施設の位置や状態、通行の重

要度などを検討し、通行止めを避けながら順次本復旧を進める。 

 

(4) 重点路線 

避難、緊急物資の輸送等を迅速に行うため、緊急輸送路及び避難路として指定した道路を

特に重要な重点路線として早期啓開等の応急対策を実施するものとする。 

 

(5) 道路占用施設管理者との連携 

道路管理者及び水道、農業集落排水、電気、電話等道路占用施設管理者は、所管以外の施

設に被害が発生しているのを発見したときは、相互に通報を行い合うなど、互いに連携して

迅速に応急対策が講じられるよう協力するものとする。 

 

第２款 電気・電話施設 

 

第１ 方 針 
 

災害時における四国電力㈱及び西日本電信電話㈱の応急対策は、本計画の定めるところによる。 

 

第２ 内 容 
 

１ 実施責任者 

(1) 四国電力㈱ 

   (2) 西日本電信電話㈱ 

   (3) 市 長 

 

２ 情報の伝達・広報 

四国電力㈱及び西日本電信電話㈱の施設、設備に被害が発生し、又は発生するおそれがある

との状況を把握した場合は、その情報を直ちに四国電力㈱及び西日本電信電話㈱に伝達するも

のとする。 

また、電気・電話施設の被害状況、復旧見通し、事故防止措置等の市民生活の安定に密接に

関係する事項については、的確かつ迅速な情報収集に努め、各種広報媒体を通じて市民に周知

するものとする。 

 

 

 

 

【主な実施機関】  市（企画総務課、契約管財課、危機管理課）、四国電力㈱、 

西日本電信電話㈱ 
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３ 応援の実施 

四国電力㈱及び西日本電信電話㈱から応急対策及び復旧のための活動について、応援又は協

力を求められたときは、市の行う災害対策活動に支障のない範囲においてできる限り応援又は

協力をするものとする。 

 

第３款 ＬＰガス供給施設 

 

第１ 方 針 
 

災害時におけるＬＰガス施設の応急対策は、本計画の定めるところによる。 

 

第２ 内 容 
 

１ 実施責任者 

   (1) ＬＰガス販売事業所 

   (2) 知 事 

   (3) 市 長 

２ 災害時の緊急対応 

ＬＰガス販売事業者は、地震によりＬＰガス設備が損壊又は転倒した場合は、ＬＰガスによ

る災害の発生を防止するため、バルブ閉止等の措置を緊急に講じるものとする。 

 

３ ＬＰガス販売事業者、一般社団法人徳島県エルピーガス協会の措置   

(1) 広報活動 

ア 消費先に対し、ガス栓閉止等の広報をするものとする。 

イ 消費先に対し、ＬＰガスは、安全が確認されるまで使用しないよう広報するものとする。  

 

(2) ＬＰガス供給施設の被害状況把握 

一般社団法人徳島県エルピーガス協会の調整により、ＬＰガス販売事業者は、安全点検を

実施し、被害状況の把握に努めるものとする。 

 

(3) 容器の回収（処分） 

ア 使用後廃棄された不要容器による二次災害を防止するため、回収に努めるものとする。  

イ 必要に応じて各種メディアを活用し、周知徹底するものとする。 

 

【主な実施機関】  市（契約管財課）、徳島県、徳島県エルピーガス協会、ＬＰガス販売事業所 
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第４款 水道施設 

 

第１ 方 針  
 

災害時における水道施設の応急対策は、本計画の定めるところによる。 

 

第２ 内 容 
 

１ 実施責任者 

   (1) 市 長 

 

２ 復旧方針 

(1) 取水施設、浄水場、配水池の復旧にあたっては、早急な施設能力の回復に努める。 

(2) 管路の復旧は、幹線、給水拠点に至る路線を優先し、順次、配水調整を行って断水地域 

を減少しながら進める。 

 

３ 応急対策 

(1) 復旧用資機材の確保 

復旧に必要な資機材は、通常業務との関連において市の水道課が保有することが適当なも

のについては事前に確保しておくものとするが、不足する資機材は市の水道工事指定業者及

び他市町村から調達する。 

 

(2) 施設の点検 

地震発生後、すみやかに職員を派遣し、次により水道施設の被害状況を把握する。 

ア 取水、浄水、配水施設及び給水拠点に指定された施設等の被害調査を各施設ごとに行う。 

イ 管路については、巡回点検を実施し、水圧状況、漏水、道路陥没等の状況を把握するほ 

か、地上構造物の被害状況等について把握するよう努める。 

ウ 次の管路については、優先的に点検する。 

(ｱ) 主要管路 

(ｲ) 給水拠点までの管路 

(ｳ) 道路等公共土木施設を占用している管路 

(ｴ) 医療機関等重要施設までの管路 

 

(3) 応急措置 

復旧するまでの間、次の応急措置を講ずる。 

ア 取水、浄水、配水施設 

施設等に損壊の被害が生じた場合は、その状況に応じて取水、給水の停止又は減量を行

う。 

イ 管 路 

漏水等により道路陥没が生じるなど道路交通上危険なものについては、関係管路を断水

するなどの措置を講じる。 

ウ 給水装置 

倒壊家屋、焼失家屋及び所有者の不明な給水装置の漏水は、止水栓等により閉栓する。 

 

４ 復旧対策 

(1) 取水、導水施設 

取水、導水施設の損壊は、浄水機能に大きく影響するため、その復旧は最優先する。 

 

(2) 浄水施設 

浄水施設の損壊のうち、浄水機能に影響を及ぼすものは、直ちに復旧する。 

【主な実施機関】  市（水道課） 
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(3) 管 路 

管路の復旧にあたっては、被害の状況、被害箇所の重要度等を勘案し、給水拡大のために

最も効果的な箇所から次により復旧活動を実施する。 

なお、資機材の調達、及び復旧の緊急度等を考慮し、必要に応じて仮配管、路上配管等の

仮復旧も実施する。 

ア 送・配水管の優先順位 

(ｱ) 第１次重要管路 

送水管及び主要配水管など給水上特に重要な管路とする。 

(ｲ) 第２次重要管路 

第１次重要管路に準じて給水上重要な管路とする。 

イ 給水装置の復旧 

(ｱ) 公共土木施設内の給水装置の復旧は、配水管の復旧及び通水と並行して行う。 

(ｲ) 一般住宅の給水装置の復旧は、修繕申込みがあったものから行うが、その際、緊急度 

の高い医療施設等は優先して行う。 

(ｳ) 配水に支障を及ぼす給水装置の損壊については、(ｲ)の申込みの有無にかかわらず応 

急措置を実施する。 

 

第５款 農業集落排水施設 

 

第１ 方 針 
 

災害時における農業集落排水施設の応急対策は、本計画の定めるところによる。 

 

第２ 内 容 
 

１ 実施責任者 

(1) 知 事 

(2) 市 長 

 

２ 復旧方針  

被害が発生したときは主要施設から復旧を図る。復旧順序については、処理場、ポンプ場、

幹線管渠等の主要施設の復旧に努め、その後、枝線管渠、ます・取付管の復旧を行う。 

 

３ 被害状況調査 

地震災害の発生時に、管渠、ポンプ場及び処理場の各施設の被災状況を早急に調査し、関

係機関に迅速に伝達する。 

 

４ 応急復旧 

各施設の被害状況に基づく復旧計画を作成し、管渠及びポンプ場の被害に対しては、下水

の排除に支障のないよう応急措置を講じ、処理場の被害に対しては、処理機能の回復を図る

べく応急措置を講じる。 

なお、復旧にあたっては、道路管理者、水道事業者等との協同に配慮するとともに、災害

時の的確な対応を図る。 

(1) 管 渠 

緊急輸送路を地上巡視し、農業集落排水施設が起因する道路陥没等を早急に把握し、損

傷状況に応じた応急復旧を実施する。 

【主な実施機関】  市（環境衛生課、吉野支所地域課）、徳島県 
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(2) 処理場・ポンプ場 

停電のため機能が停止した場合、ディーゼル発電機などの非常用発電機及びエンジン直

結ポンプによってポンプ運転を行い、揚水不能の事態が起こらないよう対処する。各施設 

の点検を行い、施設の被害に対しては、箇所、程度に応じて応急措置を実施する。 

万一機能上重大な被害が発生した場合は、揚水機能の復旧を最優先する。 

また、並行して各施設の損壊箇所を直ちに処置し、流下機能の確保と回復を図る。 

 

５ 支援要請 
応急復旧の実施に必要な人員、資機材等が不足する場合には、近隣市町村や県に対して広

域的な支援の要請を行うこととする。 

 

６ 災害広報 
各施設の被害状況及び復旧見込みについて、地域住民に広報し、農業集落排水に関する不

安解消に努め、必要に応じて、応急復旧工事が完成するまで、水洗便所等の使用を中止する

よう周知する。 

 

第６款 危険物品 

 

第１ 火薬類 
 

１ 方 針 

火薬類の保安対策は、本計画の定めるところによる。 

 

２ 内 容 

(1) 実施責任者 

ア 火薬庫又は火薬類の所有者又は占有者 

イ 警察本部長 

ウ 市 長 

 

(2) 応急措置 

ア 火薬庫又は火薬類の所有者又は占有者の措置 

(ｱ) 貯蔵火薬類を安全地域に移す余裕のある場合には、これを移して見張人を付けるもの 

とする。 

(ｲ) 通路が危険であるか又は搬送の余裕がない場合には、火薬類を水中に沈める等、安全 

な措置を講ずるものとする。 

(ｳ) 火薬庫の入口・窓等を完全に密閉し、木部には防火の措置を講じ、必要によっては付 

近住民に避難するよう警告するものとする。 

(ｴ) 吸湿・変質・不発・半爆等のため著しく原性質もしくは原型を失った火薬類又は、著 

しく安定度に異常を呈した火薬類は廃棄するものとする。 

イ 警察署の措置 

災害が発生した場合は、直ちに現場に警察官を派遣して施設管理者と緊密な連絡をとり、

警戒区域を設定するとともに付近住民の避難誘導・被害者の救出・救護並びにその他必要

な防災措置を実施するものとする。 

ウ 市長の措置 

施設管理責任者及び関係機関の緊密な連絡をとり立入検査を実施して災害の予防に努め、

災害の発生におそれがあるときは、火災警報区域を設定してその区域内における火気の使

用を禁止し、関係者以外の者の退去を命じ、その区域への出入りを禁止又は制限するとと

もに、区域内住民に対する避難・立ち退きの指示勧告又は救出・救護並びにその他必要な

防災措置を実施するものとする。 

 

【主な実施機関】  市（商工観光課、消費生活センター、危機管理課）、消防本部及び各消防署、 

消防団、阿波吉野川警察署、事業者、徳島県 
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第２ 高圧ガス 
 
１ 方 針 

    高圧ガス施設の保全対策は、本計画の定めるところによる。 
 

２ 内 容 
(1) 実施責任者 

ア 高圧ガスの製造者等 
イ 警察本部長 
ウ 市 長 

 
(2) 応急措置 

ア 製造者等の措置 
(ｱ) 製造施設又は消費施設が危険な状態になったときは、直ちに応急の措置を行うととも 

に製造又は消費の作業を中止し、製造又は消費のための設備内のガスを安全な場所に移 
し、又は大気中に安全に放出し、この作業に必要な作業員のほかは退避させるものとす 
る。 

(ｲ) 充てん容器を安全な場所に移す。 
(ｳ) 必要な場合は、従業者又は付近の市民に退避するよう警告するとともに関係機関に通 

知するものとする。 
(ｴ) 充てん容器が外傷又は火災を受けたとき、充てんされている高圧ガスを規定の方法に 

より放出し、又はその充てん容器を水中もしくは地中に埋めるものとする。 
イ 警察署の措置 

火薬類に対する措置と同様とする。 
ウ 市長の措置 

火薬類に対する措置と同様とする。 
 
第３ 石油類及び薬品 
 
１ 方 針 

石油類及び製品の保安対策は、本計画の定めるところによる。 
 

２ 内 容 
(1) 実施責任者 

ア 施設の所有者及び管理者又は占有者 
イ 市 長 

 
(2) 応急措置 

ア 施設の所有者及び管理者又は占有者の措置 
(ｱ) 施設内の使用火は完全に消火するとともに、状況に応じて施設内の電源は保安経路を 

除いて切断するものとする。 
(ｲ) 施設内における貯蔵施設の補強並びに付属施設の保護措置を実施するとともに、自然 

発火性物質に対する保安措置を強化するものとする。 
(ｳ) 施設内の消火設備を点検し、その機能を確認するものとする。 
イ 市長の措置 
(ｱ) 被害が広範囲にわたり、引火・爆発又はそのおそれがあると判断した場合は、施設関 

係者・関係機関と緊密な連絡をとり、立入禁止区域の設定をするとともに、区域内市民 
に対する避難・立ち退きの指示・勧告をするものとする。 

(ｲ) 火災の防御は市の消防機関がその消防力を有機的に運用して実施し、特に火災の状況 
・規模並びに危険物の種類により、消火用薬剤の収集、化学車の派遣要請等、他の機関 
の応援を受けるものとする。 

(ｳ) 流出、転倒及び浮上したタンク等に対しては、使用の禁止を命じ、危険物の排除作業 
を実施させるものとする。 

(ｴ) 漏油した場所、その他危険区域はロープ等で区画し係員を配置するものとする。 
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第７款 農業用施設 
 

第１ 方 針 
 

農業用水利施設については、洪水・湛水等の災害を防止し、応急対策活動を実施するに当たって

の緊急水利を確保するため、被災箇所に対する応急的な措置を講ずるとともに、本市における農業

生産の占める重要性に鑑み、人心の安定を図るため、農畜産物の生産を維持するために所要の措置

を講ずる必要がある。 

 

第２ 内 容 
 

１ 実施責任者 

(1) 土地改良区 

(2) 知 事 

(3) 市 長 

 

２ 農業用施設の応急措置 

 

 

 

土地改良区等農業団体の協力を得て、次により農業用施設の応急措置を実施するものとする。 

 

(1) 頭首工等 

頭首工の余水吐、土砂吐や水路の余水吐、樋門等の保全について必要な措置をとるととも

に、洪水の危険があるときは、洪水の流下を阻害しないよう所要の措置を講ずる。 

 

(2) 用排水路 

用排水路、河川等については、地震による護岸堤防のクラック、崩壊土等による通水断面

の縮小等について点検し、水路の決壊防止に努める。 

なお、施設に損壊を認めた場合は、通常の通水に支障のない程度の応急復旧工事を実施す

る。 

 

(3) 排水機場等 

排水機場及び各樋門等については、緊急操作に支障をきたすことのないよう、原動機の点

検、スピンドル等の防錆措置を実施するとともに、操作位置までの連絡道路を確保するなど

所要の措置を講ずる。 

 

(4) 排水ポンプ 

ポンプ排水を実施している地域については、ポンプ場に浸水のおそれがあるときは、土の

う等により浸水を防止し、ポンプ場の機能確保に努める。 

なお、ポンプ場の機能を失ったときは、移動用ポンプ等により内水の排除に努める。 

 

(5) 工事中の施設 

工作物築造中の現場については、仮締切の点検補修を実施するとともに、建設機械・機材

等の管理収拾を行うなど洪水に対する所要の措置を講ずる。 

 

(6) パトロールと市民への情報提供 

管理者は必要に応じて農業用施設のパトロールを行い、被災状況が周辺住民に危害を与え

るおそれが生じた場合、災害対策本部を通じて市民に情報提供を行う。 

 

 

 

 

【主な実施機関】  市（建設部、農業振興課、農地整備課）、東部農林水産局（吉野川庁舎）、 

各土地改良区 
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３ 農産物の応急措置 

【主な実施機関】  市（建設部、農業振興課、農地整備課）、東部農林水産局（吉野川庁舎）、

各土地改良区 

 

市内における農産物の基幹作物について必要と認める場合には、市内の農業協同組合等農業

団体の協力を得て、次の措置を講ずるものとする。 

(1) 種子等の確保 

作物によっては播種等の時期を失すると収穫に壊滅的打撃を受けるなどのため、必要と認

める場合は国、県に応援を要請するとともに、市内外の非被災農家及び種苗業者等に協力を

依頼し、市内農業協同組合等農業団体を通じて種子等の収集及び配付を行う。 

 

(2) 病害虫の駆除 

病害虫の異常発生又はまん延の可能性があると認める場合は、農作物の被害を防止するた

め、市内農業協同組合等農業団体と一体となって防除活動を行う。 

 

４ 家畜の応急措置 

【主な実施機関】  市（農業振興課、農地整備課）、東部農林水産局（吉野川庁舎）、 

市内農業協同組合、西部家畜保健衛生所 

 

市内における家畜の被害を軽減するため、必要と認める場合には、市内農業協同組合等農業

団体等の協力を得て、次の措置を講ずるものとする。 

 

(1) 家畜飼料の確保 

ア 家畜飼料については、原則として農家保有及び流通在庫によって対応するものとし、そ 

の期間の目処は次のとおりとする。 

(ｱ) 農家保有 ２週間程度 

(ｲ) 流通在庫 １週間程度 

イ アの期間を経過してもなお家畜飼養農家が飼料を調達できないなど、緊急を要すると認 

める場合は国、県に対して支援を要請するとともに、飼料流通業者及び市内農業協同組合

等農業団体の協力を得て緊急輸送を行い、所要の飼料を確保する。 

 

(2) 家畜の防疫 

家畜に伝染病の発生及びまん延のおそれがある場合は、畜舎等の消毒、防疫剤の配布等必

要に応じて予防措置を講ずる。 
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第２７節 教育対策 
 

 

第１ 方 針 
 

学校施設の被災により通常の教育に支障をきたした場合の応急教育は、本計画の定めるところに

よるものとする。 

 

第２ 内 容 
 

１ 実施責任者 

(1) 市教育委員会 

 

２ 学校の休校措置及び学校施設・教員の確保 

(1) 休校・休園措置 

学校長及び園長は、災害の状況に応じ、臨時休校・休園等必要な措置を講ずるものとする。

この場合、あらかじめ定めた方法により保護者へ連絡するとともに、その措置内容を教育委

員会へ報告するものとする。 

学校長及び園長から措置内容の報告を受けた教育委員会は、状況に応じて保護者への連絡

方法として阿波市ケーブルネットワークや音声告知端末等の活用を検討する。 

 

(2) 教育施設の確保等 

ア 教育委員会及び学校長（園長）は相互に協力し、次の方法により教育施設等を確保する 

ものとする。 

(ｱ) 施設の被害が軽微な場合 

屋根瓦の被害、窓ガラスの破損等で直ちに復旧しないと授業に差し支える場合は、国

庫負担事業の認定を待つことなく、各学校（園）においてすみやかに応急修理を実施し、

授業を行う。 

(ｲ) 施設の被害が相当に甚大な場合 

残存の安全な教室の使用又は特別教室、屋内体育施設等を転用し、学級合併授業、一

部又は全部の二部授業を行う。 

(ｳ) 施設の使用が全面的に不可能な場合 

近隣の安全な学校（園）や遊休施設の利用、又は用地の確保が可能な場合は、仮設教

室の建設等の方法により、授業を再開する。 

イ 教育活動の再開に際しては、登下校の安全の確保に十分配慮するとともに、児童生徒の 

指導にあたっては健康、安全教育及び生活指導に重点をおくものとする。 

特に、災害により精神的又は心理的ストレスを受けた児童生徒に対しては、心のケアに 

十分配慮するものとする。 

ウ 学校長及び園長は、災害状況の推移を把握し、教育委員会と密接に連絡の上、平常授業 

に戻すよう努め、その時期については広報紙、マスコミ機関等の情報媒体を通じ、迅速か

つ的確に保護者へ連絡するものとする。 

エ 災害に伴い教職員に不足が生じた場合は、教職員組織の編成替えや出務、民間の教員免 

許所有者の動員等により対処するものとする。 

 

(3) 教職員の確保対策 

災害に伴い教職員に欠員が生じた場合で、学校・園内において対応ができないときは、隣

接学校から応援させ、なお不足する場合は、地域人材から退職した教職員又は臨時任用経験

者などの応急教育に従事できる人材を確保する。 

 

【主な実施機関】  市（教育委員会、各学校、幼稚園、認定こども園）、徳島県 
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３ 応急教育の実施 

【主な実施機関】  市（教育委員会、各学校、幼稚園、認定こども園） 

 

(1) 児童・生徒の安全確保 

ア 情報等の収集・伝達 

(ｱ) 教育委員会は、地震災害が発生したときは、学校長及び園長に対し、災害に関する 

情報を正確かつ迅速に伝達するとともに、必要な措置を指示する。 

(ｲ) 学校長及び園長は、関係機関から災害に関する情報の伝達を受けたときは、教職員 

に対してすみやかに伝達するとともに、自らテレビ、ラジオ等により校区の被害状況等

の災害情報の収集に努める。 

(ｳ) 学校長及び園長は、必要に応じ災害情報等を児童生徒へ伝達するものとするが、伝 

達に際しては混乱を防止するよう配慮する。 

(ｴ) 学校長及び園長は、児童生徒及び学校施設に被害を受け、又は被害を受けるおそれ 

がある場合は、直ちにその状況を教育委員会に報告する。 

 

(2) 児童・生徒の登校時間内の緊急措置 

ア 避難等の指示 

学校長及び園長は、火災危険や倒壊危険等の状況を的確に判断し、屋外への避難の要否

の指示若しくは校内（園内）では児童生徒に危険が及ぶと判断したとき又は消防職員から

指示のあったときは、安全な避難場所等の指示を迅速に行うものとする。 

なお、状況によっては、教職員は個々に適切な指示を行うものとする。 

イ 下校時の危険防止 

学校長及び園長は、下校途中における危険を防止するため、児童生徒に必要な注意を与

えるとともに、災害の状況により、通学区ごとの集団下校又は教職員による引率等の措置

を講ずるものとする。 

ウ 校内保護 

学校長及び園長は、災害の状況により、児童生徒を下校させることが危険であると認め

るときは、児童生徒を校内に保護し、保護者への連絡に行うものとする。 

エ 保健衛生対策 

学校長及び園長は、災害時における校舎内外の清掃、給食、飲料水等に留意し、児童生

徒の保健衛生について必要な措置を講ずるものとする。 

オ 学校長又は園長不在時の対応 

地震発生時に学校長が不在の時は、教頭若しくは学校長（園長）があらかじめ指定する

教職員が学校長又は園長の代行としてその職務を行い、学校長又は園長が到着するまでの

間、全ての権限が委譲されるものとする。 

 

(3) 児童・生徒の登校時間外の緊急措置 

ア 被害状況の把握 

学校長及び園長並びに非常参集した教職員は、地震発生後直ちに施設及び周辺の被害状

況を把握し、教育委員会へ報告するものとする。 

イ 学校長又は園長不在時の対応 

地震発生時に学校長又は園長が不在の時は、在校又は在園している最上格の教員が学校

長又は園長の代行としてその職務を行い、学校長又は園長が到着するまでの間、全ての権

限が委譲されるものとする。 

 

(4) 教育施設の災害応急対策 

ア 激甚災害により建物が全壊又は半壊した場合 

激甚災害により建物が全壊又は半壊した場合において、その学校に残存建物がある場合

又は付近に遊休施設がある場合は復旧するまでの間、臨時的にそれらの建物を利用して授

業を行うものとする。 

なお、前記建物がない場合は、仮設建物を建築する等授業に差し支えないよう適切な措

置を行うものとする。 



 

- 188 - 

イ 被害が大破以下で補修を要する復旧の場合 

屋根瓦の被害、硝子の破損等で直ちに復旧しないと授業に差し支える場合は、国庫負担

事業の認定を待たず復旧を行うものとする。 

 

(5) 児童生徒の転入学措置 
被災地域の児童生徒が転入学を希望した場合には、受入れ可能な学校において、受入れ手

続き等を可能な限り弾力的に取り扱い、転入学を円滑に行うものとする。 

 

４ 教科書等調達・支給 

(1) 調達及び支給の方法 

ア 教科書 

(ｱ) 各学校の学年別、使用教科書ごとにその数量を調査して県に報告し、その指示に基づ 

いて教科書供給書店等に連絡してその供給を求め、又は市内の学校及び他市町村に対し

使用済みの古書の供与を依頼する。 

(ｲ) (ｱ)によってもなお不足する場合は、県に対して調達供与を依頼する。 

イ 学用品 

(ｱ) 災害救助法の適用を受けた場合 

a 教育委員会が学校長からの必要数の報告を受けてとりまとめて県に報告の上、原則 

として県が一括購入し、必要とする児童生徒へ市を通じて支給する。 

b 文房具、通学用品等を救援物資によって支給できる場合は、重複して購入すること 

を要しないものとする。 

c  知事が職権を市長、教育委員会又は学校長に委任した場合は、それぞれが県と協力 

して調達から支給までを実施する。 

(ｲ) その他の場合 

a 教育委員会が学校長からの必要数の報告を受けてとりまとめ、市において調達の上、 

支給するものとする。 

b (ｱ)によってもなお不足する場合は、県に対して調達供与を依頼する。 

 

(2) 支給対象 

災害により住居の全壊、全焼、流出、半壊、半焼又は床上浸水その他により、就学上欠く

ことのできない学用品等を喪失又はき損し、直ちに入手できない状態にある児童生徒に対し

て必要最小限の学用品を支給する。 

 

(3) 支給品目 

ア 教科書 

教科書、教材 

イ 文房具 

ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵の具、画筆、画用紙、下敷き、定規等 

ウ 通学用品 

運動靴、傘、カバン、長靴等 

 

(4) 支給期間 

災害発生時から教科書は１カ月以内、その他のものについては 15 日以内に支給を完了す

るものとする。 

ただし、交通、通信等の途絶による学用品の調達及び輸送の困難が予想される場合には、

知事の承認を受けて必要な期間を延長する。 

 

(5) 費用の限度 

教科書は支給する教科書の実費とし、文房具と通学用品は災害救助法施行細則で定める直

近の改定額とする。 
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５ 学校給食対策 

(1) 施設設備の被害状況を把握し、教育施設と並行して復旧のための応急対策をたて、学校 

給食の早期開始に努める。 

 

(2) 災害の状況によっては、学校給食の一時中止又は簡易給食への変更を行う。 

 

(3) 災害発生後、授業及び学校給食が実施されるときは、学校長は教育委員会と協議しなが 

ら、学校給食に必要な要員の確保、施設設備の稼働に必要な措置、及び給食に必要な物資 

の調達に努める。 

(4) 学校給食に必要な物資は、県学校給食会の保管する物資の特別配送の依頼、一般救援物 

資の利用等により確保を図る。 

 

６ 学校が指定避難所となる場合の措置 

(1) 指定避難所の開設は、市の災害対策本部からの指示を受けて開設することを原則とする。 

ただし、緊急を要するときは、学校長又は園長の判断により開設することができる。 

 

(2) 指定避難所の運営は、避難者の自主的運営を原則とするが、学校の教職員は必要に応じ 

て運営を支援することとする。 

 

(3) 教育委員会及び学校長（園長）は、指定避難所が設置されている間は、指定避難所の運 

営に協力するものとするが、学校は本来教育を行う場であることに鑑み、早期の授業再開 

に努めるものとする。 

 

(4) 教育委員会及び学校長（園長）は、指定避難所の設置が長期化する場合は、応急教育活 

動と避難活動との調整について市の災害対策本部と必要な協議・調整を行う。 

 

７ 就学援助費の支給等 

(1) 対象者 

災害救助法が適用される等の著しい災害により、新たに経済的理由によって就学困難とな

った児童生徒に対し、就学援助費の支給等を行い、就学の保障を図るものとする。 

 

(2) 就学援助費の支給 

ア 対象となる児童生徒に対して、すみやかに就学援助費（学用品費等、医療費、給食費） 

を支給する。 

イ すでに準要保護に認定された児童生徒が学用品等を消失した場合は、すみやかに就学援 

助費を再支給する。 

 

(3) 市立幼稚園の保育料等の免除 
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第４章 災害復旧・復興計画 
 
第１節 復旧・復興の基本方針の策定 
 

【主な実施機関】  市（教育委員会、健康福祉部、建設部、水道課、農業振興課、農地整備課、

商工観光課、消費生活センター、環境衛生課、各支所地域課、財政課、 

契約管財課、企画総務課、危機管理課、） 

 

第１ 復旧・復興体制 

 
被災後の現状復旧は、災害対策本部が対応するが、甚大な被害により都市の復興及び市民生活 

に関する事業を迅速かつ計画的に実施（計画復興）する必要があると認めたときには、復興本部を 

設置する。 

 

１ 復興本部及び復興本部会議 

復興本部は、復興計画の策定や各種復興事業を総合的かつ迅速に推進するための意思決定を

行う司令塔の役割を担う。 

なお、復興が長期に及ぶこと等を勘案し、災害対策本部とは別に復興本部を設置するものと

する。 

復興本部のもとには、復興本部のコアメンバーで構成する復興本部会議を設置し、復興本部

に付議する議案の調整等を行う。 

 

２ 復興本部の所掌事務 

復興本部の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 復興基本方針及び復興計画の策定及び推進に関すること 

(2) 復興施策に係る財源の確保及び資金計画に関すること 

(3) 被災した市民の生活再建及び市民生活の安定に係る施策の策定及び推進に関すること 

(4) 被災した市民の医療、保健及び福祉に係る施策の策定及び推進に関すること 

(5) 産業の復興及び雇用の創出に係る施策の策定及び推進に関すること 

(6) 公共施設の復旧及び整備計画の策定及び推進に関すること 

(7) 国、県その他関係機関との連絡及び調整に関すること 

 

３ 復興本部の組織 

(1) 本部長、副本部長 

本部長は市長とし、副本部長は副市長とする。 

(2) 本部員 

本部員は、災害対策本部構成員に準ずることを基本とし、被災状況に応じて決定する。 

(3) 事務局 

復興本部を運営する復興本部事務局は、危機管理課及び企画総務課が担当する。 

 

４ 復興本部会議の運営 

復興本部会議は、本部長、副本部長のほか、本部員の中から市長が指名した者を構成員とす 

る。 

復興本部会議は、以下の事項を検討する。 

(1) 復興方針の検討 

(2) 復興工程の検討 
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(3) 国・県・担当部署からの入手・提供された情報の検討 

(4) 復興計画検討委員会の委員選定及び工程の検討 

(5) 復興に係わる重要事項の検討 

(6) 復興施策の検討 

(7) 事業の進行管理 等 

本部長は、専門的知見が必要であると認めるときは、復興本部会議構成員以外の者に意見を 

求めるものとする。 

 

第２ 復旧・復興の基本方針  
 

被災地域の再建を行うために、被災の状況、関係公共施設管理者の意向等を勘案しつつ、県等の

関係機関と協議を行い、原状復旧あるいは中長期的な計画復興のいずれにするか検討し、復旧・復

興の基本方針を定めるものとする。 

 

第３ 復旧・復興計画の策定 
 

第２の復旧・復興の基本方針に基づき、具体的な復興計画を策定するものとし、本計画では、ま

ちなみ復旧・復興計画、産業復旧・復興計画及び生活復旧・復興計画並びにその事業手法、財源確

保、推進体制を具体的に定めるものとする。 



 

- 192 - 

第２節 公共施設災害復旧計画 
 

【主な実施機関】  市（教育委員会、健康福祉部、建設部、水道課、農業振興課、農地整備課、

商工観光課、消費生活センター、環境衛生課、各支所地域課、財政課、 

契約管財課、企画総務課、危機管理課、） 

 

第１ 方 針 
 

災害により被災した市の公共施設の災害復旧は、被災した各施設の原形復旧にあわせて再度災害

の発生を防止するために必要な施設の新設又は改良を行う事業計画を立てるものとする。 

なお、災害復旧計画は、災害の種類によって次の計画種別によるものとする。 

 

 

第２ 内 容 
 

１ 災害復旧事業の種類 

(1) 公共土木施設災害復旧事業計画 

ア 河 川 

イ 砂防設備  

ウ 林地荒廃防止施設  

エ 地すべり防止施設  

オ 急傾斜地崩壊防止施設     

カ 道 路 

キ 農業集落排水 

ク 公 園 

(2) 農林水産業施設災害復旧事業計画 

ア 農地農業用施設 

イ 林業用施設 

ウ 共同利用施設の各施設 

(3) 教育施設災害復旧事業計画 

(4) 水道施設災害復旧事業計画 

(5) 内閣府及び厚生労働省所管補助施設災害復旧事業計画 

(6) 住宅災害復旧事業計画 

(7) 社会福祉施設災害復旧事業計画 

(8) 官庁建物等災害復旧事業計画 

(9) その他の公共施設災害復旧事業計画 
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第３節 災害復旧事業に伴う財政援助及び助成 
 

災害復旧事業費の決定は、市長の報告その他市が提出する資料及び実地調査の結果等に基づいて決 

定されるものであるが、法律又は予算の範囲内において、国が全部又は一部を負担し、又は補助して

行われる災害復旧事業並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき援助

される事業は次のとおりである。 

 

１ 法律により一部負担又は補助するもの 

(1) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 

(2) 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 

(3) 公営住宅法 

(4) 土地区画整理法 

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

(7) 予防接種法 

(8) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 

(9) 天災による被害農林漁業者等に関する暫定措置法 

(10) 上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧費補助金交付要綱 

(11) 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 

 

２ 激甚災害に係る財政援助措置 

(1) 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

ア 公共土木施設災害復旧事業 

イ 公共土木施設災害関連事業 

ウ 公立学校施設災害復旧事業 

エ 公営住宅等災害復旧事業 

オ 生活保護施設災害復旧事業 

カ 児童福祉施設災害復旧事業 

キ 老人福祉施設災害復旧事業 

ク 障がい者更生援護施設災害復旧事業 

ケ 知的障がい者更生施設災害復旧事業 

コ 婦人保護施設災害復旧事業 

サ 感染症医療機関災害復旧事業 

シ 感染症予防事業 

ス 堆積土砂排除事業（公共的施設区域内、公共的施設区域外） 

セ 湛水排除事業 

 

(2) 農林水産業に関する特別の助成 

ア 農地等の災害復旧事業に係る補助の特別措置 

イ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 

ウ 開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助 

エ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例 

オ 森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助 

カ 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助 

キ 共同利用小型漁船の建設費の補助 

ク 森林災害復旧事業に対する補助 

 

(3) 中小企業に対する特別の助成 

ア 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

イ 小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間の特例 

ウ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 
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(4) その他の財政援助措置 

ア 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

イ 私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

ウ 市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例 

エ 母子、父子、寡婦福祉資金に関する国の貸付けの特例 

オ 水防資器材費の補助の特例 

カ 罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例 

キ 公共土木施設、公立学校施設、農地農業用施設及び林道の小災害復旧事業に対する特別 

の財政援助 

ク 雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例 
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第４節 被災者生活安定化計画 
 

第１ 方 針 
 

災害が発生した場合、多数の者が生命又は身体に危害を受け、あるいは住居、家財が損壊するな

ど大きな痛手を被ることが予想されることから、被災者の生活確保に関する各種措置を講ずること

により市民の自力復興等を促進し、もって生活安定の早期回復を図るものとする。 

 

第２ 内 容 
 

１ 調査等に関する説明 

被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険度判定調査、住家被害認定調査など、住宅

に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要性や実施時

期の違い、民間の保険損害調査との違い等について、被災者に説明するものとする。 
 

２ 被災者生活再建支援金の支給 

【主な実施機関】  市（社会福祉課）、徳島県 

 

県は、「被災者生活再建支援法」に基づき、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を

活用して、次の基準に該当する自然災害の支援者に対して、被災者生活再建支援金の支給を行

うが、市は被災者等からの相談を受け、被災者の不安解消に努める。 

 

３ 災害弔慰金等の支給・貸付 

【主な実施機関】  市（社会福祉課） 

 

災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48 年法律第 82号）及び阿波市災害弔慰金の支給等

に関する条例（平成 17年条例第 97号）の規定に基づき、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支

給並びに災害援護資金の貸付けを行う。 

 

４ 雇用機会の確保 

【主な実施機関】  市（社会福祉課） 

 

災害により離職を余儀なくされた被災者の就職の紹介については、県が公共職業安定所を通

じてすみやかに職業の確保を図ることとしている。 

被害を受けた市民が、その痛手から早急に再起更生できるよう、次により被災者の雇用機会

の確保を図る。 

 

(1) 生活相談窓口の活用 

６生活相談において設置する生活相談窓口において、離職者のための相談業務を行うとと

もに、離職者の状況を把握する。 

 

(2) 県への要請等 

(1)により把握した離職者の状況について県に報告するとともに、必要と認められる場合

は県に対し次の事項を要請する。 

ア 被災者のための公共職業安定所の臨時窓口の市内への設置 

イ 公共職業安定所へ出向くことが困難な地域における公共職業安定所の臨時職業相談所

の開設又は巡回職業相談の実施 
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５ 納税の緩和措置 

【主な実施機関】  市（税務課、国保医療課） 

 

災害により被害を受けた納税義務者（個人に限る。以下同じ。）に対し、地方税法（昭和 25

年法律第 226 号）、災害による市税の減免に関する条例（平成 17年条例第 54 号）により、市

税の軽減又は免除について適切な措置を講ずる。 

 

６ 被災者への融資 

【主な実施機関】  市（社会福祉課）、社会福祉協議会、住宅金融公庫の業務取扱金融機関、 

徳島県信用保証協会及び取扱金融機関 

 

災害により被害を受けた者に対し、生活の安定、住宅や事業の復旧のために必要な資金の融

通又は斡旋を行う。 

 

(1) 生活福祉資金（災害を受けたことにより臨時に必要となる経費） 

災害により被害を受けた者（低所得者）に対して資金の貸付けを行い、被災者の早期立ち

直りを図り、あわせて生活の安定化を促進する。 

 

(2) 災害復興住宅融資 

自然災害により住宅の被害を受けた者に対し、（独）住宅金融支援機構が指定した災害に

ついて、住宅復旧のための補修並びに住宅の建設、購入に要する資金の貸し付けを行う。 

 

(3) 災害対策資金 

災害により被害を受けた中小企業等に対し再建を促進し、生産力の維持と経営の安定を図

るため、金融機関の融資ならびに信用保証協会による融資の保証を行う。 

 

(4) 災害援護資金 

自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため貸付

を行う。 

 

(5) 農林漁業関係融資 

ア 日本政策金融公庫資金 

(ｱ) 農業関係資金   農業基盤整備資金 

                 農林漁業施設資金 

                 農林漁業セーフティネット資金 

(ｲ) 林業関係資金   林業基盤整備資金 

                   農林漁業施設資金 

農林漁業セーフティネット資金 

(ｳ) 漁業関係資金    漁業基盤整備資金 

                 農林漁業施設資金 

漁船資金 

農林漁業セーフティネット資金 

イ 天災資金 

ウ 県単農業災害対策特別資金 

エ 県単林漁業災害対策特別資金 

 

(6) 勤労者ライフサイクル資金（災害費） 

災害により被害を受けた勤労者に対し、四国労働金庫が資金の貸付けし、被災者の生活の

安定化を図る。 
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７ 生活相談 

【主な実施機関】  市（社会福祉課） 

 

災害により被害を受けた市民がすみやかに再起できるよう、福祉事務所内に生活相談窓口を

設置し、被災者に対する迅速かつ正確な相談業務が行われるよう努めるものとする。 

なお、生活相談窓口においては、職業斡旋、弔慰金等の支給、住宅資金等各種資金の貸付な

ど被災者の生活安定のための生活相談を行うものとする。 

なお、仮設住宅入居者に対しては、生活再建に向けた活動を円滑に進められるよう、ボラン

ティア等と連携した支援対策を検討する。特に、高齢者の入居者に対しては、可能な限り高齢

者が住み慣れた地域で以前のように安心して暮らすことができるよう、更なる在宅福祉サービ

スの充実や食の供給システムなど、地域相互ケア体制の充実に努めるものとする。 

 

８ 安否情報の提供 

県及び市は、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を

不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の

緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努める

ものとする。 

この場合において、県及び市は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、関係

地方公共団体、消防機関、都道府県警察等と協力し、被災者に関する情報の収集に努めること

とする。 

なお、被災者の中に、配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡されて危害を受ける恐れが

ある者等が含まれる場合は、その加害者等に居所が知られることのないよう当該被災者の個人

情報の管理を徹底するよう努めるものとする。 

 

９ 罹災証明書の交付 

【主な実施機関】  市（税務課、市民課、人権課） 

 

(1) 体制の整備 

ア 災害時に罹災証明書の交付が遅延なく行われるよう、住家被害の調査や罹災証明書の交

付の担当部局を定め、住家被害調査の担当者の育成、他の地方公共団体や民間団体との応

援協定の締結、応援の受入れ体制の構築等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必

要な業務の実施体制の整備に努めるものとする。                                                                                                                              

□また、効率的な罹災証明書の交付のため、当該業務を支援するシステムの活用について

検討するものとする。 

イ 県の計画する住家被害調査における研修会等に担当者が参加し、災害時の住家被害調査

等の事務処理の迅速化を図るものとする。 

(2) 災害時の対応 

ア 災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種の支援措置を早期に実施するため、

遅滞なく、住家等の被害の程度を調査し、被災者に罹災証明書を交付する。       

のこの際、市の体制・資機材では、罹災証明書の交付が延滞すると予測される場合、必要

な支援を県に要請するものとする。 

 

10 被災者台帳の作成等 

必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項

等を一元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努める

ものとする。 

県は、災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは、被災者台帳を作成する市からの要

請に応じて、被災者に関する情報を提供するものとする。 
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11 資金の安定供給体制の構築 

財務会計システム等が機能しなくなった場合においても、公金の支払事務に支障が生じない 

よう、あらかじめシステムのクラウド化、金融機関への支払データ送信手段の多重化、手処理 

での支払事務マニュアルの策定などの対策を行うものとする。 

また、被災者生活再建支援金、災害弔慰金等の支給、被災者等への各種融資が円滑に実施さ 

れるよう、指定金融機関、関係団体と連携し、公金を含む資金の安定供給体制を構築するもの

とする。 



 

- 199 - 

第５節 復興計画 
 

第１ 方 針 
 

著しい被害を受けた被災地域の市民の一日も早い生活の安定と被災地の速やかな復興を総合的

に推進するため、速やかな復興計画の策定について定める。 

 

第２ 内 容 
 

１ 復興計画の策定 

大規模な災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた災害においては、

被災地の再建は、地域の構造や産業基盤の改変を伴うような高度かつ大規模な事業となるこ

とから、事業を速やかに実施するための復興計画を作成し、関係機関と調整を図りながら、

計画的に復興を進めるものとする。 

 

２ 復興計画検討委員会の設置 

復興計画策定のために復興計画検討委員会を設置する。復興計画検討委員会は、学識経験者、

市内の各界や市民団体の代表者などで構成し、地域経済や市民の豊かで幸せな生活等多角的視

点から本市の復興した姿を描き、市が策定する復興計画に意見具申を行う。 

検討委員会での協議の過程では、学識経験者や国、県をアドバイザー及びオブザーバーとし、

それぞれ出席を求め意見を聞くものとする。 

 

３ 留意事項  

被災地の復興計画の作成に際しては、地域のコミュニティが被災者の心の健康の維持を含め、

被災地の物心両面にわたる復興に大きな役割を果たすことに鑑み、その維持・回復や再構築に

十分に配慮するとともに、復旧復興のあらゆる場に女性や障がい者、高齢者等の要配慮者の参

画を促進するものとする。  

また、被災状況を想定した事前復興計画の策定を検討する。 

 

４ 復興計画策定の事前検討  

被災時の混乱の中で復興計画を策定することは、非常に難しいことが想定されるため、事前 

に復興計画を策定するための手続きや体制、検討項目等を検討しておく。 
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 南海トラフ地震対策編  
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第１章 総 則 
 
第１節 計画の目的 

 

本計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第６条第１項の規定に 

基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された本市について、災害対策基本法（昭和

36年法律第223号）第42条に規定する「阿波市地域防災計画」の「地震災害対策編」に南海トラフ

地震に係る地震防災上重要な対策に関する事項等を含めた地震災害対策計画であり、本市における

地震防災対策の推進を図り、もって市の地域並びに市民の生命、身体及び財産を大規模地震災害か

ら保護することを目的とする。本計画に定めのない事項については、｢阿波市地域防災計画｣の「共

通対策編｣に定めるところによるものとする。 

 

第２節 地震被害想定 
 

第１ 想定地震 
 

南海トラフ巨大地震 

静岡県の駿河湾から九州東方沖まで続く深さ 4,000m 級の「南海トラフ」と呼ばれる海底の溝で

発生する地震で、最大でＭ9.1 の地震が想定される。 

 

第２ 南海トラフ巨大地震に係る被害想定等 
 

１ 徳島県が実施したこれまでの被害想定等  

これまで大規模な震災発生を契機に、その時点における最新の知見を反映させた各種の被害

想定調査等を実施し、その結果を防災対策の基礎資料としてきた。 

 

(1) 徳島県地震対策基礎調査（昭和 56 年度） 

「南海沖に発生する地震（M8.1)」を想定し、「震度（加速度）」と「建物被害」を算出し 

ている。 

【参 考】 

・直近の震災：伊豆大島近海地震（昭和 53 年）、宮城県沖地震（昭和 53 年） 

・国の動き：大規模地震対策特別措置法の制定（昭和 53 年）、地震財特法の制定（昭 

和 55 年） 

 

(2) 徳島県地震防災アセスメント調査（平成８年度） 

「安政南海地震と同規模の南海トラフを震源とする海溝型地震（M8.4)」、「中央構造線系 

活断層の東側半分程度（M7.7)と鮎喰川断層系（M7.5)の２つが連動して発震し、西から東側 

に向かって破壊が進行する内陸型地震」、「中央構造線系活断層の西側半分程度の活動で西か 

ら東側に向かって破壊が進行する内陸型地震（M7.7)」の３ケースを想定し、「震度分布」、 

「液状化危険度」、「急傾斜地崩壊危険箇所」、「津波予測」、「建物被害」、「人的被害」、「土 

木構造物被害」、「道路網被害」、「ライフライン被害」などを算出している。 

【参  考】 

・直近の震災：北海道南西沖地震（平成５年）、兵庫県南部地震（平成７年） 

・国の動き：地震防災対策特別措置治の制定（平成７年） 
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(3) 徳島県津波浸水予測調査（平成 15 年度）、徳島県地震動被害想定調査（平成 16 年度） 

平成 15 年度の津波浸水予測調査では、中央防災会議が示した「東南海・南海地震同時発

生モデル」及び安政南海地震を再現した「Aida モデル」を対象に津波予測を行っている。   

また、平成 16年度の被害想定調査では、「東南海・南海地震同時発生モデル（M8.6）」及 

び「県西部直下を震源とする地震（M7.0)」の２ケースを想定し、「震度分布」、「液状化危険 

度」、「急傾斜地崩壊危険箇所」、「建物被害」、「人的被害」、「ライフライン被害」、「交通施 

設被害」、「生活機能支障」などを算出している。 

【参  考】 

・直近の震災：芸予地震（平成 13 年）、十勝沖地震（平成 15 年）、新潟県中越地震（平 

成 16 年） 

・国の動き：東南海・南海地震対策特別措置法の制定（平成 14 年度） 

 

２ 南海トラフ巨大地震を想定した被害想定等 

県は、東日本大震災（平成 23 年３月 11 日）から得られた教訓を踏まえ、「最大クラスの地

震・津波」を対象に、これまでの被害想定等の見直しを行っている。 

 

 

 
 

(1) 徳島県南海トラフ巨大地震被害想定（第一次：平成 25 年７月 31 日）  

平成 24 年８月 29 日に国が公表した「南海トラフ巨大地震の震源モデル（M9.0、M9.1)」

をもとに「震度分布」、「液状化危険度」、「建物被害」、「人的被害」などを算出している。 
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建物全壊・焼失棟数 一覧表（阿波市） 

揺れ 液状化 急傾斜地 
火災 合計 

冬深夜 夏 12 時 冬 18 時 冬深夜 夏 12 時 冬 18 時 

1,500 20 ※ ※ ※ ※ 1,600 1,600 1,600 

 

建物半壊棟数 一覧表（阿波市） 

揺れ 
液状化 

（大規模半壊を含む） 
急傾斜地 火災 合計 

3,700 630 ※ － 4,300 

単位：棟 

※は、若干数を表す。 

数値はある程度をもって見る必要があるため、十の位または百の位で処理しており、合計が合わ

ない場合がある。 

 

死者数 一覧表（阿波市） 

揺れ 急傾斜 火災 

ブロック塀・自

動販売機転倒、

屋外落下物 

合計 

冬深夜 夏 12 時 冬 18 時 
冬 

深夜 

夏 

12時 

冬 

18時 

冬 

深夜 

夏 

12時 

冬 

18時 

冬 

深夜 

夏 

12時 

冬 

18時 

冬 

深夜 

夏 

12時 

冬 

18時  
うち 
家具 
転倒 

 
うち 
家具 
転倒 

 
うち 
家具 
転倒 

100 ※ 60 ※ 70 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0 ※ ※ 100 60 70 

 

負傷者 一覧表（阿波市） 

揺れ 急傾斜 火災 

ブロック塀・自

動販売機転倒、

屋外落下物 

合計 

冬深夜 夏 12 時 冬 18 時 
冬 

深夜 

夏 

12時 

冬 

18時 

冬 

深夜 

夏 

12時 

冬 

18時 

冬 

深夜 

夏 

12時 

冬 

18時 

冬 

深夜 

夏 

12時 

冬 

18時  
うち 
家具 
転倒 

 
うち 
家具 
転倒 

 
うち 
家具 
転倒 

870 140 550 90 610 90 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0 20 50 870 570 660 

単位：人 

※は、若干数を表す。 

数値はある程度をもって見る必要があるため、十の位または百の位で処理しており、合計が合わ

ない場合がある。 

 

(2) 徳島県南海トラフ巨大地震被害想定（第二次：平成 25 年 11 月 25 日）  

平成 24 年８月 29 日に国が公表した「南海トラフ巨大地震の震源モデル（M9.0、M9.1)」

をもとに「ライフライン被害」、「交通施設被害」、「生活支障等」、「経済被害」などを算出

している。 

ア ライフライン被害の結果 

(ｱ) 上水道 

給水人口 
復旧対象 

給水人口 

直後 1 日後 1 週間後 1 ケ月後 
津波全壊 

人ロ 断水率 
断水 

人口 
断水率 

断水 

人口 
断水率 

断水 

人口 
断水率 

断水 

人口 

38,500 38,500 94 36,300 73 28,200 52 19,900 9 3,500 0 

１）単位：人、％ 

２）断水率＝（管路・浄水場等被害による断水人口＋津波全壊による断水人口）/全給水人口 

３）復旧対象給水人口は、津波浸水により建物全壊した需要家数に相当する人口を除く。 
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(ｲ) 下水道 (農業集落排水施設) 

下水処理 

人口 

復旧対象 

処理人口 

直後 1 日後 1 週間後 1 ケ月後 

津波全壊 

人ロ(人) 

 

支障率 
支障

人口 
支障率 

支障

人口 
支障率 

支障

人口 
支障率 

支障

人口 
 

1,850 925 50 925 20 370 0 0 0 0 0 

１）単位：人、％ 

２）支障率（直後～1 週間後）＝（管路・処理場等被害による支障人口＋津波全壊による支障 

人口）/全処理人口 

３）支障率（１ヶ月後）＝管路・処理場等被害による支障人口／全処理人口 

４）復旧対象処理人口は、津波浸水により建物全壊した需要家数に相当する人口を除く。 

 

(ｳ) 電 力 

代表震度 電灯軒数 
復旧対象

電灯軒数 

直後 1 日後 津波全壊相当 

電灯軒数 停電率 停電軒数 停電率 停電軒数 

6.07 18,200 18,200 100 18,200 53 9,700 0 

１）単位：軒、％ 

２）停電率＝（需給バランス等に起因した停電軒数＋津波全壊による停電軒数）/全電灯軒数 

３）復旧対象電灯軒数は、津波浸水により建物全壊した需要家数に相当する電灯軒数を除く。 

 

(ｴ) 電 話 

ａ 固定電話 

回線数 
復旧対象 

回線数 

直後 1 日後 津波全壊相当 

回線数 不通率 不通回線数 不通率 不通回線数 

12,600 12,600 100 12,600 53 6,700 0 

１）単位：回線、％ 

２）不通率＝（停電に起因した不通回線数又は電線等被害による不通回線数＋津波全壊による 

不通回線数）/全回線数 

３）復旧対象回線数は、津波浸水により建物全壊した需要家に相当する回線数を除く。 

 

ｂ 携帯電話 

東日本大震災では、発災直後は基地局等の倒壊・流失などによる停波基地局が相当数

発生し、１日後にはバッテリーや自家用発電機の燃料等の枯渇により停波する基地局が

さらに増加した。その後、電力の復旧や各事業者の迅速な復旧作業により、１ヶ月半程

度で、一部のエリアを除き、復旧がされたところである。 

本県においても、南海トラフ巨大地震が発生すると、通信インフラ等の被災や軋轢の

発生、各事業者による通信規制により、発災直後から非常に繋がりにくい状況となるこ

とが想定される。 

 

(ｵ) ガ ス 

ａ ＬＰガス 

「東日本大震災を踏まえた今後のＬＰガス安定供給の在り方に関する調査 報告書」

によれば、ＬＰガス基地が津波浸水等の様々な要因により、10 箇所で出荷停止を余儀

なくされた。それに対しては、代替基地からの振替出荷、国家備蓄からの放出等の対策

が講じられたが、卸売・小売の段階でも、タンクローリーの不足、充填所・販売店の被

災、燃料不足、人手不足等の様々な復旧作業の支障となる事象が発生した。 

被災三県におけるＬＰガスの復旧状況については、大規模な余震が発生し、都度点検

を実施して供給を再開しなければならない状況が繰り返されたが、３月 11 日に発生し

た大震災に対する復旧は概ね４月上旬、全体の復旧は４月 21 日（当面復旧可能な世帯

に対して）である。発災当日はガスボンベ等の安全装置によって、自動的にほぼ全ての

世帯において、供給が一旦止まったとみられ、その後順次点検を実施しながら供給が再



 

- 206 - 

開された。 

本県においても、南海トラフ巨大地震が発生すると、発災直後においては、ガスボン

ベ等の安全装置により、自動的にほぼ全ての世帯において、供給が一旦停止し、その後、

順次点検を実施したところから供給が開始されるが、大きな揺れと津波によるＬＰガス

基地・充填所等の被災、輸送力不足、点検作業を実施する事業者の被災などから、すべ

ての復旧対象世帯において供給が開始されるには１ヶ月程度を要すると想定される。 

 

イ 交通施設被害の結果 

(ｱ) 道路施設（徳島県） 

道路種別 

津波浸水域 津波浸水域外 

総延長 
被害 

箇所数 延 長 
被害 

箇所数 
延 長 

被害 

箇所数 

全路線 3,250 690 11,760 940 15,020 1,600 

うち高速道路・直轄国道 80 60 300 50 390 110 

うち補助国道・県道・市町村道 3,170 630 11,470 880 14,630 1,500 

うち緊急輸送道路 180 70 950 100 1,130 170 

１）単位：㎞、箇所 

２）数値は、十の位または百の位で処理しており、合計が合わない場合がある。 

 

ウ 生活支障等の結果 

(ｱ) 避難者（冬 18時） 

人 口 

警報解除後当日 １週間後 １ヶ月後 

避難所 

生活者数 

避難所外 

生活者数 

避難者数 

合計 

避難所 

生活者数 

避難所外 

生活者数 

避難者数 

合計 

避難所 

生活者数 

避難所外 

生活者数 

避難者数 

合計 

39,247 3,000 2,000 5,100 4,700 4,700 9,500 2,300 5,500 7,800 

１）単位：人 

２）数値は、十の位または百の位で処理しており、合計が合わない場合がある。 

 

(ｲ) 帰宅困難者 

帰宅困難者数 

1,400 ～ 1,900 

１）単位：人 

 

(ｳ) 医療機能（冬 18 時） 

入院需要 

重傷者数 死者の１割 要転院患者数 合計 

120 ※ 40 160 

１）単位：人 

２）※は、若干数を表す。 

 

(ｴ) 災害廃棄物等（冬 18 時） 

重量換算 堆積換算 

12 万トン 22 万ｍ3 
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(ｵ) 住機能（冬 18時） 

全戸数 必要応急仮設住宅戸数 

13,200 930 

１）単位：戸 

 

(ｶ) エレベータ閉じこめ 

エレベーター数 
閉じこめ可能性のある台数 

安全装置作動 揺れによる故障 停電 合計 

40 ※ ※ ※ 10 

１）単位：台 

２）※は、若干数を表す。 

 

(ｷ) 要配慮者（冬 18 時） 

避難所 

生活者数 

(1 週間後) 

避難所生活者のうちの要配慮者数 

65 歳以上 

高齢単身者 

5 歳未満

乳幼児 

身体 

障がい者 
知的 

障がい者 
要介護認定者 

(要支援者除く) 

難病

患者 
妊産婦 外国人 

4,700 160 150 270 50 220 40 30 40 

１）単位：人 

２）属性間の重複あり。 

３）避難所生活者数は冬 18 時、１週間後の値 

４）※は、若干数を表す。 

 

(ｸ) 孤立集落 

孤立の可能性 

のある集落数 
孤立集落数 

16 1 

１）単位：集落 

 

エ 直接経済被害の結果（徳島県）    

種別 被害額(億円) 種別 被害額(億円) 

住宅 42,100 通信 390 

家庭用品 6,900 道路 430 

償却資産 6,200 鉄道 130 

棚卸資産 3,100 港湾 1,300 

上水道 110 その他土木施設 870 

下水道 290 災害廃棄物 2,300 

電力 90 合計 64,000 
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第２章 被害予防 
 
第１節 建築物等の耐震化 
 

【主な実施機関】  市（教育委員会、健康福祉部、建設部、農地整備課、契約管財課、 

危機管理課）、徳島県、関係機関 

 

第１ 方 針 
 

建築物の安全基準は、建築基準法で定められており、昭和 25 年に制定されて以来、過去数度の

法改正等により耐震性の基準が強化されている。近年発生した地震では、現行の建築基準法による

耐震設計基準を満足させていない建築物に被害が多く集中していることから、それらの耐震性能を

有さない既存建築物に対し耐震診断及び耐震改修を行い耐震性能の向上を図る必要がある。 

特に、地震発生時に避難、救護、応急対策活動の拠点となる建築物等、防災上重要な建築物の耐

震性を強化するとともに、新設の公共施設については「耐震設計」を取り入れ、既存公共施設の耐

震調査を実施し、補強計画の樹立に努める必要がある。 

また、避難路や輸送路に指定されている道路の橋梁等の構築物については、県や関係機関と連携

し、耐震補強等の対策推進に努める。 

 

第２ 内 容 
 

１ 耐震改修促進計画の改定 

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第 123 号）（以下「耐震改修促進法」

という。）第５条第１項の規定に基づき「阿波市耐震改修促進計画」を作成しているが、５年

程度を目途に現状を把握し、計画を改定する。 

 

２ 建築物等の耐震化の促進 

(1) 広 報 

防災関係機関は、大規模な地震の発生を想定し、阪神・淡路大震災等の教訓をもとに、非

常参集、通信連絡、消防、避難、救助等の各種防災訓練を積極的に実施する。 

 

(2) 指導者への民間建築物の耐震化の促進 

耐震改修促進法に基づき、市内にある病院、ホテル、旅館等の建築物等の多数の者が利用

する一定規模以上の建築物、一定以上の危険物を取り扱う貯蔵庫や処理場、住宅や小規模建

築物等の所有者に対し、耐震診断、耐震改修を実施するように促す。 

 

(3) 耐震性建築物の建築促進対策 

木造住宅や木造賃貸アパート、建築基準法において木造の耐震基準が明確化された平成 

12 年以前に建築された建築物等について、安全性の向上を図るため、耐震診断実施の普及・ 

啓発を推進するとともに、耐震診断及び耐震改修のための助成制度の普及を図る。 

 

３ 防災上重要拠点施設等の耐震化の推進 

(1) 大規模な地震による災害時に、応急対策活動の拠点となる施設を「防災上重要建築物」と 

し、その耐震性の確保を図るものとする。 

 

(2) 特に災害時の拠点となる庁舎等について、非構造部材を含む耐震対策等により、発災時に 

必要と考えられる高い安全性の確保を図るものとする。 

 

 



 

- 209 - 

ア 防災上重要建築物 

■防災上重要拠点施設 

防災上重要建築物 種別 防災上重要建築物 種別 

本庁舎 災害対策本部 吉野保健センター 
市で設置可能な 

医療救護所 

各支所 現地対策本部 
子育て支援センター

「わんぱく広場」 
〃 

消防署 応急活動拠点 市場総合福祉センター 〃 

消防団詰所 〃 阿波健康福祉センター 〃 

各中学校体育館 指定避難所 社会福祉施設等 福祉避難所 

各小学校体育館 〃 
交流防災拠点施設 

アエルワ 
物資輸送拠点 

各コミュニティ 

センター等 
〃 

土成緑の丘スポーツ 

公園 
救助活動拠点 

 

イ 耐震診断及び耐震補強工事の実施 

防災上重要建築物に対して耐震診断を実施し、必要に応じて耐震補強工事を行うなど、 

防災上重要建築物の耐震性を確保する。 

 

ウ 公共施設の耐震化促進 

防災拠点以外の公共施設についても、耐震化を促進する。 

  

４ 耐震診断の義務付けが必要でない不特定多数の者が利用する建築物及び避難弱者が利用す 

る建築物の耐震対策 

耐震診断の義務付けが必要でない不特定多数の者が利用する建築物及び避難弱者が利用す 

する建築物においても、地震に対する安全性に係る建築基準法への適合等の現状把握に努め

るとともに、その所有者等に対しての耐震診断、耐震改修の実施を進めるものとする。 

 

５ 木造住宅の耐震対策 

建築年度の古い木造住宅の耐震性の向上については重要な課題であり、地震発生時の被害を

軽減するために、減災効果の大きな住宅の耐震化に継続的に取り組む必要があり、耐震改修に

対する各種支援事業や耐震改修促進税制による支援制度など、広く市民に広報し、住宅の耐震

化を促進するものとする。 

 

６ 建築物等の落下物対策 

地震発生時に建築物の窓ガラス・外装タイル、煙突・広告塔・高架水槽・鉄搭等の工作物の

落下及びブロック塀の倒壊等による危険を防止するため、次の対策を実施する。 

(1) 道路に面する３階以上の建築物を対象に実態調査を行い、特に、避難路及び指定緊急避 

難場所周辺は重点的に点検を実施するものとする。 

 

(2) 調査の結果、落下のおそれのある建築物及び工作物について、その所有者又は管理者に対 

し改修を指導する。 
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(3) 建築物及び工作物の所有者又は管理者に対し、窓ガラス、看板等の落下防止対策の重要性 

について啓発を行う。 

 

７ 既存ブロック塀の倒壊防止対策 

(1) 道路沿いのブロック塀の所有者又は管理者に対し、建築基準法に適合したものとするよう指 

導する。 

 

(2) 市民に対しブロック塀の安全点検及び耐震性の確保について広報紙等を活用して意識啓発

を行うとともに、ブロック塀の造り方、点検方法及び補強方法等の知識の普及を図る。 

 

８ 家具等の転倒防止対策 

住宅等の建築物内に設置されている食器棚や書棚等の地震時における 転倒、移動による被

害を防止するため、適正な防止方法等について広報紙やパンフレットなどにより、市民への普及・

啓発を図るものとする。 

 

９ 市民に対する耐震対策の普及・啓発 

(1) 防災マップの作成・公表 

市民の意識の向上と、被害を最小限に抑えるために、防災マップを作成し地震の被害予想 

や危険地域、指定緊急避難場所を把握しておく必要があることから、これを公表・配布する 

ことで災害時の避難や救助活動が的確に行えるよう努める。 

 

(2) 相談体制の整備 

耐震改修・診断の市民の相談に対応するため、市役所内に相談窓口を設け、随時相談を受 

けることとする。 

 

(3) パンフレットの作成・配布、セミナー・講習会の開催 

ホームページや広報誌を用いて耐震診断・改修の啓発を行うとともに、市民の意識の更な 

る向上を目指し、今後啓発パンフレットの全戸配布等の周知活動を行う。 

 

(4) 徳島県木造住宅耐震化促進事業の活用 

「徳島県木造住宅耐震化促進事業」を活用し、耐震対策を促進する。 

 

(5) 自主防災組織、自治会等との連携 

 

10 橋梁等の点検補修 

緊急輸送路や避難路となる主要な道路の橋梁等について、県や関係機関と協力し、点検調査 

を実施するとともに、補修や耐震化等の対策工事が必要な橋梁については架替・耐震補強等を 

推進し、緊急輸送路及び避難路の機能確保に努める。 
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第２節 土砂災害等予防対策 
 

第１款 崩壊危険地の災害防止 
 

第１ 方 針 
 

地すべり、がけ崩れ等の地盤災害を事前に防止するため、危険地域の実態を把握し、危険な箇所

における必要な災害防止策を実施する。 

 

第２ 内 容 
 

１ 地盤災害危険度調査 

【主な実施機関】  市（建設部、農地整備課、契約管財課）、徳島県 

 

(1) 地盤情報の収集・蓄積 

行政区域内の地形、地質、土質位、地下水位等に関する各種調査を実施し、情報を収集・

蓄積するとともに、地盤災害の危険度の把握に努めるものとする。 

 

(2) 地盤情報の公開 

収集・蓄積した地盤情報を広く公開し、公共工事、民間工事における地震災害対策に必要

な工法の判定等に活用させるものとする。 

 

２ 斜面崩壊予防対策の推進 

【主な実施機関】  市（建設部、農地整備課）、徳島県 

 

(1) 地すべり防止予防 

市は、地すべりによる災害を未然に防止し、あるいは最小限にとどめるため、県が行う地

すべり対策工事の施工を支援し、強力に事業の促進を図るものとする。 

特に、人的被害の軽減を最優先に考え、単独での避難が困難な高齢者等を守るための要配

慮者関連施設の保全、安全な避難を確保するための避難地の保全、災害発生時の救援活動を

確保するための緊急輸送路の保全及び防災拠点の保全を図る必要がある。 

また、県は、指定された地すべり防止区域には標識等を設置して付近の市民への周知徹底

を図るものとする。 

加えて、市は、地すべり防止区域及び、地すべり危険箇所、指定避難所・避難路等の防災

情報について、市民への公表周知に努めるものとともに、必要に応じて県の支援を受け、警

戒避難体制を確立し、自主防災組織の育成と危険箇所の定期的な防災パトロール等を実施す

るものとする。 

【資料編 地すべり防止区域、地すべり危険箇所】 
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〔参 考〕  

■ 地すべりの前兆 

１ 斜面に段差が出たり、亀裂が生じる。 

２ 凹地ができたり、湿地が生じる。 

３ 斜面からの湧水が濁ったり、沸き方が急に変化する。 

４ 石積がはらんだり、擁壁にひびが入る。 

５ 舗装道路やたたき（三和土）にひびが入る。 

６ 樹木、電柱、墓石等が傾く。 

７ 戸やふすま等の建具がゆるみ、開けたてが悪くなる。 

集中豪雨、長雨、地震時に発生しやすいが、常に注意しておく必要がある。 

 

(2) 急傾斜地崩壊予防対策 

がけ崩れによる災害の防止を図るため、がけ崩れのおそれのある区域を把握し、人家５戸 

以上（５戸未満であっても学校、病院、旅館のほか社会福祉施設等の要配慮者関連施設のあ 

る場合を含む。）、がけの高さ５ｍ以上、勾配 30度以上の危険な「急傾斜地崩壊危険箇所」 

が急傾斜地崩壊危険区域として指定されるよう県に対して積極的に働きかけるとともに県 

が行う急傾斜地崩壊対策工事の施工を支援し、強力に事業の促進を図るものとする。 

特に、人的被害の軽減を最優先に考え、単独での避難が困難な高齢者等を守るための要配 

慮者関連施設の保全、安全な避難を確保するための避難地の保全、災害発生時の救援活動を 

確保するための緊急輸送路の保全及び防災拠点の保全を図る必要がある。 

なお、県は危険度の高い急傾斜地崩壊危険区域から対策工事を実施しているが、全区域に 

おいて同時に施行することは困難であることから、次のようながけは危険度が非常に高いも 

のとして常に注意し、警戒避難体制をとる必要がある。 

また、指定された急傾斜地崩壊危険区域には標識等を設置して付近の住民への周知徹底を 

図るものとする。 

加えて、急傾斜地崩壊危険箇所及び指定避難所・避難路等の防災情報について、市民への 

公表周知に努めるとともに、必要に応じて県の支援を受け、警戒避難体制を確立し、自主防 

災組織の育成と危険箇所の定期的な防災パトロールを実施し、簡単な予防措置（水路の掃除、 

不安定土塊の除去、風で地盤を揺すぶる大木の切除など。）を講じるものとする。 

【資料編 急傾斜地崩壊危険区域、急傾斜地崩壊危険箇所】 

■危険度の高いがけ 

１ クラックのあるがけ 

２ 表土の厚いがけ 

３ オーバーハングしているがけ 

４ 浮石の多いがけ 

５ 割れ目の多い基岩からなるがけ 

６ 湧水のあるがけ 

７ 表流水の集中するがけ 

８ 傾斜角が 30°以上、高さ５m以上のがけ 

集中豪雨、台風、地震時には、特に注意する必要がある。 
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(3) 土石流予防対策 

最近における災害の特徴として、一見安定していると思える地域において、集中豪雨、地

震後の降雨等により、土石流が発生し、人家集落が悲惨な災害を受けた事例が頻発している。 

そこで、土石流危険渓流には、重点的に県の砂防工事の施工を支援して、土石流の流下を

未然に防止するよう強力に事業を推進するとともに危険予想地域に警報の伝達・避難等の措

置が緊急時に際して適切に行われるよう整備しておくものとする。 

特に、人的被害の軽減を最優先に考え、単独での避難が困難な高齢者等を守るための要配

慮者（避難行動要支援者）関連施設の保全、安全な避難を確保するための避難地の保全、災

害発生時の救援活動を確保するための緊急輸送路の保全及び防災拠点の保全を図る必要があ

る。 

加えて、土石流危険渓流及び指定避難所・避難路等の防災情報について、市民への公表周

知に努めるとともに、必要に応じて県の支援を受け、警戒避難体制を確立し、自主防災組織

の育成と危険箇所のパトロール等を実施するものとする。 

また、必要に応じて県の支援を受け、豪雨や長雨等、土砂災害が起こりやすい状況での土

砂災害防止策について、土成地区、市場地区、阿波地区の状況に応じて計画する必要がある。 

これら事例に鑑み、土石流危険予想地域に簡易雨量計を設置し、観測するとともに、迅速

で的確な警報の伝達、避難等の措置が行われるよう警戒避難体制を確立し、土石流による災

害を未然に防止するものとする。 

なお、土石流対策の雨量基準（警戒雨量、避難雨量）の設定については、県の充分な指導

を受けるものとする。 

【資料編 土石流危険渓流】 

 

(4) 山地に起因する災害危険箇所（山腹崩壊危険地区・崩壊土砂流出危険地区）の予防対策 

     開発等による山地荒廃に起因する災害が発生する傾向にあり、台風や集中豪雨に伴って発 

生することが多い。これらの災害を未然に防止するため、情報、警報等の収集・伝達方法を 

整備し、警戒避難体制を確立するとともに、自主防災組織の育成、県と共に行う危険箇所の 

パトロール等を実施するものとし、必要に応じて県に支援を要請する。 

 

(5) 土砂災害警戒区域等の指定及び予防対策 

土砂災害から住民の生命及び身体を守るため、急傾斜地の崩壊、土石流又は地すべりが発

生するおそれがある土地の区域を明らかにし、警戒避難体制の整備を図るとともに、一定の

開発行為を制限すること等により土砂災害対策の推進を図る。そのため、「土砂災害警戒区

域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」（平成 12 年法律第 57号）に基づき、

基礎調査や土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定を計画的に行うよう、県に働き

かけていくとともに、それを支援するものとする。 

ア 警戒避難体制の整備 

(ｱ) 土砂災害警戒区域ごとにパトロールを実施する体制を確立するとともに、土砂災害に 

関する情報の収集及び伝達、予警報の発表及び伝達、避難、救助その他必要な警戒避難

体制に関する事項を定める。土砂災害警戒区域内に主として高齢者等の要配慮者が利用

する施設がある場合は、当該施設の利用者の円滑な警戒避難が実施されるよう土砂災害

に関する情報の伝達方法を定める。 

(ｲ) 土砂災害に関する情報の収集に努めるとともに、土砂災害に関する情報を入手した場

合及び土砂災害警戒情報が発表されたときは、速やかに音声告知端末及び屋外拡声機で

地域住民に伝達する。併せて、消防・警察等関係機関へも伝達する。 

(ｳ) 地域住民は、必要に応じて自主避難すると共に、予兆現象を発見した場合や市から避

難勧告等が発令された場合には、速やかに隣近所に声を掛け合って区域ごとに定められ

た指定避難所に避難する。 

(ｴ) 土砂災害警戒区域内に要配慮者関連施設がある場合には、施設管理者等に土砂災害に

関する情報等を周知するとともに、当該施設の利用者の円滑な警戒避難が行われるよう、

土砂災害に関する情報伝達方法を事前に定めておくものとする。 
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(ｵ) 要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令に定めるところにより、当該

要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓 

練その他の措置に関する計画を作成するとともに、避難の確保のための訓練を行わなけ

ればならない。 

 

イ 住民に対する周知 

土砂災害に関する情報の伝達方法や避難地に関する事項その他土砂災害警戒区域にお

ける円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を網羅した防災マップを作成し、市民に周

知していく。 

 

３ 土砂災害緊急調査及び土砂災害緊急情報 

天然ダムを発生原因とする土石流や湛水、地すべりにより大規模な土砂災害が急迫している 

場合、特に高度な専門的知識及び技術が必要な場合は国が、その他の場合は都道府県が緊急調 

査を行い、被害の想定される区域と時期に関する情報（土砂災害緊急情報）を関係市町村へ通 

知すると共に一般に周知することとなる。これにより、市長が災害対策基本法に基づく市民へ 

の避難指示（緊急）の判断を適切に行うことが可能となり、土砂災害から市民の生命・身体の 

保護がより一層図られる。 

【資料編 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域】 
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第２款 液状化対策 

 

第１ 方 針 
 

地震に伴う液状化による被害を防止するため、必要な措置について定める。 

 

第２ 内 容 
 

市、県及び公共・公益施設の管理者は、液状化のおそれのある箇所をはじめとして、浅部の地盤

データの収集とデータベース化の充実等を図るとともに、施設の耐震性能を調査し、その結果に基

づいて、液状化の発生を抑制する対策や液状化が発生した場合においても施設の被害を軽減させる

対策等を適切に実施する。 

また、大規模開発に当たっては十分な連絡・調整を図るものとする。 

さらに、市及び県は、住宅・宅地の液状化対策として、液状化対策に有効な基礎構造等について

のマニュアル等による普及をはじめ、市民への適切な情報提供を図る。 

 

第３款 農業用ダム・農業用ため池対策 

【主な実施機関】  市（建設部、農地整備課、危機管理課）、徳島県、土地改良区、 

中国四国農政局 

 

第１ 方 針 
 

市及び関係機関は、地震に伴う農業用ダム、農業用ため池の被害を防止するため、関係機関の適

切な維持・管理について定める。 

 

第２ 内 容 
 

１ 現在の管理形態及び管理体制の強化 

農業用ダム・農業用ため池は、農業用施設として土地改良区、水利組合等が独自に運営管理

している。大規模な改修については、国、県、市の補助を受けている場合が多いが、基本的に

は、受益者で維持管理されている。 

管理者は施設機能の重要性を考慮し、市と連携した管理体制の強化を図る。 

 

２ 被害の想定 

想定地震を考慮すると、農業用ダム・農業用ため池に被害が起こるとともに、最悪の場合に

は決壊することも考えられ、その結果、貯留水による二次災害が想定される。 

 

３ 災害予防目標及び施設の耐震性強化 

貯水した状態で堤体の亀裂、余水吐の破損、樋管の折損等の被害があった場合、数日後の決

壊等の二次災害が予想される。これは、破損等の早期発見と応急対策によって避けられるもの

であり、この二次災害を防止することを目標とする。 

また、この目標に添うため、施設の耐震性を強化する。 

 

４ 緊急点検ため池の選定 

地震による災害が発生した場合に、すべての農業用ダム・農業用ため池を緊急点検すること

が望ましいが、多数のため池がある場合には、人手や優先度の上から困難である。 

あらかじめ施設の規模と重要度、人的被害のおそれを勘案して緊急点検を実施する農業用ダ

ム・農業用ため池を選定して県に報告するとともに、市の地域防災計画に記載するよう努める。 
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５ 緊急点検体制 

土地改良区及び水利組合等の農業用ダム・農業用ため池管理者で対応できない規模の災害が

発生した場合に、これらの管理者の要請により、県及び市が支援を行い、緊急点検が実施でき

るよう体制づくりに努める。 

また、ため池の位置や点検ルートについての資料は県のため池データベースに蓄積し、提 

供できる体制づくりに努める。 

 

６ ため池ハザードマップ 

ため池が決壊した場合の浸水想定区域をため池ハザードマップ内に示し、市民にその存在と

内容の周知に努める。 
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第３節 水道施設の整備 
 

【主な実施機関】  市（水道課、契約管財課、企画総務課） 

 

第１ 方針 
 

地震による水道被害を抑制し、迅速な復旧を可能にする水道施設の整備について定める。 

 

第２ 内容 
 

１ 実施責任者 

市 長 

 

２ 配水施設等の安全性診断及び安全性対策の実施 

災害の発生による断水及び減水を抑制するため、配水施設等の重要な施設設備について被災

を最小限にとどめる計画を作成し、施設設備の新設及び改善計画にあわせて計画的に整備する。 

過去の災害で被災した箇所や法指定されている場所に隣接する施設設備については、そうし

た点を踏まえた十分な防災対策を図るものとする。 

 

３ 耐震化の推進 

水道施設の耐震化を推進する。 

 

４ 施設の点検 

水道施設の維持管理に当たっては、貯水、浄水、導水、送水及び配水の巡回点検を行い、安

全性の担保に努める。 

 

５ 断水の抑制対策 

基幹施設の分散、系統多重化による補完機能の強化、配水区域のブロック化等の対策を実施

し、被害区域の最小限化を図り、断水地域拡大の防止に努める。 

 

６ 設計図面等の整備 

災害発生時に迅速かつ適切な対処ができるよう日頃から図面の整備を推進し、施設設備の状

況を把握するよう努める。 

 

７ 災害時用資機材の確保 

復旧に必要な資機材は、通常業務との関連において市の水道課が保有することが適当なもの

については事前に確保し保管場所を定め、不足する資機材に備えて市の水道工事指定業者と連

携を図る。 

【資料編  水道工事事業者一覧】 

 

８ 教育訓練の実施 

災害の発生時に的確な対応を取ることができるよう、危機管理課と連携して教育、訓練及び

その指導を実施し、緊急時における迅速な対応に備える。 

 

９ 被災しにくい資機材の確保 

災害が発生しても影響を受けにくい資機材の利用など、設備設計での対応を推進する。 
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10 応急復旧対策  

水道施設の被害によって断水が生じても、早期の復旧を可能とするため、応急復旧について

の計画をあらかじめ定めておくほか、次の対策を講ずるものとする。 

(1) 日頃から水道施設の管理図面等の整備を図り、分散して保管・管理する。 

 

(2) 管理者は地震発生後、直ちに被害状況を確認し、重要な施設の点検を行う。 

 

(3) 地震発生後の緊急措置や応急復旧活動に必要となる情報の迅速な収集や、近隣市町村等へ 

の応援要請ができるよう、電話、無線等の通信手段を整備、確保しておく。 

 

(4) 応急復旧時に必要な資機材、作業力を確保するため、資機材を備蓄し、定期的に点検、 

整備を行うとともに、近隣市町村との相互応援体制の整備を図り、また、資機材メーカー、

施工業者等との協定等の締結に努める。 

 

(5) 復旧作業用水を確保するため、他用水から緊急取水について確認しておくほか、予備水 

源の確保、配水池の大容量化、受水槽の増量等について検討する。 
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第４節 危険物等の災害予防対策 
 

第１ 方 針 
 

危険物（石油類・高圧ガス・火薬類・毒劇物・放射性物質）による災害を防止するため、保安教

育の徹底・規制の強化・自営組織の強化促進・その他の自主保安体制の整備等保安体制の強化促進

を図るものとする。 

 

第２ 内 容 
 

１ 危険物災害予防対策 

【主な実施機関】  市（企画総務課、危機管理課）、消防本部、徳島県 

 

(1) 保安教育 

市、消防本部は県とともに、事業者及び危険物取扱者等の有資格者に対し、講習会、研修 

会の実施等により保安管理及び危険物等に関する知識の向上を図ることにより、危険物等 

関係施設における保安体制の強化を図るものとする。 

 

(2) 規制の強化 

市、消防本部は県とともに、危険物施設に対し、次の事項を重点に立入検査等を適時実施

し、災害の発生と拡大の防止を図る。 

ア 危険物施設の位置、構造及び設備の維持管理についての検査の強化 

イ 危険物の貯蔵、取り扱い、運搬、積載等の方法についての検査及び安全管理についての

指導の強化 

ウ 危険物施設の管理者、危険物保安監督者等に対する非常時にとるべき措置の指導の強化 

エ 地震動等による危険物施設等の影響に対する安全措置の指導の強化 

 

(3) 屋外タンク貯蔵所等からの流出油事故対策 

市、消防本部は県とともに、液体危険物を貯蔵する大規模な屋外貯蔵タンク等については、

不等沈下の防止及び漏洩事故などの防止を図るよう指導するとともに、危険物の流出事故が

発生した場合、敷地外流出による二次災害を防止するための必要な措置を講ずるよう指導す

る。 

 

(4) 自衛消防組織の強化促進 

事業者は、自衛消防組織の強化を推進し、自主的な災害予防体制の確立を図るとともに、

隣接する事業所との相互応援に関する協定の締結を促進し、効率ある自衛消防力の確立を図

る。 

 

２ 高圧ガス、ＬＰガス及び火薬類災害予防対策 

【主な実施機関】  市（企画総務課、危機管理課）、消防本部、徳島県 

 

市、徳島中央広域連合中消防署・西消防署は県とともに高圧ガス、ＬＰガス及び火薬類によ

る災害を防止するため、保安教育の徹底、規制の強化、輸送その他の自主保安体制の整備等保

安体制の強化促進を図るものとする。 
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３ 毒物、劇物災害予防対策 

【主な実施機関】  市（企画総務課、危機管理課）、消防本部 

 

毒物、劇物による危険を防止するため施設管理の適正化、応急措置体制の確立を図るものと

する。 

 

４ 放射線災害予防対策 

【主な実施機関】  市（企画総務課、危機管理課）、消防本部 

 

放射線障害を防止するため、放射線同位元素の維持管理の適正化、保安教育の強化等、指導

体制及び保安体制の確立を図るものとする。 
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第５節 火災等予防対策 
 

第１ 方 針 
 

地震発生時における出火防止、初期消火の徹底を図るための火災予防に関する指導を行うととも

に、消防力の整備強化を図る必要がある。 

 

第２ 内 容 
 

１ 出火防止、初期消火体制の確立 

【主な実施機関】  市（企画総務課、危機管理課）、消防本部及び各消防署、消防団 

 

(1) 火災予防の指導の推進 

出火防止を重点とした消防広報及び講習会の開催、ポスター・パンフレット等印刷物の配

布、火災予防週間中における車両等を用いた火災予防の呼びかけなど種々の広報を行い、火

災予防の徹底を図るものとする。 

また、出火防止はもとより、出火した場合における初期消火の対応状況が被害の増減に大

きく影響することから、初期消火に必要な消火器材、消防用設備等の設置並びにこれら器具

等の取り扱い方法について周知させるものとする。 

ア 一般家庭に対する指導 

各地区の自主防災組織等を通じて、一般家庭に対し消火器具、消火用水、住宅用火災警

報器等の普及徹底を図り、これらの器具の取り扱い方法を指導するとともに、初期消火の

重要性を充分認識させ、地震発生時における初期消火活動の徹底を図るものとする。 

(ｱ) コンロ、ストーブ等からの出火の予防 

地震の揺れを感じたら、まず身の安全を最優先し火の始末は揺れが収まって消火する 

こと、対震自動消火装置を設置すること、火気周辺に可燃物を置かないことなどを普及 

啓発する。 

(ｲ) 電気器具からの出火の予防 

地震を感じたら安全が確認できるまで、コンセントを抜き、避難をする場合はブレー 

カーを落とすことなどを普及啓発する。 

イ 職場に対する指導 

予防査察、火災予防運動、防災指導等あらゆる機会をとらえ、次に掲げる事項について

関係者に対して周知し防火思想の普及・高揚に努める。 

(ｱ) 地震発生時における応急措置の要領 

(ｲ) 消防用設備等の維持点検と取り扱い方法の徹底 

(ｳ) 避難、誘導体制の確立 

(ｴ) 終業後における火気点検の励行 

(ｵ) 自衛消防隊の育成指導 

 

(2) 予防査察の強化 

防火対象物の用途、地域等に応じて予防査察を年間行事計画等により定期的に実施し、常

に当該区域内の防火対象物の状況を把握するものとし、特に火災発生時において人命に危険

があると認められる対象物並びに公共施設等については定期査察のほかに特別査察を行い、

火災発生危険の排除とともに予防対策の指導を行い、火災の未然防止を図る。 

 

(3) 防火対象物の防火体制の推進 

消防法に規定する多数の者が出入りする防火対象物については、防火管理者に震災対策事

項を加えた消防計画の作成を指導し、本計画に基づく消火、避難訓練、消防用設備等の点検

整備及び火気の使用又は取り扱いに関する指導を行い、当該対象物に対する防火体制の推進

を図る。 
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２ 危険物の保安確保の指導 

【主な実施機関】  市（企画総務課、契約管財課）、消防本部、徳島県 

 

(1) 危険物 

消防本部は、石油類、高圧ガス等の危険物による災害を未然に防止するため、必要の都度、

危険物施設への立入検査を実施し、危険物施設の位置、構造及び設備その他管理の状況等が

法令に定める技術上の基準に適合し、適正に維持管理されているかについて予防査察を行う

とともに、次のような災害予防対策の指導を行うものとする。 

ア 危険物施設の所有者・管理者に対し、定期的な点検、点検記録の作成及び保存を行わせ、

災害発生の予防指導を行う。 

イ 危険物施設の従業員に対し保安教育を行い、防災に対する諸活動が円滑に実施され、応

急対策が完全に遂行されるよう自主保安体制の確立を指導する。 

ウ 大火災となる要素を包蔵している地域又は施設に対しては、災害発生に対する防御計画

の作成を指導する。 

 

(2) 化学薬品 

消防本部は、工場、病院及び学校等に保有している化学薬品について、貯蔵、保管場所の

不燃化等の指導を行う。 

 

３ 消防力の整備強化 

消防本部は、災害による火災の消火、人命救助等の初期活動がすみやかに実施できる体制を

確立するため、県の指導、援助を得ながら消防力の強化に努める。 

 

(1) 総合的な消防計画の作成 

【主な実施機関】  市（企画総務課、危機管理課）、消防本部 

 

消防本部は、災害が発生した場合に現有消防力を迅速かつ最大限に活用し、被害を最小限

に軽減するための総合的な消防計画を次のとおり作成する。 

 

ア 災害警防計画 

災害時において消防機関が適切かつ効果的な警防活動を行うため、災害種別に応じた活

動体制、活動要領の基準を定める。 

イ 火災警防計画 

火災が発生し、又は発生するおそれがある場合における消防団員の非常招集、消防隊の

出動基準、警戒等について定める。 

ウ 消防活動困難地域の火災防御計画 

木造建築物密集地域、消防水利不足地域等で、火災が発生すれば大火になると予想され

る消防活動困難地域について定める。 

エ 危険物の防御計画 

爆発、引火、発火その他火災の防御活動上危険な物品を貯蔵する建築物、場所に対する

要領について定める。 

 

(2) 消防施設・設備の現況 

消防施設・設備の現況を平常時より把握しておくものとする。 

【資料編 その他関係機関に関する資料 消防水利一覧】 
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(3) 地域消防力の整備強化 

【主な実施機関】  市（企画総務課、危機管理課）、消防本部 

 

地域社会の消防防災の中核的活動を行う消防団を次により育成強化するものとする。 

ア 消火用資機材等の充実 

消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ等の消防機械、消火栓、防火水槽、耐震性貯水槽等

の消防水利、火災報知設備その他の消防施設・設備等の整備改善を図る。 

イ 消防水利の確保等 

防火水槽を中心とする震災時の消火活動に欠かせない消防水利を確保するため、防火水

槽の設置及び耐震化を図るとともに、ビル保有水等の活用、河川・用水・池等の自然水利

を確保する。 

なお、災害時に全域にわたって消火栓が使用不能となる可能性があるため、消防水利を

消火栓のみに偏することなく、消火栓の設置と併せて防火水槽や耐震性貯水槽の整備に努

める。 

ウ 消防通信施設の整備 

消防対策本部と火災現場等との間で迅速・的確に情報の伝達や指令等を行うため、消防

通信施設の整備充実を図る。 

エ 消防団の充実強化・活性化 

社会環境の変化による消防団員の減少、サラリーマン化、高齢化に対応するため、地域

住民、被雇用者、女性等が参加しやすい活動環境を整備し、消防団活動の普及啓発を推進

するとともに活動の活性化に努める。さらに、大規模災害時のみに出動を限定した団員、

消防職団員ＯＢによる団員、郵便局職員で構成される分団を始めとした機能別団員・分団

制度の積極的な導入など、より一層の加入促進に努める。 

オ 救助装備の整備・高度化 

人命救助資機材、救助隊員の安全装備、支援装備等の計画的な整備促進を図るとともに、

救助隊員の救助技術の向上を図る。 
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第６節 自治体業務継続計画（ＢＣＰ） 
 

【主な実施機関】  市（危機管理課） 

 

第１ 方 針 
 

南海トラフ地震等の大規模地震が発生した場合には、市自身も被災し、ヒト、モノ、情報及び

ライフライン等利用できる資源に制約が生じることが考えられる。 

そのような中で、状況に応じ、速やかに「応急業務」を実施しなければならない。 

また一方で、市民生活に密着する行政サービスの提供や基幹業務などの「継続の必要性の高い通

常業務」は、危機事象発生時においても継続して実施することが求められている。 

このため、業務継続計画（ＢＣＰ）を作成・運用し、大規模地震時における業務継続の体制を

図る。 

 

第２ 内 容 
 

１ 阿波市業務継続計画（ＢＣＰ）の運用  

次の方針に基づいて非常時優先業務の業務継続を図るものとし、阿波市業務継続計画（ＢＣ

Ｐ）を運用する。 

(1) 災害対応を中心とした、非常時優先業務を最優先に実施する。 

 

(2) 非常時優先業務に必要となる人員や資機材等の資源の確保・配分は、全庁横断的に行う。 

 

(3) 非常時優先業務以外の通常業務については、地震発生後しばらくの間、積極的に縮小・ 

中断する。その後、非常時優先業務に影響を与えない範囲で、順次再開を目指す。 

 

(4) ＢＣＰを検証するため、必要に応じて訓練を実施し、その結果をＢＣＰ修正に反映させ 

る。 
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第７節 地震災害対策に関する調査研究（情報収集） 
 

第１ 方 針 
 

地震に関する調査研究の推進について定める。 

 

第２ 内 容 
 

１ 趣旨等 

地震災害は、その災害の事象が広範かつ複雑であり、地域社会へ及ぼす被害は連鎖的かつ広

域的なものへと波及する特徴を有している。このため、地震災害への対策を総合的、計画的に

推進するためには、各種災害の要因、態様並びに被害想定及びその対策等について、自然科学

及び社会科学などさまざまな分野において被害を最小限に止めるための各種調査研究を実施す

る必要がある。 

 

２ 各種調査 

【主な実施機関】  市（住宅課、企画総務課、契約管財課、危機管理課） 

 

地震災害に関する各種対策を総合的、計画的に実施するため、情報収集を行う。 

(1) 被害想定に関する調査研究 

(2) 地質に関する調査研究（液状化に関する調査研究） 

(3) 構造物の耐震性に関する調査研究 

(4) 大震災に関する調査研究 

(5) 避難に関する調査研究 

(6) 情報収集・発信に関する調査研究 
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第３章 災害応急対策 
 

第１節 応急対策活動 
 

第１ 方 針 

「共通対策編」に定めるところによるほか、「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に

関する計画」（平成２７年３月３０日中央防災会議幹事会決定。平成２９年６月２３日改定）及び

「徳島県広域防災活動計画」の定めるところによる。 

 
第２ 内 容 

１ 徳島県広域防災活動計画の関連事項の概要 

(1) 初動対応と活動体制の確立 

徳島県内で震度６弱以上の地震や大津波警報が発表された場合には、被害の全容を待つこ 

となく、災害対策本部を設置し、直ちに応急対策活動を開始する。 

この際、「徳島県災害時情報共有システム」により、県の情報の共有、連携を図る。 

 

(2) 広域応援部隊の受入 

   広域応援部隊の受入拠点として、土成緑の丘スポーツ公園が指定されており、速やかに 

受入体制を確立する。 

 

(3) 医療活動 

   吉野川医療センターに開設されるＤＭＡＴ活動拠点本部との連携を図り、医療活動を行う。 

 

(4) 物資の調達 

  ア 広域物資輸送拠点として、阿波市交流防災拠点施設アエルワが指定されており、国から 

のプッシュ型支援として、「食料」、「毛布」、「育児用調製粉乳」、「乳児・小児用おむつ」、

「大人用おむつ」、「携帯トイレ・簡易トイレ」、「トイレットぺーパー」、「生理用品」の８

品目の受入、県内及び市内指定避難所への物資輸送を行う。 

    イ 発災後、１週間を目処に、各指定避難所毎の「ほしいものリスト」により、県と連携し 

プル型支援への移行を進める。 

   

  ２ 緊急地震速報、地震情報 

(1) 緊急地震速報 

  ア 緊急地震速報の発表 

    気象庁は、最大震度５弱維以上の揺れが予想された場合に、震度４以上が予想される地

域に（緊急地震速報で用いる区域）に対し、緊急地震速報（警報）を発表する。 

  イ 緊急地震速報で用いる区域の名称及び関係市町村 

緊急地震速報で 

用いる区域の名称 
市町村名 

徳島県北部 

徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好

市、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、

板野町、上板町、つるぎ町、東みよし町 

徳島県南部 阿南市、勝浦町、上勝町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町 

 

ウ 緊急地震速報の種類と内容 

 種 類 内 容 

緊急地震速報（警報） 

・最大震度５弱以上の揺れが予想されたときに、強い揺れが予 

想される地域に対し地震動により重大な災害が起こるおそれ 

のある旨を警告して発表するもの。 
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・緊急地震速報（警報）のうち、震度６弱以上が予想される場 

 合を特別警報に位置づける。 

ただし、特別警報の対象となる震度６弱以上をもたらすよう 

な巨大な地震については、震度６弱以上の揺れが予想される 

地域を予測する技術が、現状では即時性・正確性に改善の余

地があること、及び特別警報と通常の警報を短時間に区分し

て伝えることが難しいことなどから、緊急地震速報（警報）に

おいては、特別警報を通常の警報と区別せず発表する。 

緊急地震速報（予報） 
・最大震度３以上又はＭ３．５以上等と予想されたときに発表

するもの。 

 

(2) 地震情報 

地震情報の種類 発表基準 内 容 

震度速報 震度 3以上 

地震発生約 1分半後に、震度 3

以上を観測した地域名（全国を188

地域に区分）と地震の揺れの発現

時刻を速報。 

震源に関する情報 

震度 3以上(大津波警報、津波警

報または注意報を発表した場合は

発表しない) 

「津波の心配ない」または「若

干の海面変動があるかもしれない

が被害の心配はない」旨を付加し

て、地震の発生場所（震源）やそ

の規模（マグニチュード）を発表。 

震源・震度に関す

る情報 

以下のいずれかを満たした場合 

・震度 3以上 

・大津波警報、津波警報または

注意報発表時 

・若干の海面変動が予想される

場合 

・緊急地震速報（警報）を発表

した場合 

地震の発生場所（震源）やその

規模（マグニチュード）、震度 3

以上を観測した地域名と市町村名

を発表。 

震度 5弱以上と考えられる地域

で、震度を入手していない地点が

ある場合は、その市町村名を発表。 

各地の震度に関す

る情報 
震度 1以上 

震度 1以上を観測した地点のほ

か、地震の発生場所（震源）やそ

の規模（マグニチュード）を発表。 

震度 5弱以上と考えられる地域

で、震度を入手していない地点が

ある場合は、その地点名を発表。 

推計震度分布図 震度 5弱以上 

観測した各地の震度データをも

とに、1km 四方ごとに推計した震

度（震度 4以上）を図情報として

発表。 

遠地地震に関する

情報 

国外で発生した地震について以

下のいずれかを満たした場合等 

・マグニチュード 7.0 以上 

・都市部など著しい被害が発生

する可能性がある地域で規模

の大きな地震を観測した場合 

地震の発生時刻、発生場所（震

源）やその規模（マグニチュード）

を概ね 30分以内に発表。 

日本や国外への津波の影響に関

しても記述して発表。 

その他の情報 
顕著な地震の震源要素を更新し

た場合や地震が多発した場合など 

顕著な地震の震源要素更新のお

知らせや地震が多発した場合の震

度 1以上を観測した地震回数情報

等を発表。 
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第２節 南海トラフ地震に関連する情報に伴う対応 
 

第１ 方 針 
 

『「南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応のあり方について（報告）」を踏まえた南

海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合の当面の対応について』（平成２９年９月２８日付府

政防第 1278 号・消防災第 133 号・気地第 114 号）に基づき、国において新たな防災対応が定めら

れるまでの間、気象庁が「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」を発表した場合、県から伝え

られた情報内容に応じ警戒態勢を整え、地震発生に備え速やかな対応ができるよう準備を行う。 

 
第２ 内 容 

１ 南海トラフ地震に関連する情報（臨時）発表時の措置 

「南海トラフ地震に関連する情報」発表時、速やかに警戒体制に移行するとともに、地震発

生までの時間を有効活用し、優先順位を明確にしたあらゆる諸準備を推進して、大規模地震

発生時の防護性と即応性の強化を図り、防災対策に万全を期する。 

     ※「阿波市南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応方針」による。 

 

２ 南海トラフ地震に関連する情報の発表条件 

(1) 南海トラフ地震に関連する情報（臨時） 

  ア 南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と

関連するかどうか調査を開始した場合、又は調査を継続している場合 

イ 観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が平常時

と比べて相対的に高まったと評価された場合 

ウ 南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が相対的に高まった状態ではなくなったと評

価された場合 

 

(2) 南海トラフ地震に関連する情報（定例） 

   「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合において評価した調査結果を 

発表する場合 

 

第３節 東海地震の警戒宣言に伴う対応 
 

第１ 方 針 
 

本市を含む徳島県は、東海地震に係る地震防災対策強化地域には指定されていないが、市及び

県は、警戒宣言が発せられたことに伴う社会的混乱の防止に努めるとともに、東海地震による直

接的な被害を最小限に軽減するための措置を講ずることにより、市民の生命、身体及び財産の安

全を確保する。 

 

第２ 内 容 
 

１ 東海地震警戒宣言発表時の措置 

全国瞬時警報システム及び県からの連絡により、東海地震警戒宣言が発表されたときから、

地震が発生するまで又は警戒解除宣言が発せされるまでの間、警戒活動を行う。 

特に、警戒宣言発表時の対応として、避難勧告・指示（緊急）の発令、倒壊の可能性のあ

る建物からの避難の呼びかけ等、人的被害を軽減するための措置を積極的に講ずることとす

る。 
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 直下型地震対策編  
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第１章 総 則 
 
第１節 計画の性格 

 

本計画に定めのない事項については、｢阿波市地域防災計画｣の「共通対策編｣又は「南海トラフ 

地震対策編」に定めるところによるものとする。 

 

第２節 地震被害想定 
 

第１ 徳島県域における主な活断層 
 

県では、讃岐山脈南縁部に「中央構造線断層帯」が縦断しており、讃岐山脈南縁東部又は讃岐山脈南

縁西部を震源とする直下型地震の発生確率は３０年以内で、それぞれ１％以下又は、ほぼ０～０.

４％で、国の「主な活断層における相対的評価」は「Ａランク（やや高い）」に区分されている。 

 

第２ 想定地震 
 

中央構造線活断層帯を震源とする内陸型地震（直下型地震） 

中央構造線活断層帯（讃岐山脈南縁東部区間）を震源とする直下型地震では、Ｍ７．７程度、

中央構造線活断層帯（讃岐山脈南縁西部区間）Ｍ８．０程度もしくはそれ以上の地震が想定さ

れる。 

 

第３ 中央構造線活断層帯を震源とする内陸型地震（直下型地震）に係る被害想定等 
 

１ 徳島県に影響を及ぼす活断層地震に関する調査等（主なもの） 

(1) 平成 24 年 9 月「徳島県中央構造線活断層帯（讃岐山脈南縁）活断層図（1/2500000）」の公 

 

(2) 平成 25年 8 月 「徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例」に     

基づき、「特定活断層調査区域」を指定 

 

(3) 平成 29年 3 月 「徳島県中央構造線・活断層地震による震度分布図及び液状化危険度分

布図」並びに「徳島県に影響を及ぼす中央構造線断層帯（讃岐山脈南縁）以外の８活断層

震度分布図」の公表 

(4) 平成 29年 7 月 「徳島県中央構造線・活断層地震被害想定」の公表 

 

２ 中央構造線活断層帯を震源とする内陸型地震（直下型地震）を想定した被害想定等 

(1) 県の目的 

ア 中央構造線・活断層地震が発生した際の、人的・建物被害の様相を市町村別に明らか

にし、住民の命を守るため、地域ごとの効果的な防災・減災対策を検討するための基礎

資料とする。 

イ あわせて、ライフライン・交通施設・生活支障等の被害を明らかにすることにより、

早期の復旧・復興に向けた行政・事業者等が行うべき具体的な防災・減災対策を検討す

るための基礎資料とする。 

ウ さらには、具体的な被害軽減効果を示すことで、防災・減災対策の必要性について、

理解を深め、県民一人一人をはじめ、地域や事業者、行政等が取組を進めることを目的

とする。 
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○震度分布（平成 29 年 3月 30 日公表） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○液状化危険度分布（平成 29年 3月 30 日公表） 

 
 

○被害想定（平成 29 年 7月 25 日公表） 

徳島県南海トラフ巨大地震被害想定（平成 25 年度）で用いた手法を採用し、「建物被害」 
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(1) 建物被害 

建物全壊・焼失棟数 一覧表 

全建物数 揺れ 液状化 急傾斜地 
火災 合計 

冬深夜 夏 12 時 冬 18 時 冬深夜 夏 12 時 冬 18 時 

15,353 2,800 30 ※ 10 10 40 2,800 2,800 2,800 

 

建物半壊棟数 一覧表（阿波市） 

全建物数 揺れ 
液状化 

(大規模半壊含む) 
急傾斜地 火災 合計 

15,353 3,800 690 ※ － 4,500 

１) 単位：棟 

２) ※は、若干数を表す。 

３) 数値は、ある程度幅をもってみる必要があるため、十の位または百の位で処理しており、合

計が合わない場合がある。 

４) 全建物棟数は、市町村固定資産課税台帳に基づく。 

 
(2) 人的被害 

死者数 一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

負傷者 一覧表 
 

 

 

 

 

 

 

 

１) 単位：人 

２) ※は、若干数を表す。 

３) 数値はある程度をもって見る必要があるため、十の位または百の位で処理しており、合計が 

合わない場合がある。 

 

(3) ライフライン被害 
○ 上水道（冬 18 時）  

１) 単位：人、％ 

２) 断水率＝断水人口／復旧対象人口 

３) 復旧対象人口は、火災により焼失した需要家に相当する断水人口を除く。 

 

 

 

 

 

 

揺れ 急傾斜 火災 

ブロック塀・自

動販売機転倒、

屋外落下物 

合計 

冬深夜 夏 12 時 冬 18 時 
冬 

深夜 

夏 

12時 

冬 

18時 

冬 

深夜 

夏 

12時 

冬 

18時 

冬 

深夜 

夏 

12時 

冬 

18時 

冬 

深夜 

夏 

12時 

冬 

18時  
うち 
家具 
転倒 

 
うち 
家具 
転倒 

 
うち 
家具 
転倒 

180 10 110 ※ 130 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0 ※ ※ 180 110 130 

揺れ 急傾斜 火災 

ブロック塀・自

動販売機転倒、

屋外落下物 

合計 

冬深夜 夏 12 時 冬 18 時 
冬 

深夜 

夏 

12時 

冬 

18時 

冬 

深夜 

夏 

12時 

冬 

18時 

冬 

深夜 

夏 

12時 

冬 

18時 

冬 

深夜 

夏 

12時 

冬 

18時  
うち 
家具 
転倒 

 
うち 
家具 
転倒 

 
うち 
家具 
転倒 

1100 220 730 130 790 140 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 0 30 60 1100 760 850 

給水人口 
復旧対象 

人口 

直後 １日後 １週間後 １ケ月後 

断水率 断水人口 断水率 断水人口 断水率 断水人口 断水率 断水人口 

38,500 38,400 97 37,100 80 30,700 60 23,000 12 4,600 



 

- 233 - 

○ 下水道（農業集落排水）（冬 18 時）  

 

 

 

１) 単位：人、％ 

２) 南海トラフ地震被害想定と同程度で試算 

３) 支障率＝支障人口／復旧対象処理人口 

４) 復旧対象人口は、火災により焼失した需要家に相当する支障人口を除く。 

 

○ 電 力（冬 18 時） 

電灯軒数 
復旧対象 

電灯軒数 

直後 1 日後 

停電率 停電軒数 停電率 停電軒数 

18,200 18,100 100 18,100 67 12,200 

１) 単位：軒、％ 

２) 停電率＝停電人口／復旧対象電灯軒数 

３) 復旧対象人口は、火災により焼失した需要家に相当する電灯軒数を除く。 

 

○ 通 信（冬 18 時） 

回線数 
復旧対象 

回線数 

直後 １日後 

不通率 不通回線数 不通率(%) 不通回線数 

12,600 12,600 100 12,600 67 8、500 

１) 単位：回線、％ 

２) 不通率＝不通回線数／復旧対象回線数 
３) 復旧対象回線数は、火災により焼失した需要家に相当する不通回線数を除く。 
 

(4) 交通施設被害 

○ 道路施設（徳島県） 
道路種別 延長（km） 被害箇所数 被害率（箇所/km） 

全路線 15、000 1、100 0.07 

 うち高速道路・直轄国道 390 70 0.18 

 うち補助国道・県道・市町村道 14、600 1、000 0.07 

緊急輸送道路 1、100 100 0.09 

１) 単位：㎞、箇所、％ 

 
(5) 生活支障等 
○ 避難者（冬 18 時） 

夜間人口 

１日後 １週間後 １か月後 

避難所生

活者数 
避難所外

生活者数 
避難者数

合計 
避難所生

活者数 
避難所外

生活者数 
避難者数

合計 
避難所生

活者数 
避難所外

生活者数 
避難者数

合計 

39,247 5,200 3,500 8,700 6,700 6,700 13,300 3,600 8,400 12,000 

１) 単位：人 

２) 数値は、十の位または百の位で処理しており、合計が合わない場合がある。 

 

○帰宅困難者（日中） 

帰宅困難者数 

1,400～1,900 

１) 単位：人 

 

 

 

 

下水処理

人口 

復旧対象 

処理人口 

直後 １日後 １週間後 １ケ月後 

支障率 支障人口 支障率 支障人口 支障率 支障人口 支障率 支障人口 

1,850 1,850 50 925 20 370 0 0 0 0 
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○入院需要（冬 18時） 

重傷者数 死者の１割 要転院患者数 合計 

180 10 40 230 

１) 単位：人 

２) 数値は、十の位または百の位で処理しており、合計や率が合わない場合がある。 

 

○災害廃棄物等 

冬深夜 夏 12時 冬 18時 

60 60 60 

１) 単位：トン 

 

○住機能支障（冬 18 時） 

全戸数 必要応急仮設住宅戸数 

13,200 1,200 

１) 単位：戸 

 
○ エレベータ閉じ込め 

エレベータ数 

閉じ込め可能性のある台数 

安全装置作動 揺れによる故障 
停電 合計 

40 ※ ※ ※ 10 

１) 単位：台 

２)  数値は、十の位または百の位で処理しており、合計が合わない場合がある。 
３)  ※は、若干数を表す。 

 

○ 避難所生活者のうち要配慮者（冬 18時） 

避難所生活者数 

(1 週間後) 

避難所生活者のうち要配慮者数 

65 歳以上の 

高齢単身者 

5 歳未満 

乳幼児 

身体 

障がい者 

知的 

障がい者 

要介護認定者 

(要支援者除く) 
難病患者 妊産婦 外国人 

6,700 220 220 380 70 310 60 40 50 

１) 単位：人 

２) 属性間の重複あり。 

 

○ 孤立集落 

孤立する可能性 

のある集落数 
孤立集落数 

16 13 

１) 単位：集落 
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第２章 被害予防 
 
第１節 活断層変位による災害の予防対策 
 

第１ 方 針 
 

本県を縦断する「中央構造線断層帯」を震源とする活断層地震は、 今後３０年の発生確率が、 

ほぼ０％から０．４％とされているが、平成２８年に熊本地震（３０年以内の発生確率がほぼ０％ 

から０．９％）、鳥取県中部地震（未知の断層）が相次ぎ発生したことを踏まえ、従来の考え方に 

とらわれない震災対策が必要となっており、直下型地震のリスクに対して、 より一層対策を推進 

する必要がある。 
 

第２ 内 容 
 

１ 「多数の人が利用する施設」及び「危険物を貯蔵する施設」等の被害軽減対策 

(1) 「特定活断層調査区域」の指定等 

活断層直上の地表面の「ずれ」による建物倒壊等の被害を免れることは困難であり、県は

活断層の変位によるその被害を防止するため、 活断層の位置に関する調査が必要な区域を 

「特定活断層調査区域」として指定している。 

 

(2) 「特定活断層調査区域」における土地利用の適正化等 

「特定活断層調査区域」において、倒壊等することで多くの人への危害が懸念される一定

規模以上の「多数の人が利用する建築物」及び周辺への二次的な影響が懸念される「危険物

を貯蔵する施設」の新築等（新築、改築、移転）を行う場合には、事業者が活断層の調査を

行い、活断層の直上を避けて新築することを求めている。 

 

(3) 移転に対する規制緩和等 

県は、特定活断層調査区域に建築物を所有する者が、当該建築物を特定活断層調査区域以

外の区域に移転する場合には、当該区域への移転が円滑に行われるよう、土地の利用に関す

る規制の緩和等について配慮するものとする。 

 

  ２ 全国地震動予測地図の利用 

全国地震動予測地図は、将来日本で発生する恐れのある地震による強い揺れを予測し、予 

測結果を地図として表したもので、国の地震調査研究推進本部により作成されている。 

発生確率を色彩で表示する等、比較的わかりやすいため利用する。 

 

第２節 建築物等の耐震化 
■ 南海トラフ地震対策編 参照 

 

第３節 土砂災害等予防対策 
 ■ 南海トラフ地震対策編参照 

 

第４節 水道施設の整備 
■ 南海トラフ地震対策編 参照 

 

第５節 危険物等の災害予防対策 
■ 南海トラフ地震対策編 参照 
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第６節 火災等予防対策 
■ 南海トラフ地震対策編 参照 

 

第７節 自治体業務継続計画（ＢＣＰ） 
■ 南海トラフ地震対策編 参照 

 

第８節 地震災害に関する調査研究 
■ 南海トラフ地震対策編 参照 
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第１章 災害予防 
 
第１節 水害予防対策 

 

第１ 方 針 
 

水害予防計画は、水系ごとに一貫したものとし、将来における治水対策上必要な河川改修を推進

し、災害の防除・軽減を図るものとする。 

 

第２ 内 容 
 

１ 河川防災対策 

【主な実施機関】  市（建設部、農地整備課、危機管理課）、徳島県、四国地方整備局 

 

洪水・雨水出水等による水害を予防するため、河川改良工事等の治水事業とともに、河川情

報施設の整備強化及び維持管理強化等の河川管理体制の強化を進める。 

(1) 河川情報の提供 

県管理の河川等においては、水害被害を軽減するため、河川の水位、雨量情報を収集する

とともに、警報の伝達、避難等の措置が行えるよう警戒体制の整備が進められている。 

水防警報河川及び、水位情報周知河川である宮川内谷川においては、設定水位に達した段

階で水防警報が発令され、水防団の準備・出動が促される。避難の目安となる特別警戒水位

に達した場合は、特別警戒水位情報が出される。 

これらの情報の提供を受け、迅速な警戒体制の確立を実施するための整備を図る。 

 

(2) 警戒避難体制の整備 

洪水浸水想定区域及び雨水出水浸水想定区域（以下「浸水想定区域」という。）の指定が

あったときは、少なくとも当該浸水想定区域ごとに、洪水予報等の伝達方法、指定緊急避難

場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めるものとする。 

また、浸水想定区域内の主として高齢者等の要配慮者が利用する施設において当該施設の

利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものについては、当該施設

の名称及び所在地、並びに洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 

なお、市長は、浸水想定区域内における円滑かつ迅速な避難を確保する上で必要な事項を

市民及び主として高齢者等の要配慮者が利用する施設の利用者に周知させるため、これらの

事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じるものとする。 
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(3) 避難体制の整備 

ア 避難準備・高齢者等避難開始 

吉野川洪水予報等が発表され、さらに水位の上昇が見込まれ市長が必要と認めるとき、

宮川内谷川の水位が特別警戒水位を超え、特別警戒水位情報が公表されたときは、必要な

地域に対し避難準備・高齢者等避難開始を発令し、避難行動に時間を要する避難行動要支

援者へ避難行動の開始を求める。 

イ 避難勧告 

洪水警報が発表され市長が必要と認めるときは、吉野川浸水想定区域内等の必要な地域

に対し避難勧告を発令する。 

ウ 避難指示（緊急） 

人的被害の発生する可能性が非常に高いと市長が判断した場合は、避難指示（緊急）に

切り替える。 

避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告等の伝達は、市及び消防署・消防団の広報車、

音声告知端末及び屋外拡声機、電話、インターネット等多様な情報伝達手段を活用し、県

に対しては報道機関による情報提供を要請し、当該区域住民の安全確保を図るものとする。 

区域内の高齢者等、要配慮者が利用する福祉施設等に対しても、同様の手段により避難

情報の伝達・周知を行い、迅速かつ安全に避難できるよう徹底を図るものとする。 

 

(4) 道路・家屋等の浸水対策 

災害時における避難経路や物資輸送等のための主要幹線道路となる国道、県道及び家屋の

浸水対策に取組むものとする。 

    【資料編  県雨量観測所一覧表 

県水位観測所一覧表 

             国水防警報・特別警戒水位情報 

             県水防警報・特別警戒水位情報】 

 

２ 異常降雨水害予防対策 

【主な実施機関】  市（建設部、農地整備課、危機管理課）、消防本部及び各消防署、 

         消防団（水防団） 

 

水害の予防は、治水事業の促進、河川管理の強化及び水防対制の整備等によって、その効果

を期すべきものとするが、異常降雨等に際しては、当面の水災予防として次の措置を講ずるも

のとする。 

 

(1) 水防計画に基づく危険区域の監視 

異常降雨等により河川の水位が上昇しているとき、又は指定河川については、水防警報が

発せられたとき、市水防計画に定める危険区域について堤防巡視を行うものとし、当該区域

ごとに消防団員を配置するものとする。 

 

(2) 農業用排水路工作物の点検 

用排水路工作物の管理団体は、当該施設の点検と所要の予防措置を講ずるものとする。 

 

(3) 水防資器材の点検配備 

水防を行うおそれのある場合は、あらかじめ水防倉庫内格納資器材の点検を行い、出水状

況に応じて水防作業に便利な位置に配備を行うものとする。 

 

(4) 避難準備措置の確立 

河川の出水状況により、溢水又は破堤によって直接被害を受けるおそれのある地域等に

対しては避難指示（緊急）の予告を行う等避難準備配置を講ずるものとする。 

避難方法等の措置は、共通対策編 第２章 第 12節 避難（事前）対策の充実のとおりで

ある。 
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(5) 警戒避難体制の整備 

浸水想定区域の指定があったときは、少なくとも当該浸水想定区域ごとに、洪水予報等の 

伝達方法、指定緊急避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な 

事項を定めるものとする。 

また、浸水想定区域内の主として高齢者等の要配慮者が利用する施設において、当該施設

の利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものについては、当該施

設の名称及び所在地、並びに洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 

また、浸水想定区域内における円滑かつ迅速な避難を確保する上で必要な事項を市民及び 

主として高齢者等の要配慮者が利用する施設の利用者に周知させるため、これらの事項を記

載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じるものとする。 

なお、防災マップ等の印刷物において、河川近傍や浸水深の大きい区域については「早 

期の立退き避難が必要な区域」として明示することに努めるものとする。 

 

３ 水害に強いまちづくり 

下記の事項を重点として総合的な水害対策を推進し、水害に強いまちを形成する。 

(1) 溢水、湛水等による災害の発生のおそれのある土地の区域について都市的土地利用を誘導 

しないものとするなど、風水害に強い土地利用の推進に努める。 

 

(2) 市民が自らの地域の水害リスクに向き合い、被害を軽減する取組を行う契機となるよう、

分かりやすい水害リスクの提供に努める。 

 

(3) 河川、下水道、ため池について築堤、河道掘削、遊水地、放水路、雨水渠、内水排除施設

等の整備等を推進するとともに、出水時の堤防等施設の監視体制や内水排除施設の耐水機能

の確保に努める。 

また、河川、下水道等の管理者と連携し、出水時における排水ポンプ場の運転調整の実施

等により、洪水被害の軽減に努める。 

 

(4) 洪水予報を実施する河川に指定されていない中小河川について、河川管理者から必要な情

報提供、助言等を受けつつ、過去の浸水実績等を把握したときは、これを水害リスク情報と

して住民、滞在者その他の者へ周知する。 

 

(5) 洪水浸水想定区域内にある輪中堤防等盛土構造物が浸水の拡大を抑制する効用があると 

認めたときには、河川管理者から必要な情報提供、助言等を受けつつ、浸水被害軽減地区に

指定することができる。 

 

(6) 土石流危険渓流、地すべり危険箇所及び急傾斜地崩壊危険箇所等における砂防設備、地す

べり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設の整備等に加え、土砂災害に対する警戒避難に必要な

雨量計、ワイヤーセンサー等の設置、ドローンによる観測及び流木・風倒木流出防止対策を

含め、総合的な土砂災害対策を推進する。 

特に、土砂・流木による被害の危険性が高い中小河川において、土砂・流木捕捉効果の高

い透過型砂防堰堤等の整備を実施する。 

 

(7) 山地災害危険地区、地すべり危険箇所等における山地治山、防災林造成、地すべり防止施 

設の整備を行うとともに、山地災害危険地区の周知等の総合的な山地災害対策を推進する。

特に、流木災害が発生するおそれのある森林について、流木捕捉式治山ダムの設置や間伐 

等の森林整備などの対策を推進する。 
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第２節 風害予防対策 
 

【主な実施機関】  市（農地整備課、秘書人事課、危機管理課）、西日本電信電話㈱、 

㈱ＮＴＴドコモ四国、四国電力㈱、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンクテレコム㈱、 

ソフトバンクモバイル㈱ 

 

第１ 方 針 
 

風害を防止又は被害の拡大を防止するため、通信施設及び電気設備の防災対策の強化を図る。 

 

第２ 内 容 
 

１ 保安林整備 

風害、飛砂等防止のため保安林の適正な管理を行い、災害の防除軽減を図るものとする。 

 

２ 通信施設の防災対策 

(1) 計画的な設備更改 

電気通信設備については、定期的に巡回点検を実施し、必要により設備の補強措置を講ず

るほか、計画的な設備更改を行い、設備の安定化を図る。 

 

(2) 老朽施設の整備強化 

本市通信網のケーブルテレビ・音声告知端末・屋外拡声機施設を守るため、老朽施設の整

備強化を図る。 

 

３ 電力設備の防災対策 

電気設備については、各管理者が必要により設備の補強を行うほか、強風時においては予防

巡視を実施するとともに、ルートの選定、支線の増強等、補強措置を講ずるものとする。 
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第３節 土砂災害等予防対策 
 

第１款 崩壊危険地の災害防止 
 

第１ 方 針 
 

地すべり、がけ崩れ等の地盤災害を事前に防止するため、危険地域の実態を把握し、危険な箇所

における必要な災害防止策を実施する。 

 

第２ 内 容 
 

１ 地盤災害危険度調査 

【主な実施機関】  市（建設部、農地整備課、契約管財課）、徳島県 

 

(1) 地盤情報の収集・蓄積 

行政区域内の地形、地質、土質、地下水位等に関する各種調査を実施し、情報を収集・蓄

積するとともに、地盤災害の危険度の把握に努めるものとする。 

 

(2) 地盤情報の公開 

  収集・蓄積した地盤情報を広く公開し、公共工事、民間工事における地震災害対策の必要

な工法の判定等に活用させるものとする。 

 

２ 斜面崩壊予防対策の推進 

【主な実施機関】  市（建設部、農地整備課）、徳島県 

 

(1) 地すべり防止予防 

地すべりによる災害を未然に防止し、あるいは最小限にとどめるため、県が行う地すべり

対策工事の施工を支援し、強力に事業の促進を図るものとする。 

特に、人的被害の軽減を最優先に考え、単独での避難が困難な高齢者等を守るための要配

慮者関連施設の保全、安全な避難を確保するための避難地の保全、災害発生時の救援活動を

確保するための緊急輸送路の保全及び防災拠点の保全を図る必要がある。 

また、指定された地すべり防止区域には標識等を設置して付近の市民への周知徹底を図る

ものとする。 

加えて、地すべり危険箇所及び指定避難所・避難路等の防災情報について、市民への公表

周知に努めるものとともに、必要に応じて県の支援を受け、警戒避難体制を確立し、自主防

災組織の育成と危険箇所の定期的な防災パトロール等を実施するものとする。 

【資料編 地すべり防止区域、地すべり危険箇所】 

 

〔参 考〕 

■ 地すべりの前兆 
 
１ 斜面に段差が出たり、亀裂が生じる。 

２ 凹地ができたり、湿地が生じる。 

３ 斜面からの湧水が濁ったり、湧き方が急に変化する。 

４ 石積がはらんだり、擁壁にひびが入る。 

５ 舗装道路やたたき（三和土）にひびが入る。 

６ 樹木、電柱、墓石等が傾く。 

７ 戸やふすま等の建具がゆるみ、開けたてが悪くなる。 

集中豪雨、長雨、地震時に発生しやすいが、常に注意しておく必要がある。 
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(2) 急傾斜地崩壊予防対策 

がけ崩れによる災害の防止を図るため、がけ崩れのおそれのある区域を把握し、人家５戸

以上（５戸未満であっても学校、病院、旅館のほか社会福祉施設等の要配慮者関連施設のあ

る場合を含む。）、がけの高さ５ｍ以上、勾配 30度以上の危険な「急傾斜地崩壊危険箇所」

が急傾斜地崩壊危険区域として指定されるよう県に対して積極的に働きかけるとともに県が行

う急傾斜地崩壊対策工事の施工を支援し、強力に事業の促進を図るものとする。 

特に、人的被害の軽減を最優先に考え、単独での避難が困難な高齢者等を守るための要配

慮者関連施設の保全、安全な避難を確保するための避難地の保全、災害発生時の救援活動を

確保するための緊急輸送路の保全及び防災拠点の保全を図る必要がある。 

なお、県は危険度の高い急傾斜地崩壊危険区域から対策工事を実施しているが、全区域に

おいて同時に施行することは困難であることから、次のようながけは危険度が非常に高いも

のとして常に注意し、警戒避難体制をとる必要がある。 

また、指定された急傾斜地崩壊危険区域には標識等を設置して付近の市民への周知徹底を

図るものとする。 

加えて、急傾斜地崩壊危険箇所及び指定避難所・避難路等の防災情報について、市民への

公表周知に努めるとともに、必要に応じて県の支援を受け、警戒避難体制を確立し、自主防

災組織の育成と危険箇所の定期的な防災パトロールを実施し、簡単な予防措置（水路の掃除、

不安定土塊の除去、風で地盤を揺すぶる大木の切除など。）を講じるものとする。 

【資料編 急傾斜地崩壊危険区域、急傾斜地崩壊危険箇所】 
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■ 危険度の高いがけ 
 
１ クラックのあるがけ   

２ 表土の厚いがけ 

３ オーバーハングしているがけ 

４ 浮石の多いがけ 

５ 割れ目の多い基岩からなるがけ 

６ 湧水のあるがけ 

７ 表流水の集中するがけ 

８ 傾斜角が 30°以上、高さ５ｍ以上のがけ 

集中豪雨、台風、地震時には、特に注意する必要がある。 
 

 

(3) 土石流予防対策 

最近における災害の特徴として、一見安定していると思える地域において、集中豪雨、地

震後の降雨等により、土石流が発生し、人家集落が悲惨な災害を受けた事例が頻発している。 

そこで、土石流危険渓流には、重点的に県の砂防工事の施工を支援して、土石流の流下を

未然に防止するよう強力に事業を推進するとともに危険予想地域に警報の伝達・避難等の措

置が緊急時に際して適切に行われるよう整備しておくものとする。 

特に、人的被害の軽減を最優先に考え、単独での避難が困難な高齢者等を守るための要配

慮者（避難行動要支援者）関連施設の保全、安全な避難を確保するための避難地の保全、災

害発生時の救援活動を確保するための緊急輸送路の保全及び防災拠点の保全を図る必要があ

る。 

加えて、土石流危険渓流及び指定避難所・避難路等の防災情報について、市民への公表周

知に努めるとともに、必要に応じて県の支援を受け、警戒避難体制を確立し、自主防災組織

の育成と危険箇所のパトロール等を実施するものとする。 

また、必要に応じて県の支援を受け、豪雨や長雨等、土砂災害が起こりやすい状況での土

砂災害防止策について、土成地区、市場地区、阿波地区の状況に応じて計画する必要がある。 

これら事例に鑑み、土石流危険予想地域に簡易雨量計を設置し、観測するとともに、迅速

で的確な警報の伝達、避難等の措置が行われるよう警戒避難体制を確立し、土石流による災

害を未然に防止するものとする。 

なお、土石流対策の雨量基準（警戒雨量、避難雨量）の設定については、県の充分な指導

を受けるものとする。 

【資料編 土石流危険渓流】 

 

(4) 山地に起因する災害危険箇所（山腹崩壊危険地区・崩壊土砂流出危険地区）の予防対策 

     開発等による山地荒廃に起因する災害が発生する傾向にあり、台風や集中豪雨に伴って発

生することが多い。これらの災害を未然に防止するため、情報、警報等の収集・伝達方法を

整備し、警戒避難体制を確立するとともに、自主防災組織の育成、県と共に行う危険箇所の

パトロール等を実施するものとし、必要に応じて県に支援を要請する。 
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(5) 土砂災害警戒区域等の指定及び予防対策 

土砂災害から市民の生命及び身体を守るため、急傾斜地の崩壊、土石流又は地すべりが発

生するおそれがある土地の区域を明らかにし、警戒避難体制の整備を図るとともに、一定の

開発行為を制限すること等により土砂災害対策の推進を図る。そのため、「土砂災害警戒区

域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」（平成 12 年法律第 57号）に基づき、

基礎調査や土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定を計画的に行うよう、県に働き

かけていくとともに、それを支援するものとする。 

ア 警戒避難体制の整備 

土砂災害警戒区域ごとにパトロールを実施する体制を確立するとともに、土砂災害に関

する情報の収集及び伝達、予警報の発表及び伝達、避難、救助その他必要な警戒避難体制

に関する事項を定める。土砂災害警戒区域内に主として高齢者等の要配慮者が利用する施

設がある場合は、当該施設の利用者の円滑な警戒避難が実施されるよう土砂災害に関する

情報の伝達方法を定める。 

【避難体制】 

土砂災害に関する情報の収集に努めるとともに、土砂災害に関する情報を入手した場合

及び土砂災害警戒情報が発表されたときは、速やかに音声告知端末及び屋外拡声機で地域

住民に伝達する。併せて、消防・警察等関係機関へも伝達する。 

地域住民は、必要に応じて自主避難すると共に、予兆現象を発見した場合や市から避難

勧告等が発令された場合には、速やかに隣近所に声を掛け合って区域ごとに定められた指

定避難所に避難する。 

また、土砂災害警戒区域内に要配慮者関連施設がある場合には、施設管理者等に土砂災

害に関する情報等を周知するとともに、当該施設の利用者の円滑な警戒避難が行われるよ

う、土砂災害に関する情報伝達方法を事前に定めておくものとする。 

イ 住民に対する周知 

土砂災害に関する情報の伝達方法や避難地に関する事項その他土砂災害警戒区域におけ 

る円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を網羅した防災マップを作成し、市民に周知

していく。 

ウ 天然ダム等の大規模な土砂災害に対する対策 

平成 23 年５月１日から、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す

る法律（以下、「土砂災害防止法」。）の一部を改正する法律が施行され、天然ダムや火山

の噴火に伴う土石流及び地すべりといった、大規模な土砂災害が急迫している場合、特に

高度な専門的知識及び技術が必要な場合は国が、その他の場合は都道府県が緊急調査を行

い、被害の想定される区域と時期に関する情報（土砂災害緊急情報）を関係市町村へ通知

すると共に一般に周知することとなる。これにより、市長が災害対策基本法に基づく市民

への避難指示（緊急）の判断を適切に行うことが可能となり、土砂災害から市民の生命・

身体の保護がより一層図られる。 

【資料編 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域】 
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第２款 農業用ダム・農業用ため池対策 

【主な実施機関】  市（建設部、農地整備課、危機管理課）、徳島県、土地改良区、 

中国四国農政局 

 

第１ 方 針 
 

関係機関は、地震に伴う農業用ダム、農業用ため池の被害を防止するため、関係機関の適切な維

持・管理について定める。 

 

第２ 内 容 

 
１ 現在の管理形態及び管理体制の強化 

農業用ダム・農業用ため池は、農業用施設として土地改良区、水利組合等が独自に運営管理

している。大規模な改修については、国、県、市の補助を受けている場合が多いが、基本的に

は、受益者で維持管理されている。 

    管理者は施設機能の重要性を考慮し、市と連携した管理体制の強化を図る。 

 

２ 被害の想定 

各種調査の想定地震を考慮すると、農業用ダム・農業用ため池に被害が起こるとともに、最

悪の場合には決壊することも考えられ、その結果、貯留水による二次災害が想定される。 

 

３ 災害予防目標及び施設の耐震性強化 

貯水した状態で堤体の亀裂、余水吐の破損、樋管の折損等の被害があった場合、数日後の決

壊等の二次災害が予想される。これは、破損等の早期発見と応急対策によって避けられるもの

であり、この二次災害を防止することを目標とする。 

また、この目標に添うため、施設の耐震性を強化する。 

 

４ 緊急点検ため池の選定 

地震による災害が発生した場合に、すべての農業用ダム・農業用ため池を緊急点検すること

が望ましいが、多数のため池がある場合には、人手や優先度の上から困難である。あらかじめ

施設の規模と重要度、人的被害のおそれを勘案して緊急点検を実施する農業用ダム・農業用た

め池を選定して県に報告するとともに、市の地域防災計画に記載するよう努める。 

 

５ 緊急点検体制 

土地改良区及び水利組合等の農業用ダム・農業用ため池管理者で対応できない規模の災害が

発生した場合に、これらの管理者の要請により、県及び市が支援を行い、緊急点検が実施でき

るよう体制づくりに努める。 

また、ため池の位置や点検ルートについての資料は県のため池データベースに蓄積し、提供

できる体制づくりに努める。 

 

６ ため池ハザードマップ 

ため池が決壊した場合の浸水想定区域をため池ハザードマップ内に示し、市民にその存在と

内容の周知に努める。 
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第４節 雪害予防対策 
 

【主な実施機関】  市（建設部、農地整備課、危機管理課）、四国電力㈱、関係交通機関 

 

第１ 方 針 
 

降雪による被害を防止し、又は軽減するため、関係機関は次の雪害対策を実施するものとする。 

 

第２ 内 容 
 

１ 特に交通の確保を図る措置を講じるため主要道路の除雪、除雪機械の整備並びに要員の配備、

出動等実施すべき事項を定め、これにより雪害対策を実施するものとする。 

 

２ 指定地方行政機関、指定公共機関は、各機関の定める防災業務計画に基づき、必要な対策を

実施するものとする。特に次の機関はそれぞれの緊急措置を講ずるものとする。 

(1) 四国運輸局徳島運輸支局（応神町庁舎） 

定期バスの運行確保を図るため、チェーン、スノータイヤの備付を指導するとともに、運

行停止を行う場合は各バス会社は、事前にラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、その

状況を利用者に広報する措置を講ずるものとする。 

 

(2) 四国電力株式会社 

雪害時において配電線路等に障害を生ずることが予想される場合は、防災業務計画の定め

るところにより警戒体制をとり電力の確保に努める。 
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第５節 気象業務の整備 
 

【主な実施機関】  徳島地方気象台、四国地方整備局、徳島県 

 

第１ 方 針 
 

注意報、警報、特別警報及び気象情報等の発表、気象業務の組織及び気象観測施設を整備し、関

係防災機関相互の連絡を密にし、防災対策の適切な実施を図るものとする。 

 

第２ 内 容 
 

１ 特別警報・警報・注意報 

(1) 大雨や強風等の気象現象によって、災害が起こるおそれのあるときには「注意報」が、重

大な災害が起こるおそれのあるときには「警報」が、重大な災害が起こるおそれが著しく大

きい場合には「特別警報」が、現象の危険度と雨量、風速等の予想値を時間帯ごとに明示し

て、「阿波市」など基本的に市町村単位である二次細分区域毎に発表される。 

また、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水･氾濫、竜巻等による激しい突風、落雷等

については、実際に危険度が高まっている場所が「危険度分布」等で発表される。 

なお、警報等の注意警戒文と気象情報、大雨や洪水等の警報等が発表された場合のテレビ

やラジオによる放送等では、重要な内容を簡潔かつ効果的に伝えられるよう、これまでどお

り市町村等をまとめた地域（阿波市は、「美馬北部・阿北」に含まれる）の名称や一次細分

区域（阿波市は、「北部」に含まれる）を用いる場合がある。 

 

■ 特別警報・警報・注意報の概要 

種  類 概  要 

特別警報 
大雨、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮が特に異常であるため重大な災

害の起こるおそれが著しく大きい場合、その旨を警告して行う予報 

警 報 
大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮によって重大な災害の起

こるおそれがある場合、その旨を警告して行う予報 

注意報 
大雨、洪水、大雪、強風、風雪、波浪、高潮等によって災害が起こるお

それがある場合に、その旨を注意して行う予報 

 

■ 徳島県の予報区分（市町村等をまとめた地域） 

府 県  

予 報 区  

一次細

分区域 

市町村等を 

ま と め た 地 域  
市町村等（二次細分区域） 

徳 島 県  

北 部  

徳島・鳴門 
徳島市、鳴門市、小松島市、板野町、藍住町、北島

町、松茂町 

美馬北部・阿北 
吉野川市、阿波市、美馬市脇・美馬・穴吹、石井町

、上板町、つるぎ町半田・貞光 

美 馬 南 部・神 山  
美 馬 市 木 屋 平 、 佐 那河 内 村 、 神 山 町 、  

つ る ぎ 町 一 宇  

三好 三好市、東みよし町 

南 部  

阿南 阿南市 

那 賀 ・ 勝 浦  那 賀 町 、 上 勝 町 、 勝浦 町  

海 部  海 陽 町 、 美 波 町 、 牟岐 町  
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ア 特別警報 

種 類 概   要 

大雨特別警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいときに発表される。大雨特別警報には、大雨特別警報（土

砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水

害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。 

大雪特別警報 
大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいときに発表される。 

暴風特別警報 
暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著し

く大きいときに発表される。 

暴風雪特別警報 

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそ

れが著しく大きいときに発表される。「暴風による重大な災害」に

加え「雪に伴うことによる視程障害などによる重大な災害」のおそ

れについても警戒を呼びかける。 

 

■ 気象等に関する特別警報の発表基準 

現象の種類 基 準 

大 雨 

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想

され、若しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧

により大雨になると予想される場合 

暴 風 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が

吹くと予想される場合 

暴風雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴

う暴風が吹くと予想される場合 

大 雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

（注）発表にあたっては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速などについて過去の災害

事例に照らして算出した客観的な指標を設け、これらの実況及び予想に基づいて判断をす

る。 

(ｱ) 雨を要因とする特別警報の指標 

大雨特別警報は下記の①又は②いずれかを満たすと予想され、かつ、更に雨が降り続

くと予想される場合に発表する。 

① 48時間降水量及び土壌雨量指数（※1）において、50年に一度の値以上となった5km

格子が、共に府県程度の広がりの範囲内で50格子以上出現。 

② 3時間降水量及び土壌雨量指数（※1）において、50年に一度の値以上となった5km

格子が、共に府県程度の広がりの範囲内で10格子以上出現（ただし、3時間降水量が1

50mm（※2）以上となった格子のみをカウント対象とする）。 

※1  土壌雨量指数    ：降った雨が地下の土壌中に貯まっている状態を表す値。 

この値が大きいほど、土砂災害発生の危険性が高い。 

※2  3時間降水量150mm  ：１時間50mmの雨（滝のようにゴーゴー降る、非常に激し

い雨）が3時間続くことに相当。 
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■ 雨に関する阿波市の50年に一度の値一覧（平成30（2018）年10月1日現在） 

地 域 50 年に一度の値 
警報 

基準 

都道 

府県 

府県 

予報区 

一次細分 

区域 

市町村等を 

まとめた区域 

二次細分 

区域 
R48 R03 SWI SWI 

徳島県 徳島県 北部 美馬北部・阿北 阿波市 574 180 317 109 

注1）略語の意味は右のとおり。R48：48時間降水量(mm)、R03：3時間降水量(mm)、SWI：

土壌雨量指数（Soil  Water Index）。 

注2）「50年に一度の値」の欄の値は、阿波市にかかる5km格子の50年に一度の値の平均値

をとったものである。 

注3）SWIの警報基準の欄の値は、平成30年10月1日現在の値である。 

注4）雨に関する阿波市の50年に一度の値一覧については、気象庁ホームページに掲載さ

れている。 

（https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/sanko/1-50ame.pdf） 

注5）R48、R03、SWIいずれについても、50年に一度の値は統計値であり、一の位の大小 

まで厳密に評価する意味は無い。 

注6）特別警報は、府県程度の広がりで50年に一度の値となる現象を対象。個々の市町村 

で50年に一度の値となることのみで特別警報となるわけではないことに留意。 

注7）特別警報の判定に用いるR03の値は、３時間降水量が150mm以上となった格子のみを 

カウント対象とする。 

(ｲ) 台風等を要因とする特別警報の指標 

指標を以下のとおりとする。 

「伊勢湾台風」級（中心気圧930hPa以下又は最大風速50m/s以上）の台風や同程度の温 

帯低気圧が来襲する場合に、特別警報を発表する。 

ただし、沖縄地方、奄美地方及び小笠原諸島については、中心気圧910hPa以下又は最

大風速60m/s以上とする。 

台風については、指標となる中心気圧又は最大風速を保ったまま、中心が接近・通過

すると予想される地域（予報円がかかる地域）における、大雨・暴風・高潮・波浪の警

報を、特別警報として発表する。 

温帯低気圧については、指標となる最大風速と同程度の風速が予想される地域におけ

る、大雨・暴風（雪を伴う場合は暴風雪）・高潮・波浪の警報を、特別警報として発表

する。 

(ｳ) 地震（地震動）に関する特別警報の発表基準 

現象の種類 基   準 

地 震 

（地震動） 

震度６弱以上の大きさの地震動が予想される場合 

（緊急地震速報（震度６弱以上）を特別警報に位置づける） 
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イ 警  報 

種   類 警    告    内    容 

大雨警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。 

大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、大雨警報（

土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。 

洪水警報 

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生

するおそれがあると予想されたときに発表される。 

対象となる重大な災害として、河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊に

よる重大な災害があげられる。 

大雪警報 
大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。 

暴風警報 
暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。 

暴風雪警報 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。 

「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害によ

る重大な災害」のおそれについても警戒を呼びかける。 

 

ウ 注意報 

種   類 注 意 喚 起 内 容 

大雨注意報 
大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。 

洪水注意報 
河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発生するお

それがあるときに発表される。 

大雪注意報 
大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。 

強風注意報 
強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。 

風雪注意報 

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表する。 

「強風による災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害(見通しが

利かなくなること)などによる災害」のおそれについても注意を呼びかけ

る。 
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種   類 注 意 喚 起 内 容 

濃霧注意報 
濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表さ

れる。 

雷注意報 

落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。 

また、発達した雷雲の下で発生することの多い竜巻等の突風や「ひょう

」による災害についての注意喚起を付加することもある。急な強い雨への

注意についても雷注意報で呼びかけられる。 

乾燥注意報 

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。具体的には、火災の危険が大きい気象条件を予想した場合に発

表される。 

なだれ注意報 
「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。 

着氷注意報 

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。具体的には、通信線や送電線などへの被害が起こるおそれのあ

るときに発表される。 

着雪注意報 

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。具体的には、通信線や送電線などへの被害が起こるおそれのあ

るときに発表される。 

融雪注意報 

融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には、浸水、土砂災害などの災害が発生するおそれがあるとき

に発表される。 

霜注意報 

霜により災害が発生するおそれがあると予想されときに発表される。具

体的には、早霜や晩霜により農作物への被害が起こるおそれのあるときに

発表される。 

低温注意報 

低温により災害が発生するおそれがあると予想されときに発表される。

具体的には、低温のために農作物などに著しい被害が発生したり、冬季の

水道管凍結や破裂による著しい被害の起こるおそれがあるときに発表さ

れる。 

※ 地面現象及び浸水警報・注意報は、その警報及び注意報事項を気象警報及び気象注 

意報に含めて行われる。 

地面現象の特別警報は、大雨特別警報に含めて「大雨特別警報（土砂災害）」とし 

て発表される。 

② 見出し文 注意、警戒を要する事項について 100 文字以内で簡潔に記述する。 

③ 本 文  市町村ごとに注意報・警報の発表状況を記述する。 
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(2) 大雨警報・洪水警報の危険度分布等 

■警報の危険度分布等の概要 

種  類 概   要 

土砂災害警戒判定メッ

シュ情報 

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で

5km 四方の領域ごとに 5 段階に色分けして示す情報。2 時間先まで

の雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新

しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表され

たときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。 

大雨警報（浸水害）の

危険度分布 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上

で 1km 四方の領域ごとに 5 段階に色分けして示す情報。1 時間先ま

での表面雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新しており、

大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、どこで危険度が高まる

かを面的に確認することができる。 

洪水警報の危険度分布 指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及

びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で

河川流路を概ね 1km ごとに 5 段階に色分けして示す情報。3 時間先

までの流域雨量指数の予測を用いて常時 10 分ごとに更新してお

り、洪水警報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面

的に確認することができる。 

流域雨量指数の予測値 水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として、上流域での

降雨によって、下流の対象地点の洪水危険度がどれだけ高まるかを

示した情報。6 時間先までの雨量分布の予測（降水短時間予報等）

を取り込んで、流域に降った雨が河川に集まり流れ下る量を計算し

て指数化した「流域雨量指数」について、洪水警報等の基準への到

達状況に応じて危険度を色分けし時系列で表示したものを、常時 10 

分ごとに更新している。 

※その他 

    以下の基準値は、地域メッシュコード（1ｋｍ四方）毎に基準を設けている。 

   ・大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準値 

   ・洪水警報・注意報の基準値 

   ・大雨警報（浸水害）の危険度分布の基準値 

   ・洪水警報の危険度分布の基準値 

この基準値については、「気象庁ホームページ」を参照のこと。 

          https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/tokushima.html 

＜参考＞ 

土壌雨量指数：降った雨による土砂災害危険度の高まりを把握するための指標です。大雨に伴

って発生する土砂災害（がけ崩れ・土石流）には、現在降っている雨だけでなく、これまでに降

った雨による土壌中の水分量が深く関係しており、土壌雨量指数は、降った雨が土壌中に水分量

としてどれだけ溜まっているかを、タンクモデルを用いて数値化したものです。土壌雨量指数は、

各地の気象台が発表する大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等の判断基準に用いています。

土砂災害発生の危険度を判定した結果は「土砂災害警戒判定メッシュ情報」で確認できます 

 

表面雨量指数：短時間強雨による浸水危険度の高まりを把握するための指標です。表面雨量指

数は、地面の被覆状況や地質、地形勾配などを考慮して、降った雨が地表面にどれだけ溜まって

いるかを、タンクモデルを用いて数値化したものです。表面雨量指数は、気象台が発表する大雨

警報（浸水害）・大雨注意報の判断基準に用いています。浸水害発生の危険度を判定した結果は

「大雨警報（浸水害）の危険度分布」で確認できます。 

 

流域雨量指数：河川の上流域に降った雨により、どれだけ下流の対象地点の洪水危険度が高ま

るかを把握するための指標です。地表面や地中を通って時間をかけて河川に流れ出し、さらに河

川に沿って流れ下る量を、タンクモデルや運動方程式を用いて数値化したものです。流域雨量指

数は、各地の気象台が発表する洪水警報・注意報の判断基準に用いています。浸水害発生の危険

度を判定した結果は「大雨警報（浸水害）の危険度分布」で確認できます。 
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(3) 警報級の可能性 

     ５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段階で発表される。当日から翌日

にかけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位（徳島県北部など）で、

２日先から５日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位（徳島県な

ど）で発表される。 

 

(4) 全般気象情報、四国地方気象情報、徳島県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別

警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表さ

れる。 

雨を要因とする特別警報が発表されたときには、その後速やかに、その内容を補足するた

め「記録的な大雨に関する徳島県気象情報」、「記録的な大雨に関する四国地方気象情報」、

「記録的な大雨に関する全般気象情報」という表題の気象情報が発表される。 

 

(5) 土砂災害警戒情報 

大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨による土砂災害発生の危険度が更に高まったとき、

市町村長の避難勧告や住民の自主避難の判断を支援するため、対象となる阿波市を特定して

警戒を呼びかける情報で、徳島県と徳島地方気象台から共同で発表される。なお、これを補

足する情報である土砂災害警戒判定メッシュ情報で、実際に危険度が高まっている場所を確

認することができる。 

ア 土砂災害警戒情報の発表 

土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度を気象庁の降雨予測に基づいて

判断し、土砂災害に対する警戒及び警戒解除について分かりやすい文章と図を組み合わせ

た情報（図１）として作成・発表される。 

イ 土砂災害警戒情報の発表・解除基準 

（発表基準） 

大雨警報（土砂災害）発表中において、実況雨量及び気象庁が作成する降雨予測に基づ

て算出した降雨指標が警戒基準に達すると予想される（集中的な土砂災害発生の危険度が

高まった）とき、「阿波市阿波町」、「阿波市市場町」、「阿波市土成町」（図２）に発表され

る。 

（解除基準） 

降雨指標が警戒基準を下回り、かつ数時間で再び警戒基準を超過しないと予想されると

き、発表対象地域ごとに解除する。ただし、無降雨状態が長時間継続しているにもかかわ

らず警戒基準を下回らない場合は、土壌雨量指数等を鑑み解除される。 

なお、地震など不測の事態により気象災害にかかわる諸条件が変化し、通常の基準を適

用することが適切でない状態となる場合、必要に応じて土砂災害警戒情報の発表基準の引

き下げが実施されるものとする。 

ウ 土砂災害警戒情報の伝達 

土砂災害警戒情報は、大雨警報を補足する防災情報のひとつであり、徳島地方気象台は

気象業務法第 11 条に基づき関係機関及び徳島県に伝達する。 

県は「災害対策基本法第 55 条」及び「土砂災害防止法（土砂災害警戒区域等における土

砂災害防止対策の推進に関する法律）第 27条」に基づき市長に伝達する。 

伝達経路は共通対策編 第３章 災害応急対策 第３節 情報通信 第２ 内容 ３災害伝達

系統 （2）「気象に関する特別警報・警報・注意報・情報の伝達系統」に準じて、県より市

に伝達される。 

土砂災害警戒情報の伝達があれば、該当地区の住民に対して、音声告知放送や緊急速報

メール等を利用して周知する。 
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エ 土砂災害警戒情報利用上の留意点 

土砂災害警戒情報は、降雨から予測可能な土砂災害の内、避難勧告等の災害応急対応が

必要な土石流や集中的に発生する急傾斜地崩壊を対象としている。 

しかし、土砂災害は、それぞれの斜面における植生・地質・風化の程度、地下水の状況

等に大きく影響されるため、個別の災害発生箇所・時間・規模等を詳細に特定することは

できない。 

また、技術的に予測が困難である斜面の深層崩壊、山体の崩壊、地すべり等は、土砂災

害警戒情報の対象とはしていない。 

 
図１ 土砂災害警戒情報発表例 
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図２ 発表対象地域（松茂町、北島町、藍住町、阿波市吉野町を除く 発表対象地域数 44） 

 

 

(6) 記録的短時間大雨情報 

徳島県北部で大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な短時間の大

雨を観測(地上の雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた

分析)したときに、徳島県気象情報の一種として発表される。この情報が発表されたときは、

土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水・氾濫といった災害発生につながるような猛烈な雨

が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている場所については、警報の

「危険度分布」で確認することができる。 

徳島県北部の発表基準は、1時間 100 ミリ以上を観測又は解析したときである。 
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(7) 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかけ

る情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象

状況になっているときに、徳島県北部で発表される。なお、実際に危険度が高まっている場所

については竜巻発生確度ナウキャストで確認することができる。 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更な

る竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情報が徳島県北

部で発表される。 

この情報の有効期間は、発表から概ね 1時間である。 

 

竜巻注意情報の発表例（目撃情報を含まない場合） 

  

徳島県竜巻情報 第１号 

 平成××年９月４日１２時２５分 徳島地方気象台発表 

 

 徳島県北部は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。 

 

 空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場

合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。 

 

落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。 

 

この情報は、４日１３時３０分まで有効です。 

 

 

竜巻注意情報の発表例（目撃情報を含む場合） 
 
 徳島県竜巻注意情報 第1号 

 平成××年９月４日１２時２５分 徳島地方気象台発表 

 

【目撃情報あり】徳島県北部で竜巻などの激しい突風が発生したとみられます。 

徳島県北部は、竜巻などの激しい突風が発生するおそれが非常に高まっています。 

 

空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場

合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。 

落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。 

この情報は、４日１３時３０分まで有効です。 
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(8) 吉野川洪水予報 

ア 洪水予報区間：左岸徳島県三好市池田町から河口まで 

右岸徳島県三好市池田町から河口まで 

イ 発表基準 

     ① 池田（無堤）・池田（有堤）・岩津（無堤）・岩津（有堤）・中央橋・第十のいずれかの 

      基準地点の水位が、氾濫注意水位（警戒水位）に達し、さらに水位の上昇が見込まれる

ときに、徳島河川国道事務所と徳島地方気象台が共同して吉野川氾濫注意情報（洪水

注意報）を発表する。 

     ② 池田（無堤）・池田（有堤）・岩津（無堤）・岩津（有堤）のいずれかの基準地点の水 

位が、水位予測に基づき氾濫危険水位に達することが見込まれるとき、あるいは避難判

断水位に達し、さらに水位の上昇が見込まれるときに、徳島河川国道事務所と徳島地方

気象台が共同して吉野川氾濫警戒情報（洪水警報）を発表する。 

     ③ 池田（無堤）・池田（有堤）・岩津（無堤）・岩津（有堤）のいずれかの基準地点の 
水位が、氾濫危険水位に達したときに、徳島河川国道事務所と徳島地方気象台が共同し 
て吉野川氾濫危険情報（洪水警報）を発表する。 

④ 洪水予報区間内で氾濫が発生した時に、徳島河川国道事務所と徳島地方気象台が共同

して吉野川氾濫発生情報（洪水警報）を発表する。 
ウ 基準水位 

河 

川 

名 

観測所名 

水 防 団
待機水位 

氾 濫 
注意水位 

避 難 
判断水位 

氾 濫 
危険水位 

計画高 
水位 

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ － 

 

 

 

 

 

吉 

野 

川 

池 田 
（有堤） 

いけだ 
（ゆうてい） 4.10m 6.70m 8.00m 9.70m 11.872m 

岩 津 
（無堤） 

いわづ 
（むてい） 3.30m 5.30m 6.50m 6.80m 12.937m 

岩 津 
(有堤) 

いわづ 
（ゆうてい） 3.30m 5.30m 6.80m 7.50m 12.937m 

中央橋 ちゅうおう
ばし 

3.40m 4.90m － － 8.795m 

第 十 だいじゅう 3.70m 5.30m － － 9.064m 

 

(9) 台風予報、台風情報 

ア 台風に関する予報、情報 

気象庁は、北西太平洋（東経 100 度～東経 180 度、赤道～北緯 60 度）上に存在する台

風の進路（中心位置）や強さ等位置について、実況及び 24時間先までの予報を３時間ご

とに、72時間先までの予報を 6時間ごとに発表する。 

さらに、3日（72 時間）先も引き続き台風であると予想される時には、5日（120 時間）

先までの進路予報を 6 時間ごとに発表する。 

台風が日本に大きな影響を及ぼすことが見込まれる場合には、台風の位置や強さなどの

実況１時間後の推定位置を 1時間ごとに発表するとともに 24 時間先までの 3時間刻みの

予報を 3 時間ごとに発表する。 

イ 台風の大きさ、強さ 

台風接近時に的確な防災対策を行うためには、台風の勢力や進路等に関する情報が必要

である。そのために、台風を「大型で強い台風」のように、大きさ（強風域：平均風速

15m/s 以上の強い風が吹いているか、吹く可能性のある範囲）を３段階、強さ（最大風速：

10 分間平均風速の最大値）を４段階で表現する。 
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台風の大きさの分類  台風の強さの分類 

平均風速15m/s以上の 

強風域の半径 
分    類 

 最 大 風 速 分   類 

 17m/s 以上 33m/s 未満 － 

500km 未満 －  33m/s 以上 44m/s 未満 強い 

500km 以上 800km 未満 大型（大きい）  44m/s 以上 54m/s 未満 非常に強い 

800km 以上 超大型（非常に大きい）  54m/s 以上 猛烈な 

 

２ 火災気象通報 

消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第 22条第 1項の規定により、徳島地方気象台は気象の状

況が火災の予防上危険であると認められるとき、その状況を火災気象通報として知事に通報す

るもので、知事は市長に通報する。 

市長は、前項の通報を受けたとき、又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるとき

は、火災に関する警報を発することができる。 

火災気象通報の基準は次のとおりである。 

<通報基準> 

（1） 実効湿度が 60％以下で最小湿度が 40％以下となり、最大風速７m/s 以上の風が吹く見込

みのとき。 

（2） 平均風速 10m/s 以上の風が１時間以上連続して吹く見込みのとき。 

ただし、降雨、降雪中は通報しないこともある。 
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■警報・注意報発表基準一覧表 
平成 29 年 11 月 30 日現在 

発表官署 徳島地方気象台 

阿波市 

府県予報区 徳島県 

一次細分区域 北部 

市町村等をま

とめた地域 
美馬北部・阿北 

警 報 

大

雨 

(浸水害) 表面雨量指数基準 22 

(土砂災害) 土壌雨量指数基準 109 

洪 水 

流域雨量指数基準 
熊谷川流域＝6.5  九頭宇谷川流域＝9.9 

柿ノ木谷川流域＝6.8 

複合基準（※1） 熊谷川流域＝（7、5.7） 吉野川流域＝（7、114.1） 

指定河川洪水予報

による基準 

吉野川〔池田(無堤)・池田(有堤)、岩津(無堤)・岩

津(有堤)・中央橋・第十〕 

暴 風 平均風速 20m/s 

暴風雪 平均風速 20m/s 雪を伴う 

大 雪 降雪の深さ 12 時間降雪の深さ 3020cm 

波 浪 有義波高  

高 潮 潮位  

注意報 

大 雨 
表面雨量指数基準 9 

土壌雨量指数基準 87 

洪 水 

流域雨量指数基準 
熊谷川流域＝5.2  九頭宇谷川流域＝7.9 

柿ノ木谷川流域＝5.4 

複合基準（※1） 
熊谷川流域＝（5、5.1） 柿ノ木谷川流域＝5、5.4 

吉野川流域＝（7、73.1） 

指定河川洪水予報

による基準 

吉野川〔池田(無堤)・池田(有堤)、岩津(無堤)・岩

津(有堤)・中央橋・第十〕 

強 風 平均風速 12m/s 

風 雪 平均風速 12m/s 雪を伴う 

大 雪 降雪の深さ 12 時間降雪の深さ５cm 

波 浪 有義波高  

高 潮 潮位  

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融 雪  

濃 霧 視程 100m 

乾 燥 最小湿度が 40％で実効湿度が 60％ 

なだれ 

積雪の深さ 50cm 以上あり次のいずれか 

１ 降雪の深さ 20cm 以上 

２ 最高気温７℃以上（※２） 

３ 降水量 10mm 以上 

低 温 最低気温-３℃以下（※３） 

霜 晩霜期 最低気温４℃以下 

着 氷  

着 雪 
24 時間降雪の深さ：20cm 以上 

気温：-２℃～２℃ 

記録的短時間大雨情報 1 時間雨量 110mm 

 ※１は、（表面雨量指数、流域雨量指数）の組合せによる基準値を示しています。 

 ※２、３は、徳島地方気象台の値を示しています。 
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第２章 災害応急対策 
 
第１節 水防計画 

 

第１ 方 針 
 

水防に関する計画は、以下に定める「水防計画」に従い、洪水及び雨水出水による水害を警戒し、

防御し、これによる被害を軽減するとともに人命及び財産の保護を図るものとする。 

 

第２ 内 容 
 

１ 総 則 

(1) 目 的 

本計画は、水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第４条の規定に基づき、知事から指定され

た指定水防管理団体たる本市が、同法第 33条第１項の規定に基づき、市内における水防事

務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項を規定し、市全域の河川等に対する水災を

警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的と

し、水防上必要な監視、予報、警戒等、水防活動の大綱を規定するものとする。 

 

(2) 用 語 

本計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

るものとする。 

法 ……………… 水防法 

本計画 ………… 阿波市水防計画書 

水防管理団体 … 阿波市 

水防管理者 …… 阿波市長 

水防機関の長 … 阿波市消防団長（水防団長） 

水防団 ………… 阿波市消防団 

水防本部長 …… 阿波市長 

重要水防箇所……  堤防の決壊、漏水、川の水があふれる等の危険が予想される箇所であ 

り、洪水等に際して水防上特に注意を要する箇所をいう。 

水防協力団体…… 水防に関する業務を適切かつ確実に行うことができると認められる一般

社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人その他法人で

ない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方

法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に

関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているもの

として水防管理者が指定した団体をいう。 

洪水予報河川…… 国土交通大臣又は都道府県知事が、流域面積が大きい河川で、洪水に

より国民経済上重大又は相当な損害が生じるおそれがあるものとして指

定した河川 

国土交通大臣又は都道府県知事は、洪水予報河川について、気象庁長

官と共同して、洪水のおそれの状況を基準地点の水位又は流量を示し

て洪水の予報等を行う。 

水位周知河川…… 国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水予報河川以外の河川で洪水に

より国民経済上重大又は相当な損害が生じるおそれがあるものとして指

定した河川 

国土交通大臣又は都道府県知事は、水位周知河川について、当該河川

の水位があらかじめ定めた避難判断水位（特別警戒水位）に達したと

き、水位又は流量を示して通知及び周知を行う。 
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(3) 水防の責任と義務 

本計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

るものとする。 

ア 水防管理団体の責任 

本計画に基づき管内における水防を充分果すべき責任を有する。 

イ 水防管理者の責任 

洪水・雨水出水等のおそれがあることを自ら知り、又は知事から通知を受けた場合及び

水防警報、洪水予報の発せられたとき、又は指定河川の水位が知事の定める警戒水位に達

したとき、その他、水防上必要があると認めるときは、本水防計画の定めるところにより

消防機関等を出動させ、又は出動の準備をさせなければならない。 

ウ 水防機関の長の責任 

洪水・雨水出水等のおそれがあることを自ら知り、水防管理者から消防団（水防団）の

出動要請を受けたときは、ただちに消防団（水防団）の各分団長に連絡し、消防団（水防

団）を出動させ、又は出動の準備をさせなければならない。 

エ 市民の義務 

常に水防状況に注意し、水害が予想される場合は水防に協力し、又は水防に従事しなけ

ればならない。 

また、危険の切迫した時は、指示に従い速やかに避難するものとする。 

 

２  水防組織と区域及び情報伝達系統 

(1) 水防組織 

ア 阿波市水防本部の設置 

大雨特別警報が発表されたとき、暴風、大雨、洪水警報が発表され、被害の発生が予想

されるとき、河川の増水等により被害の発生が予想されるとき、土砂災害により被害の発

生が予想されるとき、又は、その他通常の市行政組織により災害応急対策が不可能と判断

される特殊な災害が発生したときは、水防本部を設置するものとする。 

イ 阿波市水防本部の組織 

水防本部は本庁に置き、組織は次のとおりとする。 

また、必要に応じて支所等に現地対策本部を設置する。 

水防本部長は、必要に応じて職員を水防本部へ配置することができる。 
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(ｱ) 非常配置 

 

・阿波市役所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部長 市長 

副本部長 副市長 

教育長 

政策監 

消防団長 

本部員 企画総務部長、次長 

建設部長、次長 

教育部長 

健康福祉部長 

本部長が招集する部長等 

秘書人事課長 

事務局 

（各担当課） 

危機管理課 ・災害対策の総括 

企画総務課 ・災害情報の収集、集計、連絡調整、マスコミ対応等 

建設課 ・道路等の通行止め情報収集、調査、連絡等 

住宅課 ・公営住宅等の災害情報収集、連絡等 

水道課 ・給水施設の管理等 

市長不在又は連絡がとれない場合の意思決定者は次の順位に従うものとする。 

 １．市長 → ２．副市長 → ３．政策監 → ４．企画総務部長 

阿波市水防本部

本部長

副本部長

本部員 

本部員会議 

危機管理課

企画総務課

建設課

水道課

          

消防団 （水防団） 

現

地

対

策

本

部

連

絡

調

整

会

議

現地対策本部 

連絡班

情報集計班 

警備班 

土嚢管理班 

避難所運営班 

樋門担当職員 

方面本団

方面団長 

方面副団長 

消防団担当職員 

分団 

住宅課
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(ｲ) 現地対策本部   

・本庁、各支所等 

 現地対策本部長 
（市長の任命する者） 

・災害状況にあわせて現地対策員を選任し、召集する。 

・現地対策本部の指揮 

現地対策班員 
（現地対策本部長の

選任） 

・職員を配備 

連絡班 ・電話等の災害受付を行う。 

・災害時受付簿及び送受信個表に記載する。 

情報集計班 ・連絡班の記載した災害時受付簿を集計し、各課へ情報を伝え

る。 

・被害、避難者及び避難者の対応状況等の集計、報告 

・班長は水防本部（企画総務課支所担当職員）へ報告を行う。 

警備班 ・エリアを定めて危険箇所の巡回 

・被害情報の事実（状況）確認等 

・通行止めが必要な場合のバリケード、交通整理 

土嚢管理班 ・市民の土のう要求時の車等への積み込み作業、土のうの作成 

作業 

・消防団と連携し独居高齢者等要配慮者宅への土のう運搬の 

手伝い 

指定避難所運営班

（開設時） 

・指定避難所の開設、運営業務、災害備蓄物資、飲料水の配布 

等 

・避難者名簿の作成、健康状態等を把握 

・各指定避難所は避難者数及び避難者の対応状況等を情報集計 

班へ報告 

樋門担当職員 ・樋門、排水機場において河川の水位を監視、河川水位、樋門 

開閉、排水機場操作情報を情報集計班へ報告（越水等緊急を 

要する場合は水防本部へ報告の上、情報集計班に報告） 

・水防団各方面（消防団各方面） 

 方面団長 ・方面水防団統括 

方面副団長 ・各分団長へ指示 

消防団担当職員 ・水防本部、各現地対策本部との連絡調整 

方面各分団 ・独居高齢者等要配慮者宅への避難呼びかけ等の支援、土のう 

の運搬、土のう積み降ろし作業 

・巡回、その他水防活動 

 

■ 水防本部、解除後の被害調査について 

・阿波市役所、各支所 

 現地対策本部長 

（市長の任命する者） 

・予想される災害状況にあわせて被害調査エリア（何班必要 

か）決める。 

・現地対策員と打合せの上、災害後の被害調査班の選任を行 

う。 

・被害調査班が把握した情報を取りまとめの上、危機管理課 

へ報告する。 

被害調査班 ・被害調査エリアを巡回し、被害調査（床下、床上浸水被害 

や公共物被害等）を行う。 

・床上、床下浸水被害の住宅へ消毒液（オスバン、クレゾー 

ル）を配る。 

・現地対策本部長へ被害状況の報告を行う。 
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(ｳ) 水防本部員及び現地対策本部長の任務   

水防本部員及び現地対策本部長は、別に定めるところにより気象状況等の判断その他

により、水防本部職員及び現地対策本部班員を待機させ、水防活動に出動できるよう体

制を整えるものとする。 

水防本部員及び現地対策本部長は、水防本部長の命を受け、水防本部職員及び現地対

策本部班員を指揮監督する。 

(ｴ) 水防本部職員及び現地対策本部班員の任務 

水防本部職員及び現地対策本部班員は、気象状況に注意し、出動が予想される時は、

水防活動に出動できるようにしなければならない。 

また、水防本部員及び現地対策本部長の指揮を受け水防活動に従事する。 

(ｵ) 各班の水防作業区分 

水防作業の出動は必要に応じ各班相互に協力して、水防に万全を期するものとする。 

 

ウ 非常体制の配備人員基準 

 

配 

備 

本

部 
基 準 配備内容 

配備職員 

本  部 現地対策本部 

待
機
体
制 

 

 

 

－ 

1．大雨警報又は洪水 
警報が発表されたと
き。 

２．河川の増水が予想 
されるとき。 

（池田ダム 1,000㎥／
s放流開始通知等） 

配備職員は、原則と
して、通常の勤務場所
において、気象情報等
の情報連絡活動を行
うとともに、状況に応
じてすみやかに警戒
体制を配備し得る体
制とする。 

危機管理課及
び建設課の防災
時対応連絡担当
員（事前に指定す
る。） 

 

警
戒
体
制 

 

 

 

 

 

－ 

1．大雨警報又は洪水 
警報が発表され、第
1 非常体制を発令す
るには至らないが、
今後の状況の推移
に注意を要し、連絡
を緊密にする必要
があると認めると
き。 

２．河川の増水により 
通行止めが予想さ
れるとき。 

配備職員は、原則と
して、通常の勤務場所
において、気象情報等
の情報連絡活動を行
うとともに、状況に応
じてすみやかに第 1非
常体制を配備し得る
体制とする。 

上記の職員に
加えて 
・建設部長、次長

及び企画総務
部長、次長、企
画総務課、危機
管理課、建設課
のうち必要な
人員 

 

第
１
非
常
体
制 

 

 

 

 

 

－ 

1．大雨警報又は洪水 
警報が発表され、被
害の発生が予想され
たとき。 

２．河川が氾濫注意水 
位に近づいたとき。 

３．土砂災害に関する 
メッシュ情報で「実
況で大雨警報の土
壌雨量指数基準（赤
色）に到達」した場
合で、土砂災害警戒
情報の発表が予想
されるとき。 

配備職員は、原則と 
して通常の勤務場所も 
しくは支所において、非 
常配備指令等の情報連 
絡活動及び災害応急対 
策に従事するとともに 
状況に応じてすみやか 
に第２非常体制を配備 
し得る体制を整える。 

また、市長の判断の 
もと、避難情報を発令
する。 
 

上記の職員に
加えて 
・部長及び管理職 
のうち必要な人 
員 
・住宅課、水道課、 
その他職員のう 
ち必要な人員 

・現地対策員 
状況に応じて

現地対策本部長
（市長が任命す
る者）及び職員
のうち必要な人
員 
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配 

備 

本

部 
基 準 配備内容 

配備職員 

本  部 現地対策本部 

第
２
非
常
体
制 

 

 

 

 

水 

 

防 

 

本 

 

部 

１．暴風、大雨、洪水 
警報全てが発表され
たとき。 

２．台風が徳島県を通 
過することが確実
とされたとき。 

３．河川が避難判断水
位に近づいたとき 

４．土砂災害警戒情報
が発表されたとき。 
（土砂災害に関す  
るメッシュ情報で
「実況で土砂災害
警戒情報の基準（薄
い紫又は濃い紫色）
に到達」したとき。） 

・本部員会議 
（災害対策本部設置
及び解散について協
議） 
配備職員は、通常の勤
務場所もしくは支所
等において災害情報
連絡活動及び災害応
急対策に従事する。 
 避難情報の発令、解 
除については原則本 
部員会議を開催し市 
長が必要と認めると 
き発令を行うが緊急 
を要する場合は、市長 
の判断のもと発令を 
行う。 

上記に加えて 
・市長、副市長、 
教育長、政策監、 
消防団長及び・課 
長補佐以上の人 
員もしくは職員 
のうち必要な人 
員 
・その他の職員は 
自宅待機 
 

上記に加えて 
職員のうち必要
な人員 
・消防団方面団 
長、方面副団長 
・消防団詰所待  
 機 
・その他職員は 
自宅待機 

第
３
非
常
体
制 

水 

防 

本 

部 

●判断設置 
１．大雨特別警報が発 

表されたとき。 
２．暴風、大雨、洪水 

警報が発表され、被
害の発生が予想さ
れるとき。 

３．河川の増水等によ 
り被害の発生が予
想されるとき。 

４．土砂災害により被 
害の発生が予想さ
れるとき。 

５．その他通常の市行 
政組織により災害
応急対策が不可能
と判断される特殊
な災害が発生した
とき。 

 第２非常体制に同
じ 
 

上記に加えて
必要な職員、消防
署職員等 

 

 

エ 水防標識と身分証票 

(ｱ) 優先通行と標識 

            

   標 旗 白地  

   

   昼 間  60ｃｍ 水       文字は青色 

 阿 波 市  

   
  

生地の色は青で文字は白抜き 
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(ｲ) 身分証票 

オ 水防本部解散の時期 

災害対策本部が設置されたとき（災害対策本部に統轄される）及び水防本部長が状況判

断し解散を命じたとき。 

 

(2) 水防倉庫及び資器材の状況 

倉 庫 名 地区 

照
明
器
具 

発
電
機 

ナ
タ 

斧 ノ
コ
ギ
リ 

ス
コ
ッ
プ 

ツ
ル
ハ
シ 

ジ
ョ
レ
ン 

一
輪
車 

土
の
う 

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー 

ハ
ン
マ
ー 

鉄
グ
イ 

船 

吉野防災倉庫 吉野 35 7 3 3 4 15 3 15 1 2,000 1 5 80 1 

土成防災倉庫 土成 35 7 3 3 4 15 3 15 1 2,000 1 5 80 0 

市場防災倉庫 市場 35 7 3 3 4 15 3 15 1 2,000 1 5 80 1 

阿波防災倉庫 阿波 35 7 3 3 4 15 3 15 1 2,000 1 5 80 1 

合  計 140 28 12 12 16 60 12 60 4 8,000 4 20 320 3 

 

(3) 通信連絡施設 

この項については、消防団無線、消防団詰所連絡施設等、ケーブルテレビ、音声告知端末

及びその他の既存施設を使用するものとする。 

第１連絡 警戒水位に達したことを知らせる。 

第２連絡 水防団員及び消防機関に属するもの全員が、出動すべきことを知らせる。 

第３連絡 管内に居住するものが出動すべきことを知らせる。  

第４連絡 必要と認める区域内の居住者に避難のため立ち退くことを知らせるもの、また

は堤防決壊を知らせるもの。 

 

  

  水 防 公 務 の 証 

 

   

   

 身 分     職  名  

   

 氏 名      生年月日  

   

     阿波市長      印  
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４ 予報及び警報 

(1) 気象通報 

徳島地方気象台から気象業務法に基づき、県下に発表される通報のうち各関係機関より防

災関係通報として市に通報されるもののうち、水防に関係のあるものは次のとおりである。 

ア 強風注意報 

イ 大雨注意報 

ウ 洪水注意報 

エ 大雨警報 

オ 暴風警報 

カ 洪水警報 

 

(2) 水防警報 

ア 法に定める水防警報 

国土交通大臣又は知事が指定した河川については、それぞれ水防警報を行うものとし、

河川ごとにそれぞれ定められた徳島河川国道事務所長又は徳島県水防本部長が直接これを

発表する。 

(ｱ) 水防警報の種類と発表基準 

種 類 内      容 発 表 基 準 

待 機 

出水あるいは水位の再上昇が懸念される場合

に、状況に応じて直ちに水防機関が出動できる

ように待機する必要がある旨を警告し、または、

水防機関の出動時間が長引くような場合に、出

動人員を減らしても差支えないが、水防活動を

やめることはできない旨を警告するもの。 

気象予警報等及び河川状

況等により必要と認めると

き。 

準 備 

水防に関する情報連絡、水防資器材の整備、

水門機能等の点検、通信及び輸送の確保等に努

めるとともに、水防機関に出動の準備をさせる

必要がある旨を警告するもの。 

雨量、水位、流量とその

他河川状況により必要と認

めるとき。 

出 動 

水防機関が出動する必要がある旨を警告する

もの。 

洪水注意報等により、ま

たは、水位、流量その他河

川状況により、警戒水位を

超えるおそれがあるとき。 

警 戒 

出水状況及びその河川状況を示し、警戒が必

要である旨を警告するとともに、水防活動上必

要な越水・漏水・法崩れ・亀裂等河川の状態を

示しその対応策を指示するもの。 

洪水警報等により、また

は、既に警戒水位を超え、

災害の起こるおそれがある

とき。 

解 除 

水防活動を必要とする出水状況が解消した旨

及び当該基準水位観測所名による一連の水防警

報を解除する旨を通告するもの。 

警戒水位以下に下降した

とき、または水防作業を必

要とする河川状況が解消し

たと認めるとき。 

地震による堤防の漏水、沈下の場合、津波の場合は、上記に準じて水防警報を発表する。 
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http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000019847.pdf 

 

 

 

 

 

イ 国土交通省直轄管理河川 

(ｱ) 発表段階及び基準 

河川名 

基 準 

水 位 

観測所 

発 表 段 階 

第１段階 

待  機 

第２段階 

準  備 

第３段階 

出  動 

第４段階 

解  除 

吉野川 

池田 

（無堤） 

池田 

（有堤） 

水防団待機水

位以上に達する

と予想されると

き 

水位が水防団

待機水位 4.10m

に達しなお上昇

のおそれがある

とき 

水位が氾濫注

意水位 6.7m に

達しなお上昇の

おそれがあると

き 

水防作業の必

要としなくなっ

たとき 

岩津 

（無堤） 

岩津 

（有堤） 

〃 〃  3.3m  〃 〃  5.3m  〃 〃 

中央橋 〃 〃  3.4m  〃 〃  4.9m  〃 〃 

第十 〃 〃  3.7m  〃 〃  5.3m  〃 〃 

旧吉野川 

（今切川） 
大寺橋 〃 〃 1.25m  〃 〃 2.15m  〃 〃 

上記以外に、出動してから解除するまでの間、水防情報を適宜通知する。 
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(ｲ) 水防警報の連絡系統 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ  

 

 

 

 

県管理河川 

(ｱ) 発表段階及び基準 

河川名 
基 準 
水 位 
観測所 

発 表 段 階 

第１段階 
待  機 

第２段階 
準  備 

第３段階 
出  動 

第４段階 
解  除 

宮川内谷川 七  条 

氾濫注意水

位以上に達す

ると予想され

るとき 

水位が水防

団 待 機 水 位

1.50m に達し、

なお上昇のお

それがあると

き 

水位が氾濫

注意水位 2.50m

に達しなお上

昇のおそれが

あるとき 

水防作業の

必要としなく

なったとき 

 

 

(ｲ) 水防警報の連絡系統 

 
(3)  特別警戒水位情報 

宮川内谷川については、当該水位が 2.50ｍの特別警戒水位（市において避難勧告等の対 

応をする際に参考にすべき水位）に達したときは、関係区域の市民の避難を検討する。 

東部県土整備局 

（吉野川庁舎） 

徳島県水防本部 
（未設置の場合河川整備課） 

阿波市 

 樋 門 等
   操作責任者

消 防 団 

一 般 住 民 

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局 

徳
島
河
川
国
道
事
務
所 

(一財)河川情報センター高松センター 

県 

水防本部 

災害対策警戒 

(連絡)本部 

徳島地方気象台 

四国地方整備局 

東部県土整備局 

(吉野川) 

宮川内ダム管理担当 

(県関係庁舎等) 

西部総合県民局 

(美馬・三好) 

東部県土整備局 

(徳島・鳴門・吉野川) 

自衛隊 

関係管理者 

水門 

排水機場 

 

阿波市 

 

操作責任者 

 

水防団 

(消防団) 

 

一般住民 
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ア 県管理河川 

水系名 河川名 基準水位観測所 地先名 
特別警戒 

水位（ｍ） 

対象水防管理 

団体名 

吉野川 宮川内谷川 七条 板野郡上坂町七条 2.50 
阿波市、上坂

町、板野町 

 

イ 特別警戒水位到達情報連絡系統 

 
 

(4) 水防に関する予警報の受報伝達について 

ア 受報責任者 

危機管理課長 

イ 執務時間外における処置 

日直者は、執務時間中において関係機関により水防に関する予警報を受報したとき発令

者・受報時刻・受報内容等について、直ちに市長又は副市長及び危機管理課長に連絡し適

切な指示を受けること。 

 

５ 水防信号 

水防信号は次のとおりである。 

第１信号 氾濫注意水位（警戒水位）に達したことを知らせる。 

第２信号 水防団員及び消防機関に属する者の全員が出動すべきことを知らせる。 

第３信号 当該水防管理団体の区域内に居住する者が出動すべきことを知らせる。 

第４信号 必要と認める区域内の居住者に避難のため立ち退くべきことを知らせる。 

地震による堤防の漏水、沈下等の場合は、上記に準じて取り扱う。 

区 分 警  鐘  信  号 サ イ レ ン 信 号 

第１信号 〇休止〇休止〇休止 約５秒    約５秒    約５秒 

  〇休止約15秒 〇休止約15秒 〇休止約15秒 

第２信号 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 約５秒    約５秒    約５秒 

  〇休止約６秒 〇休止約６秒 〇休止約６秒 

第３信号 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 約10秒    約10秒    約10秒 

  〇休止約５秒 〇休止約５秒 〇休止約５秒 

第４信号 乱       打 約１分    約１分 

  〇休止約５秒 〇休止約５秒 
（備  考） 

① 信号は、適宜の時間継続すること。 

② 必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用することを妨げないこと。 

③ 危険が去った時は、口頭伝達又は市内放送施設を利用し、周知させるものとする。 

東部県土整備局 

（吉野川庁舎） 

徳 島 県 水 防 本 部
（未設置の場合河川整備課） 

阿 波 市 消 防 団 

一 般 住 民 

徳島地方気象台
技術課

県土木整備部ホーム 
ページにおいて公表 

報道機関
（ＮＨＫ、四国放送、ＦＭ徳島等）

※必要に応じて
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６ 水防活動 

(1) 監視、警戒、通報 

ア 常時監視 

水防管理者は、区域内、河川堤防等について常時巡視員を設け随時巡視せしめ、水防上

危険であると認められる箇所があるときは直ちに水防本部へ通報するものとする。 

イ 非常警戒 

水防管理者は、水防体制が発動されたときから、水防区域の監視及び警戒を厳にし既住

の被害箇所、その他特に重要な箇所を中心に監視員、連絡員を配置し、異常を発見したと

きは直ちにその状況及び見通しを水防本部へ報告するとともに水防作業を開始する。 

ウ 水位観測所 

 

河川名 

 

水位監視班 

 

名  称 

水  位  

責 任 者 水防団 
待機水位 

氾 濫 

注意水位 

吉野川 中央橋監視班 中央橋量水標 3.4m 4.9m 地区監視班長吉野方面6分団 

〃 西香美監視班 香美橋量水標 4.3m 5.3m 地区監視班長市場方面3分団 

〃 大野島監視班 大野島橋量水標 5.5m 6.5m 地区監視班長市場方面1分団 

〃 岩津監視班 岩津量水標 3.3m 5.3m 地区監視班長阿波方面7分団 

水防本部長の定める時刻に通報する。 

エ 樋門の管理 

管理者は、警戒警報が発令されれば直ちに現場を巡視するとともに樋門の開閉の適切な

管理に当ると同時に水防本部長に報告する。 

 オ ダム流量の通報 

   池田ダムの警報通信系統は資料８のとおりである。 

 

(2) 市内一般に対する周知 

ア 周知方法 

ケーブルテレビ・音声告知端末・屋外拡声機等により、各分団長並びに自治会を通じて

次の事項を周知する。 

気象状況、洪水予想、警戒水位、水防出動、堤防その他の決壊、立ち退き避難場所、水

防警戒解除その他。 

 

(3) 消防団(水防団)の出動 

水防管理者は、水防警報が発せられたとき、又は水位が知事の定める氾濫注意水位に達し

たとき、その他水防上必要があると認められるときには、消防団（水防団）に出動準備又は

出動指令を出し、水防活動を適切に行わなければならない。 

ア 準備出動 

水防管理者は気象その他の状況で洪水のおそれがあると認める場合、準備出動を指令す

る。 

イ 作業出動 

水防管理者、水防機関の長は、水防信号等により水防団員に作業出動を命ずる。 

消防団（水防団）は危険な箇所発見の場合、直ちに水防活動を開始するとともにその応援

の要否を水防本部長に報告する。その際、水防団員が自身の危険性が高いと判断したとき

には、自身の避難を優先する。 

ウ 居住者の出動 

水防本部長は水防信号第３信号により水位、その他堤防決壊の状況で居住者の出動を命

ずることができる。出動者は水防本部長の指示により作業に従事する。 

 

(4) 水防作業 

ア 水防工法 

     （土のう積み工、木流し工、月の輪工、釜段工 etc） 

徳島県水防計画に定める水防工法を準用する。 

イ 水防作業上の心得 
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(ｱ) 命令なくして部署を離れたり、勝手な行動をとってはならない。 

(ｲ) 作業中は私語を慎み、終始敢闘の精神をもって護り抜くこと。 

(ｳ) 夜間は特に言語に注意し、みだりに「越水」とか「破堤」等の想像による言動をして 

はならない。 

(ｴ) 命令及び情報の伝達は、特に迅速、正確、慎重を期し、みだりに人心を動揺させたり、 

いたずらに水防作業者を緊張によって疲れさせないように留意し、水防能力を発揮でき

るように心がけること。 

(ｵ) 洪水時において堤防に異常の発生する時期は、滞水時間にもよるが大体水位が最大の 

とき又はその前後である。しかし、法崩れ陥没等は通常減水時に生ずる場合が多い（水

位が最大洪水位の 3/4 位に減少した時が最も危険）ので、洪水が最盛期を過ぎても完全

に流過するまで、警戒を解いてはならない。 

(ｶ) 水防作業時の自身の安全確保に留意し、安全が確保できないと判断される場合は避難 

を優先しなければならない。 

ウ 水防活動報告 

各分団長は、水防活動終了後２日以内に下記様式により、水防本部長に報告しなければ

ならない。 

水 防 活 動 実 施 報 告 書 

                                           平成  年  月  日 

                                               責任者 

出水の概況 
                  警戒水位              ｍ 

           川       雨  量             mm 

水   防 

実 施 箇 所 

                    左  岸 

          川     右  岸           地先       ｍ 

日      時  自      月   日    時        至       月   日    時 

出   動 水防団員 消 防 団 員 その他 合  計 

人   員 人 人 人 人 

水防作業 

の 概 況 

及び工法 

  箇 所                                          ｍ 

 

  工 法 

水

防 

の 

結

果 

 堤 防 田 畑 家 鉄 道 道 路 人  口 その他 

効果 
    

ｍ 

   

㎡ 

      

㎡ 

      

戸 

      

ｍ 

      

ｍ 

      

人 

 

被害 
      

ｍ 

  

㎡ 

      

㎡ 

      

戸 

      

ｍ 

      

ｍ 

      

人 

 

使 

用 

資 

器 

材 

かます 俵 

万年 土俵 

な     わ 

丸     太 

そ の 他 

  居住者の 

出動状況 

 

水防関係 

者の死傷 

 

雨量水位 

の状況 

 

 水防活動に関する自己批判 備  考 
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(5) 避難計画 

災害による避難のための指示、勧告等については、阿波市地域防災計画「共通対策編」第

３章災害応急対策第９節避難（勧告等）の実施の定めるところによる。 

 

(6) 惨事ストレス対策 

水防活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策を実施する。 

 

７ 水防解除 

水防管理者は、水位が警戒水位以下に減じかつ危険が予想されなくなったとき、水防解除を

命ずるとともに一般に周知し東部県土整備局(吉野川庁舎)に通報する。 

 

８ 協力応援及び水防費用公用負担 

 

(1) 協力及び応援 

ア 隣接水防管理団体並びに隣接市町村消防団（水防団）との応援協定 

隣接する関係水防管理者は水防について互いに協力、応援するものとし、他より応援を

求められたときは自己の責任区域内の水防に支障のない範囲内で、水防作業員あるいは必

要な資器材をもって応援するものとする。 

応援のため派遣されたものは、所要の器具、資材を携行し、応援を求めた水防管理者の

所轄の下に行動するものとする。 

イ 警察との協定 

水防本部長はあらかじめ次の事項について協定しておくものとする。 

(ｱ) 必要に応じての警察電話、無線使用について 

(ｲ) 法第 22 条に規定する警察官、警察署員の援助要求について 

(ｳ) 法第 29 条の規定する退避について 

(ｴ) 一般被害、土木被害の情報交換について 

(ｵ) その他、水防について必要な事項 

ウ 河川管理者の協力 

河川管理者（国土交通省四国地方整備局長、徳島県知事、準用河川を所管する市長）は、

それぞれが管理する河川において、自らの業務等に照らし可能な範囲で、水防管理団体が

行う水防のための活動に次の協力を行う。 

（河川管理者四国地方整備局長の協力事項） 

(ｱ) 河川に関する情報の提供 

(ｲ) 重要水防箇所の合同点検の実施 

(ｳ) 水防管理団体が行う水防訓練等における水防指導者への技術的支援 

(ｴ) 水防管理団体の水防資器材で不足するような緊急事態に際して、河川管理者の水防資 

器材の貸与かつ河川管理施設の予防又は復旧に必要な資材の提供 

(ｵ) 洪水、津波又は高潮により甚大な災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場 

合に、水防管理団体と四国地方整備局間の水防活動に関する災害情報の共有を行うため

の水防管理団体への職員の派遣（リエゾン派遣） 

(ｶ) 水防活動状況の写真等の記録及び広報 

 

（河川管理者徳島県知事の協力事項） 

(ｱ) 河川に関する情報の提供 

(ｲ) 重要水防箇所の合同点検の実施 

(ｳ) 水防管理団体が行う水防訓練等における水防指導者への技術的支援 

(ｴ) 水防管理団体の水防資器材で不足するような緊急事態に際して、河川管理者の水防資 

器材の貸与かつ河川管理施設の予防又は復旧に必要な資材の提供 

(ｵ) 洪水、津波又は高潮により甚大な災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場 

合に、水防管理団体と徳島県間の水防活動に関する災害情報の共有を行うための水防管

理団体への職員の派遣 

 

 



 

- 275 - 

（河川管理者市長の協力事項） 

(ｱ) 河川に関する情報の提供 

(ｲ) 重要水防箇所の合同点検の実施 

(ｳ) 水防管理団体が行う水防訓練等における水防指導者への技術的支援 

(ｴ) 水防管理団体の水防資器材で不足するような緊急事態に際して、河川管理者の水防資 

器材の貸与かつ河川管理施設の予防又は復旧に必要な資材の提供 

エ 市民、自主防災組織との連携 

     水防活動の実施にあたっては、地域住民、自主防災組織等と連携を図り、水防のため必

要があるときは、地域住民等に水防活動への協力を求めるものとする。 

 

(2) 水防費用と公用負担 

ア 費用負担 

本市の水防に要する経費は、法第 41 条により本市が負担するものとする。ただし、本

市の水防活動によって次に掲げる場合においては、水防管理者相互間においてその費用の

額及び負担の方法を協議して定め、協議が成立しない場合は、知事に斡旋を申請するもの

とする。 

(ｱ) 法第 23 条の規定による応援のための費用 

(ｲ) 法第 42 条の規定により、著しく利益を受ける他の市町村の一部負担 

イ 公用負担 

(ｱ) 公用負担権限（法第 28条） 

水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防機関の長は、水防の現場にお 

いて必要な土地を一時使用し、土石・竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車 

両その他の運搬用機器等を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。 

(ｲ) 公用負担権限証明書 

公用負担の権限を行使するものは、水防管理者・水防団長又は消防機関の長にあって

は、その身分を示す証明書、その他これらの者の命を受けたものにあっては、次のよう

な証明書を携行し、必要あるときはこれを提示しなければならない。 

            公 用 負 担 権 限 証 明 書  

   

 （ 職 ）  

   

 （氏 名）  

   

 上記の者に        区域における水防法第21条第１項の権

限行使を委任したことを証明します。 

 

   

          平成  年  月  日  

   

               阿波市長          印  
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(ｳ) 公用負担の証書 

公用負担の権限を行使したときは、次のような証書を２通作成して、その１通を目的

物所有者、管理者又はこれに準ずべき者に手渡さなければならない。 

                         第    号  

                      公 用 負 担 書  

   

  目 的 物                    種  類  

   

  負担内容                    使用  収用    処分等  

         平成  年  月  日  

   

               阿波市長           印  

               事務取扱者          印  

   

                殿  
 

ウ 損失補償（運搬用具・器具等の使用に対して） 

水防管理団体は、前項の権限行使によって損失を受けたものに対して、時価によりその

損失を補償するものとする。 

 

９ 水防訓練 

毎年消防団（水防団）、消防機関及び水防協力団体の水防訓練等を実施し、水防技術の向上

を図るものとする。 

また、法第 15条の２の規定により、地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等において

も訓練の実施に努めることから当該施設の所有者又は管理者とも連携を図り水防訓練を実施

することが望ましい。 

状況に応じ、区域内住民の水防訓練参加を求め、水防思想の高揚に努めるものとする。 

 

10 重要水防箇所 

    重要水防箇所は、堤防の決壊、漏水、川の水があふれる等の危険が予想される箇所であり、 

洪水等に際して水防上特に注意する箇所である。 

    国土交通省管理河川における重要水防箇所の設定基準は、資料１のとおりであり、市内の設 

定箇所及び氾濫した場合に氾濫水が市内に到達する設定箇所は、資料２のとおりである。 

また、県管理河川における重要水防箇所の設定基準は、資料３のとおりであり、市内の設定

箇所は資料４のとおりである。 

重要水防箇所は、河川管理者等と合同で点検を行うなど、平常時から巡視及び警戒を行うと 

ともに、洪水時は、河川の監視及び警戒をさらに厳重にし、重要水防箇所を中心として巡視を

行う。 

 

11 浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水防止のための措置 

(1) 洪水対応 

ア 浸水想定区域の指定状況 

国土交通省及び県は、洪水予報河川及び水位周知河川について、河川が氾濫した場合に

浸水が予想される区域を浸水想定区域として指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定

される水深、浸水継続時間、主要な地点における一定時間ごとの水深の変化を公表する。 

現在、本市に関する浸水想定区域図は次のとおりである。 

吉野川浸水想定区域図（平成 28 年６月 13 日指定：国土交通省四国地方整備局徳島河川国

道事務所） 

 

 



 

- 277 - 

(2) 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置 

洪水予報河川及び水位周知河川について、浸水想定区域の指定があったときは、阿波市地

域防災計画において、次に掲げる事項について定める。 

ア 洪水予報、水位到達情報の伝達方法 

イ 指定緊急場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

ウ 浸水想定区域内に次に掲げる施設がある場合にあっては、これらの施設の名称及び所在 

地 

(ｱ) 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設）でそ 

の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止を図る必要があると認め

られるもの 

(ｲ) 要配慮者利用施設（主として高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を 

要する者が利用する施設）でその利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水 

の防止を図る必要があると認められるもの 

(ｳ) 大規模な工場その他の施設であって国土交通省令で定める基準を参酌して市で定める 

用途及び規模に該当するものでその洪水時の浸水の防止を図る必要があると認められるも

の（所有者又は管理者からの申出があった施設に限る） 

本市の地域防災計画で定められている地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等は、 

資料５のとおりであり、洪水時にはこれら資料を活用して市民の円滑かつ迅速な避難の 

確保を図る。 

 

(3) 防災マップ 

   本市では、浸水想定区域の指定に基づき、洪水予報の伝達方法、避難場所等円滑かつ迅速 

な避難の確保を図るため、防災マップ作成し、印刷物を各世帯 

に配布している。 

また、防災マップに記載した事項を、市のホームページに掲載し、市民が提供を受けるこ

とができる状態にしている。 

この防災マップを防災訓練等で有効活用して、平常時からの防災意識の向上と自主的な避

難の心得えを養い、水災時には市民の円滑かつ迅速な避難の確保を図る。 

 

(4) 地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等 

法第 15 条第１項の規定により本市地域防災計画に名称及び所在地を定められた地下街等

の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、当該地

下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の浸水の防止を図るために

必要な訓練その他の措置に関する計画を作成し、これを市長に報告するとともに、公表する

ものとする。 

また、地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の浸水の防止の

ための訓練を行うものとする。さらに、自衛水防組織を置き、当該自衛水防組織の構成員そ

の他の国土交通省令で定める事項を市長に報告するものとする。 

 

(5) 要配慮者利用施設の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成

等法第 15 条第１項の規定により本計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の

所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用者

の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の浸水の防止を図るために必要な訓練その

他の措置に関する計画を作成するとともに、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時の円滑

かつ迅速な避難の確保のための訓練を実施するほか、自衛水防組織を置くよう努めるものと

する。 

 

(6) 大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等 

法第 15 条第１項の規定により本市地域防災計画に名称及び所在地を定められた大規模工

場等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等の洪水

時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措

置に関する計画を作成するとともに、当該大規模工場等の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確

保のための訓練を実施するほか、自衛水防組織を置くよう努めるものとする。 
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12 水防協力団体 

(1) 水防協力団体の指定 

水防管理団体は、下記に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法

人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力

団体として指定することができる。 

 

(2) 水防協力団体の業務 

ア 水防上必要な監視、警戒その他の水防活動の協力 

イ 水防に必要な器具、資材又は設備の保管、提供 

ウ 水防に関する情報又は資料の収集、提供 

エ 水防に関する調査研究 

オ 水防に関する知識の普及、啓発 

カ 前各号に附帯する業務 

 

(3) 水防協力団体の消防団（水防団）等との連携 

水防協力団体は、消防団（水防団）との密接な連携の下に前項の業務を行わなければなら

ない。 

また、水防協力団体は、毎年消防団（水防団）及び消防機関が行う水防訓練に参加するも

のとする。 

 

(4) 水防協力団体の申請・指定及び運用 

水防協力団体の申請があった場合は、資料６を基に指定することとする。 

また指定の際は、合わせて水防協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示するもの

とする。 

水防協力団体の業務の運用にあたっては、業務の適正かつ確実に行われるよう、資料７に

よるものとする。 
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資料１ 

国土交通省管理河川 

重要水防箇所評定基準 
平成６年 10 月 28 日 建設省河治第 79 号 建設省河川局治水課長 

最終改正：平成 18 年 10 月 16 日 国河治発第 97 号 

種別 
重 要 度 

要注意区間 
Ａ 水防上最も重要な区間 Ｂ 水防上重要な区間 

堤防高 

（流下能力） 

■計画高水流量規模の洪水の水位

（高潮区間の堤防にあっては計画

高潮位）が現況の堤防高を越える

箇所。 

■計画高水流量規模の洪水の水位

（高潮区間の堤防にあっては計画高

潮位）と現況の堤防高との差が堤防

の計画余裕高に満たない箇所。 

 

堤防断面 

■現況の堤防断面あるいは天端幅

が計画の堤防断面あるいは計画の

天端幅の２分の１未満の箇所。 

■現況の堤防断面あるいは天端幅

が、計画の堤防断面あるいは計画の

天端幅に対して不足しているが、そ

れぞれ２分の１以上確保されている

箇所。 

 

法崩れ・すべり 

■法崩れ又はすべりの実績がある

が、その対策が未施工の箇所。 

■法崩れ又はすべりの実績がある

が、その対策が暫定施工の箇所。 

■法崩れ又はすべりの実績はない

が、堤体あるいは基礎地盤の土質、

法勾配等からみて法崩れ又はすべり

が発生するおそれのある箇所で、所

要の対策が未施工の箇所。 

 

漏 水 

■漏水の履歴があるが、その対策

が未施工の箇所。 

■漏水の履歴があり、その対策が暫

定施工の箇所。 

■漏水の履歴はないが、破堤跡又は

旧川跡の堤防であること、あるいは

基礎地盤及び堤体の土質等からみ

て、漏水が発生するおそれがある箇

所で、所要の対策が未施工の箇所。 

 

水衝・洗掘 

■水衝部にある堤防の前面の河床

が深掘しているがその対策が未施

工の箇所。 

■橋台取り付け部やその他の工作

物の突出箇所で、堤防護岸の根固

め等が洗われ一部破損している

が、その対策が未施工の箇所。 

■波浪による河川の決壊等の危険

に瀕した実績があるが、その対策

が未施工の箇所。 

■水衝部にある堤防の前面の河床

が、深掘れにならない程度に洗掘さ

れているが、その対策が未施工の箇

所。 

 

工作物 

■河川管理施設等応急対策基準に

基づく改善措置が必要な堰、橋梁、

樋等その他の工作物の設置されて

いる箇所。 

■橋梁その他の河川横断工作物の桁

下高等と計画高水流量規模の洪水の

水位（高潮区間の堤防にあっては計

画高潮位）との差が堤防の計画余裕

高に満たない箇所。 

 

工事施工 

  ■出水期間中に堤防を開削す

る工事箇所又は仮締切などに

より本堤に影響を及ぼす箇所。 

新堤防・ 

破堤跡・ 

旧川跡 

  ■新堤防で築造後三年以内

の箇所。 

■破堤跡又は旧川跡の箇

所。 

陸  閘  
 ■陸閘が設置されている箇

所。 
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資料１ 

国土交通省管理河川 

重要水防箇所評定基準 
平成 21 年 12 月４日付 四国地方整備局河川管理課長事務連絡 

種別 
重 要 度 

要注意区間 
Ａ 水防上最も重要な区間 Ｂ 水防上重要な区間 

流下能力不足 

  堤防高は基準を満足している

が河道断面が不足し、計画高水

流量規模の洪水が流下したと

きに、想定される水位が現況の

堤防高を超える、若しくは現況

の堤防高までの余裕高が概要

地点における堤防の計画上の

余裕高に満たない箇所。 

開口部 

  道路等が交差するために堤防

の高さを下げた箇所で計画高

水流量規模の洪水が流下した

ときに、想定される水位が現況

の堤防を超える、若しくは現況

の堤防高までの余裕高が該当

地点における堤防の計画上の

余裕高に満たない箇所。 
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資料２ 

重要水防危険箇所（国土交通省管理河川） 
平成 30 年度 吉野川水系 吉野川 重要水防箇所一覧表 左岸 

河川名 番号 

市町村名 

水防管理

団体 

重要箇所

名 
重要状況 評定 延長 

延長担当出

張所 

県担当土木

事務所 
備 考 

吉野川 22 阿波市 吉野箇所 漏水 Ｂ 150 
吉野川 

上板出張所 

東部 

総合県民局 

左岸 

20.8K-50～

20.8K+100 

吉野川 23 阿波市 吉野箇所 水衛・洗掘 Ｂ 1,000 
吉野川 

上板出張所 

東部 

総合県民局 

左岸 

23.0K～24.0K 

吉野川 24 阿波市 市場箇所 崩壊・すべり Ｂ 2,696 
吉野川 

上板出張所 

東部 

総合県民局 

左岸 

25.8K+104～

28.6K+88 

吉野川 25 阿波市 市場箇所 
崩壊・すべり 

漏水 

Ｂ

(Ｂ) 

1,199 

(1,199) 

吉野川 

上板出張所 

東部 

総合県民局 

左岸 

25.6K+88～

29.8K+87 

吉野川 26 阿波市 市場箇所 
工作物 

（橋梁） 
Ａ － 

吉野川 

上板出張所 

東部 

総合県民局 

左岸 

27.8K（大野島橋

（潜水橋）） 

吉野川 27 阿波市 市場箇所 水衛・洗掘 Ｂ 400 
吉野川 

上板出張所 

東部 

総合県民局 

左岸 

28.8K～29.2K 

吉野川 28 阿波市 市場箇所 
工作物 

（橋梁） 
Ａ － 

吉野川 

上板出張所 

東部 

総合県民局 

左岸 

30.4K+170（千田

橋（潜水橋）） 

吉野川 29 阿波市 市場箇所 
工作物 

（橋梁） 
Ａ － 

吉野川 

上板出張所 

東部 

総合県民局 

左岸 

31.8K（香美橋

（潜水橋）） 

吉野川 30 阿波市 勝命箇所 
堤防高 

（堤防断面） 

Ａ 

(Ａ) 

378 

(378) 

吉野川 

上板出張所 

東部 

総合県民局 

左岸 

33.2K＋472～

33.4K+111 

吉野川 31 阿波市 勝命箇所 
堤防高 

（堤防断面） 

Ａ 

(Ａ) 

538 

(538) 

吉野川 

上板出張所 

東部 

総合県民局 

左岸 

34.2K＋100～

34.8K+38 

吉野川 32 阿波市 伊沢市 

箇所 
水衛・洗掘 Ｂ 270 

吉野川 

上板出張所 

東部 

総合県民局 

左岸 

35.0k＋60～ 

35.2K+113 

吉野川 33 阿波市 西原箇所 水衛・洗掘 Ａ 1,200 
吉野川 

上板出張所 

東部 

総合県民局 

左岸 

35.6k～36.8K 

吉野川 34 阿波市 西原箇所 
法崩・すべり

漏水 

Ｂ

(Ｂ) 

1,411 

(1,411) 

吉野川 

上板出張所 

東部 

総合県民局 

左岸 

35.6k+167～ 

37.0K＋116 

吉野川 35 阿波市 川久保 

箇所 
法崩・すべり

漏水 

Ｂ

(Ｂ) 

1,245 

(1,245) 

吉野川 

上板出張所 

東部 

総合県民局 

左岸 

37.2k＋98～

38.6K 

吉野川 36 阿波市 西林箇所 
法崩・すべり

漏水 

Ｂ

(Ｂ) 

865 

(865) 

吉野川 

上板出張所 

東部 

総合県民局 

左岸 

38.6K～

39.2K+199 

吉野川 37 阿波市 西林箇所 
法崩・すべり 

漏水 

Ｂ

(Ｂ) 

79 

(79) 

吉野川 

上板出張所 

東部 

総合県民局 

左岸 

39.2K＋199～

39.4K+83 

吉野川 38 阿波市 西林箇所 法崩・すべり Ｂ 620 吉野川 吉野川 

左岸 

40.2k＋151～

40.8K 

吉野川 39 阿波市 西林箇所 水衛・洗掘 Ｂ 185 
吉野川 

上板出張所 

東部 

総合県民局 

左岸 

40.2K＋156～

40.4k＋59 
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資料３ 

徳島県管理河川 

重要水防区域評価基準 
平成 17 年２月７日 河第 878 号 河川課長通知 

最終改正：平成 18 年 11 月２日 河第 398 号 

種別 
重 要 度 

要注意区間 
Ａ 水防上最も重要な区間 Ｂ 水防上重要な区間 

堤防高 

現況の堤防高と堤内地盤高の差

が、0.6ｍ以上の区間の内、計画高

水位（高潮区間の堤防にあっては

計画高潮位）が設定されている箇

所にあっては、計画高水位（高潮

区間の堤防にあっては計画高潮

位）が現況の堤防高を越える箇所。 

現況の堤防高と堤内地盤高の差が

0.6ｍ以上の区間の内、計画高水位（高

潮区間の堤防にあっては計画高潮位）

が設定されている箇所にあっては、計

画高水位（高潮区間の堤防にあっては

計画高潮位）が現況の堤防高を越えな

いが、その差が堤防の計画余裕高に満

たない箇所。 

 

現況の堤防高と堤内地盤高の差が

0.6ｍ以上の区間の内、計画高水位

（高潮区間の堤防にあっては計画

高潮位）が設定されていない箇所

にあっては、既往最高水位が現況

の堤防高を越えた履歴がある箇

所。 

現況の堤防高と堤内地盤高の差が

0.6ｍ以上の区間の内、計画高水位等

が設定されていない箇所にあっては、

既往最高水位が現況の堤防高を越え

た履歴はないが、その差が 0.6ｍ未満

の箇所。 

堤防断面 

現況の堤防高と堤内地盤高の差が

0.6ｍ以上の区間の内、計画の堤防

断面が設定されている箇所にあっ

て、現況の堤防断面あるいは天端

幅が計画の堤防断面あるいは計画

の天端幅の２分の１未満の箇所。 

現況の堤防高と堤内地盤高の差が

0.6ｍ以上の区間の内、計画の堤防断

面が設定されている箇所にあって、現

況の堤防断面あるいは天端幅が計画

の堤防断面あるいは計画の天端幅に

対して不足しているが、それぞれ２分

の１以上確保されている箇所。 

 

洪水痕跡 

現況の堤防高と堤内地盤高の差が

0.6ｍ未満（無堤区間を含む）の区

間の内、既往最高水位が県境の堤

防高（無堤区間にあっては河岸の

高さ）を越え、これにより背後地

の人家等に床上浸水が発生した履

歴がある箇所。 

現況の堤防高と堤内地盤高の差が

0.6ｍ未満（無堤区間を含む）の区間

の内、既往最高水位が現況の堤防高

（無堤区間にあっては河岸の高さ）を

越え、これにより背後地の人家等に床

下浸水が発生した履歴がある箇所。 

 

法崩れ・ 

すべり 

法崩れ又はすべりの履歴がある

が、その対策が未施工の箇所。 

法崩れ又はすべりの履歴があるが、そ

の対策が暫定施工の箇所。 

法崩れ又はすべりの履歴はないが、堤

体あるいは基礎地盤の土質、法勾配等

からみて法崩れ又はすべりが発生す

るおそれのある箇所で、所要の対策が

未施工の箇所。 

 

漏水 

漏水の履歴があるが、その対策が

未施工の箇所。 

漏水の履歴があり、その対策が暫定施

工の箇所。 

漏水の履歴はないが、破堤跡又は旧川

跡の堤防であること、あるいは基礎地

盤及び堤体の土質等からみて、漏水が

発生するおそれがある箇所で、所要の

対策が未施工の箇所。 

 

水衝・洗掘 

水衝部にある堤防の前面の河床が

深掘れしているが、その対策が未

施工の箇所。 

橋台取り付け部やその他の工作物

の突出箇所で、堤防護岸の根固め

等が洗われ一部破損しているが、

その対策が未施工の箇所。 

波浪による河川の決壊等の危険に

瀕した履歴があるが、その対策が

未施工の箇所。 

水衝部にある堤防の前面に河床が深

掘れにならない程度に洗掘されてい

るが、その対策が未施工の箇所。 
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 資料３ 

徳島県管理河川 

重要水防区域評価基準 
平成 17 年２月７日 河第 878 号 河川課長通知 

最終改正：平成 18 年 11 月２日 河第 398 号 

種別 
重 要 度 

要注意区間 
Ａ 水防上最も重要な区間 Ｂ 水防上重要な区間 

工作物 

河川管理施設等応急対策基準に基

づく改善措置が必要な堰、橋梁、

樋管その他工作物の設置されてい

る箇所。 

  

現況の堤防高と堤内地盤高の差が

0.6ｍ以上の区間の内、計画高水位

（高潮区間の堤防にあっては計画

高潮位）が設定されている箇所に

あっては、橋梁その他の河川横断

工作物の桁下高等が計画高水位

（高潮区間にあっては計画高潮

位）以下となる箇所。 

 

現況の堤防高と堤内地盤高の差が

0.6ｍ以上の区間の内、計画高水位

（高潮区間の堤防にあっては計画

高潮位）が設定されていない箇所

にあっては、既往最高水位が橋梁

その他の河川横断工作物の桁下高

等に達した履歴がある箇所。 

 

現況の堤防高と堤内地盤高の差が

0.6ｍ未満の区間の内、その設置に

起因する堰上げ等により河川管理

施設等に損傷を及ぼし又は背後地

の人家等に床上浸水を発生させた

履歴がある橋梁その他の河川横断

工作物の設置されている箇所。 

 

工事施工 
  出水期間中に堤防を開削する

工事箇所又は仮締切り等によ

り本堤に影響を及ぼす箇所。 

新堤防・破堤跡・ 

旧川跡 

破堤跡で、河川改修工事が未施工

の箇所。 

 新堤防で、築造後３年以内の箇

所。破堤跡又は旧川跡の箇所。 

陸  閘 
  陸閘が設置されている箇所。 

 



 

 

 

2
8
4 

資料４ 

重要水防箇所（徳島県管理河川） 

河川名 区分 場所 
延長 

（m） 

Ａ 

（m） 

Ｂ 

（m） 

要 

（m） 
種別 

水防対策工

法 
地区名 

戸数

（戸） 

市民数

（人） 

担当水防団

及び人数

（人） 

避難場所 
収容能力

（人） 

 

備考 

願成寺谷川 

左右岸 
(県管理) 東 原 150  150  洗 掘 

むしろ 

張工 
東 原 25 93 

阿波方面 

第４分団 

   15 

阿波方面 

第５分団 

   27 

伊沢小学校 

伊沢公民館 

(250) 

(200) 

 

市場谷川 

左右岸 
 (県管理) 香 美 1,000  1,000  堤防高 積土のう工 香 美    115    400 

市場方面 

第３分団       

(16) 

市場小学校 (300) 

 

市場谷川 

左右岸 
 (県管理) 

吉野川合流

点～鳴池 

県道境 

 

200 

 

 
200 

(1,000) 
 洪水痕跡 積土のう工 香 美 84 275 

市場方面 

第３分団       

(16) 

市場小学校 (300) 

 

柿ノ木谷川 

左右岸 
 (県管理) 大野島 1,000  1,000  堤防高 積土のう工 

大野島一 

大野島二 

 

    30 

 

   100 

市場方面 

第１分団       

(24) 

八幡公民館 

八幡小学校 

(100) 

(250) 

 

〃  (県管理) 

吉野川合流

点～鶯谷川 

合流点 

1,120  1,120 

 

洪水痕跡 積土のう工 
 

大野島 

 

224 

 

680 

市場方面 

第１分団       

(24) 

八幡公民館 

八幡小学校 

(100) 

(250) 

 

宮ノ内谷川 

左右岸 
(県管理) 水 田  300  300  堤防高 積土のう工 

八 幡 

伊 月 
    60    200 

市場方面 

第１分団       

(24) 

八幡公民館 

八幡小学校 

(100) 

(250) 

 

鶯谷川 

左右岸 
(県管理) 山野上  730   730 

 

洗 掘 

木流し工 

シート張 

り工 

山野上二 

山野上三 
    15     40 

市場方面 

第２分団       

(16) 

市場小学校 (600) 

 

〃  (県管理) 

柿木谷川合

流点～大野

島・江ノ島 

3,200  3,200 

 

洪水痕跡 積土のう工 
 

大野島 

 

120 

 

380 

市場方面 

第１分団       

(24) 

八幡公民館 

八幡小学校 

(100) 

(250) 

 

九頭字谷川左

右岸 
 (県管理) 伊月 300 300 

  

法すべり 
シート張 

り工 

伊月四 

伊月五 
30 200 

市場方面 

第１分団       

(24) 

八幡公民館 

八幡小学校 

(100) 

(250) 

 

（ ）は、重複人数 



 

 

 

2
8
5 

河川名 区分 場所 
延長 

（m） 

Ａ 

（m） 

Ｂ 

（m） 

要 

（m） 
種別 

水防対策工

法 
地区名 

戸数

（戸） 

市民数

（人） 

担当水防団

及び人数

（人） 

避難場所 
収容能力

（人） 

 

備考 

熊谷川 

左右岸 
 (県管理) 

鳴門池田 

線下流 
730  730  堤防高 積土のう工 

西二条昭 

南北二条 
277 895 

吉野方面 

第 6，7 分団     

（30） 

阿波高校 

柿原小学校 

(550) 

(200) 

 

〃  (県管理) 土成 2,000 2,000   堤防高 

積土のう工 

シート張 

り工 

木流し工 

土成 (60) (350) 

土成方面 

第 5,6 分団 

  （31） 

土成中学校 500 

 

熊谷川 

右岸 
 (県管理) 

吉野川合流

点～柿原シ

ノ原 

600 600   洪水痕跡 積土のう工 

シノ原南 

南二条 

一丁目 

97 256 

吉野方面 

第 6，7 分団     

（30） 

 

柿原小学校 

 

(200) 

 

蛇池川 

左右岸 
 (県管理) 

吉野川上流

点～上流端 
2,000  2,000  堤防高 積土のう工 

 

亀田 

折口 

 

 

12 

 

37 

吉野方面 

第３分団     

（15） 

 

吉野中学校 

 

550 

 

九頭宇谷川 

左右岸 
 (県管理) 

土成 

成当 
3,000 3,000   堤防高 

積土のう工 

シート張 

り工 

木流し工 

土成 

成当都 
150 800 

土成方面 

第 5,6,7 分

団 

   (48) 

土成小学校 (350) 

 

指谷川 

左右岸 
 (県管理) 

水田 

秋月 
100 100   堤防高 

積土のう工 

シート張 

り工 

木流し工 

水田 

秋月 
50 250 

土成方面 

第８分団 

   15 

土成小学校 (350) 

 

指谷川 

右岸 
 (県管理) 

吉野川合流

点～間谷川

合流点 

750 750   洪水痕跡 積土のう工 

秀清 

六反田 

池田 

31 91 

市場方面 

第１分団 

(24) 

土成方面 

第５分団 

15 

八幡小学校 (250) 

 

五明谷川右岸  (県管理) 

吉野川合流

点～第二中

坪橋 

中河原橋～

五明谷橋 

450  
330 

120 
 - - 

五明 

王子川 
91 333 

阿波方面 

第６分団 

20 

阿波農村環境

改善センター 
250 

 

（ ）は、重複人数 
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資料５ 

浸水想定区域内の要配慮者利用施設 

施設名 住 所 

すみれ園／すみれ園（通所型支援） 市場町香美字西原 245 

かがやき（就労継続支援Ｂ型） 市場町香美字渡 10-１ 

れもん吉野（通所型支援） 吉野町柿原字シノ原 340 

たなごころ吉野 吉野町柿原字 184-1 

阿波老人ホームよしの園／グループホームよしの／ 
デイサービスセンターよしの 

吉野町柿原字二条 146 

特別養護老人ホーム蓬莱荘 阿波町北整理１-１ 

有料老人ホームわか葉 阿波町大次郎 10-5 

有料老人ホーム太陽 阿波町平川原 49 

蓬莱会デイサービスセンター 阿波町北整理１-２ 

ショートステイ楽樹／デイサービスセンター楽樹 吉野町柿原字西二条 216-３ 

デイサービスセンターシンシア 吉野町西条字西大竹 66-１ 

蓬莱荘短期入所生活介護施設 阿波町北整理１-１ 

一条放課後児童クラブ 吉野町西条字岡ノ川原 135 

柿原放課後児童クラブ 吉野町柿原字ヒロナカ 256-1 

八幡放課後児童クラブ 市場町山野上字立石 48 

林放課後児童クラブ 阿波町東整理 116-1 

柿原保育所 吉野町柿原字ヒロナカ 225-1 

林保育所 阿波町東整理 121-１ 

柿原幼稚園 吉野町柿原字ヒロナカ 256 

林幼稚園 阿波町東整理 155 

一条認定こども園 吉野町西条字岡ノ川原 134-1 

一条小学校 吉野町西条字岡ノ川原 135 

柿原小学校 吉野町柿原字ヒロナカ 256-1 

八幡小学校 市場町大野島字稲荷 138-1 

林小学校 阿波町東整理 155-1 

吉野中学校 吉野町西条字大西 4-1 
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資料６ 

阿波市水防協力団体指定要領（案） 
１．趣 旨 

阿波市では、水防団員数の減少、サラリーマン化による実際に出動できない水防団員の増加並び 

に住民及び民間団体が自主的に災害救援活動に取り組む動きの活発化等、近年の水災防止体制を取 

り巻く環境の変化を踏まえ、本市における消防団（水防団）及び水防を行う消防機関が行う水防上 

必要な監視、警戒その他水防活動に協力することを目的に、水防法（以下「法」という。）に基づ 

き、水防協力団体を指定することとした。 

 

２．水防協力団体の要件（法36条第１項関係） 

水防協力団体は、法第36条に基づき、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促 

進法（平成10年法律７号）第2条第2項の特定非営利活動法人その他法人でない団体であって、事務 

所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の 

組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有し、次項に規定する業務 

を適正かつ確実に行うことができると認められる者とする。 

 

３．水防協力団体の業務（法37条関係） 

水防協力団体は、次に掲げる業務の範囲内で行うものとし、水防責任を有する水防管理者の所轄 

下にある消防団（水防団）又は消防機関が行う水防活動と調和を図るものとする。 

（１）河川巡視、土のうの袋詰め及び運搬、避難支援などの消防団（水防団）又は消防機関が行う水 

防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力することとし、構成員の安全を確保した上で行う

ことが可能な活動 

（２）水防に必要な器具、資材又は設備の保管及びその提供 

（３）水防協力団体の業務や活動を含む水防に関する広報活動、水防に関する情報の収集及びその提 

  供 

（４）水防に関する意識調査、実態調査等の水防に関する調査研究 

（５）講習会や研修会等の実施等の水防に関する知識の普及及び啓発 

（６）水防意識の高揚を図るための自主的なパンフレットの作成、各種行事等の開催等の前各号に掲 

げる業務に附帯する業務 

 

４．水防協力団体の申請方法（法36条第1項・第3項関係） 

（１）水防協力団体の要件を満たす者で、阿波市水防協力団体の指定を受けようとする者は、水防管 

理者（阿波市長）（阿波市企画総務部危機管理課）に「阿波市水防協力団体指定申請書」（資料 

６－２）に「水防協力団体活動業務計画書」（資料６－３）及び水防協力団体組織体制一覧表（連 

絡先）」（任意様式）を添えて、２部提出するものとする。 

（２）水防協力団体の名称、住所、事務所の所在地、業務内容、組織体制の変更をする場合も同様と 

する。（任意様式） 

 

５．水防協力団体の指定（法第36条第2項・第4項関係） 

（１）水防管理者（阿波市長）は前項の申請により業務を適正かつ確実に行うことができると認めら 

れる場合は、水防協力団体として指定することができる。 

また、指定をしたときは、当該水防協力団体に対し、「阿波市水防協力団体認定書」（資料６

－４）を交付するとともに、当該水防協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示する。 

（２）水防協力団体の名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出があったときは、当該届出に係る 

事項を公示する。 

 

６．その他 

（１）この要領に変更が生じたときは、関係機関と調整し、その都度改訂するものとする。 

（２）その他この要領の実施に必要な事項については、別途定めるものとする。 
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資料６－２ 

阿波市水防協力団体指定申請書様式 
 

阿波市水防協力団体指定申請書 

年  月  日 

阿波市水防管理者 

阿波市長     様 

住 所 

（事務所所在地） 

団体の名称 

代表者氏名 

水防法第３６条第１項及び阿波市水防協力団体指定要領第４の規定に基づき、阿波市水防協

力団体の指定を受けたいので、別添「水防協力団体協力活動業務計画書」（資料６－３）を添

えて申請します。 
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資料６－３ 

水防協力団体協力活動業務計画書 
 

水防協力団体協力活動業務計画書 

 

下記の阿波市の実施する水防活動に協力します。 

 

記 

 

※ご協力いただける項目の番号に○印を記入してください 

Ⅰ 河川巡視、土のうの袋詰め及び運搬、避難支援などの消防団（水防団）又は消防機関が行

う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動への協力（指定要領3－(1)関係） 

１ 災害時における土のうの袋詰めや運搬などの水防活動への支援 

２ 災害時における小さな子供やお年寄りなどの要配慮者の救護 

３ 災害時における住民に対する洪水注意報、警報などの情報の広報 

４ 災害時における住民の避難誘導、指定避難所開設・運営への支援 

 

Ⅱ 水防に必要な器具、資材又は設備の保管及びその提供（指定要領3－(2)関係） 

具体的な資器材の種類・数量及び保管場所等 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 水防協力団体の業務や活動を含む水防に関する広報活動、水防に関する情報の収集及びそ

の提供（指定要領3－(3)関係） 

１ 日常における河川管理施設や許可工作物の安全性の点検や巡視 

２ 災害時における河川水位状況、雨量、強風状況などの情報連絡 

 

Ⅳ 水防に関する意識調査、実態調査等の水防に関する調査研究（指定要領3－(4)関係） 

１ 市が作成する防災マップの配布 

 

Ⅴ 講習会や研修会等の実施等の水防に関する知識の普及及び啓発（指定要領3－(5)関係） 

１ 実体験等に基づく、浸水箇所や危険箇所などの地域住民に対する水防知識の講習 

 

Ⅵ 水防意識の高揚を図るための自主的なパンフレットの作成、各種行事等の開催等（指定要

領3－(6)関係） 

１ 消防団（水防団）が開催する水防演習への参加 

２ 住民の避難訓練の実施 

 

◎ その他ご協力いただける活動がありましたら内容をご記入ください。 
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資料６－４ 

水防協力団体認定書様式 
阿波市水防協力団体認定書 

年  月  日 

住  所 

（事務所所在地） 

団体の名称 

代 表 者          様 

阿波市水防管理者 

阿波市長 

水防法第３６条第１項及び阿波市水防協力団体指定要領第４の規定に基づき、貴団体を阿波

市水防協力団体に指定します。 
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資料７ 

水防協力団体との水防協働活動実施要領（案） 
 

阿波市における水防協力団体との水防協働活動実施要領 

１．趣 旨 

阿波市における水防活動は、阿波市水防計画書に活動内容を明記しているところであるが、水防

法が一部改正され、水防協力団体制度が創設されたことに伴い、本市において水防協力団体を指定

した際に消防団（水防団）及び水防活動を行う消防機関と水防協力団体との水防活動の連携、協働

業務等について本要領に定めるものとする。 

 

２．消防団（水防団）等と水防協力団体との連携（水防法38条関係） 

水防法第36条及び阿波市水防協力団体指定要領に基づき指定された水防協力団体が行う水防活動 

は、消防団（水防団）又は水防を行う消防機関による水防活動に対する協力業務であり密接な連携

な下、活動を行うものとする。 

 

３．活動報告書の提出（水防法第39条関係） 

連携して行われる水防の効果が最大限発揮されるよう、指定された水防協力団体に対し、水防活 

動の活動記録についてその内容を明記した「水防協力団体活動報告書」(資料７－２)を提出させる 

ことができる。 

 

４．情報提供等（水防法第40条関係） 

水防管理者は、阿波市水防協力団体指定要領４に基づき提出された「水防協力団体活動業務計画 

書」や前項の「水防協力団体活動報告書」で示された活動内容について、その活動の実施に関し、 

必要な情報や指導、助言を行う。 

 

５．その他 

（１）この要領に変更が生じたときは、関係機関と調整し、その都度改訂するものとする。 

（２）その他この要領の実施に必要な事項については、別途定めるものとする。 
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資料７－２ 

水防協力団体協力活動報告書様式 
阿波市水防協力団体協力活動報告書 

年  月  日 

阿波市水防管理者 

阿波市長        様 

住 所 

（事務所所在地） 

団体の名称 

代表者氏名 

別紙のとおり水防活動を実施しましたので、阿波市水防協力団体指定要領第６の規定に基づき

提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

293 

資料８ 

池田ダム警報通信系統図 

 

 
水 資 源 機 構 

池田総合管理所 

国土交通省  吉野川ダム統合管理所    0883-72-3000 

       徳島河川国道事務所     088-654-9611 情 報 機 関 

県      徳島県水防本部       088-621-2626 

       （水防本部設置前は県土 

整備部河川整備課） 

西部総合県民局（三好庁舎） 0883-76-0619 

西部総合県民局（美馬庁舎） 0883-53-2235 

東部県土整備局（吉野川）  0883-26-3735 

市町村    吉野川市役所        0883-22-2235 

       阿波市役所         0833-36-8703 

美馬市役所         0883-52-1677 

三好市役所         0883-72-7625 

美馬郡つるぎ町役場     0883-62-3111 

三好郡東みよし町役場    0883-82-6303 

警 察    三好警察署         0883-72-0110 

       つるぎ警察署        0883-62-3110 

美馬警察署         0883-52-1677 

阿波吉野川警察署      0883-36-7110 

（阿波庁舎）       

阿波吉野川警察署      0883-25-6110 

（吉野川庁舎）        

発電所    四国電力株式会社徳島系統制御所   088-642-1677 

消防本部   みよし広域連合消防本部   0883-76-5118 

       美馬市消防本部       0883-52-3025 

       美馬西部消防組合本部    0883-63-3099 

       徳島中央広域連合消防本部  0883-26-1195 

       徳島中央広域連合西消防署  0883-42-2029 

（一財）河川情報 高松センター      087-851-9911 

センター    

漁 業    吉野川漁業協同組合連合会  0883-63-4178 

共 同    吉野川上流漁業協同組合   0883-72-3016 

組 合    吉野川下流漁業協同組合   088-662-0402 

その他    ＮＨＫ徳島放送局      088-626-5975 
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第２節 土地改良区等における災害応急対策 
 

【主な実施機関】  市（農業振興課、農地整備課、危機管理課）、徳島県 

 

第１ 方 針 
 

土地改良区、水利組合、ため池管理者は、管理する取水施設、排水機場、用排水路、農業用ダム・

農業用ため池等の農業用施設の応急対策について定める。 

 

第２ 内 容 
 

１ 台風等、風水害が予想される時は、気象情報に注意し、次の事項を実施するものとする。 

(1) ため池や用水路等で、余水吐を有している施設については、洪水の流下を妨げるものがない 

か確認し、障害物を除去するとともに、余水吐に浮遊物が引っかからないように注意するも 

のとする。 

 

(2) 樋門、排水機場等の施設については、操作に支障をきたしていないか点検を行い、不調箇 

所がある場合は、整備しておくものとする。 

 

(3) 施設の破損によって、地域住民に被害を及ぼすおそれが生じたり、ため池が、越水等により決 

壊するおそれが生じた場合は、速やかに市及び水防管理者に報告するとともに、可能な応急

対策があれば実施するものとする。 
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296 

第１章 道路災害対策 
 

【主な実施機関】  市（建設部、健康福祉部、農地整備課、各支所地域課、企画総務課、 

秘書人事課、契約管財課、危機管理課）、消防本部及び各消防署、消防団、 

徳島県、阿波吉野川警察署、自衛隊 

 

道路構造物の被災等による多数の死傷者等の発生といった道路災害に対する対策について定め

る。 

 
第１節 災害予防 
 

第１款 道路交通の安全のための情報の充実 
 

第１ 道路の交通の安全のための情報の提供 
 

市が管理する道路施設等の異常を迅速に発見し、速やかな応急対策を図るために、情報の収集、

連絡体制の整備を図るものとする。 

また、異常が発見され、災害が発生するおそれがある場合に、道路利用者にその情報を迅速に

提供するための体制の整備を図るものとする。 

 

第２款 道路施設等の整備 
 

市が管理する道路施設等の点検を通じ、道路施設等の現況の把握に努めるものとする。道路に

おける災害を予防するため、必要な施設の整備を図るものとする。道路施設等の安全を確保する

ため、必要な体制等の整備に努めるものとする。 

道路防災対策事業等を通じ、安全性・信頼性の高い道路ネットワークの整備に努めるものとする。 

 

第３款 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 
 

第１ 情報の収集・連絡関係 
 

１ 情報の分析整理  

収集した情報を分析し整理するための体制の整備を推進するものとし、必要に応じ専門家の

意見を活用するなど、収集した情報を的確に分析整理するものとする。  

 

第２ 災害応急体制の整備関係  
 

１ 職員の体制 

防災機関は、それぞれの機関の実情に応じ職員の非常参集体制の整備を図るものとする。

また、必要に応じ応急活動のためのマニュアル等を作成し、職員に周知するとともに訓練等 

を行い、活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等の習熟、他の職員、機関等との連携等 

について徹底を図るものとする。 

 

２ 防災機関相互の連携体制  

関係機関は平常時より相互の連携強化に努めるものとする。 
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第３ 救助・救急、医療及び消火活動関係  
 

１ 救助・救急活動関係 

消防本部及び各消防署は、救助工作車、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救

助用機材の整備に努めるものとする。 

 

２ 医療活動関係  

県とともに、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品等の供給確保に備え

るものとする。 

医療活動について、連絡体制の整備を図るとともに、県との連携に努めるものとする。 

 

３ 消火活動関係 

市及び防災機関等は、平常時より機関相互間の連携強化を図るものとする。  

 

第４ 緊急輸送活動関係 
 

信号機、情報板等の道路交通関連施設について、警察本部及び県等とともに、災害時の道路交通

管理体制の整備に努めるものとする。 

 

第５ 危険物等の流出時における防除活動関係  
 

市が管理する道路での危険物等の流出時に的確な防除活動を行うことができるよう、資機材の整

備促進に努めるものとする。  

 

第６ 関係者等への的確な情報伝達活動関係 
 

県と連携して、発災後の経過に応じて関係者等に提供すべき情報について整理しておくものとす

る。 

また、被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制についてあらかじめ計画しておくも

のとする。 

 

第７ 防災機関の防災訓練の実施  
 

防災訓練の実施を通じ、災害時の対応等について周知徹底を図るものとする。 

防災機関は、相互に連携した訓練を実施するものとし、訓練を行うに当たっては、災害及び被害

の想定を明らかにするなど、実践的なものになるよう工夫するものとする。 

また、訓練終了後にはその評価を行い、課題等を明らかにするとともに、必要に応じて体制等の

改善措置等を講じるものとする。 

被害情報の把握及び応急復旧を行うため、あらかじめ体制、資機材を整備するものとする。 

 

第８ 施設、設備の応急復旧関係  
 

被害情報の把握及び応急復旧を行うため、あらかじめ体制、資機材を整備するものとする。 

 

第９ 災害復旧への備え 
 

円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ重要な所管施設の構造図等の資料を整備しておくととも

に、資料の被災を回避するため、複製を別途保存するよう努めるものとする。 
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第４款 防災知識の普及 
 

道路利用者に対し、災害時の対応等の防災知識の普及を図るものとする。 

 

第５款 再発防止対策の実施 
 

原因究明のための調査を行い、その結果を踏まえ再発防止対策を実施するものとする。 
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第２節 災害応急対策 
 

第１款 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 
 

第１ 災害情報の収集・連絡 
 

１ 事故情報等の連絡  

市が管理する道路構造物の被災等により大規模な事故が発生した場合は、速やかに県及び関

係機関に連絡するものとする。 

 

２ 災害発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡  

人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する情報等について、把握でき

た範囲から直ちに県へ連絡するものとする。 

 

３ 一般被害情報等の収集・連絡 

被害情報等の収集に努めるとともに、被害状況を県に連絡するものとする。 

 

４ 応急対策活動情報の連絡 

県に応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を連絡し、応援の必要性等を連絡するもの

とする。  

防災機関は、応急対策活動情報に関し、必要に応じて相互に緊密な情報交換を行うものとす

る。 

 

第２款 活動体制の確立 
 

第１ 道路管理者の活動体制  
 

発災後速やかに、災害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるとともに、職員の非常参集、情

報収集連絡体制の確立及び対策本部設置等必要な体制をとるものとする。 

 

第２ 広域的な応援体制  
 

被害の規模に応じて、他の地方公共団体に応援を求めるものとする。 

また、周辺市町村の大規模な災害の発生を覚知した時は、あらかじめ関係地方公共団体により締

結された広域応援協定等に基づき、速やかに応援体制を整えるものとする。 

 

第３ 自衛隊の災害派遣  
 

自衛隊の災害派遣要請は、共通対策編第３章第６節自衛隊派遣要請に定めるところによるものと

する。 

 

第３款 救助・救急、医療及び消火活動 
 

第１ 救助・救急活動 
 

迅速かつ的確な救助・救出の初期活動に資するよう消防機関及び県警察等に協力するものとす

る。 

 

第２ 医療救護活動 
関係機関による迅速かつ的確な救護の初期活動が行われるよう協力するものとする。 
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第３ 消火活動 
 

１ 市 

迅速かつ的確な初期消火活動に資するよう消防機関に協力するものとする。 

 

２ 消防機関 

消防機関は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行うものとする。  

また、本市以外で災害が発生した場合は、発災現場の地方公共団体からの要請、相互応援協

定等に基づき、消防機関による応援の迅速かつ円滑な実施に努めるものとする。 

 

第４款 緊急輸送のための交通の確保・緊急輸送活動 
 

第１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針  
 

交通の確保・緊急輸送活動については、被害の状況、緊急度、重要度を考慮して、交通規制、応

急復旧、輸送活動を行うものとする。 

 

第５款 危険物等の流出に対する応急対策 
 

危険物等の流出が認められたときには関係機関と協力し、直ちに防除活動、避難誘導活動を行い、

危険物による二次災害の防止に努めるものとする。 

消防機関は、警察本部と連携して、危険物の流出が認められた場合、直ちに防除活動を行うとと

もに、避難誘導活動を行うものとする。 

 

第６款 道路施設・交通安全施設の応急復旧活動 
 

迅速かつ的確な障害物の除去、仮設等の応急復旧を行い、早期の道路交通の確保に努めるものと

する。 

また、道路施設の応急復旧を行うとともに、類似の災害の再発防止のために、被災箇所以外の道

路施設について緊急点検を行うものとする。 

 

第７款 関係者等への的確な情報伝達活動 
 

第１ 被災者の家族等への情報伝達活動  
 

防災機関は、被災者の家族等のニーズを十分把握し、道路災害の状況、安否情報、医療機関など

の情報、それぞれの機関が講じている施策に関する情報、交通規制等被災者等に役立つ正確かつき

め細やかな情報を適切に提供するものとする。 

防災機関は、情報の公表、広報活動の際、その内容について、相互に連絡をとりあうものとする。 

 

第２ 市民等への的確な情報の伝達  
 

防災機関は、市民等に対し、道路災害の状況、安否情報、道路施設等の復旧状況、ニーズに応じ

た情報を積極的に伝達するものとする。 

また、情報の公表、広報活動の際、その内容について、相互に通知し情報交換を行うものとする。 

 

第３ 関係者等からの問い合わせに対する対応  
 

防災機関は、必要に応じ、発災後速やかに関係者等からの問い合わせに対応する体制の整備を図

るものとする。また、情報のニーズを見極め収集・整理を行うものとする。 
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第３節 災害復旧 
 

第１款 道路管理者の行う災害復旧 
 

第１ 関係機関と協力し、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に関す

る計画を活用しつつ、迅速かつ円滑に被災した道路施設の復旧事業を行うものとする。 

 

第２ 災害復旧に当たり、可能な限り復旧予定時期を明示するよう努めるものとする。 
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第２章 危険物等災害予防対策 
 

危険物（石油類・高圧ガス・火薬類・毒劇物・放射性物質）による災害を防止するため、保安教

育の徹底・規制の強化・自衛消防組織の強化促進・その他の自主保安体制の整備等保安体制の強化

促進を図るものとする。 

 

第１節 災害予防 
 

第１款 危険物等関係施設の安全性の確保   
 

危険物等の貯蔵・取り扱い等を行う事業者（以下、本編において「事業者」という。）は、法令

で定める技術基準を遵守するものとする。 

また、市、消防本部及び各消防署は県とともに、危険物等関係施設に対する立入検査を徹底し、

施設の安全性の確保に努めるものとする。 

市及び事業者は、自主保安規程等の遵守、自衛消防組織等の設置及び定期点検・自主点検の実施

等の自主保安体制の整備を推進するものとする。 

市、消防本部及び各消防署は県とともに、事業者及び危険物取扱者等の有資格者に対し、講習会、

研修会の実施等により保安管理及び危険物等に関する知識の向上を図ることにより、危険物等関係

施設における保安体制の強化を図るものとする。 

市及び事業者は、危険物等災害が生じた場合に、その原因の究明に努め、危険物等関係施設の安

全性の向上に努めるものとする。 

 

第１ 危険物災害予防対策 

【主な実施機関】  市（企画総務課、契約管財課、危機管理課）、消防本部及び各消防署、 

徳島県 

 

１ 保安教育 

市、消防本部及び各消防署は県とともに、事業者及び危険物取扱者等の有資格者に対し、講

習会、研修会の実施等により保安管理及び危険物等に関する知識の向上を図ることにより、危

険物等関係施設における保安体制の強化を図るものとする。 

 

２ 規制の強化 

市、消防本部及び各消防署は県とともに、危険物施設に対し、次の事項を重点に立入検査等

を適時実施し、災害の発生と拡大の防止を図る。 

(1) 危険物施設の位置、構造及び設備の維持管理についての検査の強化 

 

(2) 危険物の貯蔵、取り扱い、運搬、積載等の方法についての検査及び安全管理についての指 

導の強化 

 

(3) 危険物施設の管理者、危険物保安監督者等に対する非常時にとるべき措置の指導の強化 

 

(4) 地震動等による危険物施設等の影響に対する安全措置の指導の強化 

 

３ 屋外タンク貯蔵所等からの流出油事故対策 

市、消防本部及び各消防署は県とともに、液体危険物を貯蔵する大規模な屋外貯蔵タンク等

については、不等沈下の防止及び漏洩事故などの防止を図るよう指導するとともに、危険物の

流出事故が発生した場合、敷地外流出による二次災害を防止するための必要な措置を講ずるよ

う指導する。 
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４ 自衛消防組織の強化促進 

事業者は、自衛消防組織の強化を推進し、自主的な災害予防体制の確立を図るとともに、隣

接する事業所との相互応援に関する協定の締結を促進し、効率ある自衛消防力の確立を図る。 

 

第２ 高圧ガス及び火薬類災害予防対策 

【主な実施機関】  市（企画総務課、危機管理課）、消防本部及び各消防署、徳島県 

 

市、消防本部及び各消防署は県とともに、高圧ガス及び火薬類による災害を防止するため、保安

教育の徹底、規制の強化、輸送その他の自主保安体制の整備等保安体制の強化促進を図るものとす

る。 

 

第３ 毒物、劇物災害予防対策 

【主な実施機関】  市（企画総務課、危機管理課）、消防本部及び各消防署 

 

毒物、劇物による危険を防止するため施設管理の適正化、応急措置体制の確立を図るものとする。 

 

第４ 放射線災害予防対策 

【主な実施機関】  市（企画総務課、危機管理課）、消防本部及び各消防署 

 

放射線障害を防止するため、放射線同位元素の維持管理の適正化、保安教育の強化等、指導体制

及び保安体制の確立を図るものとする。 

 

第５ 複合災害予防対策  

【主な実施機関】  市（企画総務課、危機管理課）、消防本部及び各消防署、徳島県 

 

防災機関及び事業者は、複合災害を防止するため、施設管理の適正化、保安教育の徹底、規制の

強化、化学消防機材の整備、応急措置体制の確立等保安体制の強化促進を図るものとする。 

 

第２款 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え 
 

第１ 情報の収集・連絡関係 

【主な実施機関】  市（企画総務課、危機管理課）、消防本部及び各消防署、徳島県 

 

１ 情報の分析整理  

必要に応じ専門家の意見を活用するなど、収集した情報を的確に分析整理するものとする。 

 

第２ 災害応急体制の整備関係 

【主な実施機関】  各防災関係機関 

 

１ 職員の体制  

防災機関及び事業者は、それぞれの機関において実情に応じ職員の非常参集体制の整備を図

るものとする。 

また、それぞれの機関の実情を踏まえ、必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し、

職員に周知するとともに定期的に訓練を行い、活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等

の習熟、他の職員、機関等との連携等について徹底を図るものとする。 
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第３ 救助・救急、医療及び消火活動関係  

【主な実施機関】  市（健康福祉部、危機管理課）、消防本部及び各消防署、消防団、徳島県 

 

１ 救助・救急活動関係 

消防本部及び各消防署等は、救助工作車、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急

救助用資機材の整備に努めるものとする。  

救急・救助関係機関及び事業者は、当該機関に係る資機材の保有状況を把握するとともに、

必要に応じ情報交換を行うよう努めるものとする。  

 

２ 医療活動関係 

県とともに、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品等の供給確保に努め

るものとする。 

市及び事業者は、医療活動について、連絡体制の整備を図るとともに、県との連携に努める

ものとする。 

 

３ 消火活動関係  

消防機関等は、平常時から機関相互間の連携強化を図り、消防水利の確保、消防体制の整備

に努めるものとする。  

河川水等を消防水利として活用するための施設の整備を図るものとする。 

市及び事業者は、危険物の種類に対応した化学消火薬剤等の備蓄及び化学消防車等の資機材

の整備促進に努めるものとする。 

 

第４ 緊急輸送活動関係 
 

信号機、情報板等の道路交通関連施設について、県警察及び県と連携して、災害時の道路交通管

理体制の整備に努めるものとする。 

 

第５ 危険物等の大量流出時における防除活動関係  

【主な実施機関】  各防災関係機関 

 

防災機関及び事業者は、危険物等が大量流出した場合に備えて、防除活動及び避難誘導活動を行

うための体制の整備に努めるものとする。  

防災機関及び事業者は、危険物等が大量流出した場合に備えて、オイルフェンス等防除資機材及

び避難誘導に必要な資機材の整備を図るものとする。  

防災機関及び事業者は、関係機関による危険物等の種類に応じた防除資機材の整備状況を把握、

災害発生時には必要に応じて応援を求めることができる体制を整備するものとする。  

石油事業者団体は、油が大量流出した場合に備えて、油防除資機材の整備を図るものとする。 

 

第６ 施設、設備の応急復旧活動関係  

【主な実施機関】  各事業者 

 

事業者は、施設、設備の被害状況の把握及び応急復旧活動を行うため、あらかじめ体制・資機材

を整備するものとする。 



 

 

305 

第７ 防災業務関係者の安全確保関係 

【主な実施機関】  各防災関係機関 

 

防災機関は、応急対策活動中の安全確保のための資機材をあらかじめ整備するものとする。 

 

第８ 被災者等への的確な情報伝達活動関係  

【主な実施機関】  市（企画総務課、危機管理課）、消防本部及び各消防署、徳島県 

 

県とともに、発災後の経過に応じて被災者等に提供すべき情報について整理しておくものとする。  

また、家族等からの問い合わせ等に対応する体制についてあらかじめ計画しておくものとする。 

 

第９ 防災機関等の防災訓練の実施  

【主な実施機関】  市（健康福祉部、企画総務課、危機管理課）、消防本部及び各消防署、 

消防団、徳島県 

 

消防機関等は、様々な危険物等災害を想定し、関係機関等と相互に連携を図り、より実践的な消

火、救助・救急等の訓練を実施するものとする。  

また、訓練を行うに当たっては、危険物等事故及び被害の想定を明らかにするとともに実施時間

を工夫する等様々な条件を設定するなど実践的なものとなるよう工夫し、訓練後には評価を行い、

課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行うよう努める。 

 

第 10 災害復旧への備え  

【主な実施機関】  市（企画総務課、契約管財課、危機管理課） 

 

市及び事業者は、円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ重要な所管施設の構造図等の資料を整

備しておくとともに、資料の被災を回避するため、複製を別途保存するよう努めるものとする。 
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第２節 災害応急対策 
 

第１款 発災直後の情報の収集・連絡及び通信の確保 
 

第１ 災害情報の収集・連絡  

【主な実施機関】  市（企画総務課、契約管財課、危機管理課）、徳島県、各事業者 

 

１ 危険物等事故情報等の連絡  

危険物等による大規模な事故が発生した場合、事業者は県、市町村等関係機関へ連絡するも

のとする。  

 

２ 危険物等の大規模な事故発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡  

事業者は被害状況を県、市等関係機関へ連絡するものとする。  

事故情報、人的被害の状況及び火災の発生状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関

する概括的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ連絡するものとする。  

 

３ 一般被害情報等の収集・連絡  

事業者は被害状況を市、県等関係機関へ連絡するものとする。  

 

４ 応急対策活動情報の連絡  

事業者は、応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を市、県等関係機関へ連絡するものと

する。  

防災機関は、応急対策活動情報に関し、必要に応じて相互に緊密な情報交換を行うものとす

る。 

 

第２款 活動体制の確立  
 

第１ 事業者の活動体制 

【主な実施機関】  各事業者 

 

事業者は発災後速やかに、職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び対策本部設置等必要な

体制をとるとともに災害の拡大の防止のため必要な措置を講ずるものとする。 

事業者は、消防機関、県警察等との間において緊密な連携の確保に努めるものとする。 

 

第２ 県及び市町村の活動体制  

【主な実施機関】  市（危機管理課）、徳島県 

 

発災後速やかに、職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設置等必要な体

制をとるものとする。 

 

第３ 広域的な応援体制  

【主な実施機関】  市（商工観光課、消費生活センター、契約管財課、危機管理課） 

 

被害の規模に応じて、他の地方公共団体等に応援を求めるものとする。 

また、大規模な危険物等災害の発生を覚知した時は、発災地以外の地方公共団体及び事業者は、

あらかじめ関係地方公共団体及び事業者により締結された広域応援協定等に基づき、速やかに応援

体制を整えるものとする。 
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第４ 自衛隊の災害派遣  

【主な実施機関】  市（危機管理課）、徳島県、自衛隊 

 

自衛隊の災害派遣要請は、共通対策編第３章第６節自衛隊派遣要請に定めるところによるものと

する。 

 

第５ 防災業務関係者の安全確保 

【主な実施機関】  市（建設部、契約管財課、危機管理課） 

 

応急対策活動中の安全確保のために資機材の確保を図るとともに、県等と相互に密接な情報交換

を行うものとする。 

 

第３款 災害の拡大防止活動  

【主な実施機関】  市（商工観光課、消費生活センター、危機管理課）、各事業所、消防本部及

び各消防署、消防団 

 

事業者は、危険物等災害時に的確な応急点検及び応急措置等を講ずるものとする。  

危険物等災害時に危険物等の流出・拡散の防止、流出した危険物等の除去、環境モニタリングを

始め、市民の避難、事業者に対する応急措置命令、危険物等関係施設の緊急使用停止命令など適切

な応急対策を講ずるものとする。 

 

第４款 消火活動 
 

第１ 消火活動  

【主な実施機関】  市（企画総務課、危機管理課）、消防本部及び各消防署、消防団 

 

消防機関、自衛消防組織等は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行う

ものとする。その際、火災の状況、規模並びに危険物の種類により、消火用薬剤の収集、化学車の

派遣要請等他の機関の応援を受けるものとする。 

また、本市以外で災害が発生した場合は、発災現場の地方公共団体からの要請、相互応援協定等

に基づき、消防機関、自衛消防組織等による応援を迅速かつ円滑に実施するよう努めるものとす

る。 

 

第５款 災害の拡大防止のための交通制限及び緊急輸送のための交通の確保・緊急輸 

送活動  
 

第１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針 

【主な実施機関】  市（建設部、農地整備課、危機管理課） 

 

災害の拡大防止又は緊急輸送活動のため、被害の状況、緊急度、重要度を考慮して、交通規制、

応急復旧、輸送活動を行うものとする。 
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第６款 危険物等の大量流出に対する応急対策 
 

第１ 河川等への流出に対する応急対策 

【主な実施機関】  市（建設部、農地整備課、危機管理課） 

 

危険物等が河川等に大量流出した場合、直ちに関係機関と協力の上、環境モニタリング、危険物

等の処理等必要な措置を講ずるものとする。 

その際、水質汚濁防止協議会など関係行政機関等からなる既存の組織を有効に活用し、迅速に対応

するものとする。 

 

第７款 施設、設備の応急復旧活動 

【主な実施機関】  市（建設部、農地整備課、危機管理課） 

 

専門技術を持つ人材等を活用して、施設、設備の緊急点検を実施するとともに、これらの被

害状況等を把握し、施設の応急復旧を速やかに行うものとする。 

 

第８款 被災者等への的確な情報伝達活動 
 

第１ 被災者への情報伝達活動  

【主な実施機関】  市（健康福祉部、建設部、水道課、環境衛生課、企画総務課、秘書人事課、 

危機管理課） 

 

防災機関は、被災者のニーズを十分把握し、危険物等災害の状況、二次災害の危険性に関する情

報、安否情報、ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況、医療機関などの情報、それぞ

れの機関が講じている施策に関する情報及び交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情

報を適切に提供するものとする。 

その際、高齢者、障がい者、外国人等、要配慮者に配慮した伝達を行う。 

また、情報の公表、広報活動の際、その内容について、相互に連絡をとりあうものとする。 

 

第２ 市民等への的確な情報の伝達  

【主な実施機関】  各防災関係機関 

 

防災機関は、災害発生地の市民等に対し、危険物等災害の状況、安否情報、施設等の復旧状況、

義援物資の取り扱い等、ニーズに応じた情報を積極的に伝達するものとする。  

また、情報の公表、広報活動の際、その内容について、相互に通知し情報交換を行うものとする。 

 

第３ 市民等からの問い合わせに対する対応  

【主な実施機関】  各防災関係機関 

 

防災機関は、必要に応じ、発災後速やかに関係者等からの問い合わせに対応する体制の整備に努

めるものとする。 

また、情報のニーズを見極め収集・整理を行うものとする。 
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第３節 災害復旧 
 

【主な実施機関】  各防災関係機関 

 

防災機関は、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活

用しつつ、迅速かつ円滑に被災した公共施設の復旧事業を行うものとする。 
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第３章 大規模な火事災害対策 
 

【主な実施機関】  市（教育委員会、健康福祉部、建設部、農業振興課、農地整備課、 

秘書人事課、危機管理課）、消防本部及び各消防署、消防団、 

阿波吉野川警察署、各防災関係機関、各事業所、自衛隊 

 

大規模な火事による多数の死傷者等の発生といった大規模な火事災害に対する対策について定め

る。 

 

第１節 災害予防 
 

第１款 災害に強いまちづくり 
 

第１ 災害に強いまちの形成  
 

避難路、避難地、延焼遮断帯、防災活動拠点ともなる幹線道路、河川緑地など骨格的な地域の基

盤施設及び防災安全街区の整備、老朽木造住宅密集市街地の解消等を図るための面的な整備、建築

物や公共施設の耐震・不燃化、水面・緑地帯の計画的確保、耐震性貯水槽や備蓄倉庫、河川水・下

水処理水等を消防水利として活用するための施設の整備等を図るとともに、防火地域及び準防火地

域の的確な指定による防災に配慮した土地利用への誘導等により、災害に強いまちの形成を図るも

のとする。 

市及び事業者等は、緊急時に速やかな傷病者の搬送・収容等が必要とされる医療用建築物等につ

いて、ヘリコプターの緊急離発着場又は緊急救助用のスペースの設置を促進するよう努めるものと

する。 

 

第２ 火災に対する建築物の安全化 
 

１ 消防用設備等の整備、維持管理  

市及び事業者等は、多数の人が出入りする事業所等について、法令に適合したスプリンクラ

ー設備等の消防用設備等の設置を促進するとともに、当該建築物に設置された消防用設備等に

ついては、災害時にその機能を有効に発揮することができるよう定期的に点検を行うなど適正な

維持管理を行うものとする。 

 

２ 建築物の防火管理体制  

市及び事業者等は、多数の人が出入りする事業所等について、防火管理者を適正に選任する

とともに、防火管理者が、当該建築物についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、

通報及び避難訓練の実施等防火管理上必要な業務を適正に行うなど、防火管理体制の充実を図

るものとする。 

 

３ 建築物の安全対策の推進 

市及び事業者等は、大規模建築物等について、避難経路・火気使用店舗等の配置の適正化、

防火区画の徹底などによる火災に強い構造の形成を図るとともに、不燃性材料・防炎物品の

使用、店舗等における火気の使用制限、安全なガスの使用などによる火災安全対策の充実を

図るものとする。 
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第２款 大規模な火事災害防止のための情報の充実   
 

市長は、火災気象通報について知事から通報を受けたとき、又は気象の状況が火災の予防上危険

であると認めるときは、必要に応じて火災に対する警報を発し、及び消防団員等の動員体制を整え

るとともに市民に周知するものとする。 

 

第３款 迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧・復興への備え 
 

第１ 災害応急体制の整備関係 
 

１ 職員の体制  

防災機関は、それぞれの機関において実情に応じ職員の非常参集体制の整備を図るものとす

る。 

また、それぞれの機関の実情を踏まえ、必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し、

職員に周知するとともに定期的に訓練を行い、活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等

の習熟、他の職員、機関等との連携等について徹底を図るものとする。 

 

第２ 救助・救急、医療及び消火活動関係  
 

１ 救助・救急活動関係 

消防本部及び各消防署等は、救助工作車、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急

救助用資機材の整備に努めるものとする。 

 

２ 医療活動関係  

県とともに、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品等の供給確保に備え

るものとする。  

医療活動について、連絡体制の整備を図るとともに、県との連携に努めるものとする。 

 

３ 消火活動関係  

防火水槽、貯水槽の整備、河川水等の自然水利の活用、水泳プール、ため池等の指定消防水

利等の活用により、消防水利の多様化を図るとともに、その適正な配置に努める。  

消防機関は、平常時から機関相互の連携強化を図り、消防水利の確保、消防体制の整備に

努めるものとする。  

消防ポンプ自動車等の消防用機械・資機材の整備促進に努める。 
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第３ 緊急輸送活動関係  
 

信号機、情報板等の道路交通関連施設について、県警察及び県とともに、災害時の道路交通管理

体制の整備に努めるものとする。  

 

第４ 施設、設備の応急復旧活動関係  
 

所管する施設、設備の被害状況の把握及び応急復旧活動を行うため、あらかじめ体制・資機材を整

備するものとする。 

 

第５ 被災者等への的確な情報伝達活動関係  
 

発災後の経過に応じて被災者等に提供すべき情報について整理しておくものとする。  

市民等からの問い合わせ等に対応する体制についてあらかじめ計画しておくものとする。 

 

第６ 防災機関等の防災訓練の実施  
 

消防機関は、大規模な火事災害を想定し、関係機関等と相互に連携を図り、より実践的な消火、

救助・救急等の訓練を実施するものとする。  

また、訓練を行うに当たっては、大規模な火事及び被害の想定を明らかにするとともに実施時間

を工夫する等様々な条件を設定するなど実践的なものとなるよう工夫し、訓練後には評価を行い、

課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行うよう努める。 

 

第７ 災害復旧への備え 
 

公共土木施設管理者は、円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ重要な所管施設の構造図等の資

料を整備しておくとともに、資料の被災を回避するため、複製を別途保存するよう努めるものとす

る。 
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第２節 災害応急対策 
 

第１款 発災直後の情報収集・連絡及び通信の確保 
 

第１ 災害情報の収集・連絡 
 

１ 大規模な火事発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡  

火災の発生状況、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情

報を含め、把握できた情報から直ちに県へ連絡するものとする。  

 

２ 応急対策活動情報の連絡  

県に応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を連絡し、応援の必要性等を連絡する。 

防災機関は、応急対策活動情報に関し、必要に応じて相互に緊密な情報交換を行うものとする。 

 

第２款 活動体制の確立 
 

第１ 防災機関の活動体制  
 

災害の状況に応じて速やかに、職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部の設

置等必要な体制をとるものとする。 

 

第２ 広域的な応援体制  
 

１ 消防相互応援協定に基づく応援をもってしても対処できない場合には、県に対し応援を求め

ることとする。  

 

第３ 自衛隊災害派遣要請計画  
 

自衛隊の災害派遣要請は、共通対策編第３章第６節自衛隊派遣要請に定めるところによるものと

する。 

 

第３款 消火活動 
 

第１ 消火活動 
 

消防機関等は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行うものとする。 

また、本市以外で災害が発生した場合は、発災害現場の地方公共団体からの要請、相互応援協定

等に基づき、消防機関による応援の迅速かつ円滑な実施に努めるものとする。 
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第４款 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動 
 

第１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針  
 

災害の拡大防止又は緊急輸送活動のため、被害の状況、緊急度、重要度を考慮して、交通規制、

応急復旧、輸送活動を行うものとする。  

 

第５款 施設、設備の応急復旧活動 
 

防災機関は、専門技術を持つ人材等を活用して、それぞれの所管する施設、設備の緊急点検を実

施するとともに、これらの被害状況等を把握し、ライフライン及び公共施設等の応急復旧を速やか

に行うものとする。 

 

第６款 被災者等への的確な情報伝達活動 
 

第１ 被災者への情報伝達活動  
 

防災機関は、被災者のニーズを十分把握し、大規模な火事災害の状況、安否情報、ライフライン

や交通施設等の公共施設等の復旧状況、医療機関などの情報、それぞれの機関が講じている施策

に関する情報及び交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供するもの

とする。 

その際、高齢者、障がい者、外国人等、要配慮者に配慮した伝達を行う。 

また、情報の公表、広報活動の際、その内容について、相互に連絡をとりあうものとする。 

 

第２ 市民等への的確な情報の伝達  
 

防災機関は、災害発生地の市民等に対し、大規模な火事災害の状況、安否情報、施設等の復旧状

況、義援物資の取り扱い等、ニーズに応じた情報を積極的に伝達するものとする。  

防災機関は、情報の公表、広報活動の際、その内容について、相互に通知し情報交換を行うもの

とする。 

 

第３ 市民等からの問い合わせに対する対応  
 

防災機関は、必要に応じ、発災後速やかに関係者等からの問い合わせに対応する体制の整備に努

めるものとする。 

また、情報のニーズを見極め収集・整理を行うものとする。 
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第３節 災害復旧・復興 
 

第１款 迅速な原状復旧の進め方 
 

防災機関は、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用

しつつ、迅速かつ円滑に被災施設の復旧事業を行い、又は支援するものとする。 

また、被災施設の復旧に当たっては、原状復旧を基本にしつつも、再度災害防止等の観点から、

可能な限り改良復旧を行うものとする。 

ライフライン、交通輸送等の関係機関は、復旧に当たり、可能な限り地区別の復旧予定時期を明

示するものとする。 
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第４章  林野火災予防対策 
 

林野火災を防止するため、気象情報の迅速かつ的確な把握に努め、入山者に対する火災予防措置

の徹底を図るほか、防火帯の設置の促進及び消火資機材の備蓄促進を図るものとする。 

 

第１節 災害予防 
 

第１款 林野火災に対応する体制づくり 

【主な実施機関】  市（農地整備課、企画総務課、危機管理課）、消防本部及び各消防署、 

消防団、四国森林管理局（徳島森林管理署）、徳島県 

 

市、消防本部及び各消防署等は四国森林管理局（徳島森林管理署）及び県とともに、林野火災予

防のため、保護樹帯の設置、標識等の整備、林野火災多発期における注意警報の適切な伝達、防火

宣伝の強化等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

林野火災の出火原因の大半が、たき火やタバコ等の不用意な火の取り扱いによるものであり、広

報活動や消火訓練等を通じて、林野周辺住民、入山者等の防災意識の向上を図るものとする。 

また、防火林道、防火森林の整備等に努めるとともに、警報発令中の火の使用制限の徹底を図り、

多発時期等における監視パトロール等の強化、火入れを行う者に対する適切な対応等に努めるもの

とする。 

 

第２款 林野管理者への指導 

【主な実施機関】  市（農地整備課、企画総務課、危機管理課）、消防本部及び各消防署 

 

林野管理者に対して次の事項等について指導し、林野火災発生の防止に努めるものとする。 

１ 枯れ草等の刈り取り 

２ 火の後始末の徹底 

３ 森林法（昭和 26 年法律第 249 号）に基づく適正な火入れの実施 

４ 火災多発期における見回りの強化 

 

第３款 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え 

【主な実施機関】  市（農地整備課、危機管理課）、消防本部及び各消防署、消防団 

 

第１ 情報の収集・連絡関係 
１ 防火水槽の常備に努めるものとする。 

２ 林野火災は、隣接市町村に及ぶ場合があるため、関係市町村と協議をして林野火災発生時の

広域応援体制の整備等に努めるものとする。 

 

第２ 災害応急体制の整備関係 
 

１ 職員の体制  

防災機関は、それぞれの機関において実情に応じ職員の非常参集体制の整備を図るものとす

る。  

また、それぞれの機関の実情を踏まえ、必要に応じ応急活動のためのマニュアルを作成し、

職員に周知するとともに定期的に訓練を行い、活動手順、使用する資機材や装備の使用方法等

の習熟、他の職員、機関等との連携等について徹底を図るものとする。 
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第３ 救助・救急、医療及び消火活動関係  
 

１ 救助・救急活動関係 

救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用資機材の整備に努めるものとする。 

 

２ 医療活動関係  

負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品等の供給確保に備えるものとする。  

医療活動について、連絡体制の整備を図るとともに、県との連携に努めるものとする。 

 

３ 消火活動関係  

防火水槽、貯水槽の整備、河川水等の自然水利の活用、水泳プール、ため池等の指定消防水

利等の活用により、消防水利の多様化と適正な配置に努めるとともに、林野火災用工作機器、

可搬式消火機材等の消防用機械・資機材の整備促進に努めるものとする。 

 

第４ 緊急輸送活動関係  
 

信号機、情報板等の道路交通関連施設について、県警察及び県とともに、災害時の道路交通管理

体制の整備に努めるものとする。 

 

第５ 施設、設備の応急復旧活動関係  
 

防災機関は、それぞれの所管する施設、設備の被害状況の把握及び応急復旧活動を行うため、あ

らかじめ体制・資機材を整備するものとする。 

 

第６ 被災者等への的確な情報伝達活動関係  
 

発災後の経過に応じて被災者等に提供すべき情報について整理しておくものとする。 

また、市民等からの問い合わせ等に対応する体制についてあらかじめ計画しておくものとする。 

 

第７ 防災機関等の防災訓練の実施  
 

消防機関は、様々な状況や広域応援も想定し、関係機関等と相互に連携を図り、より実践的な消

火等の訓練を実施するものとする。  

また、訓練を行うに当たっては、林野火災及び被害の想定を明らかにするとともに実施時間を工

夫する等様々な条件を設定するなど実践的なものとなるよう工夫し、訓練後には評価を行い、課題

等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行うよう努める。 

 

第４款 防災知識の普及等  

【主な実施機関】  市（教育委員会、建設部、企画総務課、秘書人事課、危機管理課）、 

消防本部及び各消防署 

 

林野火災の出火原因の大半が、たき火やタバコ等の不用意な火の取り扱いによるものであり、広

報活動や消火訓練等を通じて、林野周辺住民、入山者等の防災知識の普及、予防啓発等防火思想の

徹底を図るものとする。 
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第２節 災害応急対策 
 

第１款 発災直後の情報収集・連絡及び通信の確保 

【主な実施機関】  市（企画総務課、危機管理課） 

 

第１ 災害情報の収集・連絡 
 

１ 林野火災発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡  

火災の発生状況、人的被害の状況、林野の被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規

模に関する概括的情報を含め、把握できた情報から直ちに県へ連絡するものとする。  

 

２ 応急対策活動情報の連絡  

県に応急対策の活動状況、対策本部設置状況等を連絡し、応援の必要性等を連絡する。 

また、県は、自ら実施する応急対策の活動状況等を市町村に連絡する。防災機関は、応急

対策活動情報に関し、必要に応じて相互に緊密な情報交換を行うものとする。 

 

第２款 活動体制の確立 

【主な実施機関】  市（企画総務課、危機管理課）、消防本部及び各消防署、消防団、 

阿波吉野川警察署 

 

第１ 防災機関の活動体制  
 

１ 市の活動体制 

災害の状況に応じて速やかに、職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び災害対策本部

の設置等必要な体制をとるものとする。 

 

２ 林業関係事業者の活動体制  

林業関係事業者は、消防機関、警察本部等との連携を図り、初期対応、情報連絡等の協力に

努めるものとする。 

 

第２ 広域的な応援体制  
 

１ 消防相互応援協定に基づく応援をもってしても対処できない場合には、県に対し応援を求め

ることとする。 

 

第３ 自衛隊災害派遣要請計画  
自衛隊の災害派遣要請は、共通対策編第３章第６節自衛隊派遣要請に定めるところによるものと

する。 
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第３款 消火活動 

【主な実施機関】  市（危機管理課）、消防本部及び各消防署、消防団 

 

第１ 消防機関等による消火活動  
 

消防機関等は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行うものとする。  

市民及び自主防災組織等は、発災後初期段階において、自発的に初期消火活動を行うとともに、

消防機関に協力するよう努めるものとする。  

 

第２ 被災地以外の市町村による応援 
 

被災地以外の市町村は、被災地の地方公共団体からの要請、相互応援協定等に基づき、消防機

関による応援の迅速かつ円滑な実施に努めるものとする。 

 

第４款 緊急輸送のための交通の確保、緊急輸送活動 

【主な実施機関】  市（建設部、農業振興課、農地整備課、危機管理課） 

 

第１ 交通の確保・緊急輸送活動の基本方針  
 

災害の拡大防止又は緊急輸送活動のため、被害の状況、緊急度、重要度を考慮して、交通規制、

応急復旧、輸送活動を行うものとする。  

 

第５款 施設、設備の応急復旧活動 

【主な実施機関】  市（建設部、農業振興課、農地整備課、危機管理課） 

 

関係機関と連携して施設・設備の被害状況等を把握して、ライフライン及び公共施設等の応急

復旧を速やかに行う。 

 

第６款 被災者等への的確な情報伝達活動 

【主な実施機関】  各防災関係機関 

 

第１ 被災者への情報伝達活動  
 

防災機関は、被災者のニーズを十分把握し、林野火災の状況、二次災害の危険性に関する情報、

安否情報、ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況、医療機関などの情報、それぞれの

機関が講じている施策に関する情報及び交通規制等被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を

適切に提供するものとする。 

その際、高齢者、障がい者、外国人等、要配慮者に配慮した伝達を行うこととする。 

また、情報の公表、広報活動の際、その内容について、相互に連絡をとりあうものとする。 

 

第２ 市民等への的確な情報の伝達  
 

防災機関は、災害発生地の市民等に対し、林野火災の状況、安否情報、施設等の復旧状況、義援

物資の取り扱い等、ニーズに応じた情報を積極的に伝達するものとする。防災機関は、情報の公

表、広報活動の際、その内容について、相互に通知し情報交換を行うものとする。 

 



 

 

320 

第３ 市民等からの問い合わせに対する対応  
 

防災機関は、必要に応じ、発災後速やかに関係者等からの問い合わせに対応する体制の整備に努

めるものとする。  

また、情報のニーズを見極め収集・整理を行うものとする。 

 

第７款 二次災害の防止活動 

【主な実施機関】  市（建設部、農業振興課、農地整備課、危機管理課） 

 

林野火災により流域が荒廃した地域の下流部においては、土石流等の二次災害が発生するおそ

れがあることについて十分留意して、県とともに、二次災害の防止に努める。 
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第３節 災害復旧 
 

【主な実施機関】  各防災関係機関 

 

防災機関は、あらかじめ定めた物資、資材の調達計画及び人材の広域応援等に関する計画を活用 

しつつ、迅速かつ円滑に被災施設の復旧事業を行い、又は支援するものとする。 
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第５章 原子力災害対策 
 

【主な実施機関】  各防災関係機関 

 

第１節 総 則 
 

第１ 計画の目的 
 

本市には、「原子力災害対策指針」（以下「指針」という。）に規定された原子力施設は立地せず、

また、市外に立地する原子力施設のうち、最も近距離にある伊方原子力発電所までも本市からは 

比較的離れた場所に立地している。しかしながら、平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災に 

伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所（以下「福島第一原発」という。）の事故は、大量の 

放射性物質を放出し、緊急時防護措置を準備する区域（いわゆる UPZ：Urgent Protective action  

planning Zone）の範囲を超えた住民に対しても、高濃度の放射能汚染により、住民が避難を余儀 

なくされたり、数百 km離れた地方自治体の農林水産物から基準値を上回る放射性物質が検出され 

るなど、今までの想定を越える事態が発生した。 

また、放射性物質及び放射線による影響は、いわゆる人間の「五感」には感じることができない

など、他の災害とは異なる特殊性を持つことを考慮すると、原子力発電所において事故が発生した

場合、市民の心理的動揺、精神的負担など、市民生活に混乱をきたす事態も想定される。 

本章においては、これらの災害対応を踏まえ、原子力事業者の原子炉の運転等により事故が発生

した場合に備え、市が県及び関係機関等と連携して実施するべき事前対策、応急対策及び中長期対

策について必要な事項を定めることにより、市民の生命、身体及び財産を保護することを目的とす

る。 

 

第２ 計画の性格 
 

１ 徳島県地域防災計画（原子力災害対策）  

本計画は、徳島県地域防災計画の定める計画に従い策定する。 

また、県と連携しながら、想定される全ての事象に対して対応できるよう対策を講じること

とし、仮に不測の事態が発生した場合であっても、対処し得るよう体制を整備する。 
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第２節 事前対策 
 

この節では、予防体制の整備及び原子力災害発生時の事前対策を中心に定めるものである。 

 

第１ 情報の収集・連絡体制の整備 
 

１ 情報の収集・連絡体制の整備 

(1) 情報の収集・連絡体制の整備 

原子力災害に対し万全を期すため、県及びその他の防災関係機関・団体との間において情

報収集・連絡体制を整備する。 

その際、夜間・休日等の勤務時間外の対応や通信障害時なども考慮した代替となる連絡手

段・連絡先も含む確実な情報収集・連絡体制を整備するよう努める。 

 

第２ 原子力災害事前対策の整備 
 

原子力災害時の応急対策活動を効果的に行うため、以下に掲げる事項について、あらかじめ必要

な体制を整備する。 

 

１ 警戒態勢をとるために必要な体制等の整備 

(1) 対応方針の整備 

県が整備する「原子力発電所災害対応方針」に従い、市が実施すべき対策及び警戒態勢を

とることとする。 

 

(2) 参集体制の整備  

警戒事態及び施設敷地緊急事態発生の通報を受けた場合、速やかに職員の参集、情報の収

集・連絡が行えるよう、参集体制の整備を図る。 

 

２ モニタリング情報の入手  

県が実施する環境放射線モニタリング（空間放射線量率、水道水、葉菜等の環境試料）など

の情報を入手する。 

 

第３ 県外からの避難者の受入れ体制の整備（広域避難対策） 
 

原子力災害により、県境を越えて避難する者が発生した都道府県（以下「避難元都道府県」とい

う。）からの避難者の受入れ要請に備え、あらかじめ必要な体制を整備する。 

 

１ 指定避難所の確保 

広域避難の受入れに使用できる指定避難所の確保に努めるとともに、必要に応じ、県と連携

し、施設管理者への協力要請を行う。 

 

第４ 市民等への的確な情報伝達体制の整備 
 

１ 市民等への的確な情報伝達体制の整備 

県と連携し、警戒事態及び施設敷地緊急事態発生後の経過に応じて市民等に提供すべき情報

や手段について、情報を受け取る媒体や受け取り方が千差万別であることも考慮しながら、災

害対応のレベルや場所等に応じた情報伝達体制をあらかじめ整備する。 

 

２ 相談窓口の設置 

県と連携し、市民等からの問い合わせに対応する相談窓口の設置等について、あらかじめそ

の方法、体制等について定めておくものとする。 
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３ 要配慮者等への情報伝達体制の整備  

原子力災害の特殊性に鑑み、県と連携し、傷病者、入院患者、高齢者、障がい者、外国人、

乳幼児、妊産婦などの要配慮者及び一時滞在者に対し、災害情報が迅速かつ滞りなく伝達され

るよう、市民、自主防災組織等の協力を得ながら、平常時よりこれらの者に対する情報伝達体

制の整備に努めるものとする。 

 

第５ 原子力防災に関する市民等に対する知識の普及と啓発 
 

県と連携し、市民等に対し、原子力防災に関する知識の普及と啓発のため、次に掲げる事項につ

いて、広報活動の実施に努める。 

また、防災知識の普及と啓発に際しては、要配慮者に十分に配慮することにより、地域において

要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等、男女

双方の視点へ十分に配慮するよう努めるものとする。 

１ 放射性物質及び放射線の特性に関すること 

２ 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること 

３ 緊急時に県や国等が講じる対策の内容に関すること 
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第３節 緊急事態応急対策 
 

この節では、原子力発電所における警戒事態及び施設敷地緊急事態の発生及び、原災法第 15条

に基づき原子力緊急事態宣言が発出された場合の市の応急対策を定めるものであるが、これら以外

の場合であっても、原子力防災上必要と認められるときは、本節に定める対策に準じて対応する。 

 

第１ 緊急事態応急体制の確立 
 

原子力災害時の応急対策活動を効果的に行うため、以下に掲げる緊急事態応急体制に係る事項に

ついて、あらかじめ必要な体制を整備する。 

 

１ 緊急事態応急体制の確立 

(1) 事故対策のための警戒態勢 

警戒事態及び施設敷地緊急事態発生の通報を受けた場合や、報道等により原子力発電所に

おける事故の発生を覚知した場合は、災害対策本部を開設し、速やかに情報の収集・連絡体

制の確立等必要な体制を確保するとともに、県と緊密な連携を図る。 

 

２ モニタリング情報の入手  

県が実施する緊急時モニタリング（空間放射線量率、水道水、葉菜等の環境試料）などの情

報を速やかに入手する。 

 

第２ 市民等への的確な情報伝達活動 
 

１ 周辺住民等への情報伝達活動  

同報無線や広報車、自主防災組織との連携等により、周辺住民等に対し、県に準じた広報活

動を行う。 

 

第３ 県外からの避難者の受入体制の整備（広域避難対策） 
 

県の要請を受け、原子力災害により、県境を越えて避難する者が発生した場合、必要に応じて次

の対応を行う。 

 

１ 広域避難の調整・受入れ 

(1) 受入先の調整 

県より広域避難の受入れについて要請があったときは、要請内容に基づき、受入可能人数・

施設等を県に提出する。 

 

(2) 指定避難所の開設・運営 

県の支援を受け広域避難の受入れが可能な指定避難所を開設・運営する。 

【資料編 避難所一覧】 

 

２ 避難者の生活支援及び情報提供 

(1) 避難者の生活支援  

県と連携し、避難者の多様なニーズを把握し、必要な支援につなげるとともに、避難先の

生活・医療・雇用情報等をとりまとめ、避難者に対し情報提供を行う。  

 

(2) 避難者の情報提供 

県と連携し、避難者へ避難元都道府県や避難元市町村からの情報を提供するとともに、市

及び県の避難者支援に関する情報を提供する。 
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第４節 中長期対策 
 

この節では、原子力災害中長期対策を中心に示したものであるが、これら以外の場合であって

も、原子力防災上必要と認められるときは、本節に定める対策に準じて対応する。 

 

第１ 環境放射線モニタリングの実施と結果の公表 
 

原子力緊急事態解除宣言後も、県が行う環境放射線モニタリングなどの情報を継続的に入手する。 

 

第２ 市民等への的確な情報伝達活動 
 

市内の空間放射線量率が平常時より高い場合は、相談窓口の運用を継続する。 

なお、引き続き、市民のニーズを十分に把握し、原子力災害の状況、安否情報、医療機関などの

情報、農畜水産物の安全性の確認の状況等、市民に役に立つ情報を正確かつ理解しやすい内容で、

利用可能な様々な手段を活用し、迅速かつ適切に提供する。 

 

第３ 風評被害等の影響の軽減 
 

県と連携し、原子力災害による風評被害を未然に防止し、また、その影響を軽減するため、農林

水産物等をはじめとする本市の地場産品等の検査を継続し、地場産品等の流通促進に向けて、迅速

かつ的確な情報発信に努めるとともに、積極的な広報活動を展開する。 

特に、農林水産物等については、放射性物質のモニタリング検査の方法及び検査結果、出荷制限・

摂取制限等の情報発信に努めるものとする。 

 

第４ 避難者の生活支援の継続と長期化への対応 
 

県と連携し、本市への避難者の多様なニーズ、特に生活・医療・雇用情報等を把握し、必要な支

援を継続する。 

また、避難期間が長期に及ぶ場合の就労や住まいの確保等、避難の生活支援についても県及び関

係機関と連携し、必要な支援を行う。 
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